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第１  災害  

○土岐市地域災害発生状況  

災 害 発 生  

年  月  日  
災 害 の 種 別  被 害 地 域  被  害  状  況  そ  の  他  

32. 8. 8 豪 雨 出 水  土 岐 市 全 域  

被 害 総 額 448 百 万 円  

死 者 ８ 名 、 負 傷 者 12 名  

家 屋 流 失 全 壊 40 戸 、半 壊 29 戸 、床 上 浸

水 606 戸 、 床 下 浸 水 3,810 戸  

34. 9.26 
伊 勢 湾 台 風  

（ 台 風 15 号 ） 
土 岐 市 全 域  

被 害 総 額 1,460 百 万 円  

死 者 １ 名 、 負 傷 者 11 名  

家 屋 流 失 全 壊 132 戸 、半 壊 378 戸 、床 上

浸 水 19 戸 、 床 下 浸 水 7 戸  

35. 8.13 台 風 11 号  土 岐 市 全 域  不 明  

36. 6.24 集 中 豪 雨  土 岐 市 全 域  

被 害 総 額 100 百 万 円  

家 屋 半 壊 １ 戸 、床 下 浸 水 ４ 戸 、田 畑 の 流

失・埋 没・冠 水 38ha、道 路 決 壊 30 箇 所 、

河 川 決 壊 82 箇 所  

37. 5.頃  地 す べ り  
下 石 町  

山 神 地 内  

被 害 面 積 40ha 

被 害 戸 数 20 戸  

44. 7. 2 〃  
土 岐 津 町  

井 戸 洞 地 内  

被 害 面 積 7ha 

被 害 戸 数 20 戸  

45. 6.15 大   雨  土 岐 市 全 域  

被 害 総 額 76 百 万 円  

床 上 浸 水 １ 戸 、 床 下 浸 水 75 戸  

田 畑 冠 水 23ha 

46. 9.26 台 風 19 号  土 岐 市 全 域  床 下 浸 水 15 戸  

    12 

47. 7. ～  

    13 

集 中 豪 雨  土 岐 市 全 域  

被 害 総 額 500 百 万 円、家 屋 半 壊 5 戸、床

上 浸 水 192 戸 、 床 下 浸 水 491 戸  

橋 梁 流 失 ９ 箇 所 、 他  

断 水 世 帯 2,000 世 帯  

47. 9.16 台 風 20 号  土 岐 市 全 域  

被 害 総 額 37 百 万 円  

家 屋 半 壊 １ 戸  

そ の 他 商 工 業 、 農 業 関 係 施 設 被 害  
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災 害 発 生  

年  月  日  
災 害 の 種 別  被 害 地 域  被  害  状  況  そ  の  他  

    7 

49. 1. ～  

    8 

山 林 火 災  
駄 知 町  

地 京 平  

被 害 総 額 35 百 万 円  

焼 失 面 積 7.6ha 

出 動 人 員 935 名  

    13 

49. 1. ～  

    14 

山 林 火 災  
曽 木 町  

亀 ケ 口  

被 害 総 額 65 百 万 円  

焼 失 面 積 7.7ha 

出 動 人 員 712 名  

50. 7. 4 集 中 豪 雨  土 岐 市 全 域  

被 害 総 額 310 百 万 円  

家 屋 一 部 損 壊 ４ 戸  

床 上 浸 水 104 戸 、 床 下 浸 水 545 戸  

そ の 他 土 木 、 農 林 関 係 被 害  

50.   頃  地 す べ り  
下 石 町  

椿 沢 地 内  

被 害 面 積 ６ ha 

被 害 戸 数 ６ 戸  

52. 5. 1 住 宅 火 災  
泉 町  

新 土 岐 津 西  

被 害 総 額 30 百 万 円  

全 焼 ４ 棟  

半 焼 ２ 棟  

52. 5. 4 地 す べ り  
肥 田 町  

雲 五 地 内  

被 害 面 積 9.045ha 

被 害 戸 数 （ な し ）  

52.11.16 大   雨  土 岐 市 全 域  
被 害 総 額 ３ 百 万 円  

床 上 浸 水 １ 戸 、 床 下 浸 水 10 戸  

54. 4.28 地 す べ り  
駄 知 町  

有 古 地 内  

被 害 面 積 5.15ha 

被 害 戸 数 12 戸  

54. 7. 3 大   雨  土 岐 市 全 域  

被 害 総 額 22 百 万 円  

床 下 浸 水 10 戸  

土 木 、 農 林 関 係 被 害  

54. 9.22 集 中 豪 雨  土 岐 市 全 域  

被 害 総 額 32 百 万 円  

家 屋 半 壊 １ 戸  

床 上 浸 水 ６ 戸 、 床 下 浸 水 43 戸  

そ の 他 林 業 、 土 木 関 係 施 設 被 害  

54. 9.30 台 風 16 号  土 岐 市 全 域  

被 害 総 額 ８ 百 万 円  

家 屋 半 壊 １ 戸  

そ の 他 農 林 業 関 係 被 害  
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災 害 発 生  

年  月  日  
災 害 の 種 別  被 害 地 域  被  害  状  況  そ  の  他  

55. 5.12 山 林 火 災  

下 石 町 西 山  

土 岐 津 町  

古 井  

被 害 総 額 195 百 万 円  

焼 失 面 積 100ha 

消 火 用 ヘ リ コ プ タ ー １ 機  

出 動 人 員 950 名  

55. 8.27 集 中 豪 雨  土 岐 市 全 域  

被 害 総 額 43 百 万 円  

床 下 浸 水 36 戸  

土 木 、 農 林 関 係 施 設 被 害  

（ 道 路 、 河 川 及 び 田 畑 ）  

57. 8.16 集 中 豪 雨  土 岐 市 全 域  

被 害 総 額 175 百 万 円  

床 上 浸 水 ５ 戸 、 床 下 浸 水 168 戸  

土 木 、 農 林 関 係 施 設 被 害  

57. 9.12 台 風 18 号  土 岐 市 全 域  

被 害 総 額 28 百 万 円  

家 屋 全 壊 １ 棟  

土 木 関 係 施 設 被 害  

58. 6.21 集 中 豪 雨  土 岐 市 全 域  

被 害 総 額 21 百 万 円  

家 屋 一 部 破 損 １ 戸  

土 木 、 林 業 関 係 施 設 被 害  

58. 7.17 集 中 豪 雨  土 岐 市 全 域  

被 害 総 額 ８ 百 万 円  

床 下 浸 水 ４ 戸  

土 木 関 係 施 設 被 害  

58. 9.28 台 風 10 号  土 岐 市 全 域  

被 害 総 額 93 百 万 円  

床 上 浸 水 ５ 戸 、 床 下 浸 水 42 戸  

土 木 、 農 林 、 商 工 関 係 施 設 被 害  

60. 6.25 大   雨  土 岐 市 全 域  

被 害 総 額 88 百 万 円  

家 屋 全 壊 １ 戸  

土 木 、 農 林 、 下 水 道 関 係 施 設 被 害  

60. 6.30 台 風 ６ 号  土 岐 市 全 域  

被 害 総 額 26 百 万 円  

床 下 浸 水 ８ 戸  

土 木 、 農 林 関 係 施 設 被 害  

60. 7.11 突   風  
妻 木 町  

肥 田 町  

被 害 総 額 １ 百 万 円  

家 屋 一 部 破 壊 13 戸  

61. 8. 2 降   雹  肥 田 町  
被 害 総 額 ２ 百 万 円  

夏 秋 ナ ス 14.4 ト ン  
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災 害 発 生  

年  月  日  
災 害 の 種 別  被 害 地 域  被  害  状  況  そ  の  他  

62.10.17 台 風 19 号  土 岐 市 全 域  
被 害 総 額 ４ 百 万 円  

文 教 、 農 業 関 係 施 設 被 害  

元 . 9.18 集 中 豪 雨  土 岐 市 全 域  

被 害 総 額 153 百 万 円  

床 下 浸 水 43 戸 、 商 工 業 ・ 農 林 ・ 土 木 関

係 施 設 被 害  

元 . 9.20 台 風 22 号  土 岐 市 全 域  

被 害 総 額 1794 百 万 円  

死 者 １ 名  

家 屋 全 壊 １ 戸、半 壊 ４ 戸 、床 上 浸 水 256

戸 、 床 下 浸 水 207 戸  

商 工 業 ・ 農 林 ・ 土 木 関 係 施 設 被 害  

2. 9.19 台 風 19 号  土 岐 市 全 域  被 害 総 額 26 百 万 円  

3. 9.19 台 風 18 号  
土 岐 津 町  

肥 田 町 泉 町  

被 害 総 額 100 百 万 円  

床 下 浸 水 １ 戸  

10. 9.22 台 風 ７ 号  土 岐 市 全 域  
被 害 総 額 ７ 百 万 円  

家 屋 一 部 破 損 18 戸  

ll. 6.30 集 中 豪 雨  土 岐 市 全 域  

被 害 総 額 435 百 万 円  

家 屋 半 壊 １ 戸  

家 屋 一 部 破 損 ３ 戸  

床 上 浸 水 23 戸  

床 下 浸 水 58 戸  

    11 

11. 9. ～  

    12 

集 中 豪 雨  
土 岐 津 町  

肥 田 町 泉 町  

被 害 総 額 57 百 万 円  

床 上 浸 水 １ 戸  

床 下 浸 水 ３ 戸  

16.10. 9 台 風 22 号  泉 町  
被 害 総 額 18 百 万 円  

社 会 教 育 関 係 施 設 被 害  

19. 3. 6 地 す べ り  
下 石 町  

山 神 地 内  

被 害 面 積 0.52ha 

被 害 戸 数 （ な し ）  

22. 7.15 集 中 豪 雨  
泉 町  

五 斗 蒔 地 内  

被 害 総 額 150 万 円  

床 上 浸 水 １ 戸  

床 下 浸 水 １ 戸  
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災 害 発 生  

年  月  日  
災 害 の 種 別  被 害 地 域  被  害  状  況  そ  の  他  

23. 9.20 台 風 15 号  土 岐 市 全 域  

被 害 総 額 １ ８ １ 百 万 円  

床 上 浸 水 １ ２ 戸  

床 下 浸 水 ５ ４ 戸  

商 工 業・農 林・土 木・社 会 教 育 関 係 施 設  

R2. 7. 9 地 す べ り  
泉 町 町  

泉 北 団 地 内  

被 害 面 積 0.26ha 

被 害 戸 数 （ な し ）  

○災害救助法適用災害の状況  

発 生  

年 月 日  
種 別  

人  的  被  害  住  家  被  害  

り 災  

者 数  

（ 人 ）  

死 
 

亡 

負 
 

傷 

計 
全 

 

壊 

半 
 

壊 

床

上

浸

水 

床

下

浸

水 

計 

32. 8. 8 大  雨  8 12 20 40 29 606 3,810 4,485 22,628 

34. 9.26 
伊 勢 湾  

台  風  
1 11 12 132 37 1 7 536 2,787 

元 . 9.20 
豪  雨  

（台風 22 号） 
1  1 1 4 256 207 468 1,652 

 



参考資料編 

6 (R6.4) 

○地震被害想定  

１  震 度 ・ Ｐ Ｌ 値  

項 目  

 

想 定 地 震  

震 度  
PL 値  

（液状化指数） 

最 小  最 大  最 小  最 大  

南 海 ト ラ フ 巨 大 地 震  5.51 5.97 0.00 24.98 

養老－桑名－四日市断層帯地震  4.81 5.55 0.00 10.35 

阿 寺 断 層 系 地 震  4.48 5.18 0.00 1.87 

跡 津 川 断 層 地 震  4.39 5.18 0.00 1.74 

高 山 ・ 大 原 断 層 帯 地

震  
4.28 5.06 0.00 4.46 

屏 風 山 ・ 恵 那 山 及 び

猿 投 山 断 層 帯 地 震  
5.60 6.41 0.00 22.94 

※ 計 測 震 度 と 震 度 階 級 に つ い て  

震 度 階

級  

４  ５ 弱  ５ 強  ６ 弱  ６ 強  ７  

計 測 震

度  

3. 5 以 上  

4. 5 未 満  

4. 5 以 上  

5. 0 未 満  

5. 0 以 上  

5. 5 未 満  

5. 5 以 上  

6. 0 未 満  

6. 0 以 上  

6. 5 未 満  

6. 5 以 上  

 

２  建 物 被 害  

項 目  

 

想 定 地 震  

全 壊 （ 棟 ）  半 壊 （ 棟 ）  合 計 （ 棟 ）  

揺 れ  

液

状

化  

急

傾

斜

地  

揺 れ  
液 状

化  
全 壊  半 壊  

南 海 ト ラ フ 巨 大 地 震  419 978 0 2,692 1,496 1,396 4,187 

養老－桑名－四日市断層帯地震  17 289 0 452 443 307 895 

阿 寺 断 層 系 地 震  0 8 0 160 12 8 172 

跡 津 川 断 層 地 震  0 33 0 187 50 33 236 

高 山 ・ 大 原 断 層 帯 地 震  0 49 0 48 75 49 124 

屏 風 山 ・ 恵 那 山 及 び 猿

投 山 断 層 帯 地 震  
5,558 932 6 6,758 1,425 6,495 8,184 
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３  火 災  

項 目  

 

想 定 地 震  

午 前 ５ 時  午 後 12 時  午 後 ６ 時  

炎

上  

出

火  

件

数  

残

火

災

件

数  

焼

失  

棟

数  

炎

上

出

火

件

数  

残

火

災

件

数  

焼

失  

棟

数  

炎

上

出

火

件

数  

残

火

災

件

数  

焼

失  

棟

数  

南 海 ト ラ フ 巨 大 地 震  1 0 0 1 0 0 2 1 9 

養老－桑名－四日市断層帯地震  0 0 0 0 0 0 1 0 0 

阿 寺 断 層 系 地 震  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

跡 津 川 断 層 地 震  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

高 山 ・ 大 原 断 層 帯 地 震  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

屏 風 山 ・ 恵 那 山 及 び 猿

投 山 断 層 帯 地 震  
8 7 40 9 8 47 20 19 117 

 

４  人 的 ・ 物 的 被 害  

項 目  

 

 

想 定 地 震  

午 前 ５ 時  午 後 12 時  午 後 ６ 時  避 難  

者 数  

（ 建 物

被 害 及

び 焼

失 ）  

死

者

数 

負

傷

者

数 

重

症

者

数 
要

救

出

者

数 

死

者

数 

負

傷

者

数 

重

症

者

数 

要

救

出

者

数 

死

者

数 

負

傷

者

数 

重

症

者

数 

要

救

出

者

数 

南 海 ト ラ フ 巨 大

地 震  
25 625 47 83 10 451 44 44 15 413 36 55 5,510 

養老－桑名－四日市断層帯地 1 94 2 3 0 77 3 2 1 66 2 3 1,188 

阿 寺 断 層 系 地 震  0 32 0 0 0 30 0 0 0 24 0 0 148 

跡 津 川 断 層 地 震  0 37 0 0 0 34 0 0 0 28 0 0 238 

高 山 ・ 大 原 断 層

帯 地 震  
0 0 9 0 0 0 12 0 0 0 9 0 177 

屏 風 山 ・ 恵 那 山

及 び 猿 投 山 断 層

帯 地 震  

3 2

8  

2 , 3 0

0  

5 9

7  

1 , 0 6

3  

1 2

6  

2 , 2 8

3  

4 5

7  

5 1

8  

1 9

3  

1 , 8 2

5  

4 0

7  

6 8

5  
15,961 

※ こ の 他 、 南 海 ト ラ フ 巨 大 地 震 で は 293 人 の 帰 宅 困 難 者 が 発 生 す る と 予 想 さ れ て い る 。  

出 典 ： 東 海 ・ 東 南 海 ・ 南 海 地 震 等 被 害 想 定 調 査 結 果 に つ い て  岐 阜 県 （ 平 成 25 年 2 月 ）  

出 典 ： 内 陸 直 下 型 地 震 に 係 る 震 度 分 布 解 析 ・ 被 害 想 定 調 査  岐 阜 県 （ 平 成 31 年 2 月 ）  
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○土石流  

河 川 名  渓  流  名  所   在   地  
保  全  対  象  

人 家 戸 数  公 共 施 設 等  

深 沢 川  滝 ケ 洞 土 岐 市 泉 町 久 尻 五 斗 蒔 1 1 

深 沢 川  滝 ケ 洞 土 岐 市 泉 町 久 尻 五 斗 蒔  1 1 

深 沢 川  五 斗 蒔 １ 谷 土 岐 市 泉 町 久 尻 五 斗 蒔  5 0 

深 沢 川  北 山 洞 土 岐 市 泉 町 久 尻 五 斗 蒔  5 0 

深 沢 川  五 斗 蒔 1 1 谷 土 岐 市 泉 町 久 尻 五 斗 蒔  11 0 

深 沢 川  五 斗 蒔 1 2 谷 土 岐 市 泉 町 久 尻 五 斗 蒔  9 0 

土 岐 川  緑ケ丘東１谷 土 岐 市 泉 町 久 尻 緑 ケ 丘 36 0 

土 岐 川  丸 石 洞 土 岐 市 泉 町 久 尻 五 斗 蒔  38 0 

土 岐 川  水 晶 山 洞 土 岐 市 泉 町 久 尻 五 斗 蒔  29 0 

土 岐 川  仲 山 洞 土 岐 市 泉 町 大 富 西 窯  15 0 

土 岐 川  北 山 谷 土 岐 市 泉 町 大 富 西 窯  15 0 

土 岐 川  西 窯 １ 谷 土 岐 市 泉 町 大 富 西 窯  11 0 

土 岐 川  東 山 谷 土 岐 市 泉 町 大 富 西 窯  9 0 

土 岐 川  泉 大 洞 川 土 岐 市 泉 町 河 合 山 手  32 0 

土 岐 川  宮 洞 谷 土 岐 市 泉 町 河 合 中 野  10 0 

土 岐 川  上 賎 ケ 洞 谷 土 岐 市 泉 町 河 合  1 1 

土 岐 川  中 賎 ケ 洞 谷 土 岐 市 泉 町 河 合  0 1 

土 岐 川  下 賎 ケ 洞 谷 土 岐 市 泉 町 河 合  0 1 

蛇 ケ 洞 川  柿 野 土 岐 市 鶴 里 町 柿 野  7 0 

土 岐 川 左 岸   土 岐 市 土 岐 津 町 上 町  12 1 

土 岐 川 左 岸   土 岐 市 土 岐 津 町 上 町  7 1 

土 岐 川 左 岸  一 ノ 洞 土 岐 市 土 岐 津 町 栄 町  9 0 

土 岐 川 左 岸   土 岐 市 土 岐 津 町 栄 町  15 0 

土 岐 川 左 岸  明 楽 寺 川 土 岐 市 土 岐 津 町 栄 町  9 0 

土 岐 川 左 岸  明 楽 寺 川 土 岐 市 土 岐 津 町 栄 町  11 0 

土 岐 川 左 岸  明 楽 寺 川 土 岐 市 土 岐 津 町 土 岐 口  7 0 

土 岐 川 左 岸  八 五 郎 谷 土 岐 市 土 岐 津 町 土 岐 口  55 0 

土 岐 川 左 岸  辛 沢 土 岐 市 土 岐 津 町 西 山  40 0 

土 岐 川 左 岸   土 岐 市 土 岐 津 町 西 山  9 0 

土 岐 川 左 岸   土 岐 市 土 岐 津 町 大 洞  7 0 

笠 原 川   土 岐 市 鶴 里 町 柿 野  8 0 

笠 原 川   土 岐 市 鶴 里 町 柿 野  11 0 

笠 原 川   土 岐 市 鶴 里 町 柿 野  4 1 
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笠 原 川  坂 下 川 土 岐 市 鶴 里 町 柿 野  9 0 

笠 原 川   土 岐 市 鶴 里 町 柿 野  11 0 

笠 原 川   土 岐 市 鶴 里 町 柿 野  2 1 

笠 原 川   土 岐 市 鶴 里 町 柿 野  2 1 

土 岐 川 左 岸   土 岐 市 土 岐 津 町 本 郷  6 0 

笠 原 川   土 岐 市 鶴 里 町 柿 野  8 0 

肥 田 川   土 岐 市 肥 田 町 上 肥 田  5 0 

肥 田 川  北 洞 土 岐 市 肥 田 町 上 肥 田  10 0 

肥 田 川  東 谷 洞 土 岐 市 肥 田 町 上 肥 田  21 1 

肥 田 川  東 洞 土 岐 市 肥 田 町 上 肥 田  5 0 

肥 田 川  東 山 洞 土 岐 市 肥 田 町 上 肥 田  14 0 

肥 田 川  東 股 川 土 岐 市 肥 田 町 上 肥 田  10 0 

肥 田 川  斧 研 洞 土 岐 市 肥 田 町 上 肥 田  20 0 

肥 田 川  蒲 洞 土 岐 市 肥 田 町 上 肥 田  8 0 

肥 田 川   土 岐 市 肥 田 町 上 肥 田  5 0 

肥 田 川  宮 後 川 土 岐 市 駄 知 町 鳥 屋 ケ 20 0 

肥 田 川  源 新 土 岐 市 駄 知 町 雨 池  28 0 

肥 田 川  源 新 川 土 岐 市 駄 知 町 郷  92 1 

肥 田 川  水 道 川 土 岐 市 駄 知 町 東 ガ マ  69 0 

肥 田 川   土 岐 市 駄 知 町 雨 地  14 0 

肥 田 川   土 岐 市 肥 田 町 東 山  8 0 

肥 田 川   土 岐 市 曽 木 町 蘭 仙  11 0 

肥 田 川   土 岐 市 曽 木 町 住 久 保  7 0 

肥 田 川  秋 ケ 入 川 土 岐 市 曽 木 町 住 久 保  6 0 

肥 田 川   土 岐 市 曽 木 町 中 切  5 1 

肥 田 川   土 岐 市 曽 木 町 住 久 保  5 0 

肥 田 川  大 草 川 土 岐 市 曽 木 町 中 洞  5 0 

肥 田 川  大 草 川 土 岐 市 曽 木 町 大 草  6 0 

肥 田 川   土 岐 市 鶴 里 町 白 鳥  7 0 

肥 田 川  野 黒 洞 土 岐 市 曽 木 町 上  10 0 

肥 田 川   土 岐 市 鶴 里 町 白 鳥  6 0 

肥 田 川   土 岐 市 鶴 里 町 八 王 子  6 0 

肥 田 川  堀 切 土 岐 市 鶴 里 町 八 王 子  6 0 

肥 田 川  堀 切 川 土 岐 市 鶴 里 町 八 王 子  5 0 

肥 田 川  神 田 洞 土 岐 市 鶴 里 町 八 王 子  0 1 

肥 田 川  ド ン ブ チ 川 土 岐 市 曽 木 町 上  5 0 
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肥 田 川  鳥 屋 ケ 根 川 土 岐 市 曽 木 町 上  5 0 

肥 田 川   土 岐 市 曽 木 町 上  8 0 

肥 田 川   土 岐 市 曽 木 町 下  5 0 

肥 田 川  天 狗 沢 川 土 岐 市 駄 知 町 東 灶  10 0 

肥 田 川  南 山 洞 土 岐 市 駄 知 町 南 山  42 1 

肥 田 川  北 洞 土 岐 市 駄 知 町 南 山  9 0 

肥 田 川  南 中 洞 土 岐 市 駄 知 町 南 山  73 0 

肥 田 川  日 帰 洞 土 岐 市 駄 知 町 日 帰  33 0 

肥 田 川  日 帰 北 洞 土 岐 市 駄 知 町 日 帰  35 0 

肥 田 川  日 帰 南 洞 土 岐 市 駄 知 町 日 帰  43 1 

肥 田 川  下 日 帰 沢 土 岐 市 駄 知 町 日 帰  30 0 

肥 田 川  出 口 洞 土 岐 市 駄 知 町 日 帰  37 0 

肥 田 川  白 坂 川 土 岐 市 駄 知 町 西 山  31 0 

肥 田 川  白 坂 支 川 土 岐 市 駄 知 町 西 山  12 0 

肥 田 川  白 坂 支 川 土 岐 市 駄 知 町 西 山  11 1 

肥 田 川  木 欒 子 洞 谷 土 岐 市 肥 田 町 中 肥 田  20 0 

肥 田 川  馬 沢 川 土 岐 市 肥 田 町 高 根  5 0 

肥 田 川  前 洞 土 岐 市 肥 田 町 三 栗  12 0 

肥 田 川  上 ノ 山 洞 土 岐 市 肥 田 町 梅 ノ 木 16 0 

肥 田 川  ス ゲ 洞 土 岐 市 土 岐 津 町 高 山  15 0 

妻 木 川  引 陣 谷 土 岐 市 土 岐 津 町 西 山  5 0 

妻 木 川  大 松 沢 土 岐 市 土 岐 津 町 上 田  35 1 

妻 木 川  井 戸 洞 土 岐 市 土 岐 津 町 陶 元  37 1 

妻 木 川  龍 下 洞 土 岐 市 土 岐 津 町 陶 元  30 0 

妻 木 川  慈 門 洞 土 岐 市 土 岐 津 町 陶 元  12 0 

妻 木 川   土 岐 市 土 岐 津 町 陶 元  10 0 

妻 木 川  追 沢 川 土 岐 市 土 岐 津 町 陶 元  44 0 

妻 木 川  追 沢 川 土 岐 市 土 岐 津 町 陶 元  13 0 

妻 木 川  慈 門 谷 土 岐 市 土 岐 津 町 陶 元  11 0 

妻 木 川  烏 帽 子 洞 川 土 岐 市 下 石 町 奥 裏 山  6 0 

妻 木 川  荒 神 洞 川 土 岐 市 下 石 町 八 区  25 1 

妻 木 川  薬 師 洞 川 土 岐 市 下 石 町 山 神  25 0 

妻 木 川  岩 ケ 洞 川 土 岐 市 下 石 町 九 区  31 0 

妻 木 川  鳥 屋 洞 川 土 岐 市 下 石 町 山 神  34 0 

妻 木 川  山 神 土 岐 市 下 石 町 山 神  13 0 

妻 木 川  椿 沢 土 岐 市 下 石 町 山 神  5 0 
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妻 木 川  南 洞 土 岐 市 駄 知 町 南 山  1 1 

妻 木 川  杓 子 洞 谷 土 岐 市 下 石 町 石 田  14 0 

妻 木 川  溝 洞 谷 川 土 岐 市 妻 木 町 東 門 田  48 0 

妻 木 川  掛 花 谷 土 岐 市 妻 木 町 仲 町  18 0 

妻 木 川  鍛 冶 ケ 入 洞 土 岐 市 妻 木 町 東  18 1 

妻 木 川  庚 申 洞 土 岐 市 妻 木 町 庚 申  18 0 

妻 木 川  庚 申 洞 土 岐 市 妻 木 町 庚 申  5 1 

妻 木 川  奥 山 寺 谷 川 土 岐 市 妻 木 町 山 寺  10 0 

妻 木 川  山 寺 谷 川 土 岐 市 妻 木 町 山 寺  21 0 

妻 木 川  栃 之 木 川 土 岐 市 妻 木 町 山 寺  11 0 

妻 木 川   土 岐 市 妻 木 町 中 沢  12 1 

妻 木 川  東 洞 土 岐 市 妻 木 町 旭 町  22 1 

妻 木 川  矢 元 洞 土 岐 市 妻 木 町 旭 町  5 0 

妻 木 川  市 之 平 洞 土 岐 市 鶴 里 町 中 沢  0 1 

妻 木 川  開 墾 洞 土 岐 市 鶴 里 町 中 沢  5 0 

妻 木 川   土 岐 市 鶴 里 町 下 町  8 0 

妻 木 川   土 岐 市 鶴 里 町 入 海 道  3 1 

妻 木 川  日 山 洞 土 岐 市 鶴 里 町 中 町  5 0 

妻 木 川  堂 上 平 谷 土 岐 市 鶴 里 町 上 町  10 0 

妻 木 川   土 岐 市 鶴 里 町 上 町  7 0 

妻 木 川   土 岐 市 鶴 里 町 上 町  7 0 

妻 木 川  大 入 谷 土 岐 市 鶴 里 町 上 町  10 1 

妻 木 川  大 入 谷 土 岐 市 鶴 里 町 上 町  7 0 

妻 木 川  西 ケ 洞 土 岐 市 鶴 里 町 上 町  5 1 

妻 木 川   土 岐 市 鶴 里 町 上 町  6 0 

妻 木 川   土 岐 市 鶴 里 町 柿 野  7 0 

妻 木 川   土 岐 市 鶴 里 町 柿 野  5 0 

妻 木 川   土 岐 市 鶴 里 町 上 町  6 2 

妻 木 川  浦 山 谷 川 土 岐 市 妻 木 町 旭 町  36 1 

妻 木 川  秋 葉 谷 川 土 岐 市 妻 木 町 旭 町  44 1 

妻 木 川  秋 葉 谷 川 土 岐 市 妻 木 町 旭 町  18 0 

妻 木 川   土 岐 市 妻 木 町 新 町  13 0 

妻 木 川  村 上 谷 土 岐 市 妻 木 町 新 町  5 0 

妻 木 川  西 山 谷 土 岐 市 妻 木 町 西 木 戸  40 0 

妻 木 川  西 木 戸 川 土 岐 市 妻 木 町 西 木 戸  23 1 

妻 木 川  西 木 戸 土 岐 市 妻 木 町 西 木 戸  8 0 
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妻 木 川  釜 下 谷 土 岐 市 妻 木 町 西 木 戸  10 0 

妻 木 川  西 山 川 土 岐 市 妻 木 町 山 王  9 0 

妻 木 川  辻 川 土 岐 市 妻 木 町 西 山  40 0 

妻 木 川  辻 川 土 岐 市 妻 木 町 西 山  37 0 

妻 木 川  西 山 土 岐 市 妻 木 町 西 山  29 0 

妻 木 川  西 山 土 岐 市 妻 木 町 西 山  10 0 

妻 木 川  万 場 谷 土 岐 市 妻 木 町 万 場  19 1 

妻 木 川  万 場 土 岐 市 妻 木 町 万 場  16 1 

妻 木 川  西 山 洞 土 岐 市 妻 木 町 西 陵  34 0 

妻 木 川  西 陵 Ａ 土 岐 市 妻 木 町 西 陵  63 1 

妻 木 川  西 陵 Ｂ 土 岐 市 妻 木 町 西 陵  16 1 

妻 木 川  上 阿 庄 谷 土 岐 市 下 石 町 西 山  18 0 

妻 木 川  花 掛 川 土 岐 市 下 石 町 一 区  15 0 

妻 木 川  釜 の 洞 川 土 岐 市 下 石 町 西 山  9 0 

妻 木 川  栄 楽 谷 土 岐 市 土 岐 津 町 栄 楽  12 1 

妻 木 川  栄 楽 谷 土 岐 市 土 岐 津 町 大 洞  32 1 

妻 木 川  古 井 川 土 岐 市 土 岐 津 町 古 井  39 0 

妻 木 川  小 凪 谷 土 岐 市 土 岐 津 町 古 井  37 0 

妻 木 川  西 山 谷 川 土 岐 市 土 岐 津 町 古 井  28 1 

妻 木 川  御 幸 川 土 岐 市 土 岐 津 町 中 山  7 0 

生 田 川  石 拾 洞 土 岐 市 下 石 町 西 山  8 0 

生 田 川  石 拾 谷 土 岐 市 下 石 町 西 山  10 0 

生 田 川  石 拾 川 土 岐 市 下 石 町 西 山  16 0 

生 田 川  石 拾 土 岐 市 下 石 町 西 山  15 0 

生 田 川  上 石 拾 土 岐 市 下 石 町 西 山  11 0 

生 田 川  下 西 山 土 岐 市 下 石 町 西 山  5 0 
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○地すべり地域  

地 す べ り 防 止

区 域 の 指 定  
区 域 名  人 家 戸 数  整 理 番 号  郡  市  町  村  大  字  

○  井 戸 洞 39 34 土 岐 市 陶 元 町 井 戸 洞 

○  雲 五 0 35 〃 肥 田 町 雲 五 

○  山 神 113 36 〃 下 石 町 山 神 

○  有 古 17 37 〃 駄 知 町 有 古 

 上 16 38 〃 曽 木 町 上 

○  東 灶 27 39 〃 駄 知 町 東 灶 

 大 草 13 40 〃 曽 木 町 大 草 

○  山 神 ２ 20  土 岐 市 下 石 町 山 神 
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○急傾斜地の崩壊地域  

町   名  区  域  名  指 定 年 月 日  

区 域 内 人 家  

戸 数 （  ） 内

公 共 建 物  

防 止

工 事

有 無  

備     考  

土 岐 津 町  本 郷  Ｓ 45. 2.24  26(1)  有  
河 ． 宅 Ｓ 57.7.2 

区 域 変 更  

土 岐 津 町  辛 沢 ①  Ｓ 46. 2. 9  30  有  砂  

土 岐 津 町  明 楽 寺  Ｓ 47. 5. 9  12  有  保 ． 砂 ． 宅  

土 岐 津 町  上 田  Ｓ 47. 5. 9  14  有  砂 ． 宅  

土 岐 津 町  一 之 洞 ①  Ｓ 49. 3.27  26  有  保 ． 砂 ． 宅  

土 岐 津 町  高 山 ①  Ｓ 51. 5.21  40  有  宅  

土 岐 津 町  築 出  Ｓ 53. 3. 3  17(1)  有  宅  

土 岐 津 町  高 山 ②  Ｓ 53. 3. 3  18  有  砂 ． 宅  

土 岐 津 町  大 河 原  Ｓ 53.10.30  17  有  砂 ． 宅  

土 岐 津 町  一 之 洞 ②  Ｓ 55. 3.21  24  有  砂 ． 宅  

土 岐 津 町  辛 沢 ②  Ｓ 55. 4.22  10  有  砂 ． 宅  

土 岐 津 町  西 山 ⑤  Ｓ 59.11.24  9  有  砂 ． 宅  

土 岐 津 町  御 幸   5(1)    

土 岐 津 町  一 之 洞 ③   10   宅  

下 石 町  西 山 ①  Ｈ  4.11. 4  12  有  宅  

下 石 町  西 山 ②   9   宅  

下 石 町  裏 山 ①   15   宅  

下 石 町  裏 山 ②   5(1)    

妻 木 町  南 宮  Ｓ 46. 2. 9  6(1)  有   

妻 木 町  奥 山 寺   9    

土 岐 津 町  山 寺   8    

土 岐 津 町  細 洞   5    

鶴 里 町  池 之 脇  Ｓ 53. 3. 3  16  有  
砂 ．宅 Ｓ 63.3.31  

区 域 変 更  

鶴 里 町  餅 ケ 洞  Ｓ 62. 1.30  5(1)  有   

曽 木 町  川 谷   5    

駄 知 町  井 ノ 口  Ｓ 45. 2.24  9(1)  有   

駄 知 町  西 窯  Ｓ 45. 2.24  34  有  河 ． 宅  

駄 知 町  有 古 ・ 井 ノ 口  Ｓ 52. 6.21  11   宅  
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町   名  区  域  名  指 定 年 月 日  

区 域 内 人 家  

戸 数 （  ） 内

公 共 建 物  

防 止

工 事

有 無  

備     考  

駄 知 町  東 竃  Ｓ 53. 3. 3  23  有  
河 ． 宅 Ｈ 5.3.19 

区 域 変 更  

駄 知 町  南 山  Ｓ 55.12. 5  10  有  砂  

駄 知 町  日 帰  Ｓ 59. 2.13  11  有   

駄 知 町  白 坂  Ｓ 62. 1.30  25  有  宅  

駄 知 町  地 京 平   9    

駄 知 町  水 口   5   宅  

駄 知 町  洞   6   宅  

駄 知 町  雨 池  Ｓ 63. 1.19  7  有  宅  

肥 田 町  高 根 ①  Ｓ 53. 3. 3  20  有  宅  

肥 田 町  高 根 ②  Ｓ 58. 4.15  28(1)  有  砂 ． 宅  

肥 田 町  高 根 ③  Ｈ  6. 4.15  10  有  宅  

肥 田 町  山 手   5   宅  

泉 町  梅 ノ 木  Ｓ 52. 6.21  14(1)  有   

泉 町  宗 源 洞   6   宅  

駄 知 町  追 分   8   宅  

土 岐 津 町  大 河 原 ②   14   宅  

土 岐 津 町  西 山 ⑦   10    

土 岐 津 町  明 楽 寺   19   宅  

妻 木 町  西 山 ⑧   12    

肥 田 町  高 根 ④  Ｈ  7. 5. 9  8  有  宅  

下 石 町  十 区   0(1)   宅  

妻 木 町  南 宮 ②   0(1)   宅  

泉 町  定 林 寺   1(1)    

泉 町  賊 ケ 洞   2(2)    

泉 町  久 尻 ①   16    

泉 町  久 尻 ②   12(1)    

泉 町  大 富 ①   6    

泉 町  大 富 ②   10    

泉 町  定 林 寺 ①   12(1)    

泉 町  河 合   10    
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町   名  区  域  名  指 定 年 月 日  

区 域 内 人 家  

戸 数 （  ） 内

公 共 建 物  

防 止

工 事

有 無  

備     考  

泉 町  定 林 寺 ②   7    

肥 田 町  下 肥 田   17    

肥 田 町  浅 野   1(1)    

土 岐 津 町  大 洞   6(1)    

土 岐 津 町  土 岐 口 ①   6    

土 岐 津 町  土 岐 口 ②   16    

御 幸 町  御 幸 ２ 丁 目   6    

妻 木 町  妻 木   9    

土 岐 津 町  土 岐 口 ③   6    

土 岐 津 町  土 岐 口 ④   9    

土 岐 津 町  土 岐 口 ⑤   10    

妻 木 町  妻 木 ②   5    

肥 田 町  中 肥 田 ①   2(2)    

肥 田 町  肥 田 ①   7    

肥 田 町  中 肥 田 ②   17(1)    

土 岐 津 町  高 山   8    

肥 田 町  肥 田 ②   7    

土 岐 津 町  土 岐 口 ⑥   9    

土 岐 津 町  土 岐 口 ⑦   18(1)    

土 岐 津 町  土 岐 口 ⑧   7    

駄 知 町  北 山   9    

駄 知 町  宮 川   5    

駄 知 町  雨 池   19    

下 石 町  下 阿 庄   6    

妻 木 町  西 山   9   宅  

肥 田 町  旭 が 丘   10(1)    

駄 知 町  日 帰 ②   26    

駄 知 町  日 帰 ③   14(1)    

駄 知 町  東 杜   6(1)    

駄 知 町  羽   7    

駄 知 町  不 動   14    
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町   名  区  域  名  指 定 年 月 日  

区 域 内 人 家  

戸 数 （  ） 内

公 共 建 物  

防 止

工 事

有 無  

備     考  

妻 木 町  庚 申   6    

下 石 町  石 田   7    

妻 木 町  山 寺   5    

妻 木 町  山 本   8    

曽 木 町  川 戸   5(2)    

曽 木 町  下   6    

曽 木 町  中 切   8    

妻 木 町  旭 町 ①   12    

妻 木 町  旭 町 ②   16    

妻 木 町  日 向 山   15    

妻 木 町  旭 町 ③   11    

鶴 里 町  柿 野 ①   5    

鶴 里 町  柿 野 ②   1(1)    

鶴 里 町  下 町   2(1)    

鶴 里 町  雨 沢   7    

鶴 里 町  西   5    

泉 町  久 尻 ③   5    

泉 町  賎 ケ 洞   5    

泉 町  久 尻 ④   16    

肥 田 町  肥 田 ①   8    

肥 田 町  肥 田 ②   7    

駄 知 町  山 ノ 田   7    

妻 木 町  山 本 ②   9    

妻 木 町  大 平   5    

土 岐 津 町  大 河 原 東  Ｈ 14. 3.29  21  有   

肥 田 町  上 ノ 山   6    

下 石 町  西 山 ⑨   11    

下 石 町  日 向 畑   16(1)    

駄 知 町  西 山 ⑩   26    

駄 知 町  西 山 ⑪   20(1)    

駄 知 町  白 坂   20    
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町   名  区  域  名  指 定 年 月 日  

区 域 内 人 家  

戸 数 （  ） 内

公 共 建 物  

防 止

工 事

有 無  

備     考  

土 岐 津 町  道 上   14    

妻 木 町  西 山 ③   7   宅  

妻 木 町  門 田   6   宅  

下 石 町  西 山 ④   9    

下 石 町  西 山 ⑥   12    

泉 町  寺 下   2(2)   宅  

鶴 里 町  町   (1)   

泉 北 山 町  泉 北 山   5    

泉 町  大 富   9    

泉 町  久 尻   1(1)    

肥 田 町  肥 田 ⑧   27    

肥 田 町  肥 田 ⑦   10(1)    

駄 知 町  柿 添   5(1)    

肥 田 町  下 肥 田  Ｈ 21.11. 4  6  有   

 

（ 備 考 ） 砂 ： 砂 防 指 定 地   宅 ： 宅 地 造 成 等 規 制 区 域  

保 ： 保 安 林     河 ： 河 川 保 全 区 域  
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第２  防災上必要な施設・設備・物資等  

○避難所一覧  

▲  地 震 に 弱 い 可 能 性 が あ り 、 避 難 に は 注 意 が 必 要 。  

△  洪 水・土 砂 災 害・地 す べ り の 被 害 が 予 想 さ れ る 場 合 、避 難 に は 注 意 が 必 要 。  

 

福 祉 避 難 所 に つ い て  

・災 害 時 に 一 般 避 難 所 に お い て 、避 難 所 生 活 が 困 難 な 高 齢 者 や 障 が い の あ る

人 な ど 、 何 ら か の 特 別 な 配 慮 を 必 要 と す る 方 が 避 難 す る 施 設 。  

・ウ ェ ル フ ェ ア 土 岐 、土 岐 市 福 祉 施 設 ひ だ ま り 及 び す こ や か 館 が 福 祉 避 難 所

と し て 開 設 さ れ た と き は 、 福 祉 避 難 所 と し て の 機 能 を 優 先 。  

・恵 風 荘 、美 濃 陶 生 苑 及 び ド リ ー ム 陶 都 は 、一 般 の 避 難 所 と し て の 開 設 は し

な い 。  

地 

区 

名 

避   難   所  

（◇印は広域避難所） 

収  容  能  力  施 設 立 地 状 況  福

祉

避

難

所 

避 難  

ひ ろ ば  

屋 外 (人 ） 屋 内（ 人 ） 

地 震 

(耐震強度) 

洪 水 

(想定区域内) 

土 砂 

(想定区域内) 

地すべり 

(想定区域内) 

広

域 

一

時 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

土 
 

岐 
 

津 
 

地 
 

区 

◇ 土 岐 津 小 学 校  5,260 
340 

(体 育 館 ) 
 △    

 
○   

◇ 土 岐 津 中 学 校  11,670 
330 

(体 育 館 ) 
    

 
○   

◇ 文 化 プ ラ ザ   1,000  △  △      

◇ 土 岐 津 公 民 館   200        

 土 岐 市 役 所  

(駐車場約 200 台) 
640 50  △  △   

 
○   

 土 岐 商 業 高 等 学 校  5,660 
490 

(体 育 館 ) 
    

 
○   

          

 土 岐 津 体 育 館   230 ▲        

土 岐 市 ス ポ ー ツ セ

ン タ ー  
 390 ▲  △    

 
  

 図 書 館   20  △       

 と き つ こ ど も 園   106   △      

 花 園 こ ど も 園   40   △      

 土 岐 津 幼 稚 園   90  △       
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地 

区 

名 

避   難   所  

（◇印は広域避難所） 

収  容  能  力  施 設 立 地 状 況  福

祉

避

難

所 

避 難  

ひ ろ ば  

屋 外 (人 ） 屋 内（ 人 ） 

地 震 

(耐震強度) 

洪 水 

(想定区域内) 

土 砂 

(想定区域内) 

地すべり 

(想定区域内) 

広

域 

一

時 

 土 岐 津 児 童 館   35   △      

 広 福 寺   35 ▲  △  △      

 慈 徳 院   35 ▲   △      

 本 郷 町 公 民 館   20 ▲  △       

土 
 

岐 
 

津 
 

地 
 

区 

 西 山 公 民 館   20 ▲   △      

 中 山 町 公 民 館   90 ▲        

 エコハウスなかやま  30        

 大 洞 町 公 民 館   120        

 御 幸 町 公 民 館   50   △      

 津 路 北 会 館   110  △       

 陶 元 町 公 民 館   110   △      

 陶 元 町 第 三 集 会 場   20   △      

 上 田 町 公 民 館   70  △       

 上 田 下 町 公 民 館   30  △       

 古 井 町 公 民 館   60  △  △      

 栄 楽 公 民 館   40 ▲  △  △      

 栄 楽 南 公 民 館   110  △       

 高 山 区 民 会 館   90   △      

 土岐津町東部区民館  20 ▲  △  △      

 本 町 倶 楽 部   30  △  △      

 高 山 公 園  

(2,757 ㎡ ) 
1,379    △     ○  

 土 岐 川 公 園  

(595 ㎡ ) 
297   △      ○  

 津 路 公 園 (450

㎡ ) 
225   △      ○  

 上 田 公 園 (629 ㎡ ) 314   △      ○  

 畑 田 公 園 (960 ㎡ ) 480   △      ○  

 古 井 公 園  

(1,406 ㎡ ) 
703   △  △     ○  
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地 

区 

名 

避   難   所  

（◇印は広域避難所） 

収  容  能  力  施 設 立 地 状 況  福

祉

避

難

所 

避 難  

ひ ろ ば  

屋 外 (人 ） 屋 内（ 人 ） 

地 震 

(耐震強度) 

洪 水 

(想定区域内) 

土 砂 

(想定区域内) 

地すべり 

(想定区域内) 

広

域 

一

時 

 栄 楽 公 園  

(1,020 ㎡ ) 
510   △  △     ○  

 御 幸 公 園  

(1,520 ㎡ ) 
760   △      ○  

 陶 元 公 園 (486

㎡ ) 
243    △     ○  

 セ ラ ド ン パ ー ク  

(3,432 ㎡ ) 
1,716    △     ○  

 西 山 公 園  

(2,500 ㎡ ) 
1,250    △     ○  

学 園 都 市 東 公 園 (64 3

㎡ ) 
321        ○  

学 園 都 市 西 公 園 (53 4 ㎡ ) 267        ○  

学 園 都 市 北 公 園 (31 2 ㎡ ) 156        ○  

学 園 都 市 中 央 公 園 ( 3 5 9 3 ㎡ )  1796        ○  

下 

石 

地 

区 

◇ 下 石 小 学 校  4,250 
320 

(体 育 館 ) 
     ○   

◇ 南 防 災 セ ン タ ー   240  △       

◇ 楽 習 舎 下 石 公 民 館   210  △       

 土 岐 紅 陵 高 等 学 校  5,280 470   △    ○   

 ウ ェ ル フ ェ ア 土 岐   300     ○    

 西 部 支 所   25  △       

西 部 こ ど も 園   300  △       

 常 福 寺   20 ▲   △      

 裏 山 東 公 民 館   10 ▲        

 山 神 公 民 館   90        

 石 拾 公 民 館   80        

 セントラルホール下石  90        

 阿 庄 サ ン ホ ー ル   60   △      
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地 

区 

名 

避   難   所  

（◇印は広域避難所） 

収  容  能  力  施 設 立 地 状 況  福

祉

避

難

所 

避 難  

ひ ろ ば  

屋 外 (人 ） 屋 内（ 人 ） 

地 震 

(耐震強度) 

洪 水 

(想定区域内) 

土 砂 

(想定区域内) 

地すべり 

(想定区域内) 

広

域 

一

時 

 阿 庄 公 民 館   190   △      

 貢 公 民 館   70  △       

 陶 史 台 北 集 会 場   25        

 陶 史 台 南 集 会 場   25        

 下 石 公 園 (908 ㎡ ) 454        ○  

 陶史台東公園 

(938 ㎡) 
469        ○  

 陶史台西公園 

(378 ㎡) 
189        ○  

 陶史台南公園(560

㎡) 
280        ○  

 下石脇ノ田公園 

(1,760 ㎡) 
880        ○  

 総合公園多目的広場 

(27,700 ㎡ ) 
13,850     △   ○   

ド リ ー ム 陶 都        ○    

妻 
 

 

木 
 

 

地 
 

 

区 

◇ 妻 木 小 学 校  
7,200 

310 

(体 育 館 ) 
 △     ○   

◇ 西 陵 中 学 校  
7,880 

370 

(体 育 館 ) 
  △    ○   

◇ 生 涯 学 習 館   140   △  △     

◇ 妻 木 公 民 館   200  △       

 つ ま ぎ 保 育 園   100  △       

 妻 木 幼 稚 園   90  △       

 崇 禅 寺   50 ▲   △      

          

 上 郷 公 民 館   40  △  △      

 西 陵 公 民 館   30 ▲   △      

 神 宮 倶 楽 部   20 ▲  △       

 門 田 公 民 館   50 ▲  △       
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地 

区 

名 

避   難   所  

（◇印は広域避難所） 

収  容  能  力  施 設 立 地 状 況  福

祉

避

難

所 

避 難  

ひ ろ ば  

屋 外 (人 ） 屋 内（ 人 ） 

地 震 

(耐震強度) 

洪 水 

(想定区域内) 

土 砂 

(想定区域内) 

地すべり 

(想定区域内) 

広

域 

一

時 

 明 神 町 公 民 館   40        

 東 町 公 民 館   20 ▲   △      

 山 寺 町 公 民 館   30   △      

 平 公 民 館   30 ▲        

 庚 申 町 公 民 館   20 ▲   △      

 西 陵 公 園 (408 ㎡ ) 204    △     ○  

 久 保 田 公 園  

(567 ㎡ ) 
283   △      ○  

 平 成 公 園  

(1,575 ㎡ ) 
786   △      ○  

 は せ な 公 園  

(360 ㎡ ) 
180   △      ○  

鶴  

里  

地  

区  

◇ 濃 南 小 ・ 中 学 校  
4,340 

260 

(体 育 館 ) 
 △     ○   

◇ 鶴 里 公 民 館   210        

 濃 南 こ ど も 園   180  △  △      

 細 野 農 業 集 落 研 修

セ ン タ ー  
 50        

 荘 厳 寺   60 ▲   △      

 町 町 内 公 民 館   30 ▲        

  下 町 内 公 民 館   50 ▲  △  △      

 上 町 内 公 民 館   50   △      

 中 沢 公 民 館   30 ▲  △  △      

 細 野 白 鳥 公 民 館   45        

 大 沢 公 民 館   10 ▲   △      

曽 
 

木 
 

地 

◇ 曽 木 公 民 館   170        

 仏 徳 寺   140 ▲        

 蘭 仙 農 業 集 落 研 修

セ ン タ ー  
 40   △      

 中 切 公 民 館   25        
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地 

区 

名 

避   難   所  

（◇印は広域避難所） 

収  容  能  力  施 設 立 地 状 況  福

祉

避

難

所 

避 難  

ひ ろ ば  

屋 外 (人 ） 屋 内（ 人 ） 

地 震 

(耐震強度) 

洪 水 

(想定区域内) 

土 砂 

(想定区域内) 

地すべり 

(想定区域内) 

広

域 

一

時 

 大 中 公 民 館   20 ▲        

 下 公 民 館   20  △  △      

 上 町 公 民 館   20 ▲   △      

 住 久 保 公 民 館   30 ▲        

 市営曽木グラウンド 

（ 10,368 ㎡ ）  
5,184     △   ○   

駄 
 

知 
 

地 
 

区 

◇ 駄 知 小 学 校  14,530 
350 

(体 育 館 ) 
     ○   

◇ 駄 知 中 学 校  10,440 360   △    ○   

◇ セ ラ テ ク ノ 土 岐   20        

◇ 駄 知 体 育 館   450  △       

◇ 駄 知 公 民 館   350  △       

 み な み こ ど も 園   130   △      

 駄 知 幼 稚 園   310        

 駄 知 児 童 セ ン タ ー   40        

 老人福祉センター白寿苑  140 ▲        

長 久 寺   240 ▲        

井 ノ 口 公 民 館   10   △      

 郷 公 民 館   40   △      

 ６ 号 町 内 ク ラ ブ   30 ▲        

 小 川 町 会 館   20 ▲  △       

 旭 ヶ 丘 北 区 倶 楽 部   38        

北 山 公 民 館   30  △       

 南 公 民 館   68   △      

駄 
 

知 
 

地 
 

 白 坂 倶 楽 部   10 ▲   △      

 平 公 民 館   30 ▲        

旭 ケ 丘 南 公 民 館   40        

駄 知 公 園  

(17,000 ㎡ ) 
8,500  ▲    △   ○   

 南 山 公 園 (783 ㎡ ) 391    △     ○  
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地 

区 

名 

避   難   所  

（◇印は広域避難所） 

収  容  能  力  施 設 立 地 状 況  福

祉

避

難

所 

避 難  

ひ ろ ば  

屋 外 (人 ） 屋 内（ 人 ） 

地 震 

(耐震強度) 

洪 水 

(想定区域内) 

土 砂 

(想定区域内) 

地すべり 

(想定区域内) 

広

域 

一

時 

 追 分 西 公 園  

(538 ㎡ ) 
269        ○  

 追 分 南 公 園  

(540 ㎡ ) 
270        ○  

 杉 焼 公 園  

(528r ㎡ ) 
264        ○  

 旭 ケ 丘 公 園  

(420 ㎡ ) 
210        ○  

 旭 ケ 丘 中 央 公 園  

(1,939 ㎡ ) 
969        ○  

 有 古 公 園 (265 ㎡ ) 133        ○  

 恵 風 荘        ○    

 美 濃 陶 生 苑        ○    

肥 
田 

地 

区 

◇ 肥 田 小 学 校  6,000 
280 

(体 育 館 ) 
     ○   

◇ 肥 田 中 学 校  7,900 
310 

(体 育 館 ) 
  △    ○   

◇ 肥 田 公 民 館   300        

◇ 北 防 災 セ ン タ ー   110  △       

 土岐市福祉施設ひだまり  280     ○    

 肥 田 こ ど も 園   350   △      

 肥 田 幼 稚 園   70        

 天 福 寺   210 ▲        

 永 松 寺   140 ▲        

 浅 野 区 公 民 館   70 ▲  △       

 浅 野 会 館   90  △       

 浅 野 第 二 公 民 館   40   △      

 双 葉 町 公 民 館   30  △       

肥 
 

 高 根 第 一 公 民 館   20 ▲        

 高根第三町内会倶楽部  30 ▲   △      
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地 

区 

名 

避   難   所  

（◇印は広域避難所） 

収  容  能  力  施 設 立 地 状 況  福

祉

避

難

所 

避 難  

ひ ろ ば  

屋 外 (人 ） 屋 内（ 人 ） 

地 震 

(耐震強度) 

洪 水 

(想定区域内) 

土 砂 

(想定区域内) 

地すべり 

(想定区域内) 

広

域 

一

時 

 上 肥 田 ク ラ ブ   40        

 下 肥 田 第 一 公 民 館   30 ▲        

 下 肥 田 第 二 公 民 館   40        

 矢 落 公 園  

(1,564 ㎡ ) 
782   △  △     ○  

 梅ノ木公園 

(1,848 ㎡) 
924    △     ○  

 笠 神 公 園 (729 ㎡ ) 364   △      ○  

泉 
 

 
 

 
地 

 
 

 
 

区 

◇ 泉 小 学 校  
6,260 

360 

(体 育 館 ) 
     ○   

◇ 泉 中 学 校  
10,000 

440 

(体 育 館 ) 
     ○   

◇ 泉 西 小 学 校  
6,500 

350 

(体 育 館 ) 
  △    ○   

◇ セ ラ ト ピ ア 土 岐   660  △       

◇ 泉 公 民 館   40  △       

◇ 泉 西 公 民 館   170        

 す こ や か 館   195  △    ○    

 岐阜県立はなの木苑  80   △      

 泉 こ ど も 園   110 ▲  △       

 み つ ば こ ど も 園   110 ▲  △       

 久 尻 こ ど も 園   110   △      

 泉 西 幼 稚 園   110   △      

 泉 幼 稚 園   70        

 泉 児 童 館   70  △       

 極 善 寺   140 ▲  △       

 久 尻 神 社   70 ▲   △      

 神 泉 殿   40 ▲        

 長 養 寺   35 ▲  △       
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地 

区 

名 

避   難   所  

（◇印は広域避難所） 

収  容  能  力  施 設 立 地 状 況  福

祉

避

難

所 

避 難  

ひ ろ ば  

屋 外 (人 ） 屋 内（ 人 ） 

地 震 

(耐震強度) 

洪 水 

(想定区域内) 

土 砂 

(想定区域内) 

地すべり 

(想定区域内) 

広

域 

一

時 

 延 命 寺   30 ▲        

 嶋 香 寺   20 ▲  △       

 河 合 公 民 館   40  △       

泉 
 

 
 

 

地 
 

 
 

 

区 

 定 林 寺 公 民 館   35        

 岩 野 町 公 民 館   40  △       

 大 富 窯 ク ラ ブ   30 ▲        

 大 富 中 集 会 場   40  △       

 大 富 下 組 集 会 場   10  △       

 緑 が 丘 町 内 倶 楽 部   30 ▲        

 定 林 寺 福 祉 会 館   30 ▲        

 大 富 上 公 会 堂   40  △       

 寺 下 集 会 場   40        

 大坪第二町内会クラブ  40  △       

 久尻東部地域センター  45        

 久 尻 区 民 会 館   40  △       

 賤 洞 町 内 会 集 会 場   30 ▲   △      

 お り べ の 丘 集 会 所   90   △      

 泉 が 丘 第 １ 集 会 所   40        

 泉 が 丘 第 ２ 集 会 所   40        

 県営泉北住宅集会所  40 ▲        

 泉 が 丘 第 ４ 集 会 所   40        

 泉 が 丘 第 ５ 集 会 場   40        

 泉 が 丘 第 ６ 公 民 館   30        

 活動センター駐車場(770 ㎡ ) 385         

 西 窯 公 園 (396 ㎡ ) 198    △     ○  

 芝 原 公 園 (378 ㎡ ) 189        ○  

 伍 所 公 園 (271 ㎡ ) 136   △      ○  

 大 島 公 園 (529 ㎡ ) 264   △      ○  

 仲 森 公 園 (306 ㎡ ) 153        ○  

 島 田 公 園 (546 ㎡ ) 273   △      ○  
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地 

区 

名 

避   難   所  

（◇印は広域避難所） 

収  容  能  力  施 設 立 地 状 況  福

祉

避

難

所 

避 難  

ひ ろ ば  

屋 外 (人 ） 屋 内（ 人 ） 

地 震 

(耐震強度) 

洪 水 

(想定区域内) 

土 砂 

(想定区域内) 

地すべり 

(想定区域内) 

広

域 

一

時 

 神 栄 公 園 (450 ㎡ ) 225   △      ○  

 大 坪 公 園 (400 ㎡ ) 200   △      ○  

 諏 訪 公 園 (319 ㎡ ) 159   △      ○  

 寺 下 公 園 (513 ㎡ ) 256   △  △     ○  

 大 沼 公 園 (770 ㎡ ) 385   △      ○  

 日 之 出 公 園  

(2,200 ㎡ ) 
1,100   △      ○  

 織 部 の 里 公 園  

(1,008 ㎡ ) 
504        ○  

泉 
 

 

地 
 

 

区 

 赤 サ バ 新 池 公 園  

(1,536 ㎡ ) 
768    △     ○  

 西 公 園 (777 ㎡ ) 388   △      ○  

 榎 公 園 (816 ㎡ ) 408   △      ○  

 東 公 園 (1,800 ㎡ ) 900   △      ○  

 宮 前 公 園 (650 ㎡ ) 325        ○  

 西 洞 公 園 (439 ㎡ ) 220        ○  

 泉 ヶ 丘 北 公 園  

(1,840 ㎡ ) 
920        ○  

 泉 ヶ 丘 南 公 園  

(1,603 ㎡ ) 
801        ○  

 泉ヶ丘東公園(870 ㎡) 435        ○  

 おりべの丘北公園 

(542 ㎡) 
271    △     ○  

 おりべの丘東公園 

(560 ㎡) 
280        ○  

 お り べ の 丘 南 公 園  

(1,225 ㎡ ) 
613        ○  
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○要配慮者利用施設  

施 設 名  住  所  
浸 水 想 定  

区 域  

土 砂 災 害  

区 域  

ア ル ム の 家  土 岐 市 土 岐 口 中 町 4-96 内    

ア ル ム も み の 木  土 岐 市 土 岐 津 町 高 山 6-1 内    

ア ル ム の 家  土 岐 市 土 岐 津 町 高 山 6-1 内    

土 岐 津 小 附 属 幼 稚 園  土 岐 市 土 岐 津 町 土 岐 口 2005-1 内    

土 岐 津 小 学 校  土 岐 市 土 岐 津 町 土 岐 口 2000-1 内    

と き つ こ ど も 園  土 岐 市 土 岐 津 町 高 山 427-3   内  

花 園 こ ど も 園  土 岐 市 土 岐 津 町 土 岐 口 974-1   内  

土 岐 津 児 童 館  土 岐 市 土 岐 津 町 高 山 412-2   内  

榮 樂  土 岐 市 土 岐 口 南 町 4-5 2 - 2  内  内  

花 園 あ お ぞ ら 保 育 園  土 岐 市 土 岐 津 町 土 岐 口 1924-1 内  内  

や さ し い 時 間 ﾄﾏﾄﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾ

ﾝﾀｰ 
土 岐 市 土 岐 口 南 町 4-66  内  

ア ル ム お お つ の  土 岐 市 土 岐 口 南 町 5－ 70 内   

花 園 保 育 園 お ひ さ ま  土 岐 市 土 岐 津 町 土 岐 口 914-3 内   

土 岐 紅 陵 高 等 学 校  土 岐 市 下 石 町 1795-12   内  

デ イ サ ー ビ ス さ く ら 庵  土 岐 市 下 石 町 294-1  内  

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ住 ま 居 る  下

石  
土 岐 市 下 石 町 910－ １  内   

西 部 こ ど も 園  土 岐 市 下 石 町 1015-1 内   

妻 木 小 学 校  土 岐 市 妻 木 町 1291-1   内  

西 陵 中 学 校  土 岐 市 妻 木 町 1513-1   内  

高 井 病 院  土 岐 市 妻 木 町 1658 内   

妻 木 グ ル ー プ ホ ー ム  土 岐 市 妻 木 町 450-1 内   

高 井 病 院 院 内 保 育 所  
土 岐 市 妻 木 平 成 町 3 丁 目

10,11 番  
内   

濃 南 こ ど も 園  土 岐 市 鶴 里 町 柿 野 1184-1 内   内  

濃 南 小 学 校  土 岐 市 鶴 里 町 細 野 138 内   

濃 南 中 学 校  土 岐 市 鶴 里 町 細 野 139-2 内   

介 護 老 人 保 健 施 設 カ サ グ ラ

ン テ  
土 岐 市 駄 知 町 1556-2   内  

み な み こ ど も 園  土 岐 市 駄 知 町 2326-1   内  
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施 設 名  住  所  
浸 水 想 定  

区 域  

土 砂 災 害  

区 域  

駄 知 中 学 校  土 岐 市 駄 知 町 1145-6   内  

土 岐 ケ ア セ ン タ ー そ よ 風  土 岐 市 肥 田 浅 野 元 町 2-24  内    

土 岐 内 科 ク リ ニ ッ ク  土 岐 市 肥 田 浅 野 笠 神 町 2-12 内    

ニ チ イ ケ ア セ ン タ ー 土 岐  土 岐 市 肥 田 浅 野 笠 神 町 2-26 - 1 内    

東 濃 デ イ リ ハ ビ リ セ ン タ ー  土 岐 市 肥 田 浅 野 元 町 2-36 内    

東 濃 デ イ サ ー ビ ス セ ン タ ー 東 館

西 館  
土 岐 市 肥 田 浅 野 朝 日 町 2-5-1 内    

心 音 ケ ア セ ン タ ー 土 岐  土 岐 市 肥 田 浅 野 元 町 1-32  内    

デ イ サ ー ビ ス ア ス ト レ 梅 ノ

木  

土 岐 市 肥 田 浅 野 梅 ノ 木 町 2-

37-1 
内    

社 会 福 祉 支 援 施 設 ぴ あ の  土 岐 市 肥 田 町 浅 野 734 内    

土 岐 保 育 ル ー ム  土 岐 市 肥 田 浅 野 朝 日 町 2-36 内    

専 修 学 校 中 部 国 際 自 動 車 大

学 校  
土 岐 市 肥 田 浅 野 朝 日 町 2-7 内  内  

肥 田 こ ど も 園  土 岐 市 肥 田 町 肥 田 2285-1   内  

肥 田 中 学 校  土 岐 市 肥 田 町 肥 田 2285-1   内  

土 岐 市 保 健 セ ン タ ー  土 岐 市 泉 町 久 尻 47-16 内    

す こ や か 館 老 人 デ イ サ ー ビ ス セ ン タ

ー  

土 岐 市 泉 町 久 尻 47-16 内    

グ ル ー プ ホ ー ム 「 和 居 和

居 」 壱 番 館 ・ 弐 番 館  
土 岐 市 泉 町 大 富 １ ７ ４  内    

愛 の 家 グ ル ー プ ホ ー ム 土 岐

河 合  
土 岐 市 泉 町 河 合 560-2 内    

カ ー サ 土 岐  土 岐 市 泉 大 島 町 1-27 内    

デ イ サ ー ビ ス  つ く し ん ぼ  土 岐 市 泉 大 島 町 4-11 内    

ス マ イ ル  土 岐 市 泉 大 沼 町 3-27 内    

就 労 支 援 多 機 能 型 事 業 所 ニ

ッ チ  
土 岐 市 泉 岩 畑 町 4-12 内    

こ だ ま  土 岐 市 泉 神 栄 町 1-7 内    

寺 子 屋  土 岐 市 泉 町 久 尻 50-17 内    

ﾎｰﾘｰｸﾛｽｳﾞｨﾚｯｼﾞ ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰ土

岐  
土 岐 市 泉 町 大 富 265-22 内    
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施 設 名  住  所  
浸 水 想 定  

区 域  

土 砂 災 害  

区 域  

ﾎｰﾘｰｸﾛｽｳﾞｨﾚｯｼﾞ 日 の 出 ﾊｲﾂ  土 岐 市 泉 池 ノ 上 町 1-8 内   

ﾎｰﾘｰｸﾛｽｳﾞｨﾚｯｼﾞ ｶｰｻご と ま

き  

土 岐 市 泉 町 久 尻 2431-198 内   

放 課 後 等 デ イ サ ー ビ ス イ コ ラ

土 岐  
土 岐 市 泉 神 栄 町 4-3-2 内    

放 課 後 等 デ イ サ ー ビ ス  あ ん 泉

教 室  
土 岐 市 泉 神 栄 町 2-3-3 内    

み つ ば こ ど も 園  土 岐 市 泉 町 河 合 735-2 内    

泉 こ ど も 園  土 岐 市 泉 町 久 尻 12-11 内    

泉 児 童 館  土 岐 市 泉 神 栄 町 1-74 内    

ホ ー リ ー ク ロ ス セ ン タ ー  
土 岐 市 泉 町 大 富 1527-1 ｻｻｷﾋﾞ

ﾙ B 棟 5F 
内    

デ イ サ ー ビ ス リ ゾ ー ト ア ロ ハ

土 岐  
土 岐 市 泉 町 久 尻 37-5 内   

社 会 医 療 法 人 聖 泉 会  聖 十 字

病 院  
土 岐 市 泉 町 久 尻 2431-160   内  

聖 十 字 病 院 院 内 保 育 所  土 岐 市 泉 町 久 尻 2431-160   内  

小 春 日 和  土 岐 市 泉 町 河 合 217   内  

グ ル ー プ ホ ー ム 小 春 日 和 第

２  
土 岐 市 泉 町 河 合 1037-4   内  

地 域 密 着 型 特 別 養 護 老 人 ﾎｰ ﾑほ し

の 家  
土 岐 市 泉 町 久 尻 2431-150   内  

ホ ー リ ー ク ロ ス ホ ー ム  土 岐 市 泉 町 久 尻 2431-140   内  

ホ ー リ ー ク ロ ス ワ ー ク  土 岐 市 泉 町 久 尻 2431-160   内  

ホ ー リ ー ク ロ ス ワ ー ク  
土 岐 市 泉 町 大 富 1527-1 ｻｻｷﾋﾞ

ﾙ B 棟 5F 
内   

岐 阜 県 立 は な の 木 苑  土 岐 市 泉 町 久 尻 1512-2   内  

久 尻 こ ど も 園  土 岐 市 泉 町 久 尻 948-1   内  

泉 西 小 附 属 幼 稚 園  土 岐 市 泉 町 久 尻 1413-2   内  

泉 西 小 学 校  土 岐 市 泉 町 久 尻 1413-2   内  

cocoro 土 岐 教 室  土 岐 市 泉 大 沼 町 4-4-1 内  内  

泉 ひ ま わ り  土 岐 市 泉 明 治 町 4-27 内  内  
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施 設 名  住  所  
浸 水 想 定  

区 域  

土 砂 災 害  

区 域  

放 課 後 等 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽあ お ぞ ら  
土 岐 市 泉 町 久 尻 618-5 サ サ

キ ビ ル B 棟  1 階  
内   

○応急住宅建設可能用地  

 

 

 

 

 

 

 

○ため池の状況  

た め 池 の

名 称  
所 在 地  

堤 体

長 m 

堤 高  

m 

貯 水 量   

m 3 

受 益

面 積  

ha 

決 壊 し た

場 合 の 人

家 へ 影 響  

備 考 改

修 済 年

度  

賎 洞  

第 １ 号  

泉 町 河 合 字 賎

洞 1130－ 1 

95.5 

 
10.9 55,000 

4.2 

 
３ 戸  

Ｈ 元 年

度 改 修  

賎 洞 第 ２ 号  泉 町 河 合 字 賎 洞  47.5 10.0 60,000 4.2 ３ 戸   

敷
地面

積（
㎡

）

（登
記簿

上の
面積

）
（住

宅建
設が

可能
な平

場）
（各

課の
意

見考
慮）

スポ
ーツ

広場
土岐

津
96

御幸
町3

-1
11,

505
6,5

05
6,5

05
宅地

グラ
ンド

敷

土岐
津小

学校
土岐

津
48

土
岐津

町土
岐

口２
００

０番
地の

１
10,

531
7,3

72
3,6

86
学校

用地
学校

敷

土岐
津中

学校
土岐

津
120

土
岐津

町土
岐

口２
０４

６番
地の

１
23,

340
16,

338
8,1

69
学校

用地
学校

敷

妻木
小学

校
妻木

60
妻木

町１
２９

１番
地の

１
14,

456
10,

119
5,0

60
学校

用地
学校

敷

西陵
中学

校
妻木

96
妻木

町１
５１

３番
地の

１
15,

760
11,

032
5,5

16
学校

用地
学校

敷

市営
曽木

グラ
ウン

ド
曽木

18
84

曽木
町字

洿川
120

7-3
外

10,
368

10,
368

山林
グラ

ウン
ド敷

駄知
公園

駄知
84

駄知
町2

024
番地

の4
17,

000
7,9

78
7,9

78
宅地

宅地

駄知
小学

校
駄知

96
駄知

町１
８５

８番
地の

１
29,

068
20,

348
10,

174
学校

用地
学校

敷

肥田
公民

館グ
ラウ

ンド
肥田

30
肥田

町肥
田１

６９
７－

４
6,0

60
3,0

00
3,0

00
宅地

学校
敷

肥田
小学

校
肥田

96
肥田

町肥
田２

２６
９番

地
の１

12,
000

8,4
00

4,2
00

学校
用地

学校
敷

肥田
中学

校
肥田

36
肥田

町肥
田２

２８
５番

地
の１

15,
817

11,
072

5,5
36

学校
用地

学校
敷

みつ
ば保

育園
駐車

場
泉

36
泉町

河合
754

-13
3,3

48
3,3

00
3,3

00
宅地

宅地

市営
大徳

原球
場

泉
120

泉町
久尻

字東
洞1

374
23,

566
12,

620
12,

620
山林

野球
場

東公
園

泉
24

泉町
大富

213
番地

の1
6,1

61
2,0

08
2,0

08
公園

敷
公園

敷

泉小
学校

泉
36

泉中
窯町

１丁
目５

番地
8,8

54
6,1

98
3,0

99
学校

用地
学校

敷

泉中
学校

泉
84

泉町
大富

１６
３５

番地
の

１
20,

057
14,

040
7,0

20
学校

用地
学校

敷

泉西
小学

校
泉西

42
泉町

久尻
１４

１３
番地

の
２

13,
153

9,2
07

4,6
04

学校
用地

学校
敷

泉が
丘１

丁目
泉西

21
泉が

丘町
１丁

目１
８１

番
地

966
1,2

09

138

小　
計

120 159 117 232182

有効
面積

（㎡
）

地　
目

現
　況

名称
校区

県算
定の

校区
毎の

必要
戸数

建設
可

能戸
数

所在
地（

代表
地番

）



参考資料編 

33 (R6.4) 

た め 池 の

名 称  
所 在 地  

堤 体

長 m 

堤 高  

m 

貯 水 量   

m 3 

受 益

面 積  

ha 

決 壊 し た

場 合 の 人

家 へ 影 響  

備 考 改

修 済 年

度  

仲 森 池  仲 森 町 882－ 1 
160.

0 
3.8 35,000 4.2 30 戸  

Ｈ 元 年

度 改 修  

甘 草 池  
泉 町 甘 草  

1121・ 1122－ 2 
96.2 10.0 12,000 4.2  

Ｈ 19 年

度 改 修  

東 洞 池  泉 町 河 合  40.0 4.6 2,000 3.0 ２ 戸   

西 洞 池  
泉 町 河 合 字 賎

洞 1356－ 1 
94.9 8.6 6,500 5.0   

匹 田 池  
泉 町 河 合 字 穴

洞 1－ 8 
36.0 8.65 4,000 6.7   

大 富 池  
泉 町 大 富 字 北

山 1915 
82.0 6.85 35,000 12.0 82 戸   

新 第 １ 池  
泉 町 大 富 字 北

山 1914 
67.0 8.15 37,000 15.0 82 戸   

新 第 ２ 池  
泉 町 大 富 字 北

山 1916－ 10 
82.0 6.05 33,000 15.0 82 戸  

Ｓ 46 年

度 改 修  

北 畠 池  
泉 町 大 富 字 西

山 1740 
83.0 6.23 8,000 12.0 82 戸  

Ｓ 57 年

度 改 修  

斧 研 池  
泉 町 大 富 字 東

洞 833 
60.0 3.65 3,000 4.0 22 戸   

寺 下 池  泉 町 久 尻  60.0 3.0 1,000 3.0 20 戸   

北 畑 池  
泉 町 久 尻 字 北

山 1433－ 3 
44.5 10.8 76,000 30.9 ５ 戸  

Ｓ 52 年

度 改 修  

定 林 寺 防

災 た め 池  

泉 町 定 林 寺 園

戸  
84.3 23.0 295,000 

116.

0 
300 戸  

Ｓ 41 年

度 建 設  

園 戸 池  

泉 町 定 林 寺 市

の 沢 952、  

園 戸 962 

108.

0 
10.0 45,000 3.2   
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た め 池 の

名 称  
所 在 地  

堤 体

長 m 

堤 高  

m 

貯 水 量   

m 3 

受 益

面 積  

ha 

決 壊 し た

場 合 の 人

家 へ 影 響  

備 考 改

修 済 年

度  

新 園 戸 池  
泉 町 定 林 寺 市

の 沢 950 
75.6 5.4 15,000 8.0  

Ｓ 55 年

度 改 修  

西 洞 池  
泉 町 定 林 寺 西

の 洞 536 
40.0 3.0 3,000 0.4 12 戸   

大 洞 池  
土 岐 津 町 土 岐

口 字 西 山  
35.0 12.5 79,400 4.7 23 戸  

Ｓ 44 年

度 改 修  

高 山 穴  

弘 法 池  
土 岐 津 町 高 山  36.7 5.81 5,000 4.0   

杉 焼 池  
肥 田 町 肥 田 字

杉 焼 288－ 1 

143.

0 
12.9 158,000 43.5  

Ｈ 12 年

度 改 修  

起 池  
肥 田 町 肥 田 起

平  
50.0 4.0 5,000 0.0 15 戸   

水 洞 池  
肥 田 町 肥 田

2979 
30.0 5.0 2,000 1.0   

下 肥 田 池  
肥 田 町 肥 田 字

山 手 2507 
70.0 3.0 5,000 1.0 10 戸   

与 治 洞 池  
肥 田 町 肥 田 字

与 治 田  
30.0 2.56 1,000 2.0 20 戸   

本 城 池  
妻 木 町 字 本 城

3074 
48.0 7.59 5,000 11.2  

Ｈ 8 年 度

改 修  

萱 野  

第 １ 号  
妻 木 町 東 山  45.0 4.62 10,000 6.0   

萱 野  

第 ２ 号  
妻 木 町 東 山  44.0 7.92 6,000 6.0   

曽 木 池  
曽 木 町 ソ ブ 川

246－ 11 

 

69.4 

 

16.8 97,000 44.7  
Ｓ 47 年

度 改 修  
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た め 池 の

名 称  
所 在 地  

堤 体

長 m 

堤 高  

m 

貯 水 量   

m 3 

受 益

面 積  

ha 

決 壊 し た

場 合 の 人

家 へ 影 響  

備 考 改

修 済 年

度  

恩 ケ 洞 池  
曽 木 町 字 恩 ケ

洞 692－ 2 
62.5 9.86 12,600 5.7  

Ｈ 10 年

度 改 修  

白 鳥 池  曽 木 町 字 野 黒 30 1  45.5 4.39 1,600 5.9  
Ｈ 11 年 度

改 修  

浜 井 場 池  鶴 里 町 柿 野  36.0 4.2 10,000 1.0   

カ ラ フ ト

池  

鶴 里 町 柿 野 字 日

山 平 1063 
36.4 6.5 6,500 4.2 １ 戸   

薬 師 池  
鶴 里 町 柿 野 字

西 ケ 洞 810－ 3 
35.0 12.0 5,000 2.6   

五 輪 第 １

池  

鶴 里 町 柿 野 字

富 士 平 2358 
35.0 3.0 1,200 7.0  

R 元 年 度

改 修  

五 輪 第 ２

池  

鶴 里 町 柿 野 字

富 士 平 2359 
46.0 4.25 6,000 6.0   

日 影 池  
鶴 里 町 細 野 字

日 影 260 
46.5 8.54 4,000 12.0   

村 上 池  鶴 里 町 細 野  34.0 3.0 1,000 0.5   

自 在 池  
駄 知 町 字 五 反

2546 
30.0 4.00 2,000 0.00   

枯 松 第 １  
駄 知 町 字 五 反

2545 
30.0 4.00 1,000 0.00   

枯 松 第 ２  
駄 知 町 字 五 反

2544 
28.0 6.50 3,000 0.00   
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○ヘリコプター離着陸可能場所  

施 設 名 所 在 地 
地 積 

m × m 
座 標 電 話 

土 岐 津 小 学 校 
土 岐 津 町 土 岐 口

2000 の １  
110× 85  

E137º10'45" 

N 35º21'08"  
54-2291  

土 岐 津 中 学 校 
土 岐 津 町 土 岐 口

2046 の １  
98×150  

E137º10'55" 

N 35º20'51"  
54-5185  

下 石 小 学 校 下 石 町 1100 の １   98×128  
E137º11'42" 

N 35º19'16"  
57-8145  

妻 木 小 学 校 妻 木 町 1291 の 1  75×90  
E137º11'36" 

N 35º18'35"  
57-8208  

西 陵 中 学 校 妻 木 町 1513 の １  60×82  
E137º11'07" 

N 35º19'03"  
57-7195  

敷 島 公 園 妻 木 町 3055 の ３  110×110  
E137º12'09" 

N 35º17'48"  
54-1238  

濃南中グラウンド 
鶴 里 町 細 野  

141 の １  
110×110  

E137º14'08" 

N 35º16'36"  
52-2176  

駄 知 小 学 校 駄 知 町 1858 の １  83×45  
E137º13'19" 

N 35º19'48"  
59-3148  

駄 知 中 学 校 駄 知 町 1145 の ６  160× 140  
E137º13'48" 

N 35º20'11"  
59-3141  

駄 知 公 園 駄 知 町 2024 の ４  98×98  
E137º13'49" 

N 35º19'33"  
54-1111  

肥 田 小 学 校 
肥 田 町 肥 田  

2269 の １  
68× 90  

E137º12'25" 

N 35º21'01"  
54-5165  

肥 田 中 学 校 
肥 田 町 肥 田  

2285 の １  
 90×120  

E137º12'28" 

N 35º21'07"  
55-2539  

泉 小 学 校 
泉 中 窯 町  

１ 丁 目 ５  
 75×105  

E137º11'20" 

N 35º22'03"  
54-2195  

泉 西 小 学 校 
泉 町 久 尻  

1413 の ２  
90×140  

E137º10'38" 

N 35º22'09"  
55-1681  

泉 中 学 校 
泉 町 大 富  

1635 の １  
120× 90  

E137º10'59" 

N 35º22'00"  
54-2295  
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施 設 名 所 在 地 
地 積 

m × m 
座 標 電 話 

大 徳 原 球 場 泉 町 久 尻 1374  130×100  
E137º11'06" 

N 35º21'53"  
54-1238  

岐 阜 県 立 土 岐  

紅 陵 高 等 学 校  
下 石 町 1795 の 12  130×105  

El37º12'00" 

N 35º19'00"  
57-7131  

岐 阜 県 立 土 岐  

商 業 高 等 学 校  

土 岐 津 町 土 岐 口

1262  
120×100  

El37º10'24" 

N 35º20'33"  
54-1291  

岐 阜 県 立 東 濃  

フ ロ ン テ ィ ア  

高 等 学 校  

泉 町 河 合  

1127 の ８  
163×100  

E137º12'40" 

N 35º22'25"  
55-4151  

土 岐 市 総 合 活 動  

セ ン タ ー 建 物 跡

地  

泉 町 定 林 寺 958 の

15  
70×99  

E137º11'43" 

N 35º23'22"  
54-1111  

土 岐 市 総 合 活 動  

セ ン タ ー 芝 生 広

場  

泉 町 定 林 寺  

958 の 14  
 93×82  

El37º11'42" 

N 35º22'56"  
54-3418  

浅 野 緑 地  
肥 田 浅 野 双 葉 町

１ 丁 目 25  
 65× 55  

E137º11'38" 

N 35º21'46"  

53-0119 

（ 消 防 ）  

土 岐 市 総 合 公 園  下 石 町 2183 の １  210× 90  
E137º12'33" 

N 35º19'14"  
54-1111  

市 営 曽 木  

グ ラ ウ ン ド  
曽 木 町 1207 の ３  120×100  

E137º15'25" 

N 35º17'48"  
52-2237 

自 然 科 学 研 究 機

構 核 融 合 科 学 研

究 所  

下 石 町 322 の ６  90×90  
El37º10'06" 

N 35º19'22"  
58-2052  

旧 曽 木 小 学 校  曽 木 町 460 の 1 90×45 
E137º15'13" 

N 35º18'04" 
54-1111 

土 岐 南 多 治 見 IC 
土 岐 津 町 土 岐 口

1299 の 98 
65×35 

E137º10'17" 

N 35º19'55" 

0568-81-

2913 
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○機関別利用可能通信施設  

機  関  名  所  在  地  電  話  番  号  他 の 連 絡 方 法  

県  本  部  

防  災  課  

健 康 福 祉 政 策 課  

県  支  部  

総  務  班  

保  健  班  

土  木  班  

教  育  班  

警  察  班  

国 土 交 通 省 多 治 見 砂

防 国 道 事 務 所  

岐 阜 地 方 気 象 台  

中 部 電 力 パ ワ ー グ リ ッ

ド （ 株 ） 多 治 見 支 社  

東 海 旅 客 鉄 道 （ 株 ）  

（ JR 土 岐 市 駅 ）  

東 濃 鉄 道 （ 株 ）  

土 岐 営 業 所  

近 鉄 東 美 タ ク シ ー

（ 株 ） 土 岐 営 業 所  

沢 田 タ ク シ ー （ 株 ）  

本 社 営 業 所  

東 鉄 タ ク シ ー （ 株 ）  

土 岐 津 営 業 所  

平 和 タ ク シ ー （ 株 ）  

水 資 源 開 発 公 団  

牧 尾 ダ ム 管 理 所  

西 日 本 電 信 電 話 （ 株 ）

岐 阜 支 店  

中 日 本 高 速 道 路 （ 株 ） 

名 古 屋 支 社 多 治 見 保

全・サ ー ビ ス セ ン タ ー  

岐 阜 市 薮 田 南 2 丁 目  

〃  

〃  

多 治 見 市 上 野 町 5 丁 目  

〃  

〃  

〃  

恵 那 市 長 島 町  

多 治 見 市 宝 町 6 丁 目  

多 治 見 市 坂 上 町 6 丁 目  

 

岐 阜 市 加 納 二 之 丸 6 

多 治 見 市 上 野 町 5 丁 目

1 

 

土 岐 市 泉 町 久 尻  

 

土 岐 市 駄 知 町 栄  

 

土 岐 市 泉 岩 畑 町 1 丁 目  

 

土 岐 市 駄 知 町 仲 田  

 

土 岐 市 土 岐 津 町 本 郷  

 

瑞 浪 市 和 合 町 2 丁 目  

長 野 県 木 曽 郡 三 岳 村 大

字 和 田  

岐 阜 市 八 ッ 寺 町 1-15 

 

多 治 見 市 光 が 丘 5-28 

0 5 8 - 2 72 - 1 1 11 

0 5 8 - 2 72 - 1 1 25 

0 5 8 - 2 72 - 8 2 60 

2 3 - 1 1 11 

〃  

〃  

〃  

05 7 3 - 26 - 1 1 11 

2 2 - 0 1 10 

2 5 - 8 0 20 

 

0 5 8 - 2 71 - 4 1 07 

2 3 - 5 5 08 

 

5 4 - 3 1 77 

 

5 9 - 8 7 60 

 

5 4 - 3 1 75 

 

5 9 - 2 1 31 

 

5 5 - 2 1 97 

 

6 8 - 5 1 75 

0 2 6 - 4 46 - 2 0 33 

 

0 5 8 - 2 68 - 3 6 85 

 

2 3 - 3 2 81 

 

県 防 災 行 政 無 線  

〃  

〃  

〃  

〃  

〃  

〃  

〃  

警 察 無 線  

国 道 無 線  

 

 

（ 参 考 資 料 編 参

照 ）  
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○給水用機械器具保有状況  

種    別  規   格  数  量  保 管 場 所  備    考  

給 水 車 1,800L １ 台  上 下 水 道 課 倉 庫（ 土

岐 津 町 土 岐 口 本 郷 ） 

 

給 水 タ ン ク （ ス

テ ン ）  

1,500L ２ 台  
上 下 水 道 課 倉 庫 (土

岐 津 町 土 岐 口 本 郷 ) 

ト ラ ッ ク 等 に

積 載 し て 使 用  

使 用 時 に は 消

毒 を 要 す る  

 

 

 

1,000L １ 台  

給 水 ポ リ タ ン ク 1,000L 

12 器  上 下 水 道 課 倉 庫（ 土

岐 津 町 土 岐 口 本 郷 ） 

７ 器  駄 知 旧 浄 水 場 倉 庫  

水 槽 車  10,000L １ 台  北 消 防 署  

水 槽 付 消 防 ポ ン

プ 自 動 車  

600L １ 台  濃 南 分 駐 所  

1,500L ２ 台  
北 消 防 署 ・ 南 消 防

署  

化 学 消 防 車 
水 槽

1,300L  
１ 台  南 消 防 署  

緊 急 時 浄 水 装 置 ４ ｍ 3/h  20 台  防 災 セ ン タ ー 及 び

地 区 防 災 倉 庫  

飲 料 水 用  

ポ リ 容 器 20L 156 個  上 下 水 道 課 倉 庫（ 土

岐 津 町 土 岐 口 本 郷 ） 

 

ポ リ 容 器 （ 段 ボ

ー ル 付 、６ L は 背

負 形 ）  

給 水 栓  

10L 200 個  肥 田 受 水 池   

10L 500 個  北 部 送 水 ポ ン プ 場   

10L 300 個  お り べ の 丘 配 水 池   

6L 1,300 個  下 石 第 ２ 受 水 池   

6L 1,500 個  肥 田 受 水 池   

6L 1,322 個  上 下 水 道 課 倉 庫（ 庁

舎 メ ー タ ー 庫 ）  
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種    別  規   格  数  量  保 管 場 所  備    考  

6L 1,500 個  
北 部 送 水 ポ ン プ 場   

ポ リ 容 器 （ 段 ボ

ー ル 付 、６ L は 背

負 形 ）  

6L 1,200 個  ア ク ア シ ル ヴ ァ 送

水 ポ ン プ 場  

 

6L 1,100 個  
駄 知 受 水 池   

6L 1,200 個  
妻 木 受 水 池   

 6L 300 個  
お り べ の 丘 配 水 池   

 6L 300 個  
濃 南 低 区 配 水 池   

給 水 栓  蛇 口 ４ 栓  ２ 個  
北 部 送 水 ポ ン プ 場  SU S（ 自 立 形 ） 

２ 個  
肥 田 受 水 池  SU S（ 自 立 形 ） 

２ 個  
下 石 第 ２ 受 水 池  SU S（ 自 立 形 ） 

２ 個  
濃 南 低 区 配 水 池  SU S（ 自 立 形 ） 

給 水 栓  蛇 口 ４ 栓  ２ 個  
上 下 水 道 課 倉 庫

（ 庁 舎 南 側 倉 庫 ）  

SU S（ 自 立

形 ）  

耐 震 性 貯 水 槽 用  

耐 震 性 貯 水 槽  1 0 0ｍ 3  １ 基  
市 役 所 庁 舎 南 側 地 下   

 

（ 注 ） １  輸 送 に 必 要 な 一 般 の 自 動 車 、 船 艇 は 、 管 財 班 に 連 絡 し て 確 保 す る 。  

２  消 防 車 両 の 利 用 に つ い て 、 火 災 等 の 災 害 出 動 時 は 、 除 く も の と す る 。 
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○野外仮設資機材保有状況  

    避   難   所     （ 野 外 仮 設 費 機 材 ）             

区

分 

所

属 

保 管 場 所  
テ ン ト  

数 量  

収 容 可 能 人 員  
備    考  

単 位 人 員  人 員  

天 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

幕 

土 
 

 
 

 
 

岐 
 

 
 

 
 

市 

土 岐 津 小 学 校 8 9×8 72  

土 岐 津 中 学 校 5 9 45  

下 石 小 学 校 7 12 84  

西 陵 中 学 校 4 9 36  

妻 木 小 学 校 11 
9×2 

12×9 
126  

濃 南 小 学 校 7 
20×5 

8×2 
116  

濃 南 中 学 校 6 9 54  

駄 知 小 学 校 3 9 27  

駄 知 中 学 校 3 9 27  

肥 田 小 学 校 3 
6×1 

7×2 
20  

肥 田 中 学 校 5 9 45  

泉 小 学 校 4 3 12  

泉 西 小 学 校 6 
9×2 

3×4 
30  

泉 中 学 校 5 
9×4 

4×1 
40  

計   77  734  

（ 注 ） 上 記 以 外 に お け る テ ン ト 保 有 箇 所  

 福 祉 事 務 所  ４ 人 用  ８ 張  

 北 消 防 署   ９ 人 用  ８ 張  
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○医薬品等調達要請書  
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○医療・救急  

衛 生 材 料 セ ッ ト  

（ 緑 色 ケ ー ス ）  

区

分  
N o .  品   名  規   格  

数

量  

滅 菌

方 法  

衛

生

材

料

他  

1  絆 創 膏  紙 テ ー プ 9 m m × 1 0 m . 1 0 入  1    

2  救 急 絆    2 0 0    

3  滅 菌 ガ ー ゼ  7 . 5 × 7 . 5 c m 1 2 枚 重 ね  1 0 0  C  

4  脱 脂 綿  1 0 0 g  5    

5  三 角 巾  1 0 5 × 1 0 5 × 1 5 0 c m  1 0  B  

6  四 角 巾  穴 あ き 、 9 0 × 9 0 c m  6  B  

7  伸 縮 包 帯  5 c m × 9 m  7 . 5 × 9 m  各 1 0  2 0    

8  弾 性 包 帯  5 c m × 4 . 5 m  7 . 5 × 4 . 5 m  各 1 0  2 0    

9  網 包 帯  大 ・ 中 ・ 小  各 1  3    

1 0  ア ル フ ェ ン ス  6 枚 入 、 2 ・ 3 ・ 4 号  各 1  3    

1 1  投 薬 瓶  ポ リ 袋 2 0 0 c c 2 本 、 5 0 0 c c 1 本  3    

1 2  タ オ ル  無 地  1 0  B  

1 3  紙 コ ッ プ  2 0 0 c c  1 0 0    

1 4  石 鹸  薬 用  1    

1 5  軽 便 カ ミ ソ リ    5    

1 6  裁 縫 セ ッ ト  鋏 1 、 糸 （ 白 ・ 黒 ） 各 1 、 針 2 5 本  1    

1 7  ビ ニ ー ル 袋  1 7 × 1 2 c m  2 0 0 枚 、 2 8 × 2 0 c m  5 0 0 枚  2 5 0    

1 8  マ ッ チ  箱 入 り  5    

1 9  ロ ー ソ ク  2 7 c m 程 度  2    

2 0  懐 中 電 灯  単 Ⅱ 電 池 2 本 付  1    

2 1  手 術 衣 セ ッ ト  衣 、 防 止 、 マ ス ク 大 ・ 中 各 2  4  C  

2 2  マ ス ク  紙 製  1 0 0 枚 入 り  1    

2 3  デ ィ ス ポ 手 袋  1 0 0 枚 入 、 ビ ニ ー ル 製 中  1  C  

2 4  皮 膚 用 鉛 筆  赤 色  1    

2 5          
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救 護 用 医 療 セ ッ ト 内 容  

診 療 ・ 創 傷 セ ッ ト (1) 

（ 青 色 ケ ー ス ）  

区

分  
N o .  品   名  規   格  数 量  

滅 菌

方 法  

診

療

用

具 

1  聴 診 器  リ ッ ト マ ン 型  1    

2  打 診 器  針 ・ ハ ケ 付 、 大 貴 式  1    

3  体 温 計  平 型 、 プ ラ ス チ ッ ク ケ ー ス 付  5    

4  血 圧 計  メ ー タ ー 式  1    

5  ペ ン ラ イ ト  ナ イ ツ 、 メ デ ィ カ ル ス ポ ッ ト  1    

6  舌 圧 子  板 状 、 ス テ ン レ ス  5  A  

7  捲 綿 子  咽 用 2 本 、 鼻 用 3 本  5  A  

8  メ ジ ャ ー  2 m ・ 自 動 式  1    

9  携 帯 型 心 電 計 （ ケ ー ス 外 ）  記 録 紙 、 ケ ー ス 付  1    

眼

科

・
耳

鼻

科

用

具 

1  洗 顔 瓶  ポ リ エ チ レ ン 、 5 0 0 c c 容 器  1  B  

2  洗 顔 受 水 器  中  1  B  

3  直 像 検 眼 鏡  ナ イ ツ 、 ハ ロ ゲ ン 電 球 付  1    

4  開 瞼 器  デ ス マ ル ク  1  A  

5  開 瞼 器  河 本 式 、 左 右 1 組 、 B I N  1  A  

6  尋 常 ピ ン セ ッ ト  ス テ ン レ ス 1 1 c m  1  A  

7  固 定 ピ ン セ ッ ト  ス テ ン レ ス 1 1 c m  1  A  

8  異 物 針  ス テ ン レ ス 1 3 c m  1  A  

9  尖 刃 刀  ス テ ン レ ス 1 3 c m  1  A  

1 0  眼 帯  ガ ー ゼ 付  2 5    

1 1  軟 骨 壺  プ ラ ス チ ッ ク 2 0 g  1    

1 2  点 眼 瓶  ポ リ エ チ レ ン 製 ケ ー ス 付  3    

1 3  点 眼 棒  金 属 製 1 3 c m  3  A  

1 4  咽 頭 捲 綿 子    1  A  

1 5  額 帯 付 反 射 鏡  直 径 9 c m  1    

1 6  気 管 鉗 子  リ ュ ー エ ル 気 管 復 管 N o . 8  1  A  

1 7  咽 頭 鏡  ハ ン ド ル 付 、 2 ・ 5 番 各 1  2  B  

1 8  耳 鏡  ト レ ン チ 氏 式 、 大 ・ 中 ・ 小 各 1  3  A  

1 9  耳 鼻 用 ピ ン セ ッ ト  ス テ ン レ ス 、 ル ー ツ ェ 氏 式  1  A  

2 0  耳 用 消 息 子  銀 製 2 1 c m  1  A  

2 1  舌 圧 子  フ レ ン ケ ル 氏 式  2  A  

2 2  鼻 鏡  和 辻 式 、 大 ・ 中 各 1  2  A  

2 3  鼻 用 消 息 子    1  A  

2 4  鼻 用 捲 綿 子  ル ー ツ ェ 氏 式      

（ 注 ） 「 診 療 用 具 」No.6、No.9、「 眼 科・耳 鼻 科 用 用 具 」No.4～ No.9、No.12～ No.15、

No.17～ No.24 は 、 消 毒 盆 （ A） に 収 納 す る こ と 。  
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診 療 ・ 創 傷 セ ッ ト (2) 

（ 青 色 ケ ー ス ）  

区

分  
N o .  品   名  規   格  

数

量  

滅 菌

方 法  

外

科

用

具  

1  持 針 器  マ ッ チ ュ ー 1 6 c m  1  A  

2  止 血 鉗 子  コ ッ ヘ ル 有 直 1 4 c m  2  A  

3  止 血 鉗 子  ペ ア ン 無 直 1 4 c m  2  A  

4  止 血 鉗 子  モ ス キ ー ト 有 直 1 2 C m  2  A  

5  止 血 鉗 子  モ ス キ ー ト 無 直 1 2 c m  2  A  

6  外 科 剃 刀  両 鈍 反 1 4 c m  1  A  

7  外 科 剃 刀  片 尖 直 1 4 c m  2  A  

8  ピ ン セ ッ ト  有 鉤 1 3 c m  2  A  

9  ピ ン セ ッ ト  無 鉤 1 3 c m  2  A  

1 0  メ ス ホ ル ダ ー  N o . 3  2  A  

1 1  替 刃 メ ス  フ ェ ザ ー 2 0 枚 入 り  N o . 1 5  1    

1 2  替 刃 メ ス  フ ェ ザ ー 2 0 枚 入 り  N o . 1 1  1    

1 3  消 息 子  1 8 c m  1  A  

1 4  縫 合 糸  1 0 0 本 入 、 シ ル ク ブ レ ー ド N o . 3 ・ 5 ・ 6 各 1  3  C  

1 5  針 付 縫 合 糸  1 0 本 入 、 外 強 、 白 、 3 - 0 、 4 0 c m  1  C  

1 6  縫 合 糸  1 0 本 入 、 N o . 1 ・ 3 ・ 5 強 弱  各 1  6  B  

1 7  両 刃 鋭 鉤  ホ ル ク マ ン 、 1 - 2 、 0 0 - 0  2    

1 8  有 溝 消 息 子  ロ ー ゼ ル  1  A  

1 9  気 管 偏 平 鉤  単 鋭 鉤 、 両 端 鉤  2  A  

2 0  手 術 用 手 袋  4 枚 入 、 N o . 5 ・ 7 ・ 7 . 5  各 1  1 2  C  

2 1  注 射 器  デ ィ ス ポ 1 0 c c 、 針 付 き  2  C  

2 2  注 射 針  デ ィ ス ポ 2 1 G  1 7  C  

2 3  注 射 針  デ ィ ス ポ 2 3 G  1 7  C  

2 4  ガ ー ゼ  尺 角 5 枚 入 り  6 0  B  

2 5  三 角 巾  1 0 5 × 1 0 5 × 1 5 0 c m  1  B  

2 6  四 角 巾  穴 あ き 、 9 0 × 9 0 c m  1  B  

2 7  布 鉗 子  ス テ ン レ ス 1 3 c m  2  A  

2 8  消 毒 盆 ・ フ タ 付 ( A )  ス テ ン レ ス 2 7 × 2 1 × 4 c m  1  B  

2 9  消 毒 盆 ・ フ タ 付 ( B )  ス テ ン レ ス 2 7 × 1 2 × 4 c m  1  B  

3 0  煮 沸 消 毒 器  ス テ ン レ ス 2 7 × 1 2 × 6 . 5 c m  1    

外

科

用

具

外  

1  止 血 帯  井 の 内 式  2    

2  注 射 器  ガ ラ ス 製 2 0 c c  1 0    

3  輸 血 セ ッ ト  
輸 血 セ ッ ト 、 翼 状 針 、 イ ニ ュ ー ラ 針 、 三 方 活 栓 付

き  

各

1 0  
C  

4  膿 盆  ス テ ン レ ス 2 1 c m  2  B  

5  鉗 子 立  ス テ ン レ ス 直 径 7 . 5 c m  1  B  

6  シ ャ ー レ  ス テ ン レ ス 直 径 9 c m  2  B  

7  
陰 圧 式 固 定 具 （ ケ ー ス

外 ）  
3 個 1 組 、 ポ ン プ 付 、 ケ ー ス 付  1    

（ 注 ） 「 外 科 用 具 」No.1-No.13、 No.16-No.19、 No.25、 No.27 は 、消 毒 盆 (B)に

収 納 す る こ と 。  
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蘇 生 ・ 気 管 セ ッ ト  

（ 黄 色 ケ ー ス ）  

区

分  
N o .  品   名  規   格  数 量  

滅 菌

方 法  

蘇

生

用

具 

1  自 動 蘇 生 器 （ ケ ー ス 外 ）  大 人 用 ・ 幼 児 用 、 3 0 0 l ボ ン ベ 2 本 付  1    

2  手 動 式 蘇 生 器  バ ッ ク マ ス ク 、 シ リ コ ン  1    

3  マ ス ク  大 ・ 中 ・ 小 各 1  3    

4  エ ア ウ ェ イ  ポ リ 製 、 大 ・ 中 ・ 小 各 1  3    

5  気 管 内 チ ュ ー ブ  経 鼻 用  N o . 6 ・ 7 ・ 8 各 1  3  C  

6  鼻 鏡  ハ ル ト マ ン 中  1  A  

7  吸 引 器  足 踏 台  1    

気

管

挿

管

用

具 

1  喉 頭 鏡  
マ ッ キ ン ト ッ シ ュ プ レ ー ド 大 ・ 中 ・ 小 ハ ン ド ル

付 、 電 池 付 、 ケ ー ス 入 り  
1    

2  気 管 内 チ ュ ー ブ  カ フ 付 、 N o . 6 ・ 8 ・ 9 各 1  3  C  

3  ス タ イ レ ッ ト  大 ・ 小 各 1  2  A  

4  開 口 器  エ ス マ ル ヒ  1  B  

5  舌 鉗 子  コ ラ ン 氏  1  A  

6  舌 圧 子  木 製  2  B  

7  舌 圧 子  金 属  3  A  

8  バ イ ト ブ ロ ッ ク  大 ・ 小 各 1  2  B  

9  吸 引 チ ュ ー ブ  ネ ラ ト ン 、 N o . 4 ・ 6 ・ 8 各 1  3  B  

1 0  吸 引 チ ュ ー ブ  F r . 1 0 ・ 1 8 各 1  4  B  

1 1  サ ク シ ョ ン コ ネ ク タ ー  3 m m ・ 5 m m 各 1  2  B  

1 2  気 管 切 開 チ ュ ー ブ  N o . 3 0 ・ 3 3 ・ 3 6 ・ 3 9 各 1  4  C  

1 3  小 ペ ア ン  モ ス キ ー ト 1 2 c m  2  A  

1 4  胃 カ テ ー テ ル  N o . 6 ・ 1 2 各 5  1 0    

1 5  尿 カ テ ー テ ル  F r . 1 4 ・ 1 6 各 5 、 バ ル ー ン 付  1 0    

1 6  酸 素 吸 入 カ テ ー テ ル  鼻 用  5    
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薬 品 ・ ア ン プ ル セ ッ ト (1) 

（ 赤 色 ケ ー ス ）  

区

分  
薬 効 別  薬 品 名  単 位  

包 装  

単 位  

備 考  

（ 商 品 名 例 示 ）  

内

服

薬  

催 眠 鎮 静 剤  ペ ン ト バ ル ビ タ ー ル C a 錠  5 0 ㎎  2 0 T  ラ ボ ナ  

解 熱 鎮 痛 （ 消 炎 ） 剤  イ ブ プ ロ フ ェ ン  1 0 0 ㎎  8 0 T  ブ ル フ エ ン  

精 神 ・ 神 経 用 剤  ジ ア ゼ バ ム  2 ㎎  4 0 T  セ ル シ ン  

鎮 痙 剤  臭 化 プ チ ル ス コ ポ ラ ミ ン  1 0 ㎎  4 0 T  ブ ス コ バ ン  

抗 ヒ ス タ ミ ン 剤  フ マ ー ル 酸 ク レ マ ス チ ン  1 ㎎  4 0 T  タ ベ ジ ー ル  

利 尿 剤  ト リ ク ロ ル メ チ ア ジ ド  2 ㎎  4 0 T  フ ル イ ト ラ ン  

鎮 咳 剤  リ ン 酸 ジ メ モ ル フ ァ ン  1 0 ㎎  4 0 T  ア ス ト ミ ン  

消 化 剤  フ ェ ス タ ー ル   1 0 0 T    

下 剤  セ ン ノ サ イ ド   4 0 T  プ ル ゼ ニ ド  

そ の 他 の 消 化 器 官 用 薬  メ ト ク ロ プ ラ ミ ド  5 ㎎  4 0 T  プ リ ン ペ ラ ン  

止 血 剤  ト ラ ネ キ サ ム 酸  2 5 0 ㎎  8 0 T  ト ラ ン サ ミ ン  

ビ タ ミ ン 剤  フ ル ス ル チ ア ミ ン  2 5 ㎎  8 0 T  ア リ ナ ミ ン F  

抗 生 物 質  セ フ ァ レ キ シ ン  2 5 0 ㎎  1 0 0 C a p  ケ フ レ ッ ク ス  

抗 生 物 質  ジ ョ サ マ イ  2 0 0 ㎎  8 0 T    

止 痢 剤  フ ェ ベ リ ン Λ   8 0 T    

降 圧 剤  レ セ ル ピ ン  0 . 1 ㎎  4 0 T  セ ル パ シ ル  

血 管 拡 張 剤  硝 酸 イ ソ ソ ル ビ ト ー ル  5 ㎎  2 0 T  ニ ト ロ ー ル  

外

用

薬  

局 所 麻 酔 剤  リ ド カ イ ン ゼ リ ー  3 0 g  5  キ シ ロ カ イ ン ゼ リ ー  

眼 科 用 剤  コ リ マ イ C 点 眼  5 ㎖  5    

眼 科 用 剤  
テ キ サ メ タ ゾ ン リ ン 酸 N a 眼 耳

科 用  
5 ㎖  4  オ ル ガ ド ロ ン  

眼 科 用 剤  硝 酸 ア ド レ ナ リ ン 点 眼  5 ㎖  4    

浣 腸 剤  グ リ セ リ ン 浣 腸 剤  6 0 ㎖  1 0    

外 皮 用 、 抗 生 剤  パ ラ マ イ シ ン 軟 膏  2 5 0 g  1    

外 皮 用 、 抗 生 剤  ソ フ ラ チ ー ル ガ ー ゼ  1 0 枚  5    

外 皮 用 滅 菌 消 毒 器  0 . 5 ％ ヒ ビ テ ン グ ル コ ネ ー ト 液  5 0 0 ㎖  1    

外 皮 用 滅 菌 消 毒 器  2 0 ％ ヒ ビ テ ン グ ル コ ネ ー ト 液  5 0 0 ㎖  1    

外 皮 用 滅 菌 消 毒 器  ク レ ゾ ー ル 石 鹸 液  5 0 0 ㎖  1    

外 皮 用 滅 菌 消 毒 器  5 0 ％ イ ソ プ ロ ビ ル ア ル コ ー ル  5 0 0 ㎖  1    

外 皮 用 滅 菌 消 毒 器  2 ％ 硼 酸 水  5 0 0 ㎖  1    

外 皮 用 鎮 痛 痒 消 炎 剤  リ ン デ ロ ン V G 軟 膏  3 0 g  1    

収 斂 鎮 痒  強 力 レ ス タ ミ ン コ ー チ ゾ ン 軟 膏  1 0 g  5    

収 斂 鎮 痒  テ キ サ メ サ ゾ ン エ ア ゾ ル  9 0 g  1  テ カ ド ロ ン エ ア ゾ ル  

パ ッ プ 剤  ヘ ル ペ ッ ク ス  2 0 0 g  2    

解 熱 鎮 痛 坐 剤  イ ン ド メ タ シ ン 座 薬  5 0 ㎎  1 0  イ ン ダ シ ン 坐 薬  

解 熱 鎮 痛 坐 剤  ア ル ピ ニ ー 坐 薬  1 0 0 ㎎  1 0    

鎮 痛 坐 剤  ワ コ ビ タ ー ル 坐 薬  3 0 ㎎  1 0    

テ ー プ  ヘ マ コ ン ビ ス テ ッ ク ス  
1 0 0

枚  
1  

尿 中 P H ・ ブ ド ウ

糖 ・ 蛋 白  

止 血 ス ポ ン ジ  ゼ リ フ ォ ー ム N o . 1 2  
4 枚

入  
1    

そ の 他  オ リ ー ブ 油  5 0 0 g  1    
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薬 品 ・ ア ン プ ル セ ッ ト (2) 

（ 赤 色 ケ ー ス ）  

区

分  
薬 効 別  薬 品 名  単 位  

包 装

単 位  
備 考 （ 商 品 名 例 示 ）  

注

射

薬  

全 身 麻 酔 剤  チ オ ベ ン タ ー ル N a  5 0 0 ㎎  2  ラ ボ ナ ー ル  

催 眠 鎮 痛 剤  1 0 ％ フ ェ ノ バ ル ビ タ ー ル 注  1 0 0 ㎎  1 0 A  1 0 ％ フ ェ ノ バ ー ル  

解 熱 鎮 痛 消 炎 剤  ベ ン タ ジ ン 注  1 5 ㎎  1 0 A  ソ セ ゴ ン  

解 熱 鎮 痛 消 炎 剤  2 5 ス ル ビ リ ン 注  2 5 0 ㎎  1 0 A  メ チ ロ ン  

精 神 ・ 神 経 用 剤  ジ ア ゼ バ ム 注  1 0 ㎎  9 A  ホ リ ゾ ン  

局 所 麻 酔 剤  1 ％ 塩 酸 リ ド カ イ ン  2 0 ㎖  4 V  1 ％ キ シ ロ カ イ ン  

局 所 麻 酔 剤  
2 ％ 塩 酸 リ ド カ イ ン  

（ エ ビ レ ナ リ ン 含 ）  
2 0 ㎖  2 V  2 ％ キ シ ロ カ イ ン E 2 付  

鎮 痙 剤  臭 化 プ チ ル ス コ ボ ラ ミ ン  2 0 ㎎  1 0 A  プ ス コ バ ン  

鎮 痙 剤  硫 酸 ア ト ロ ビ ン  0 . 5 ㎎  1 0 A    

抗 ヒ ス タ ミ ン 剤  ヒ ド ロ キ シ ジ ン  2 5 ㎎  1 8 A  ア タ ラ ッ ク ス P  

強 心 剤  ジ ブ ロ ヒ ィ リ ン  2 ㎖  5 A  ネ オ フ ィ リ ン M  

強 心 剤  
0 . 0 2 ％ 塩 酸  

イ ソ プ ロ テ レ ノ ー ル 注  
0 . 2 ㎎  9 A  フ ロ タ ー ル L  

    1 ㎖      

強 心 剤  ジ ゴ キ シ ン 注  0 . 2 5 ㎎  1 8 A  ジ ゴ シ ン  

    1 ㎖      

不 整 脈 剤  塩 酸 プ ロ プ ラ ノ ロ ー ル  2 ㎎  9 A  イ ン デ ラ ル  

    2 ㎖      

血 圧 降 下 剤  レ セ ル ピ ン 注  0 . 5 ㎎  9 A  ア ボ プ ロ ン  

    1 ㎖      

そ の 他 の 循 環 器 用 剤  カ ル ニ ゲ ン  2 ㎖  1 0 A    

呼 吸 促 進 剤  ジ モ ル ホ ラ ミ ン 筋 注 用  3 0 ㎎  9 A  テ ラ ブ チ ク  

    2 ㎖      

副 腎 皮 質 ホ ル モ ン 剤  ヒ ド ロ コ ル チ ゾ ン  5 0 0 ㎎  1 0 A  水 溶 性 ハ イ ド ロ コ ー ト ン  

    1 0 ㎖      

副 腎 ホ ル モ ン 剤  エ ビ ネ フ リ ン  1 ㎎  1 9 A  ボ ス ミ ン  

    1 ㎖      

カ ル シ ウ ム 剤  カ ル チ コ ー ル  5 ㎖  8 A    

糖 類 剤  5 ％ ぶ ど う 糖  2 0 ㎖  1 8 V    

糖 類 剤  2 0 ％ ぶ ど う 糖  2 0 ㎖  2 0 V    

血 液 代 用 剤  5 ％ ぶ ど う 糖  5 0 0 ㎖  3 V  輸 液 セ ッ ト 3 本  

血 液 代 用 剤  ラ ク テ ッ ク G  5 0 0 ㎖  3 V  輸 液 セ ッ ト 3 本  

血 液 代 用 剤  生 理 食 塩 水  5 0 0 ㎖  3 V  輸 液 セ ッ ト 3 本  

止 血 剤  カ ル バ ゾ ク ロ ム ス ル ホ ン 酸  5 0 ㎎  8 A  ア ド ナ  

    1 0 ㎖      

止 血 剤  ト ラ ネ キ サ ム 酸  1 0 ㎖  4 A  ト ラ サ ミ ン S  

中 毒 治 療 剤  炭 酸 水 素 ナ ト リ ウ ム  7 %  5 A  メ イ ロ ン  

    2 0 ㎖      

抗 生 物 質  セ フ ァ ゾ リ ン ナ ト リ ウ ム  1 g  2 0 V  セ フ ァ メ ジ ン  

ト キ ソ イ ド 類  沈 降 破 傷 風 ト キ ソ イ ド  1 0 ㎖  2 V    

そ の 他  注 射 用 蒸 留 水  2 0 ㎖  8 A    
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事 務 用 品 セ ッ ト  

（ 無 地 ）  

品  名  規  格  数  量  

* 患 者 表    4 綴  

* 患 者 カ ル テ    2 0 0 枚  

* 救 護 日 誌    3 0 枚  

* 救 護 班 名 簿    1 0 枚  

* 誘 導 班  2 種 類  各 1 0 枚  2 0 枚  

上 質 紙  B 4 版  5 0 枚  

封 筒  大 ・ 小  各 1 0 枚  2 0 枚  

ボ ー ル ペ ン  黒 ・ 赤  各 2 本  4 本  

鉛 筆  青 ・ 赤  各 1 本  2 本  

マ ジ ッ ク （ 太 ）  黒 ・ 赤  各 1 本  2 本  

マ ジ ッ ク （ 細 ）  黒 ・ 赤  各 1 本  2 本  

セ ロ テ ー プ  小  5 個  

押 ピ ン  1 0 0 個 入  1 箱  

ス タ ン プ 台  黒 ・ 赤  各 1 個  2 個  

朱 肉  中  1 個  

ホ チ キ ス  小  1 個  

ホ チ キ ス 針  1 , 0 0 0 本 入  1 箱  

ガ バ ン  B 4 版 用  2 枚  

ク リ ッ プ    1 箱  

荷 札    1 0 0 枚  

ビ ニ ー ル 紐    1 巻  

色 ビ ニ ー ル テ ー プ  赤 ・ 黄 ・ 緑  各 １ 巻  3 巻  

ガ ム テ ー プ  大  1 巻  

ノ ー ト    1 冊  

計 算 機  小  1 台  

事 務 用 は さ み    1 本  

ビ ニ ー ル 水 桶    1 個  

赤 十 字 旗    1 旗  

標 旗    1 旗  

ペ ン チ    1 本  

五 徳 ナ イ フ    1 本  

安 全 ピ ン    1 0 個  

輪 ゴ ム  1 0 0 g 入  1 箱  

直 線 定 規  5 0 ㎝  1 本  
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○岐阜ＤＭＡＴ指定病院  

DMAT 

災 害 急 性 期 （  発 災 後 48時 間 以 内 ）  に 活 動 で き る 機 動 性 を 持 っ

た 、 専 門 的 な ト レ ー ニ ン グ を 受 け た 医 療 チ ー ム  

チ ー ム

編 成  

医 師 、 看 護 師 、 業 務 調 整 員 の ５  名 程 度  

隊 員  

・ 厚 生 労 働 省 等 が 実 施 す る 専 門 的 訓 練 （ 日 本 DMAT隊 員 養

成 研 修 ） を 終 了 し 、 厚 生 労 働 省 に 登 録 さ れ た 者  

・ 都 道 府 県 の 指 定 を 受 け た DMAT 指 定 病 院 が 編 成 す る DMAT

に 所 属 す る 。  

活 動  

主 に 被 災 地 外 の DMATが 、 発 災 後 短 時 間 で 災 害 現 場 へ 出

動 し 、 自 律 的 に 救 急 医 療 活 動 を 開 始 し 、 災 害 急 性 期 （ 発

災 後 ４ ８ 時 間 以 内 ） の 救 命 救 急 活 動 を 担 う 。  

 

岐 阜 DMAT 指 定 病 院    市 町 名  

国 立 大 学 法 人 岐 阜 大 学 医 学 部 附 属 病 院  岐 阜 市  

総 合 病 院 中 津 川 市 民 病 院  中 津 川 市  

岐 阜 県 立 多 治 見 病 院  多 治 見 市  

中 部 国 際 医 療 セ ン タ ー  美 濃 加 茂 市  

大 垣 市 民 病 院  大 垣 市  

岐 阜 市 民 病 院  岐 阜 市  

岐 阜 県 総 合 医 療 セ ン タ ー  岐 阜 市  

岐 阜 県 厚 生 農 業 協 同 組 合 連 合 会 中 濃 厚 生 病 院  関 市  

久 美 愛 厚 生 病 院  高 山 市  

高 山 赤 十 字 病 院  高 山 市  

岐 阜 赤 十 字 病 院  岐 阜 市  

松 波 総 合 病 院  笠 松 町  
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○医療機関一覧  

名  称  所  在  地  電話番号 診 療 科 目  病床数 医師数 
土  岐  津  地  区  

土岐市立総合病院 
 
 
 
 
 
 
は や し 内 科 
すずき整形外科 
 
ときつクリニック 
ひまわり小児科 
佐分利クリニック 
は ぎ は ら 眼 科 
ばんの耳鼻咽喉科 

土 岐 津 町 土 岐 口 703-24 
 
 
 
 
 
 
土 岐 口 中 町 2 丁 目 40 
土 岐 口 中 町 5 丁 目 1 
 
土 岐 口 中 町 6 丁 目 36 
土 岐 口 南 町 4 丁 目 59 
土 岐 口 南 町 4 丁 目 45 
土 岐 口 南 町 2 丁 目 9 
土 岐 口 南 町 4 丁 目 50-1 

5 5 - 2 1 1 1  

 

 

 

 

 

 

5 3 - 1 2 0 5  

5 4 - 0 8 1 0  

 

5 6 - 6 2 0 0  

5 4 - 8 8 3 9  

5 5 - 0 0 6 6  

5 5 - 7 7 1 7  

5 3 - 3 3 8 7  

内 ・ 整 ・
神 ・  
形 ・ 呼 ・
脳 ・  
消 ・ 皮 ・
循 ・  
泌 ・ 小 ・
婦 ・  
外 ・ 眼 ・
耳 ・  
精 ・ 放 ・
麻 ・  
心 ・ リ ・
（透析病院） 
内 ・ 消 ・
整 ・  
リ ・ リ ウ ・
外  
泌 ・ 皮  
小 ・ ア  
内 ・ 循  
眼  
耳  
 

350 
 
 
 
 
 
 

0 
0 
 

0 
0 
0 
0 
0 

39 
 
 
 
 
 
 

1 
1 
 

2 
1 
1 
1 
1 

妻  木  地  区  
高 井 病 院  

 
水野生々堂医院 
川越クリニック 

妻 木 町 1658 
 
妻 木 平 成 町 1-21 
妻 木 町 1419-1 

5 7 - 6 5 1 6  

 

5 7 - 6 0 0 5  

5 8 - 0 0 3 3 

内・外・消・ 
泌 ・ リ ・
（透析病院） 
内 ・ 小 ・ 消  
内 ・ 外 ・ リ  

60 
 

0 
0 

6 
 

1 
1 

駄  知  地  区  
土岐市国民健康 
保険駄知診療所 
陶 生 堂 医 院  

駄 知 町 1272-5 
 
駄 知 町 2258 
 
 

5 9 - 2 1 0 1  

 

5 9 - 2 1 7 1 

内 ・ 小  
 
内・循・消・ 
リ  

0 
 

0 

1 
 

1 

肥  田  地  区  
あ ん ど う 整 形 外 科  

土岐眼科クリニック 
土岐内科クリニック 

 
土 岐 白 楊 ク リ ニ ッ ク 
ひだまりファミリークリニック 

肥田浅野朝日町 2 丁目 34 
肥田浅野笠神町 2 丁目 22 
肥田浅野笠神町 2 丁目 12 
 
肥田浅野朝日町 2 丁目 39 
肥 田 町 肥 田 2834₋2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 5 - 5 5 3 2  

5 5 - 8 8 9 6  

5 3 - 0 6 5 6  

 

5 3 - 1 1 5 1  

5 3 - 2 2 2 0  

 

整 ・ リ  
眼  
内・神・消・ 
リ ・ 小  
内・（透析病院） 

内 ・ 小 ・ リ  

0 
0 
0 
 

0 

0 

1 
1 
2 
 

1 

1 
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名  称  所  在  地  電話番号 診 療 科 目  病床数 医師数 
 

泉  地  区  
加藤外科皮膚科 
河合クリニック 
熊 谷 医 院 
鈴 木 医 院 

 
聖十字クリニック 
聖 十 字 病 院 

 
タカギクリニック 

 
中 島 医 院 
西 尾 産 婦 人 科  
やまむら整形外科 
松本クリニック 

ささき耳鼻咽喉科 
い し ぐ ろ ク リ ニ ッ ク  

泉 町 久 尻 44-11 
泉 町 久 尻 11-6 
泉 郷 町 4 丁 目 1 
泉 岩 畑 町 2 丁 目 53 
 
泉 岩 畑 町 3 丁 目 2 
泉 町 久 尻 2431-160 
 
泉 神 栄 町 4 丁 目 5 
 
泉 町 久 尻 30-10 
泉 大 島 町 2 丁 目 26-2 
泉 町 久 尻 47-1 
泉 梅 ノ 木 町 1 丁 目 24 
泉 仲 森 町 2 丁 目 27－ 1 
泉 町 久 尻 516 

5 5 - 3 9 8 2  

5 5 - 6 1 5 5  

5 5 - 2 0 0 8  

5 5 - 7 1 1 1  

 

5 4 - 9 8 1 6  

5 4 - 8 1 8 1  

 

5 5 - 3 9 5 9  

 

5 5 - 3 2 2 5  

5 5 - 1 2 1 1  

5 5 - 2 0 1 8  

5 4 - 0 5 6 7  

5 5 - 7 0 3 3  

5 3 - 1 4 9 6  

内 ・ 外 ・ 皮  
内・消・小・皮・

放  
内・小・外・皮・

性  

内・消・外・皮・

肛 ・ 麻  
精・神・心 内  
精 ・ 神 ・ 心
内 ・  
歯  
内・ア・小・ 
外 ・ リ  
内 ・ 小 ・ 泌  
婦  
整・リ ウ・リ  
循 ・ 小  
耳 ・ ア  
内 ・ 外 ・ 消 ・

呼 ・ 肛 ・ 小 ・

リ ハ  

0 
0 
0 
0 
 

0 
248 

 
0 
 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

1 
2 
2 
1 
 

1 
13 

 
2 
 

1 
1 
2 
1 
1 
1 

 

 

（ 注 ）診 療 科 目  内 科 は「 内 」、精 神 科 は「 精 」、神 経 科 又 は 神 経 内 科 は「 神 」、心

療 内 科 は 「 心 内 」、 呼 吸 器 科 は 「 呼 」、 消 化 器 科 又 は 胃 腸 科 は 「 消 」、 循 環 器 科 は

「 循 」、ア レ ル ギ ー 科 は「 ア 」、小 児 科 は「 小 」、外 科 は「 外 」、整 形 外 科 は「 整 」、

形 成 外 科 は 「 形 」、 脳 神 経 外 科 は 「 脳 」、 心 臓 血 管 外 科 は 「 心 」、 皮 膚 科 は 「 皮 」、

泌 尿 器 科 は 「 泌 」、 性 病 科 は 「 性 」、 婦 人 科 は 「 婦 」、 眼 科 は 「 眼 」、 耳 鼻 い ん こ う

科 は「 耳 」、リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 科 は「 リ 」、放 射 線 科 は「 放 」、リ ウ マ チ 科 は「 リ

ウ 」、 歯 科 は 「 歯 」、 肛 門 科 は 「 肛 」 及 び 麻 酔 科 は 「 麻 」 で 表 示  
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○防疫関係施設及び防疫器具等の状況  

施 設 器 具 名  数    量  所    属  

噴 霧 器  
（ 動 力 式 ） ２ 台  土 岐 市 保 健 セ ン タ ー  

（ 手 動 式 ） ２ 台  

第 ２ 種 感 染 症 指 定 医

療 機 関  
６ 床  県 立 多 治 見 病 院  
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○廃棄物処理施設の状況  

施  設  名  数     量     等  所    属  

環 境 セ ン タ ー 
ご  み  

収 集 車  

パ ッ カ ー 車  

1.80t 積      

1.95t 積  

2.00t 積  

2.10t 積  

2.25t 積  

2.30t 積  

2.65t 積  

2.40t 積  

2.45t 積  

１ 台  

１ 台  

２ 台  

３ 台  

１ 台  

２ 台  

１ 台  

１ 台  

１ 台  

市 本 部 (清 掃 班 ) 

〃  

〃  

〃  

〃  

〃  

〃  

〃  

〃  

〃  

〃  

〃  

〃  

〃  

ダ ン プ 車  

軽 ダ ン プ 車  

2.70t 積  

0.35t 積  

１ 台  

１ 台  

パ ワ ー ゲ ー  

ト 車  

3.75t 積  

3.80t 積  

4.00t 積  

１ 台  

１ 台  

１ 台  

衛 生 セ ン タ ー 
し  尿  

収 集 車  

バ キ ュ ー ム  

カ ー  

1.80kl 積  

2.70kl 積  

3.00kl 積  

１ 台  

１ 台  

２ 台  

市 本 部 (清 掃 班 ) 

〃  

〃  

 

スコップ 

一 輪 車 

30s シ ャ ベ ル  

20s シ ャ ベ ル  

 

12 丁  

２ 台  

１ 台  

１ 台  

市 本 部 (清 掃 班 ) 

〃  

〃  

〃  

ご み 焼 却 処 理 施 設  機 械 化 バ ッ チ 式 処 理 能 力 70t/日  〃  

最 終 処 分 場 管 理 型 及 び 安 定 型 埋 立 容 量 45 万 ㎥  〃  

し 尿 処 理 施 設 
膜 分 離 高 負 荷 脱 窒 素

処 理 方 式  
64kl／ 日  〃  
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○緊急時に確保すべき物資の品目、数量の目標  

品   目  規      格  算  出  基  礎  
必  要  数  

量  

精 米   

１ 人 １ 日 ３ 食 ３

日 分  

（ １ 食 180g）  

6,500 ㎏  

乾 パ ン  115ｇ ポ リ 袋  
１ 人 １ 日 ３ 食 ３

日 分  
35,000 ㎏  

味 噌  １ ㎏ ポ リ 袋  １ 世 帯 １ 袋  1,100 ㎏  

塩  １ ㎏ ポ リ 袋  １ 世 帯 １ 袋  1,100 ㎏  

育 児 用 粉

乳  
1.2 ㎏ 缶  乳 児 用 １ 人 １ 缶  200 缶  

お む つ   乳 児 用 １ 人 20 枚  4,000 枚  

ポ リ バ ケ

ツ  
容 量 10L １ 世 帯 １ 個  1,100 個  

懐 中 電 灯  
単 一 乾 電 池 ２ 本

詰 用  
  〃  1,100 個  

乾 電 池  単 一  １ 世 帯 ４ 個  4,400 本  

毛 布   １ 人 １ 枚  4,000 枚  

地 震 災 害 対 策 計 画 編 の 警 戒 宣 言 時 対 策 （ １ ）  
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○防災資機材倉庫及び配備資機材一覧表  
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第３  参考  

○市職員の腕章・標旗  

（ １ ） 腕 章  

ア  本 部 長 及 び 副 本 部 長 腕 章  

 

イ  部 長 及 び 副 部 長 腕 章  

 

ウ  班 長 腕 章  

 

エ  班 員 腕 章  

 

オ  本 部 連 絡 員 腕 章  

 
 

 

（ 注 ） １  腕 章 の 大 き さ は 、 長 さ 38cm、 巾 10c m と す る 。  

２  地 は 白 地 、 字 は 黒 色 、 線 は 赤 色 と す る 。  
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（ ２ ） 標 旗  

災 害 応 急 対 策 に 使 用 す る 自 動 車 に は 、 次 の 標 旗 を 付 す る 。  

 
（ 注 ） １  赤 地 に 白 抜 き 文 字 と す る 。  
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○自衛隊に対する派遣要請の窓口  

部 隊 名 等  
連 絡 責 任 者 （ 電 話 番 号 ）  

時 間 内 （ 平 日 ） ～ 17:00 時 間 外  

陸 上 自 衛 隊  

第 35 普 通 科 連 隊

（ 守 山 ） 第 ３ 科  

第 35 普 通 科 連 隊 第 ３ 科  

Ｔ Ｅ Ｌ  052-791-2191 

（ 内 線 4832、 4509（ 夜 間 ）） 

駐 屯 地 当 直 司 令  

052-791-2191 

（ 内 線 4302）  

Ｆ Ａ Ｘ 052-791-2191（ 内 線 4839）  

県 防 災 行 政 無 線  77-651-711（ 事 務 室 ）  

        77-651-712（ 当 直 室 ）  

県 防 災 行 政 無 線  Ｆ Ａ Ｘ  651-710 

航 空 自 衛 隊  

小 牧 基 地  

防 衛 運 用 班  

Ｔ Ｅ Ｌ  0568-76-2191（ 内 線 4032）  

Ｆ Ａ Ｘ  0568-76-2191（ 内 線 4039）  

県 防 災 行 政 無 線  77-653-711（ 事 務 室 ）  

        77-653-712（ 当 直 室 ）  

県 防 災 行 政 無 線  Ｆ Ａ Ｘ  653-710 

航 空 自 衛 隊  

岐 阜 基 地  

第 ２ 補 給 処 企 画 課  

Ｔ Ｅ Ｌ  058-382-1101（ 内 線 2682）  

    058-382-3196（ 直 通 ）  

Ｆ Ａ Ｘ  058-382-1101（ 内 線 2688）  

    058-382-4899（ 直 通 ）  

県 防 災 行 政 無 線  77-652-711（ 事 務 室 ）  

        77-652-712（ 当 直 室 ）  

県 防 災 行 政 無 線  Ｆ Ａ Ｘ  652-710 
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○自衛隊の派遣要請  
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○自衛隊の撤収要請  
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○非常通信用紙  

 



参考資料編 

63 (R6.4) 

○災害情報用紙  
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○中部電力株式会社連絡体系  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多 治 見 市  

多 治 見 市 役 所  

 企 画 部 情 報 防 災 課 （ 平 日 昼

間 ）  

Ｔ Ｅ Ｌ ： 22-1 1 1 1（ 内 140 8・

141 5）  

Ｆ Ａ Ｘ ： 24-0 6 2 1 多 治 見 市 消 防 本 部 （ 上 記 以 外 ）  

Ｔ Ｅ Ｌ ： 22-9 2 1 6 

Ｆ Ａ Ｘ ： 24-0 6 2 2 

土 岐 市  

土 岐 市 役 所  

 危 機 管 理 室  

（ 平 日 昼 間 及 び 警 報 発 令 時 ）  

Ｔ Ｅ Ｌ ： 54-1 1 1 1 

Ｆ Ａ Ｘ ： 53-0 0 2 0 

土 岐 市 消 防 本 部 （ 上 記 以 外 ）  

Ｔ Ｅ Ｌ ： 53-0 1 1 9 

Ｆ Ａ Ｘ ： 53-0 1 2 3 

Ｆ Ａ Ｘ ： 53-0 3 2 1 

瑞 浪 市  

瑞 浪 市 役 所  

 危 機 管 理 室 （ 平 日 昼 間 ）  

Ｔ Ｅ Ｌ ： 68-2 1 1 1 

Ｆ Ａ Ｘ ： 68-8 7 4 9 

瑞 浪 市 消 防 本 部 （ 上 記 以 外 ）  

Ｔ Ｅ Ｌ ： 68-2 0 0 1 

Ｆ Ａ Ｘ ： 68-0 1 1 9 

大 規 模 災 害 の 場 合  

（原則：震度５以上、暴風警報発令時） 

 

総務グループ直通電話（防災担当） 

 Ｔ Ｅ Ｌ ： 23- 5 50 8 

 Ｆ Ａ Ｘ ： 25- 8 21 7 

上 記 以 外 の 場 合  

 

サ ー ビ ス 課 直 通 電 話  

  

Ｔ Ｅ Ｌ ： 080- 6 9 79 - 8 1 62  

 Ｆ Ａ Ｘ ： 74- 6 90 4 

中 部 電 力 ﾊﾟﾜｰ ｸ ﾞ ﾘｯ ﾄ ﾞ㈱  

多 治 見 営 業 所  

    は 災 害 情 報 連 絡 ル ー ト  

 

故 障 停 電 及 び 道 路 被 害 状 況 （ 土 砂

崩 れ 、 通 行 規 制 ）・ 水 害 状 況 （ 床 上

床 下 浸 水 ） 等 の 情 報 交 換 を 行 う 。  

 

各 消 防 本 部 ： 24 時 間 連 絡 可 能 。   

各 市 役 所 ・ 役 場 ： 平 日 昼 間 及 び 警

報 発 令 時 は 連 絡 可 能 。 夜 間 は 警 備

員 と な る 。  

    は 防 災 無 線 連 絡 ル ー ト  

 

台 風 、 雷 、 雪 等 の 自 然 災 害 や 設 備

の 不 具 合 等 に よ り 故 障 が 発 生 し 、

１ 時 間 以 上 に わ た り 広 範 囲 で 停 電

し て い る 又 は 停 電 が 予 想 さ れ る 場

合 に 利 用 可 能 。  
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○災害復旧事業の種類  

第 ４ 章 第 ２ 節  ２ 公 共 土 木 施 設 の 災 害 復 旧 （ １ ） 災 害 復 旧 事 業  

「 災 害 復 旧 事 業 の 種 類 」  

ア  公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 事 業  

a 河 川 災 害 復 旧 事 業  

b 海 岸 災 害 復 旧 事 業  

c 砂 防 設 備 災 害 復 旧 事 業  

d 林 地 荒 廃 防 止 施 設 災 害 復 旧 事 業  

e 地 す べ り 防 止 施 設 災 害 復 旧 事 業  

f 急 傾 斜 地 崩 壊 防 止 施 設 災 害 復 旧 事 業  

g 道 路 災 害 復 旧 事 業  

h 下 水 道 災 害 復 旧 事 業  

i 公 園 災 害 復 旧 事 業  

イ  農 林 水 産 業 施 設 災 害 復 旧 事 業  

ウ  都 市 災 害 復 旧 事 業  

エ  水 道 災 害 復 旧 事 業  

オ  住 宅 災 害 復 旧 事 業  

カ  社 会 福 祉 施 設 災 害 復 旧 事 業  

キ  公 立 医 療 施 設 、 病 院 等 災 害 復 旧 事 業  

ク  学 校 教 育 施 設 災 害 復 旧 事 業  

ケ  社 会 教 育 施 設 災 害 復 旧 事 業  

コ  そ の 他 の 災 害 復 旧 事 業  
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○災害復旧事業に伴う法律・要綱等  

第 ４ 章 第 ３ 節  １ 法 律 等 に よ り 一 部 負 担 又 は 補 助 す る も の  

「 災 害 復 旧 事 業 に 伴 う 法 律 ・ 要 綱 等 」  

（ １ ） 法 律  

ア  公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 事 業 費 国 庫 負 担 法  

イ  公 立 学 校 施 設 災 害 復 旧 費 国 庫 負 担 法  

ウ  公 営 住 宅 法  

エ  土 地 区 画 整 理 法  

オ  感 染 症 の 予 防 及 び 感 染 症 の 患 者 に 対 す る 医 療 に 関 す る 法 律  

カ  廃 棄 物 の 処 理 及 び 清 掃 に 関 す る 法 律  

キ  予 防 接 種 法  

ク  農 林 水 産 業 施 設 災 害 復 旧 事 業 費 国 庫 補 助 の 暫 定 措 置 に 関 す る 法

律  

ケ  天 災 に よ る 被 害 農 林 漁 業 者 等 に 対 す る 資 金 の 融 通 に 関 す る 暫 定

措 置 法  

コ  防 災 の た め の 集 団 移 転 促 進 事 業 に 係 る 国 の 財 政 上 の 特 別 措 置 等

に 関 す る 法 律  

（ ２ ） 要 綱 等  

ア  公 立 諸 学 校 建 物 そ の 他 災 害 復 旧 費 補 助  

イ  都 市 災 害 復 旧 事 業 国 庫 補 助  

ウ  上 水 道 施 設 災 害 復 旧 費 及 び 簡 易 水 道 施 設 災 害 復 旧 費 補 助  
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○激甚災害に係る財政援助措置  

第 ４ 章 第 ３ 節  ２ 激 甚 災 害 に 係 る 財 政 援 助 措 置  

「 激 甚 災 害 に 係 る 財 政 援 助 措 置 」  

ア  公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 事 業 等 に 関 す る 特 別 の 財 政 援 助  

a 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 事 業  

b 公 共 土 木 施 設 災 害 関 連 事 業  

c 公 立 学 校 施 設 災 害 復 旧 事 業  

d 公 営 住 宅 等 災 害 復 旧 事 業  

e 生 活 保 護 施 設 災 害 復 旧 事 業  

f 児 童 福 祉 施 設 災 害 復 旧 事 業  

g 老 人 福 祉 施 設 災 害 復 旧 事 業  

h 身 体 障 害 者 更 生 援 護 施 設 災 害 復 旧 事 業  

i 知 的 障 害 者 援 護 施 設 災 害 復 旧 事 業  

j 婦 人 保 護 施 設 災 害 復 旧 事 業  

k 感 染 症 指 定 医 療 機 関 災 害 復 旧 事 業  

l 感 染 症 予 防 施 設 事 業  

m 堆 積 土 砂 排 除 事 業 （ 公 共 的 施 設 区 域 内 、 公 共 的 施 設 区 域 外 ）  

n 湛 水 排 除 事 業  

イ  農 林 水 産 業 に 関 す る 特 別 の 助 成  

a 農 地 等 の 災 害 復 旧 事 業 等 に 係 る 補 助 の 特 別 措 置  

b 農 林 水 産 業 共 同 利 用 施 設 災 害 復 旧 事 業 費 の 補 助 の 特 例  

c 開 拓 者 等 の 施 設 の 災 害 復 旧 事 業 に 対 す る 補 助  

d 天 災 に よ る 被 害 農 林 漁 業 者 等 に 対 す る 資 金 の 融 通 に 関 す る 暫 定 措

置 の 特 例  

e 森 林 組 合 等 の 行 う 堆 積 土 砂 の 排 除 事 業 に 対 す る 補 助  

f 土 地 改 良 区 等 の 行 う 湛 水 排 除 事 業 に 対 す る 補 助  

g 共 同 利 用 小 型 漁 船 の 建 造 費 の 補 助  

h 森 林 災 害 復 旧 事 業 に 対 す る 補 助  

ウ  中 小 企 業 に 関 す る 特 別 の 助 成  

a 中 小 企 業 信 用 保 険 法 に よ る 災 害 関 係 保 証 の 特 例  

b 小 規 模 企 業 者 等 設 備 導 入 資 金 助 成 法 に よ る 貸 付 金 の 償 還 期 間 等 の

特 例  

c 事 業 協 同 組 合 等 の 施 設 の 災 害 復 旧 事 業 に 対 す る 補 助  

エ  そ の 他 の 特 別 の 財 政 援 助 及 び 助 成  

a 公 立 社 会 教 育 施 設 災 害 復 旧 事 業 に 対 す る 補 助  
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b 市 町 村 が 施 行 す る 感 染 症 予 防 事 業 に 関 す る 負 担 の 特 例  

c 母 子 及 び 寡 婦 福 祉 資 金 法 に よ る 国 の 貸 付 け の 特 例  

d 水 防 資 材 費 の 補 助 の 特 例  

e り 災 者 公 営 住 宅 建 設 等 事 業 に 対 す る 補 助 の 特 例  

f 公 共 土 木 施 設 、 公 立 学 校 施 設 、 農 地 農 業 用 施 設 及 び 林 道 の 小 災 害

復 旧 事 業 に 対 す る 特 別 の 財 政 援 助  

g 雇 用 保 険 法 に よ る 求 職 者 給 付 の 支 給 に 関 す る 特 例  
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第４  協定書・覚書  

○災害時応援締結状況  令 和 6 年 4 月 1 日 現 在  



参考資料編 

70 (R3.4) 

 



参考資料編 

71 (R6.4) 

 



参考資料編 

72 (R3.4) 

 

 



参考資料編 

73 (R6.4) 

 



参考資料編 

74 (R3.4) 

 



参考資料編 

75 (R6.4) 



参考資料編 

76 (R6.4) 

○相互応援協定  

a 岐 阜 県 広 域 消 防 相 互 応 援 協 定  

・ 昭 和 41 年 ４ 月  多 治 見 市 、 瑞 浪 市 、 笠 原 町  

・ 昭 和 47 年 ２ 月  御 嵩 町  

・ 昭 和 58 年 １ 月  可 児 市 、 可 茂 消 防 事 務 組 合 、 瀬 戸 市  

・ 昭 和 61 年 12 月  多 治 見 市 、瑞 浪 市 、恵 那 市 、中 津 川 市 、恵 南 消 防 組

合 、 恵 北 消 防 組 合  

・ 昭 和 63 年 ９ 月  愛 知 県 藤 岡 町  

・ 平 成 19 年 12 月  多 治 見 市 、 瑞 浪 市 、 恵 那 市 、 中 津 川 市  

 

b 消 防 相 互 応 援 協 定 （ 高 速 道 路 に お け る 覚 書 協 定 ）  

・ 昭 和 48 年 ９ 月  多 治 見 市 、 瑞 浪 市  

・ 昭 和 50 年 ３ 月  多 治 見 市 、 瑞 浪 市 、 恵 那 市 、 中 津 川 市  

・ 昭 和 51 年 ４ 月  大 垣 市 、 羽 島 市 、 関 ケ 原 町 、 養 老 町 、 安 八 町 、  

上 石 津 町 、多 治 見 市 、瑞 浪 市 、恵 那 市 、中 津 川 市 、

大 垣 消 防 組 合 、 不 破 消 防 組 合  

・ 昭 和 62 年 ５ 月  中 濃 消 防 組 合 、羽 島 郡 消 防 組 合 、美 濃 市 、関 市 、岐

阜 市 、 各 務 原 市 、 岐 南 町  

・ 平 成 ３ 年 ４ 月  岐 阜 県 広 域 消 防 相 互 応 援 協 定 締 結  岐 阜 県 一 円  

 

c 消 防 相 互 応 援 協 定 （ 東 海 環 状 自 動 車 道 に お け る 覚 書 協 定 ）  

・ 平 成 17 年 ２ 月  豊 田 市 、瀬 戸 市 、多 治 見 市 、可 茂 消 防 事 務 組 合 、中

濃 消 防 組 合  
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○災害時の応援に関する協定書  

 （ 趣 旨 ）  

第 １ 条  焼 津 市 長 と 土 岐 市 長 は 、焼 津 市 又 は 土 岐 市 に お い て 、大 規 模 な 災 害（ 以

下「 災 害 」と い う 。）が 発 生 し た 場 合 に お け る 相 互 応 援 の 実 施 等 に つ い て 、次 の

と お り 協 定 す る 。  

 （ 相 互 応 援 の 実 施 ）  

第 ２ 条  焼 津 市 と 土 岐 市 は 、そ の 区 域 内 に お い て 災 害 が 発 生 し 、必 要 が あ る と き

は 、 次 に 掲 げ る 応 援 を 相 互 に 実 施 す る も の と す る 。  

 (1) 災 害 の 応 援 措 置 及 び 応 急 復 旧 に 必 要 な 資 機 材 及 び 物 資 等 の 提 供  

 (2) 食 糧 、 飲 料 水 及 び 生 活 必 需 物 資 並 び に そ の 供 給 に 必 要 な 資 機 材 の 提 供  

 (3) 災 害 応 急 措 置 及 び 応 急 復 旧 活 動 に 必 要 な 職 員 の 派 遣  

 (4) ボ ラ ン テ ィ ア の 斡 旋  

 (5) 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 特 に 要 請 の あ っ た 事 項  

 （ 連 絡 担 当 部 課 ）  

第 ３ 条  両 市 は 、あ ら か じ め 相 互 応 援 に 関 す る 連 絡 担 当 部 課 を 定 め 、災 害 が 発 生

し た と き は 、 応 援 の 要 否 そ の 他 必 要 な 情 報 を 相 互 に 連 絡 す る も の と す る 。  

 （ 応 援 要 請 の 手 続 ）  

第 ４ 条  応 援 を 要 請 す る 市 は 、次 に 掲 げ る 事 項 を 明 ら か に し 、文 書 に よ り 要 請 す

る も の と す る 。た だ し 、緊 急 の 場 合 は 、電 話 等 に よ り 応 援 を 要 請 し 、そ の 後 速

や か に 文 書 を 提 出 す る も の と す る 。  

 (1) 被 害 の 状 況  

 (2) 必 要 と す る 資 機 材 、 物 資 等 の 品 目 及 び 数 量  

 (3) 必 要 と す る 職 員 の 職 種 及 び 人 員  

 (4) 応 援 場 所 及 び 応 援 場 所 へ の 経 路  

 (5) 応 援 の 期 間  

 (6) 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 必 要 と 認 め る 事 項  

 （ 緊 急 応 援 の 自 主 出 動 ）  

第 ５ 条  前 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、い ず れ か の 市 域 に お い て 、地 震 等 の 大 規 模 な

災 害 が 発 生 し た こ と が 明 ら か な 場 合 は 、相 手 方 の 市 が 自 主 的 判 断 に よ り 緊 急 応 援

活 動 を 実 施 す る も の と す る 。  

 （ 経 費 の 負 担 ）  

第 ６ 条  援 助 に 要 し た 経 費 は 、法 令 等 に 定 め が あ る 場 合 を 除 き 、援 助 を 受 け た 市

と 援 助 を 実 施 し た 市 が 協 議 の う え 定 め る 。  
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 （ 情 報 の 交 換 ）  

第 ７ 条  こ の 協 定 に 基 づ く 応 援 を 円 滑 に 行 う た め 、地 域 防 災 計 画 そ の 他 防 災 に 関

す る 情 報 を 相 互 に 交 換 す る も の と す る 。  

 （ 協 議 ）  

第 ８ 条  こ の 協 定 に 定 め の な い 事 項 又 は 疑 義 を 生 じ た 場 合 は 、そ の 都 度 両 者 が 協

議 し て 定 め る も の と す る 。  

 （ 効 力 の 開 始 ）  

第 ９ 条  こ の 協 定 は 、 平 成 ９ 年 ４ 月 ７ 日 か ら 効 力 を 生 じ る も の と す る 。  

 こ の 協 定 の 締 結 を 証 す る た め 、本 書 ２ 通 を 作 成 し 、両 市 長 記 名 押 印 の う え 各

１ 通 を 保 有 す る も の と す る 。  

 

 平 成 ９ 年 ４ 月 ７ 日  

 焼 津 市 長  長 谷 川 孝 之  

 土 岐 市 長  塚 本  保 夫  
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○東 海 環 状 自 動 車 道 沿 線 都 市 災 害 時 相 互 応 援 に 関 す る 協 定 書 

 （ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 協 定 は 、 災 害 対 策 基 本 法 （ 昭 和 36 年 法 律 第 223 号 ） 第 ８ 条 第 ２ 項

の 規 定 に 基 づ き 、東 海 環 状 自 動 車 道 で 結 ば れ る 多 治 見 市 、関 市 、美 濃 市 、瑞 浪

市 、美 濃 加 茂 市 、土 岐 市 、可 児 市 、瀬 戸 市 、豊 田 市（ 以 下「 沿 線 都 市 」と い う 。）

に お い て 災 害 が 発 生 し た 場 合 に お け る 相 互 応 援 に つ い て 必 要 な 事 項 を 定 め る

も の と す る 。  

 （ 応 援 の 種 類 ）  

第 ２ 条  応 援 の 種 類 は 次 の と お り と す る 。  

 (1) 食 料 、 飲 料 水 及 び 生 活 必 需 品 並 び に そ の 供 給 に 必 要 な 資 機 材 の 提 供  

 (2) 救 援 及 び 救 助 活 動 に 必 要 な 車 両 等 の 提 供  

 (3) 被 災 者 の 救 出 、医 療 、防 疫 並 び に 応 急 復 旧 に 必 要 な 医 薬 品 等 物 資 及 び 資 機

材 の 提 供  

 (4) 救 援 、 応 急 復 旧 に 必 要 な 職 員 の 派 遣  

 (5) 被 災 者 の 受 け 入 れ  

 (6) 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 要 請 が あ っ た 事 項  

 （ 応 援 要 請 手 続 ）  

第 ３ 条  応 援 を 要 請 す る 市（ 以 下「 要 請 都 市 」と い う 。）は 、次 の 事 項 を 明 ら か に

し て 、 第 ９ 条 第 １ 項 に 定 め る 連 絡 担 当 部 局 に 対 し て 、 電 話 電 信 に よ り 要 請 し 、

後 日 、 速 や か に 文 書 を 送 付 す る も の と す る 。  

 (1) 被 害 の 状 況  

 (2) 前 条 第 １ 号 か ら 第 ３ 号 ま で に 掲 げ る 応 援 を 要 請 す る 場 合 に あ っ て は 、物 資 、

車 両 、 資 機 材 の 種 類 、 品 名 、 数 量 等  

 (3) 前 条 第 ４ 号 に 掲 げ る 応 援 を 要 請 す る 場 合 に あ っ て は 、職 員 の 職 種 及 び 人 数

及 び 業 務 内 容  

 (4) 前 条 第 ５ 号 に 掲 げ る 応 援 を 要 請 す る 場 合 に あ っ て は 、 世 帯 数 及 び 人 数  

 (5) 応 援 場 所 及 び 応 援 場 所 へ の 経 路  

 (6) 応 援 期 間  

 (7) そ の 他 必 要 な 事 項  

 （ 応 援 の 実 施 ）  

第 ４ 条  応 援 を 要 請 さ れ た 市（ 以 下「 応 援 都 市 」と い う 。）は 、自 ら の 業 務 に 支 障

が な い 限 り 、 極 力 こ れ に 応 じ 、 応 援 に 努 め る も の と す る 。  

 （ 応 援 の た め に 派 遣 さ れ た 職 員 の 指 揮 ）  

第 ５ 条  応 援 の た め に 派 遣 さ れ た 職 員 は 、要 請 都 市 の 市 長 等 の 指 揮 の 下 に 活 動 す

る も の と す る 。  
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 （ 経 費 の 負 担 ）  

第 ６ 条  応 援 に 要 し た 経 費 は 、 原 則 と し て 要 請 都 市 の 負 担 と す る 。  

２  要 請 都 市 が 、前 項 に 規 定 す る 経 費 を 支 弁 す る い と ま が な く 、か つ 、要 請 都 市

か ら 要 請 が あ っ た 場 合 に は 、応 援 都 市 は 当 該 経 費 を 一 時 繰 替 支 弁 す る も の と す

る 。  

３  前 ２ 項 に 定 め る も の の ほ か 経 費 負 担 等 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、そ の 都 度 沿 線 都

市 が 協 議 し て 定 め る も の と す る 。  

 （ 損 害 賠 償 等 ）  

第 ７ 条  応 援 活 動 に 従 事 し た 職 員 が 、そ の 活 動 に よ り 死 亡 し 、負 傷 し 、若 し く は

疾 病 に か か り 、又 は そ の 活 動 に よ る 負 傷 若 し く は 疾 病 に よ り 死 亡 し 、若 し く は

障 害 者 と な っ た 場 合 は 、本 人 又 は そ の 遺 族 に 対 す る 補 償 は 、応 援 都 市 が 対 応 す

る も の と す る 。  

２  応 援 活 動 に 従 事 し た 職 員 が 、業 務 上 第 三 者 に 損 害 を 与 え た 場 合 に お い て 、そ

の 損 害 が 要 請 都 市 へ の 往 復 途 中 に 生 じ た も の を 除 き 、要 請 都 市 が そ の 賠 償 の 責

め を 負 う も の と す る 。  

 （ 応 援 の 自 主 出 動 ）  

第 ８ 条  災 害 が 発 生 し 、被 災 市 と の 連 絡 が 取 れ な い 場 合 で 、応 援 を 行 お う と す る

市 が 必 要 と 認 め た と き は 、関 係 職 員 で 構 成 す る 情 報 収 集 班 を 派 遣 し 被 災 地 の 情

報 収 集 を 行 う と と も に 、 当 該 情 報 に 基 づ き 必 要 な 応 援 を 行 う も の と す る 。  

２  前 項 の 応 援 に 要 し た 経 費 の 負 担 に つ い て は 、第 ６ 条 の 規 定 を 準 用 す る 。た だ

し 、被 災 地 の 情 報 収 集 活 動 に 要 す る 経 費 は 、応 援 を 行 お う と す る 市 の 負 担 と す

る 。  

 （ 連 絡 担 当 部 局 ）  

第 ９ 条  沿 線 都 市 は 、相 互 応 援 の た め の 窓 口 と し て 、あ ら か じ め 連 絡 担 当 部 局 を

定 め て お く も の と す る 。  

２  連 絡 担 当 部 局 は 、こ の 協 定 に 基 づ く 応 援 の 円 滑 化 を 図 る た め 、災 害 が 発 生 し

た と き は 、 速 や か に 緊 密 な 情 報 交 換 を 行 う も の と す る 。  

 （ 情 報 提 供 等 ）  

第 10 条  沿 線 都 市 は 、 こ の 協 定 に よ る 応 援 が 円 滑 に 行 わ れ る よ う 地 域 防 災 計 画

そ の 他 必 要 な 資 料 を 相 互 に 交 換 す る も の と す る 。  

 （ 実 施 細 目 ）  

第 11 条  こ の 協 定 の 実 施 に 関 し て 必 要 な 事 項 及 び こ の 協 定 に 定 め の な い 事 項 は 、

沿 線 都 市 が 協 議 し て 定 め る も の と す る 。  

  附  則  

 こ の 協 定 は 、 平 成 17 年 ４ 月 １ 日 か ら 効 力 を 生 じ る も の と す る 。  
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 こ の 協 定 書 を 証 す る た め 、 本 協 定 書 ９ 通 を 作 成 し 、 各 市 長 が 記 名 押 印 の う え 、

各 １ 通 を 保 有 す る 。  

 平 成 17 年 ３ 月 16 日  

多 治 見 市  

多 治 見 市 長    西  寺  雅  也  

関 市  

関 市 長      後  藤  昭  夫  

美 濃 市  

美 濃 市 長     石  川  道  政  

瑞 浪 市  

瑞 浪 市 長     高  嶋  芳  男  

美 濃 加 茂 市  

美 濃 加 茂 市 長   川  合  良  樹  

土 岐 市  

土 岐 市 長     塚  本  保  夫  

可 児 市  

可 児 市 長     山  田    豊  

瀬 戸 市  

瀬 戸 市 長     増  岡  錦  也  

豊 田 市  

豊 田 市 長     鈴  木  公  平  
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○大規模土砂災害時における相互連携対応に関する協定  

 

 国 土 交 通 省 中 部 地 方 整 備 局 多 治 見 砂 防 国 道 事 務 所 長（ 以 下「 甲 」と い う 。）と 上

松 町 長 （ 以 下 「 乙 」 と い う 。）、 南 木 曽 町 長 （ 以 下 「 丙 」 と い う 。）、 大 桑 村 長 （ 以

下 「 丁 」 と い う 。）、 多 治 見 市 長 （ 以 下 「 戊 」 と い う 。）、 中 津 川 市 長 （ 以 下 「 己 」

と い う 。）、土 岐 市 長（ 以 下「 庚 」と い う 。）は 、木 曽 川 流 域 又 は 庄 内 川 流 域 に お い

て 大 規 模 土 砂 災 害（ 以 下「 大 規 模 土 砂 災 害 」と い う 。）が 発 生 し 、又 は 発 生 の 恐 れ

が あ る 場 合 の 相 互 連 携 対 応 に つ い て 、 次 の と お り 協 定 す る 。  

 

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 協 定 は 、大 規 模 土 砂 災 害 が 発 生 し 、又 は 発 生 す る 恐 れ が あ る 場 合 に

お け る 災 害 対 応 等 を 円 滑 に 進 め る た め 、甲 と 乙 、丙 、丁 、戊 、己 、庚 が 相

互 に 協 力 す る こ と に 関 し 、 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

 

（ 協 力 内 容 ）  

第 ２ 条  甲 と 乙 、丙 、丁 、戊 、己 、庚 は 、大 規 模 土 砂 災 害 が 発 生 し 、又 は 発 生 す

る 恐 れ が あ る 場 合 に 、次 の 事 項 に 関 し 別 紙 の 通 り 相 互 に 協 力 を 行 う も の と

す る 。  

（ １ ） 被 災 状 況 等 に 関 す る 情 報 共 有  

（ ２ ） 被 災 状 況 調 査 や 災 害 応 急 対 策 に 関 す る 技 術 的 支 援 及 び 受 入  

（ ３ ） そ の 他 必 要 と 認 め ら れ る 事 項  

 

２  第 １ 項 に 規 定 す る 相 互 協 力 を 円 滑 に 実 施 す る 為 、 甲 と 乙 、 丙 、 丁 、 戊 、 己 、

庚 は 、 平 常 時 か ら 次 の 事 項 に 関 し 相 互 に 協 力 を 行 う も の と す る 。  

（ １ ） 事 前 準 備 資 料 の 整 備 及 び 共 有  

（ ２ ） 大 規 模 土 砂 災 害 対 応 防 災 訓 練 に 関 す る 対 応  

 

（ 協 定 の 期 間 ）  

第 ３ 条  こ の 協 定 の 期 間 は 、平 成 ２ ２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 翌 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で と す る 。

た だ し 、協 定 締 結 者 の い ず れ か ら も 何 ら 申 出 が な い 場 合 は 、本 協 定 を 延 長

継 続 す る も の と す る 。  

 

（ 疑 義 の 決 定 ）  

第 ４ 条  本 協 定 に 定 め の な い 事 項 又 は 疑 義 を 生 じ た 事 項 に つ い て は 、 そ の 都 度 、

甲 と 乙 、丙 、丁 、戊 、己 、庚 の 双 方 が 協 議 の 上 、こ れ を 定 め る も の と す る 。  
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 こ の 協 定 を 証 す る た め 、本 書 を ２ 通 作 成 し 、甲 と 乙 、丙 、 丁 、戊 、己 、庚 が 記

名 捺 印 の 上 、 そ れ ぞ れ １ 通 を 保 有 す る 。  

 

平 成 ２ ２ 年 ４ 月 １ 日  

 

 

（ 甲 ） 国 土 交 通 省 中 部 地 方 整 備 局  

                多 治 見 砂 防 国 道 事 務 所  

                所  長       今 井  一 之   印  

 

 

（ 乙 ） 長 野 県 上 松 町  

   上 松 町 長      田 上  正 男   印  

 

 

（ 丙 ） 長 野 県 南 木 曽 町  

   南 木 曽 町 長     宮 川  正 光   印  

 

 

（ 丁 ） 長 野 県 大 桑 村  

   大 桑 村 長      貴 舟  豊    印  

 

 

（ 戊 ） 岐 阜 県 多 治 見 市  

   多 治 見 市 長     古 川  雅 典   印  

 

 

（ 己 ） 岐 阜 県 中 津 川 市  

   中 津 川 市 長     大 山  耕 二   印  

 

 

（ 庚 ） 岐 阜 県 土 岐 市  

   土 岐 市 長      大 野  信 彦   印  
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○非常災害時における教育施設等開放に関する覚書  

 

 岐 阜 県 立 土 岐 紅 陵 高 等 学 校（ 以 下「 甲 」と い う 。）は 、土 岐 市（ 以 下「 乙 」と い

う 。）と の 間 に 、非 常 災 害 時 に お い て 甲 の 施 設 、設 備 等（ 以 下「 施 設 等 」と い う 。）

を 地 域 住 民 の 避 難 場 所 と し て 開 放 す る こ と に 関 し 、 次 の と お り 覚 書 を 締 結 す る 。 

 （ 解 放 施 設 等 ）  

１  甲 が 非 常 災 害 時 に 乙 の 地 域 住 民 に 開 放 す る 施 設 等 及 び そ の 使 用 上 の 注 意 事

項 は 、別 記 １ の と お り と す る 。こ の 場 合 の 施 設 の 開 放 期 間 は 、避 難 事 由 の 発 生

し た と き か ら 消 滅 し た と き ま で と す る 。  

 （ 受 入 れ 対 象 地 域 等 ）  

２  避 難 民 の 受 入 れ 対 象 地 域 は 、 別 記 （ 図 ） ２ の と お り と し 、 そ の 予 定 人 員 は 、

お お む ね 2,573 世 帯 、 7,054 人 と す る 。  

 （ 開 放 責 任 者 ）  

３  施 設 管 理 者 は 、あ ら か じ め 開 放 責 任 者（ 施 設 管 理 者 又 は 施 設 管 理 者 か ら 権 限

を 付 与 さ れ た 者 ） の 順 位 を 定 め 、 乙 へ 通 知 す る も の と す る 。  

 （ 開 放 の 際 の 手 続 等 ）  

４  開 放 に 関 す る 手 続 、 方 法 は 、 お お む ね 次 の と お り と す る 。  

（ １ ） 乙 は 、 非 常 災 害 が 発 生 し 、 住 民 を 避 難 さ せ る 必 要 が あ る と 認 め た と き は 、

直 ち に 開 放 責 任 者 に 対 し 、 施 設 等 開 放 の 要 請 を 行 う も の と す る 。  

（ ２ ）乙 か ら 施 設 等 開 放 の 要 請 を 受 け た 開 放 責 任 者 は 、施 設 等 が 開 放 で き る 状 態

に あ る と き は 、直 ち に 口 頭 に よ り 使 用 許 可 を 与 え る と と も に 、開 放 を 行 う も の

と す る 。  

（ ３ ）開 放 責 任 者 は 、開 放 後 は 、直 ち に 乙 の 責 任 者 に 施 設 使 用 に 際 し て 指 示 を 与

え る と と も に 、 避 難 民 に 対 し 、 使 用 上 の 注 意 を 行 う も の と す る 。  

 （ 責 任 者 等 ）  

５  開 放 に 際 し て の 甲 及 び 乙 の 責 任 者 並 び に 鍵 の 保 管 者 の 氏 名 、 住 所 、 連 絡 先 、

分 担 事 項 に つ い て は 、別 に 定 め 、異 動 の 都 度 、相 互 に 連 絡 し 、確 認 し て お く も

の と す る 。  

 （ 所 管 事 項 ）  

６  開 放 施 設 内 で の 甲 及 び 乙 の 所 管（ 責 任 ）事 項 は 、お お む ね 次 の と お り と す る 。  

（ １ ） 甲 の 所 管 事 項  

   施 設 等 の 管 理 、保 全 に 関 す る こ と 。た だ し 、施 設 等 が 著 し く 破 損 し 、又 は

限 界 を 超 え た 使 用 に よ り 使 用 不 能 と な っ た 場 合 に は 、乙 の 責 任 に お い て 修 復

す る も の と す る 。  

   な お 、施 設 内 に お い て 発 生 し た 避 難 民 に 係 る 事 故 に つ い て は 、原 則 と し て
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甲 （ 県 ） は 、 責 任 を 負 わ な い も の と す る 。  

（ ２ ） 乙 の 所 管 事 項  

   避 難 民 の 誘 導 、整 理 、世 話（ 病 人 等 の 世 話 、必 需 品 の 配 布 等 ）、そ の 他 避 難

民 の 安 全 確 保 に 関 す る こ と 。  

 （ そ の 他 の 条 件 ）  

７  乙 は 、 開 放 施 設 の 使 用 に 際 し て は 、 次 の 点 に 留 意 し な け れ ば な ら な い 。  

（ １ ）あ ら か じ め 、受 入 れ 対 象 地 域 の 住 民 に 対 し 、開 放 施 設 名 、そ の 所 在 地 及 び

開 放 施 設 の 範 囲 並 び に そ の 使 用 上 の 注 意 事 項 等 を 周 知 徹 底 し て お く こ と 。  

（ ２ ）非 常 災 害 時 に は 、開 放 施 設 内 で の 混 乱 が 生 じ な い よ う に 連 絡 体 制（ 連 絡 網 、

無 線 機 の 用 意 等 ）及 び 安 全 確 保（ 伝 染 病 、二 次 災 害 の 防 止 等 ）に 万 全 を 期 す

と と も に 、 極 力 施 設 等 の 破 損 、 亡 失 等 が 生 じ な い よ う 十 分 配 慮 す る こ と 。  

（ ３ ）避 難 民 の 施 設 使 用 が 長 期 に わ た る な ど 、甲 の 通 常 業 務 に 支 障 を 来 す お そ れ

が あ る 場 合 は 、 速 や か に 避 難 場 所 と し て の 代 替 施 設 の 確 保 等 に 努 め る こ と 。 

（ ４ ）避 難 民 の 施 設 使 用 が 終 了 し た と き は 、速 や か に 責 任 を も っ て 廃 棄 物 の 処 理

等 後 始 末 を 行 う こ と 。  

 （ そ の 他 ）  

８  こ の 覚 書 に 定 め の な い 事 項 に つ い て は 、 そ の 都 度 甲 乙 協 議 し て 定 め る 。  

  な お 、こ の 覚 書 を 締 結 す る こ と に 伴 い 、昭 和 ５ ２ 年 １ ０ 月 １ ９ 日 に 締 結 し た

「 非 常 災 害 時 に お け る 学 校 開 放 に 関 す る 覚 書 」 は 廃 止 す る 。  

  

 こ の 覚 書 の 証 と し て 、本 通 ２ 通 を 作 成 し 、当 事 者 押 印 の 上 各 自 １ 通 を 保 有 す

る 。  

 

 平 成 ２ ４ 年 ６ 月 ２ ９ 日  

 

甲  岐 阜 県  

代 表 者  岐 阜 県 立 土 岐 紅 陵 高 等 学 校 長  田 中  洋 一  

乙  土 岐 市  

代 表 者  土 岐 市 長           加 藤  靖 也  
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○非常災害時における教育施設等開放に関する覚書  

 岐 阜 県 立 土 岐 商 業 高 等 学 校（ 以 下「 甲 」と い う 。）は 、土 岐 市（ 以 下「 乙 」と い

う 。）と の 間 に 、非 常 災 害 時 に お い て 甲 の 施 設 、設 備 等（ 以 下「 施 設 等 」と い う 。）

を 地 域 住 民 の 避 難 場 所 と し て 開 放 す る こ と に 関 し 、 次 の と お り 覚 書 を 締 結 す る 。 

 （ 解 放 施 設 等 ）  

１  甲 が 非 常 災 害 時 に 乙 の 地 域 住 民 に 開 放 す る 施 設 等 及 び そ の 使 用 上 の 注 意 事

項 は 、別 記 １ の と お り と す る 。こ の 場 合 の 施 設 の 開 放 機 関 は 、避 難 事 由 の 発 生

し た と き か ら 消 滅 し た と き ま で と す る 。  

 （ 受 入 れ 対 象 地 域 等 ）  

２  避 難 民 の 受 入 れ 対 象 地 域 は 、 別 記 （ 図 ） ２ の と お り と し 、 そ の 予 定 人 員 は 、

お お む ね 1,350 世 帯 、 3,600 人 と す る 。  

 （ 開 放 責 任 者 ）  

３  施 設 管 理 者 は 、あ ら か じ め 開 放 責 任 者（ 施 設 管 理 者 又 は 施 設 管 理 者 か ら 権 限

を 付 与 さ れ た 者 ） の 順 位 を 定 め 、 乙 へ 通 知 す る も の と す る 。  

 （ 開 放 の 際 の 手 続 等 ）  

４  開 放 に 関 す る 手 続 、 方 法 は 、 お お む ね 次 の と お り と す る 。  

（ １ ） 乙 は 、 非 常 災 害 が 発 生 し 、 住 民 を 避 難 さ せ る 必 要 が あ る と 認 め た と き は 、

直 ち に 開 放 責 任 者 に 対 し 、 施 設 等 開 放 の 要 請 を 行 う も の と す る 。  

（ ２ ）乙 か ら 施 設 等 開 放 の 要 請 を 受 け た 開 放 責 任 者 は 、施 設 等 が 開 放 で き る 状 態

に あ る と き は 、直 ち に 口 頭 に よ り 使 用 許 可 を 与 え る と と も に 、開 放 を 行 う も

の と す る 。  

（ ３ ）開 放 責 任 者 は 、開 放 後 は 、直 ち に 乙 の 責 任 者 に 施 設 使 用 に 際 し て 指 示 を 与

え る と と も に 、 避 難 民 に 対 し 、 使 用 上 の 注 意 を 行 う も の と す る 。  

 （ 責 任 者 等 ）  

５  開 放 に 際 し て の 甲 及 び 乙 の 責 任 者 並 び に 鍵 の 保 管 者 の 氏 名 、 住 所 、 連 絡 先 、

分 担 事 項 に つ い て は 、別 に 定 め 、異 動 の 都 度 、相 互 に 連 絡 し 、確 認 し て お く も

の と す る 。  

 （ 所 管 事 項 ）  

６  開 放 施 設 内 で の 甲 及 び 乙 の 所 管（ 責 任 ）事 項 は 、お お む ね 次 の と お り と す る 。  

（ １ ） 甲 の 所 管 事 項  

   施 設 等 の 管 理 、保 全 に 関 す る こ と 。た だ し 、施 設 等 が 著 し く 破 損 し 、又 は

限 界 を 超 え た 使 用 に よ り 使 用 不 能 と な っ た 場 合 に は 、乙 の 責 任 に お い て 修 復

す る も の と す る 。  

   な お 、施 設 内 に お い て 発 生 し た 避 難 民 に 係 る 事 故 に つ い て は 、原 則 と し て

甲 （ 県 ） は 、 責 任 を 負 わ な い も の と す る 。  
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（ ２ ） 乙 の 所 管 事 項  

   避 難 民 の 誘 導 、整 理 、世 話（ 病 人 等 の 世 話 、必 需 品 の 配 布 等 ）、そ の 他 避 難

民 の 安 全 確 保 に 関 す る こ と 。  

 （ そ の 他 の 条 件 ）  

７  乙 は 、 開 放 施 設 の 使 用 に 際 し て は 、 次 の 点 に 留 意 し な け れ ば な ら な い 。  

（ １ ）あ ら か じ め 、受 入 れ 対 象 地 域 の 住 民 に 対 し 、開 放 施 設 名 、そ の 所 在 地 及 び

開 放 施 設 の 範 囲 並 び に そ の 使 用 上 の 注 意 事 項 等 を 周 知 徹 底 し て お く こ と 。  

（ ２ ）非 常 災 害 時 に は 、開 放 施 設 内 で の 混 乱 が 生 じ な い よ う に 連 絡 体 制（ 連 絡 網 、

無 線 機 の 用 意 等 ）及 び 安 全 確 保（ 伝 染 病 、二 次 災 害 の 防 止 等 ）に 万 全 を 期 す

と と も に 、 極 力 施 設 等 の 破 損 、 亡 失 等 が 生 じ な い よ う 十 分 配 慮 す る こ と 。  

（ ３ ）避 難 民 の 施 設 使 用 が 長 期 に わ た る な ど 、甲 の 通 常 業 務 に 支 障 を 来 す お そ れ

が あ る 場 合 は 、 速 や か に 避 難 場 所 と し て の 代 替 施 設 の 確 保 等 に 努 め る こ と 。 

（ ４ ）避 難 民 の 施 設 使 用 が 終 了 し た と き は 、速 や か に 責 任 を も っ て 廃 棄 物 の 処 理

等 後 始 末 を 行 う こ と 。  

 （ そ の 他 ）  

８  こ の 覚 書 に 定 め の な い 事 項 に つ い て は 、 そ の 都 度 甲 乙 協 議 し て 定 め る 。  

 こ の 覚 書 を 締 結 す る こ と に 伴 い 、昭 和 ５ ２ 年 １ ０ 月 １ ９ 日 に 締 結 し た「 非 常

災 害 時 に お け る 学 校 開 放 に 関 す る 覚 書 」 は 廃 止 す る 。  

  

 こ の 覚 書 の 証 と し て 、本 通 ２ 通 を 作 成 し 、当 事 者 押 印 の 上 各 自 １ 通 を 保 有 す

る 。  

 

 平 成 ２ ４ 年 ６ 月 ２ ９ 日  

 

甲  岐 阜 県  

代 表 者  岐 阜 県 立 土 岐 商 業 高 等 学 校 長  臼 井  孝 昭  

乙  土 岐 市  

代 表 者  岐 阜 県 土 岐 市 長        加 藤  靖 也  
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○災害支援協力に関する覚書  

 土 岐 市 長 （ 以 下 「 甲 」 と い う 。） と 土 岐 郵 便 局 長 （ 以 下 「 乙 」 と い う 。） は 、 土

岐 市 内 に 発 生 し た 地 震 そ の 他 に よ る 災 害 時 に お い て 、災 害 対 策 基 本 法 、災 害 救 助

法 そ の 他 関 係 法 令 に 定 め る も の の ほ か 、必 要 と す る 対 応 を 土 岐 市 と 土 岐 市 内 の 郵

便 局 が 相 互 に 協 力 し 、 円 滑 に 遂 行 す る た め 、 次 の と お り 覚 書 を 締 結 す る 。  

 （ 用 語 の 定 義 ）  

第 １ 条  こ の 覚 書 に お い て 、「 災 害 」と は 、災 害 対 策 基 本 法（ 昭 和 36 年 法 律 第 223

号 ） 第 ２ 条 第 １ 号 に 定 め る 被 害 を い う 。  

 （ 協 力 要 請 ）  

第 ２ 条  甲 及 び 乙 は 、土 岐 市 内 に 災 害 が 発 生 し 、次 の 事 項 に つ い て 必 要 が 生 じ た

場 合 は 、 相 互 に 協 力 を 要 請 す る こ と が で き る 。  

 (1) 土 岐 市 が 所 有 し 、又 は 管 理 す る 施 設 及 び 用 地 の 郵 便 物 集 積 場 所 等 と し て の

提 供  

 (2) 土 岐 市 内 の 郵 便 局 が 所 有 し 、又 は 管 理 す る 施 設 及 び 用 地 の 避 難 場 所 、物 資

集 積 場 所 等 と し て の 提 供  

 (3) 甲 又 は 乙 が 収 集 し た 被 災 住 民 の 避 難 先 及 び 被 災 状 況 等 の 情 報 の 相 互 提 供  

 (4) 乙 に よ る 必 要 に 応 じ た 避 難 所 へ の 臨 時 郵 便 差 出 箱 の 設 置  

 (5) 前 各 号 に 定 め る も の の ほ か 、 支 援 、 協 力 で き る 事 項  

 （ 協 力 の 実 施 ）  

第 ３ 条  甲 及 び 乙 は 、前 条 の 規 定 に よ る 要 請 を 受 け た と き は 、そ の 重 要 性 を 考 慮

し 、 協 力 す る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。  

 （ 経 費 の 負 担 ）  

第 ４ 条  第 ２ 条 に 規 定 す る 協 力 要 請 に 対 し て 、協 力 を し た 者 が 要 し た 経 費 に つ い

て は 、法 令 そ の 他 に 別 段 の 定 め が あ る も の を 除 く ほ か 、そ れ ぞ れ 要 請 し た 者 が 、

適 正 な 方 法 に よ り 算 出 し た 金 額 を 負 担 す る 。  

２  前 項 の 負 担 に つ き 疑 義 が 生 じ た と き は 、甲 乙 協 議 の 上 、負 担 す べ き 額 を 決 定

す る 。  

 （ 災 害 対 策 本 部 へ の 参 加 ）  

第 ５ 条  乙 は 甲 か ら 要 請 が あ っ た 場 合 、土 岐 市 災 害 対 策 本 部 に 職 員 を 参 加 さ せ る

こ と が で き る 。  

 （ 災 害 情 報 等 連 絡 体 制 の 整 備 ）  

第 ６ 条  甲 及 び 乙 は 、安 否 情 報 等 の 連 絡 体 制 を 整 備 す る た め 、そ の 方 策 に つ い て

協 議 す る も の と す る 。  

 （ 防 災 訓 練 等 へ の 参 加 ）  

第 ７ 条  乙 及 び 土 岐 市 内 の 郵 便 局 長 は 、土 岐 市 の 行 う 防 災 訓 練 等 に 、甲 か ら 要 請
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が あ っ た 場 合 は 参 加 す る こ と が で き る 。  

 （ 情 報 の 交 換 ）  

第 ８ 条  甲 及 び 乙 は 、相 互 の 防 災 計 画 の 状 況 、協 力 要 請 事 項 に 関 し 、必 要 に 応 じ

て 情 報 の 交 換 を 行 う も の と す る 。  

 （ 連 絡 責 任 者 ）  

第 ９ 条  こ の 覚 書 に 関 す る 連 絡 責 任 者 は 、甲 に お い て は 土 岐 市 防 災 担 当 課 長 、乙

に お い て は 土 岐 郵 便 局 総 務 課 長 と す る 。  

 （ 協 議 ）  

第 10 条  こ の 覚 書 に 定 め の な い 事 項 及 び こ の 覚 書 に 疑 義 が 生 じ た と き は 、 甲 乙

協 議 の 上 、 決 定 す る も の と す る 。  

２  こ の 覚 書 の 実 施 に 関 し て 必 要 な 事 項 は 、甲 と 乙 が 協 議 の 上 、別 に 定 め る も の

と す る 。  

 こ の 覚 書 の 締 結 を 証 す る た め 、 こ の 書 面 ２ 通 を 作 成 し 、 甲 乙 両 者 が 署 名 の 上 、

各 自 そ の １ 通 を 保 有 す る 。  

 平 成 10 年 11 月 26 日  

 

甲  土 岐 市 長    塚  本  保  夫  

乙  土 岐 郵 便 局 長  石  原  鉦  和  
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○非常災害時のおける施設開放に関する覚書  

岐 阜 県 立 は な の 木 苑 （ 以 下 「 甲 」 と い う 。） は 、 土 岐 市 （ 以 下 「 乙 」 と い う 。）

と の 間 に 、非 常 災 害 時 に お い て 甲 の 施 設 、設 備（ 以 下「 施 設 等 」と い う 。）を 地 域

住 民 の 避 難 場 所 と し て 開 放 す る こ と に 関 し 、 次 の と お り 協 定 す る 。   

 （ 開 放 施 設 等 ）  

１  甲 が 非 常 災 害 時 に 乙 の 地 域 住 民 に 開 放 す る 施 設 等 及 び そ の 使 用 上 の 注 意 事

項 は 、 別 記 １ の と お り と す る 。  

  こ の 場 合 の 施 設 の 開 放 期 間 は 、避 難 事 由 の 発 生 し た と き か ら 消 滅 し た と き ま

で と す る 。  

 （ 受 入 れ 対 象 地 域 等 ）  

２  避 難 者 の 受 入 れ 対 象 地 域 は 、概 ね 別 記（ 図 ）４ の 五 斗 薪 町 内 会 、五 斗 薪 東 町

町 内 会 、五 斗 薪 西 町 内 会 と し 、そ の 予 定 人 員 は 、概 ね ２ ２ ０ 世 帯 ７ ０ ０ 人 と す

る 。  

 （ 開 放 責 任 者 ）  

３  苑 長 は 、あ ら か じ め 開 放 責 任 者（ 苑 長 及 び 苑 に 最 も 近 い 場 所 に 居 住 す る 職 員

の う ち 、適 任 と 認 め ら れ る 者 ２ 名 以 上 ）の 順 位 を 定 め 、乙 へ 通 知 す る も の と す

る 。  

 （ 施 設 開 放 の 際 の 手 続 等 ）  

４  施 設 開 放 に 関 す る 手 続 、 方 法 は 、 概 ね 次 の 通 り と す る 。  

（ １ ） 乙 は 、非 常 災 害 が 発 生 し 、住 民 を 避 難 さ せ る 必 要 が あ る と 認 め た と き は 、

直 ち に 開 放 責 任 者 に 対 し 、 施 設 開 放 の 要 請 を 行 う も の と す る 。  

（ ２ ） 乙 か ら 施 設 開 放 の 要 請 を 受 け た 開 放 責 任 者 は 、開 放 の 必 要 が あ る と 認 め

た と き は 、直 ち に 口 頭 に よ り 使 用 許 可 を 与 え る と と も に 、施 設 開 放 を 行 う

も の と す る 。  

（ ３ ） 開 放 責 任 者 は 、開 放 後 は 、直 ち に 乙 側 責 任 者 に 施 設 使 用 に 際 し て の 指 示

を 与 え る と と も に 、 避 難 者 に 対 し 、 使 用 上 の 注 意 を 行 う も の と す る 。  

 （ 責 任 者 等 ）  

５  施 設 開 放 に 際 し て の 甲 側 及 び 乙 側 の 責 任 者 に 及 び 鍵 の 保 管 者 の 氏 名 、 住 所 、

連 絡 先 、分 担 事 項 に つ い て は 、別 に 定 め 、異 動 の 都 度 、相 互 に 連 絡 し 、確 認 を

し て お く も の と す る 。  

 （ 所 管 事 項 ）  

６  開 放 施 設 内 で の 甲 側 及 び 乙 側 の 所 管（ 責 任 ）事 項 は 、概 ね 次 の と お り と す る 。  

（ １ ） 甲 側 所 管 事 項  

   施 設 等 の 管 理 、保 全 に 関 す る こ と 。た だ し 、施 設 側 が 著 し く 破 損 し 、又 は

限 界 を 超 え た 使 用 に よ り 使 用 不 能 と な っ た 場 合 に は 、乙 側 の 責 任 に お い て 代
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わ る べ き 措 置 を 講 ず る も の と す る 。  

   な お 、施 設 内 に お い て 発 生 し た 避 難 者 に 係 る 事 故 に つ い て は 、原 則 と し て

苑 長 （ 社 会 福 祉 法 人  岐 阜 県 福 祉 事 業 団 ） は 、 責 任 を 負 わ な い も の と す る 。 

（ ２ ） 乙 側 所 管 事 項  

   避 難 者 の 誘 導 、整 理 、世 話（ 病 人 等 の 世 話 、必 需 品 の 配 布 等 ）そ の 他 避 難

者 の 安 全 確 保 に 関 す る こ と 。  

 （ そ の 他 の 条 件 ）  

７  乙 は 、 開 放 施 設 の 使 用 に 際 し て は 、 次 の 点 に 留 意 し な け れ ば な ら な い 。  

  （ １ ）  あ ら か じ め 、受 入 れ 対 象 地 域 の 住 民 に 対 し 、開 放 施 設 名 、そ の 所 在

地 及 び 開 放 施 設 の 範 囲 並 び に そ の 使 用 上 の 注 意 事 項（ 使 用 方 法 、エ チ

ケ ッ ト 等 ） を 周 知 徹 底 し て お く こ と 。  

  （ ２ ）  非 常 災 害 時 に は 、開 放 施 設 内 で の 混 乱 が 生 じ な い よ う 連 絡 体 制（ 連

絡 網 、 無 線 機 の 用 意 等 ） 及 び 安 全 確 保 （ 伝 染 病 、 二 次 災 害 の 防 止 等 ）

に 万 全 を 期 す と と も に 、極 力 施 設 等 の 破 損 、亡 失 等 が 生 じ な い よ う 十

分 配 慮 す る こ と 。  

  （ ３ ） 避 難 者 の 施 設 使 用 が 長 期 に わ た る 等 施 設 運 営 に 支 障 を 来 す お そ れ が

あ る 場 合 は 、速 や か に 避 難 場 所 と し て の 代 替 施 設 の 確 保 等 に 努 め る こ

と 。  

  （ ４ ） 避 難 者 の 施 設 使 用 が 終 了 し た と き は 、速 や か に 責 任 を も っ て 廃 棄 物

の 処 理 等 後 始 末 を 行 う こ と 。  

 （ そ の 他 ）  

８  こ の 覚 書 に 定 め の な い 事 項 に つ い て は 、 そ の 都 度 甲 乙 協 議 し て 定 め る 。  

  こ の 覚 書 の 証 と し て 、本 書 ２ 通 を 作 成 し 、当 事 者 押 印 の 上 各 自 そ の １ 通 を 保

有 す る 。  

 

平 成 １ ４ 年 ３ 月 １ 日  

 

甲  岐 阜 県                     

代 表 者  岐 阜 県 福 祉 事 業 団  岐 阜 県 立 は な の 木 苑  

金  指  一  二  

乙  土 岐 市                     

代 表 者  土 岐 市 長                

塚  本  保  夫  
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○災害時要援護者の避難施設として社会福祉施設を使用することに関

する協定書  

 

 土 岐 市（ 以 下「 甲 」と い う 。）と 社 会 福 祉 法 人 美 濃 陶 生 苑（ 以 下「 乙 」と い う 。）

と は 、災 害 時 に お け る 災 害 時 要 援 護 者 が 避 難 施 設 と し て 社 会 福 祉 施 設 等 を 使 用 す

る こ と に 関 し 、 次 の と お り 協 定 を 締 結 す る 。  

 （ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 協 定 は 、大 規 模 な 地 震 、風 水 害 等 の 災 害（ 以 下「 災 害 」と い う 。）に

よ り 災 害 時 要 援 護 者（ 以 下「 要 援 護 者 」と い う 。）が 避 難 を 余 儀 な く さ れ た 場 合

に 、甲 が 、乙 に 対 し 、避 難 施 設 と し て 社 会 福 祉 施 設 等 の 使 用 の 協 力 を 要 請 す る

こ と に つ い て 、 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

 （ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 協 定 に お い て「 要 援 護 者 」と は 、次 に 掲 げ る 者 の う ち 、施 設 の 入 所

基 準 に 該 当 し 、又 は 該 当 す る と 認 め ら れ る 者 で 、災 害 時 に 何 等 か の 援 護 を 求 め

る 者 を い う 。  

  （ １ ） 身 体 障 害 者 手 帳 （ １ ・ ２ 級 ） の 交 付 を 受 け て い る 者  

  （ ２ ） 療 養 手 帳 （ Ａ 判 定 ） を 受 け て い る 者  

  （ ３ ） 精 神 障 碍 者 保 健 福 祉 手 帳 （ １ ・ ２ 級 ） の 交 付 を 受 け て い る 者  

  （ ４ ） 在 宅 の 要 介 護 認 定 者 で 要 介 護 ３ 以 上 の 者  

  （ ５ ） そ の 他 難 病 等 に よ り 自 力 で の 避 難 判 断 、 避 難 行 動 が 困 難 な 者  

 （ 施 設 の 使 用 の 要 請 及 び 受 諾 ）  

第 ３ 条  甲 は 、居 宅 が 居 住 困 難 と な っ た 要 援 護 者 及 び あ ら か じ め 指 定 す る 避 難 所

で は 対 応 が 困 難 な 要 援 護 者 の た め に 、次 条 に 掲 げ る 施 設 を 使 用 す る こ と に つ い

て 、 乙 に 協 力 を 要 請 す る こ と が で き る も の と す る 。  

２  乙 は 、 甲 か ら の 要 請 を で き る 限 り 受 諾 す る よ う 努 め る も の と す る 。  

 （ 避 難 施 設 ）  

第 ４ 条  避 難 す る 施 設 は 次 に 掲 げ る 施 設 と す る 。  

 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム と き 陶 生 苑  

 （ 手 続 等 ）  

第 ５ 条  甲 は 、第 ３ 条 の 規 定 に よ り 施 設 の 使 用 に つ い て 乙 に 協 力 を 要 請 す る 場 合

は 、あ ら か じ め 電 話 等 で 確 認 の う え 、次 に 掲 げ る 事 項 を 明 ら か に し て 書 面 で 行

う も の と す る 。 た だ し 、 緊 急 を 要 す る 場 合 は こ の 限 り で は な い 。  

  （ １ ）要 援 護 者 の 住 所 、氏 名 、心 身 の 状 況 、連 絡 先 、か か り つ け 医 等 医 療 情

報  

  （ ２ ） 身 元 引 受 人 の 氏 名 、 連 絡 先  
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  （ ３ ） 使 用 す る 期 間  

  （ ４ ） そ の 他 必 要 と 認 め る 事 項  

 （ 避 難 者 の 移 送 ）  

第 ６ 条  甲 は 、避 難 が 必 要 な 要 援 護 者 の 乙 へ の 移 送 を 行 う よ う 努 め 、乙 は 、甲 の

依 頼 に よ り 可 能 な 範 囲 に お い て 協 力 す る も の と す る 。  

 （ 避 難 者 の 対 応 ）  

第 ７ 条  施 設 に お け る 避 難 者 の 対 応 に つ い て は 、乙 の 責 任 に お い て 行 う も の と す

る 。た だ し 、甲 は 乙 か ら の 協 力 の 要 請 が あ っ た と き は 、こ れ に 協 力 す る も の と

す る 。  

 （ 経 費 の 負 担 ）  

第 ８ 条  甲 の 要 請 に よ り 乙 が 要 援 護 者 受 入 れ に 要 し た 費 用 は 、甲 が 負 担 す る も の

と す る 。  

 （ 受 入 れ 可 能 人 員 等 ）  

第 ９ 条  甲 及 び 乙 は 、本 協 定 締 結 後 、受 入 れ 可 能 人 員 、必 要 物 資 等 に つ い て 、あ

ら か じ め 協 議 す る も の と す る 。  

 （ 有 効 期 限 ）  

第 １ ０ 条  こ の 協 定 書 の 有 効 期 限 は 毎 年 度 末 と し 、甲 乙 双 方 に 異 議 が な い 場 合 は

翌 年 度 に お い て も 自 動 的 に 更 新 さ れ る も の と す る 。  

 （ 疑 義 の 解 決 ）  

第 １ １ 条  こ の 協 定 に 定 め の な い 事 項 及 び こ の 協 定 に 関 し て 疑 義 が 生 じ た と き

は 、 別 に 甲 乙 協 議 し 定 め る も の と す る 。  

 

 こ の 協 定 の 締 結 を 証 す る た め 本 協 定 書 を ２ 通 作 成 し 、甲 乙 署 名 押 印 の 上 、各 自

１ 通 を 保 有 す る 。  

 

 平 成 ２ ４ 年 ３ 月 ６ 日  

     甲  土 岐 市 土 岐 津 町 土 岐 口 ２ １ ０ １ 番 地  

       土 岐 市 町   加  藤  靖  也  

 

     乙  土 岐 市 駄 知 町 １ ８ ５ ８ 番 地 の ２  

       社 会 福 祉 法 人  美 濃 陶 生 苑  

       理 事 長    永  井  新  治  
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○災害発生時における福祉避難所の設置運営に関する協定  

 

土 岐 市（ 以 下「 甲 」と い う 。）と 社 会 福 祉 法 人 土 岐 市 社 会 福 祉 協 議 会（ 以 下「 乙 」

と い う 。）は 、災 害 発 生 時 に お い て 、一 般 の 指 定 避 難 所 で は 避 難 生 活 に 困 難 が 生 じ

る た め 特 別 な 配 慮 を 要 す る 者（ 以 下「 要 援 護 者 等 」と い う 。）を 受 け 入 れ る た め の

福 祉 避 難 所 の 設 置 運 営 に つ い て 、 次 の と お り 協 定 を 締 結 す る 。  

（ 目 的 ）  

第 １ 条   こ の 協 定 は 、災 害 発 生 時 、乙 が 指 定 管 理 者 と し て 管 理 す る 福 祉 施 設 内 に

お い て 福 祉 避 難 所 を 設 置 し 、要 援 護 者 等 を 当 該 避 難 所 に 避 難 さ せ る こ と に よ り 、

要 援 護 者 等 が 避 難 生 活 を 送 る こ と が で き る こ と を 目 的 と す る 。  

（ 指 定 施 設 ）  

第 ２ 条  福 祉 避 難 所 と し て 指 定 す る 施 設 は 次 の と お り と す る 。  

 (1) 土 岐 市 総 合 福 祉 セ ン タ ー ・ ウ エ ル フ ェ ア 土 岐  

(2) 土 岐 市 保 健 福 祉 セ ン タ ー ・ す こ や か 館 老 人 デ イ サ ー ビ ス セ ン タ ー  

(3) 土 岐 市 恵 風 荘 老 人 デ イ サ ー ビ ス セ ン タ ー  

(4) 土 岐 市 福 祉 施 設 ひ だ ま り  

（ 設 置 運 営 ）  

第 ３ 条   乙 は 、福 祉 避 難 所 の 設 置 運 営 に あ っ て は 、第 ５ 条 第 １ 項 各 号 に 掲 げ る 費

用 等 に 関 す る 届 出（ 別 記 様 式 ）を 作 成 し 、こ れ を 甲 に 提 出 す る と と も に 、次 に

掲 げ る 業 務 を 履 行 す る も の と す る 。  

(1) 要 援 護 者 等 へ の 相 談 等 に 応 じ る 介 助 員 等 の 配 置 及 び 福 祉 避 難 所 に 避 難 し

た 要 援 護 者 等 の 避 難 生 活 上 の 支 援  

(2) 要 援 護 者 等 の 避 難 生 活 に 対 応 で き る 体 制 の 確 保  

(3) 福 祉 避 難 所 の 設 置 運 営 に 係 る 実 績 報 告 及 び 費 用 に 係 る 毎 月 の 請 求（ 第 ５ 条

第 １ 項 第 ３ 号 に 掲 げ る も の に つ い て は 、 領 収 書 を 添 付 す る こ と 。）  

（ 設 置 運 営 の 期 間 ）  

第 ４ 条   こ の 協 定 に お け る 福 祉 避 難 所 の 設 置 運 営 の 期 間 は 、市 が 福 祉 避 難 所 の 開

設 を 決 定 し た 時 か ら 閉 鎖 す る ま で の 期 間 と す る 。た だ し 、特 段 の 事 情 の あ る と

き は こ の 限 り で な い 。  

（ 費 用 負 担 等 ）  

第 ５ 条   甲 は 、乙 に 対 し 、福 祉 避 難 所 の 設 置 運 営 に 要 し た 費 用 で あ っ て 、次 に 掲

げ る も の に つ い て 支 払 を す る も の と す る 。た だ し 、指 定 管 理 業 務 の 範 囲 に 含 ま

れ る 経 費 は 除 く も の と す る 。  

(1) 介 助 員 等 に 要 す る 人 件 費 （ 夜 勤 、 宿 直 等 に 要 す る 費 用 を 含 む 。）  

(2) 要 援 護 者 等 に 要 す る 食 費  
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(3) そ の 他 、福 祉 避 難 所 の 設 置 運 営 等 に 要 す る 費 用 で 、甲 乙 協 議 に よ り 必 要 と

認 め る も の 。  

２   前 項 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、洗 濯 機 や 乾 燥 機 な ど の 備 品 等 に つ い て は 、乙

は 事 前 に 甲 に 了 承 を 得 て 購 入 す る も の と し 、そ の 請 求 は 当 該 備 品 等 の 販 売 事 業

者 が 甲 へ 直 接 行 う よ う 指 示 す る も の と す る 。  

（ 協 力 体 制 ）  

第 ６ 条   乙 は 、福 祉 避 難 所 の 介 助 員 等 に 不 足 を 生 じ る と 判 断 し た と き は 、速 や か

に 甲 に 連 絡 し な け れ ば な ら な い 。こ の 場 合 に お い て 、甲 は 、乙 以 外 の 協 定 を 締

結 し て い る 法 人 等（ 以 下「 協 定 締 結 法 人 」と い う 。）に 対 し 協 力 要 請 を 行 う も の

と す る 。  

（ 要 援 護 者 等 の 受 入 れ 等 ）  

第 ７ 条   乙 は 、甲 が 福 祉 避 難 所 で の 避 難 生 活 が 必 要 で あ る と 判 断 し た 要 援 護 者 等

を 受 け 入 れ る も の と す る 。こ の 場 合 に お い て 、要 援 護 者 等 は 、可 能 な 限 り 家 族

等 の 協 力 を 得 て 自 身 の 責 任 に お い て 福 祉 避 難 所 へ 避 難 す る も の と す る 。  

（ 個 人 情 報 の 保 護 ）  

第 ８ 条   乙 及 び 介 助 員 等 並 び に 協 定 締 結 法 人 は 、福 祉 避 難 所 の 設 置 運 営 に 当 た り

業 務 上 知 り 得 た 要 援 護 者 等 又 は そ の 家 族 等 の 固 有 の 情 報 を 漏 ら し て は な ら な

い 。  

（ 権 利 義 務 の 譲 渡 等 の 制 限 ）  

第 ９ 条   乙 は 、こ の 協 定 に よ り 生 ず る 権 利 又 は 義 務 を 第 三 者 に 譲 渡 し 、若 し く は

継 承 さ せ 、 又 は そ の 権 利 を 担 保 に 供 し て は な ら な い 。  

（ 関 係 書 類 の 保 管 ）  

第 １ ０ 条   乙 は 、こ の 協 定 に 関 す る 書 類 等 を 事 業 所 に 整 備 す る ほ か 、事 業 実 施 後

１ ０ 年 間 は こ れ を 保 管 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 協 定 の 解 除 ）  

第 １ １ 条   甲 は 、乙 が こ の 協 定 に 基 づ く 指 示 に 違 反 し た こ と に よ り 、こ の 協 定 の

目 的 を 達 成 す る こ と が で き な い と 認 め る と き は 、こ れ を 解 除 す る こ と が で き る

も の と す る 。  

（ 協 定 締 結 期 間 ）  

第 １ ２ 条   こ の 協 定 の 締 結 期 間 は 協 定 の 締 結 の 日 か ら １ 年 間 と す る 。た だ し 、期

間 満 了 の ３ 箇 月 前 ま で に 甲 乙 い ず れ か よ り 異 議 の 申 立 て が な い 限 り 、更 に １ 年

間 延 長 さ れ る も の と し 、 そ の 後 も 同 様 と す る 。  

２  前 項 の 規 定 は 、乙 が 第 ２ 条 各 号 に 掲 げ る 施 設 を 指 定 管 理 者 と し て 管 理 す る 期

間 に 限 る も の と す る 。  

（ 疑 義 の 解 決 ）  
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第 １ ３ 条   こ の 協 定 に 定 め る 事 項 そ の 他 業 務 上 の 必 要 な 事 項 に つ い て 疑 義 が 生

じ た 場 合 は 、 甲 乙 協 議 の 上 、 解 決 に 努 め る も の と す る 。  

 

こ の 協 定 の 締 結 を 証 す る た め 、本 書 ２ 通 を 作 成 し 、甲 乙 双 方 記 名 押 印 の 上 、各

自 １ 通 を 保 有 す る も の と す る 。  

 

平 成 ２ ５ 年 １ ２ 月 ２ ６ 日  

 

甲  土 岐 市 土 岐 津 町 土 岐 口 ２ １ ０ １ 番 地  

土 岐 市 長    加  藤  靖  也  

 

乙  土 岐 市 下 石 町 １ ０ ６ ０ 番 地  

社 会 福 祉 法 人   土 岐 市 社 会 福 祉 協 議 会  

会  長    林    立  也  
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○災害時における一時避難場所の確保等に関する協定書  

 

土 岐 市（ 以 下「 甲 」と い う 。）と 夢 コ ー ポ レ ー シ ョ ン 株 式 会 社（ 以 下「 乙 」と い

う 。） と の 間 に お い て 、 次 の と お り 協 定 を 締 結 す る 。  

（ 総 則 ）  

第 １ 条  こ の 協 定 は 、土 岐 市 地 域 防 災 計 画 に 基 づ き 、甲 が 乙 に 対 し て 、災 害 時（「 土

岐 市 内 に 風 水 害 、地 震 等 の 大 規 模 災 害 が 発 生 し 、又 は 発 生 す る お そ れ が あ る と

き 」を い う 。以 下 同 じ 。）等 に お け る 災 害 支 援 協 力 を 求 め る に あ た っ て 必 要 な 事

項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 支 援 協 力 ）  

第 ２ 条  甲 は 、次 に 掲 げ る 場 合 に お い て 、必 要 が あ る と 認 め る と き は 、乙 に 対 し

て 支 援 協 力 を 要 請 す る こ と が で き る も の と す る 。  

（ １ ） 災 害 時  

（ ２ ） そ の 他 市 長 が 特 に 必 要 と 認 め る と き  

２  支 援 を 要 請 さ れ た 乙 は 、業 務 に 支 障 の な い 範 囲 内 に お い て 、可 能 な 限 り 甲 に

支 援 協 力 す る も の と す る  

（ 支 援 協 力 の 内 容 ）  

第 ３ 条   乙 が 甲 の 要 請 に よ り 行 う 支 援 協 力 の 内 容 は 、 次 に 掲 げ る も の と す る 。  

（ １ ）乙 が 所 有 す る 夢 屋 土 岐 店（ 土 岐 市 肥 田 町 肥 田 ２ ８ ６ ３ 番 地 の ５ ）の 一 時 避

難 所 と し て の 提 供  

（ ２ ） 乙 が 所 有 す る 夢 屋 土 岐 店 駐 車 場 の 一 時 避 難 場 所 と し て の 提 供  

（ ３ ） 食 料 品 の 提 供  

（ 要 請 の 手 続 ）  

第 ４ 条  甲 は 、乙 に 支 援 協 力 を 要 請 す る と き は 、支 援 協 力 要 請 書（ 別 紙 様 式 第 １

号 ）を 提 出 す る も の と す る 。た だ し 、緊 急 を 要 す る 場 合 そ の 他 や む を 得 な い 場

合 は 、電 話 等 で 要 請 し 、そ の 後 速 や か に 支 援 協 力 要 請 書 を 提 出 す る も の と す る 。 

２  乙 は 、前 項 の 要 請 を 受 け た と き は 、そ の 要 請 事 項 を 実 施 す る た め の 措 置 を 行

う と と も に 、そ の 措 置 の 状 況 を 甲 に 報 告 す る も の と し 、完 了 後 速 や か に 完 了 報

告 書 （ 別 紙 様 式 第 ２ 号 ） を 提 出 す る も の と す る 。  

（ 支 援 経 費 の 負 担 ）  

第 ５ 条  支 援 協 力 に 要 し た 経 費 は 、 災 害 救 助 法 の 適 用 が さ れ る 場 合 に あ っ て は 、

同 法 の 定 め る と こ ろ に よ り 、そ れ 以 外 の 場 合 に あ っ て は 、甲 乙 協 議 の 上 、適 正

な 費 用 を 甲 に 請 求 す る も の と す る 。  
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（ 連 絡 先 ）  

第 ６ 条  甲 及 び 乙 の 連 絡 先 は 、 次 の と お り と す る 。  

甲  土 岐 市 総 務 課  電 話 番 号  ５ ４ ― １ １ １ １  FA X 番 号  ５ ３ － ０ ０ ２ ０  

 乙  夢 コ ー ポ レ ー シ ョ ン 株 式 会 社 （ 夢 屋 土 岐 店 ）  

電 話 番 号  ５ ４ － ０ ５ ７ ５  FA X 番 号  ５ ４ － ０ ５ ７ ６  

２  甲 及 び 乙 は 、緊 急 時 の 連 絡 体 制 、連 絡 方 法 等 に つ い て 別 に 協 議 の う え 定 め る 。 

（ 協 議 ）  

第 ７ 条  こ の 協 定 に 定 め の な い 事 項 又 は こ の 協 定 に 疑 義 が 生 じ た と き は 、そ の 都

度 甲 乙 協 議 の 上 、 決 定 す る も の と す る 。  

（ 有 効 期 間 ）  

第 ８ 条  こ の 協 定 の 有 効 期 間 は 、協 定 締 結 の 日 か ら １ 年 間 と す る 。た だ し 、有 効

期 間 満 了 の 日 の ３ か 月 前 ま で に 、甲 、乙 い ず れ か ら も こ の 協 定 の 解 除 の 申 出 が

な い 限 り 、同 一 条 件 に て 更 に １ 年 間 有 効 期 間 を 延 長 す る も の と し 、以 後 こ の 例

に よ る 。  

 

 こ の 協 定 の 成 立 を 証 す る た め 本 書 ２ 通 を 作 成 し 、甲 、乙 そ れ ぞ れ 記 名 押 印 の 上 、

各 １ 通 を 保 有 す る 。  

 

 平 成 ２ ６ 年 ２ 月 １ ９ 日  

 

甲  岐 阜 県 土 岐 市 土 岐 津 町 土 岐 口 ２ １ ０ １ 番 地  

岐 阜 県 土 岐 市 長    加   藤    靖   也  

 

乙  愛 知 県 豊 橋 市 駅 前 大 通 一 丁 目 １ ３ ５ 番 地   

夢 コ ー ポ レ ー シ ョ ン 株 式 会 社          

 代 表 取 締 役 社 長    加   藤    英   則  
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○災害時における飲料水及び避難場所等の提供に関する協定書  

 

土 岐 市 （ 以 下 「 甲 」 と い う 。） と 株 式 会 社 コ パ ン （ 以 下 「 乙 」 と い う 。） と の 間

に お い て 、 次 の と お り 協 定 を 締 結 す る 。  

（ 総 則 ）  

第 １ 条  こ の 協 定 は 、土 岐 市 地 域 防 災 計 画 に 基 づ き 、甲 が 乙 に 対 し て 、災 害 時（「 土

岐 市 内 に 風 水 害 、地 震 等 の 大 規 模 災 害 が 発 生 し 、又 は 発 生 す る お そ れ が あ る と

き 」を い う 。以 下 同 じ 。）等 に お け る 災 害 支 援 協 力 を 求 め る に あ た っ て 必 要 な 事

項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 支 援 協 力 ）  

第 ２ 条  甲 は 、次 に 掲 げ る 場 合 に お い て 、必 要 が あ る と 認 め る と き は 、乙 に 対 し

て 支 援 協 力 を 要 請 す る こ と が で き る も の と す る 。  

（ １ ） 災 害 時  

（ ２ ） そ の 他 市 長 が 特 に 必 要 と 認 め る と き  

２  支 援 を 要 請 さ れ た 乙 は 、業 務 に 支 障 の な い 範 囲 内 に お い て 、可 能 な 限 り 甲 に

支 援 協 力 す る も の と す る  

（ 支 援 協 力 の 内 容 ）  

第 ３ 条  乙 が 甲 の 要 請 に よ り 行 う 支 援 協 力 の 内 容 は 、 次 に 掲 げ る も の と す る 。  

（ １ ）  乙 が 所 有 す る プ ー ル の 水 を 浄 水 装 置 使 用 に よ り 飲 料 水 と し て 提 供  

（ ２ ）  乙 が 所 有 す る コ パ ン ス ポ ー ツ ク ラ ブ 土 岐（ 土 岐 市 妻 木 町 １ １ １ ５ 番 地 の ５ ）

の 建 物 及 び 駐 車 場 を 一 時 避 難 所 と し て 提 供  

（ ３ ）  乙 が 所 有 す る コ パ ン ス ポ ー ツ ク ラ ブ 土 岐 の 施 設 内 設 備 及 び 物 資 の 提 供  

（ 要 請 の 手 続 ）  

第 ４ 条  甲 は 、乙 に 支 援 協 力 を 要 請 す る と き は 、支 援 協 力 要 請 書（ 別 紙 様 式 第 １

号 ）を 提 出 す る も の と す る 。た だ し 、緊 急 を 要 す る 場 合 そ の 他 や む を 得 な い 場

合 は 、電 話 等 で 要 請 し 、そ の 後 速 や か に 支 援 協 力 要 請 書 を 提 出 す る も の と す る 。 

２  乙 は 、前 項 の 要 請 を 受 け た と き は 、そ の 要 請 事 項 を 実 施 す る た め の 措 置 を 行

う と と も に 、そ の 措 置 の 状 況 を 甲 に 報 告 す る も の と し 、完 了 後 速 や か に 完 了 報

告 書 （ 別 紙 様 式 第 ２ 号 ） を 提 出 す る も の と す る 。  

（ 支 援 経 費 の 負 担 ）  

第 ５ 条  支 援 協 力 に 要 し た 経 費 は 、 災 害 救 助 法 の 適 用 が さ れ る 場 合 に あ っ て は 、

同 法 の 定 め る と こ ろ に よ り 、そ れ 以 外 の 場 合 に あ っ て は 、甲 乙 協 議 の 上 、適 正

な 費 用 を 甲 に 請 求 す る こ と が で き る 。  

（ 連 絡 先 ）  

第 ６ 条  甲 及 び 乙 の 連 絡 先 は 、 次 の と お り と す る 。  
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甲  土 岐 市 総 務 課  電 話 番 号  ５ ４ ― １ １ １ １  FA X 番 号  ５ ３ － ０ ０ ２ ０  

 乙  株 式 会 社 コ パ ン （ コ パ ン ス ポ ー ツ ク ラ ブ 土 岐 ）  

電 話 番 号  ４ ４ － ９ １ １ １  FA X 番 号  ４ ４ － ９ １ １ ０  

２  甲 及 び 乙 は 、緊 急 時 の 連 絡 体 制 、連 絡 方 法 等 に つ い て 別 に 協 議 の う え 定 め る 。 

（ 協 議 ）  

第 ７ 条  こ の 協 定 に 定 め の な い 事 項 又 は こ の 協 定 に 疑 義 が 生 じ た と き は 、そ の 都

度 甲 乙 協 議 の 上 、 決 定 す る も の と す る 。  

（ 有 効 期 間 ）  

第 ８ 条  こ の 協 定 の 有 効 期 間 は 、協 定 締 結 の 日 か ら １ 年 間 と す る 。た だ し 、有 効

期 間 満 了 の 日 の ３ か 月 前 ま で に 、甲 、乙 い ず れ か ら も こ の 協 定 の 解 除 の 申 出 が

な い 限 り 、同 一 条 件 に て 更 に １ 年 間 有 効 期 間 を 延 長 す る も の と し 、以 後 こ の 例

に よ る 。  

 

 こ の 協 定 の 成 立 を 証 す る た め 本 書 ２ 通 を 作 成 し 、甲 、乙 そ れ ぞ れ 記 名 押 印 の 上 、

各 １ 通 を 保 有 す る 。  

 

 

 平 成 ２ ８ 年 ８ 月 ２ ３ 日  

 

甲  岐 阜 県 土 岐 市 土 岐 津 町 土 岐 口 ２ １ ０ １ 番 地  

土 岐 市 長   加  藤  靖  也        

 

乙  岐 阜 県 多 治 見 市 平 和 町 ４ 丁 目 ４ ８ 番 地 の １  

株 式 会 社  コ パ ン             

代 表 取 締 役 社 長   市  岡  道  隆     
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災害発生時における福祉避難所の設置運営に関する協定  

 

土 岐 市（ 以 下「 甲 」と い う 。）と 社 会 福 祉 法 人 土 岐 市 社 会 福 祉 協 議 会（ 以 下「 乙 」

と い う 。）は 、災 害 発 生 時 に お い て 、一 般 の 指 定 避 難 所 で は 避 難 生 活 に 困 難 が 生 じ

る た め 特 別 な 配 慮 を 要 す る 者（ 以 下「 要 配 慮 者 等 」と い う 。）を 受 け 入 れ る た め の

福 祉 避 難 所 の 設 置 運 営 に つ い て 、 次 の と お り 協 定 を 締 結 す る 。  

（ 目 的 ）  

第 １ 条   こ の 協 定 は 、災 害 発 生 時 、乙 が 指 定 管 理 者 と し て 管 理 す る 福 祉 施 設 内 に

お い て 福 祉 避 難 所 を 設 置 し 、要 配 慮 者 等 を 当 該 避 難 所 に 避 難 さ せ る こ と に よ り 、

要 配 慮 者 等 が 避 難 生 活 を 送 る こ と が で き る こ と を 目 的 と す る 。  

（ 指 定 施 設 ）  

第 ２ 条  福 祉 避 難 所 と し て 指 定 す る 施 設 は 次 の と お り と す る 。  

 (1) 土 岐 市 総 合 福 祉 セ ン タ ー ・ ウ エ ル フ ェ ア 土 岐  

(2) 土 岐 市 保 健 福 祉 セ ン タ ー ・ す こ や か 館 老 人 デ イ サ ー ビ ス セ ン タ ー  

(3) 土 岐 市 福 祉 施 設 ひ だ ま り  

（ 設 置 運 営 ）  

第 ３ 条   乙 は 、福 祉 避 難 所 の 設 置 運 営 に あ っ て は 、第 ５ 条 第 １ 項 各 号 に 掲 げ る 費

用 等 に 関 す る 届 出（ 別 記 様 式 ）を 作 成 し 、こ れ を 甲 に 提 出 す る と と も に 、次 に

掲 げ る 業 務 を 履 行 す る も の と す る 。  

(1) 要 配 慮 者 等 へ の 相 談 等 に 応 じ る 介 助 員 等 の 配 置 及 び 福 祉 避 難 所 に 避 難 し

た 要 配 慮 者 等 の 避 難 生 活 上 の 支 援  

(2) 要 配 慮 者 等 の 避 難 生 活 に 対 応 で き る 体 制 の 確 保  

(3) 福 祉 避 難 所 の 設 置 運 営 に 係 る 実 績 報 告 及 び 費 用 に 係 る 毎 月 の 請 求（ 第 ５ 条

第 １ 項 第 ３ 号 に 掲 げ る も の に つ い て は 、 領 収 書 を 添 付 す る こ と 。）  

（ 設 置 運 営 の 期 間 ）  

第 ４ 条   こ の 協 定 に お け る 福 祉 避 難 所 の 設 置 運 営 の 期 間 は 、市 が 福 祉 避 難 所 の 開

設 を 決 定 し た 時 か ら 閉 鎖 す る ま で の 期 間 と す る 。た だ し 、特 段 の 事 情 の あ る と

き は こ の 限 り で な い 。  

（ 費 用 負 担 等 ）  

第 ５ 条   甲 は 、乙 に 対 し 、福 祉 避 難 所 の 設 置 運 営 に 要 し た 費 用 で あ っ て 、次 に 掲

げ る も の に つ い て 支 払 を す る も の と す る 。た だ し 、指 定 管 理 業 務 の 範 囲 に 含 ま

れ る 経 費 は 除 く も の と す る 。  

(1) 介 助 員 等 に 要 す る 人 件 費 （ 夜 勤 、 宿 直 等 に 要 す る 費 用 を 含 む 。）  

(2) 要 配 慮 者 等 に 要 す る 食 費  

(3) そ の 他 、福 祉 避 難 所 の 設 置 運 営 等 に 要 す る 費 用 で 、甲 乙 協 議 に よ り 必 要 と
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認 め る も の 。  

２   前 項 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、洗 濯 機 や 乾 燥 機 な ど の 備 品 等 に つ い て は 、乙

は 事 前 に 甲 に 了 承 を 得 て 購 入 す る も の と し 、そ の 請 求 は 当 該 備 品 等 の 販 売 事 業

者 が 甲 へ 直 接 行 う よ う 指 示 す る も の と す る 。  

（ 協 力 体 制 ）  

第 ６ 条   乙 は 、福 祉 避 難 所 の 介 助 員 等 に 不 足 を 生 じ る と 判 断 し た と き は 、速 や か

に 甲 に 連 絡 し な け れ ば な ら な い 。こ の 場 合 に お い て 、甲 は 、乙 以 外 の 協 定 を 締

結 し て い る 法 人 等（ 以 下「 協 定 締 結 法 人 」と い う 。）に 対 し 協 力 要 請 を 行 う も の

と す る 。  

（ 要 配 慮 者 等 の 受 入 れ 等 ）  

第 ７ 条   乙 は 、甲 が 福 祉 避 難 所 で の 避 難 生 活 が 必 要 で あ る と 判 断 し た 要 配 慮 者 等

を 受 け 入 れ る も の と す る 。こ の 場 合 に お い て 、要 配 慮 者 等 は 、可 能 な 限 り 家 族

等 の 協 力 を 得 て 自 身 の 責 任 に お い て 福 祉 避 難 所 へ 避 難 す る も の と す る 。  

（ 個 人 情 報 の 保 護 ）  

第 ８ 条   乙 及 び 介 助 員 等 並 び に 協 定 締 結 法 人 は 、福 祉 避 難 所 の 設 置 運 営 に 当 た り

業 務 上 知 り 得 た 要 配 慮 者 等 又 は そ の 家 族 等 の 固 有 の 情 報 を 漏 ら し て は な ら な

い 。  

（ 権 利 義 務 の 譲 渡 等 の 制 限 ）  

第 ９ 条   乙 は 、こ の 協 定 に よ り 生 ず る 権 利 又 は 義 務 を 第 三 者 に 譲 渡 し 、若 し く は

継 承 さ せ 、 又 は そ の 権 利 を 担 保 に 供 し て は な ら な い 。  

（ 関 係 書 類 の 保 管 ）  

第 １ ０ 条   乙 は 、こ の 協 定 に 関 す る 書 類 等 を 事 業 所 に 整 備 す る ほ か 、事 業 実 施 後

１ ０ 年 間 は こ れ を 保 管 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 協 定 の 解 除 ）  

第 １ １ 条   甲 は 、乙 が こ の 協 定 に 基 づ く 指 示 に 違 反 し た こ と に よ り 、こ の 協 定 の

目 的 を 達 成 す る こ と が で き な い と 認 め る と き は 、こ れ を 解 除 す る こ と が で き る

も の と す る 。  

（ 協 定 締 結 期 間 ）  

第 １ ２ 条   こ の 協 定 の 締 結 期 間 は 協 定 の 締 結 の 日 か ら １ 年 間 と す る 。た だ し 、期

間 満 了 の ３ 箇 月 前 ま で に 甲 乙 い ず れ か よ り 異 議 の 申 立 て が な い 限 り 、更 に １ 年

間 延 長 さ れ る も の と し 、 そ の 後 も 同 様 と す る 。  

２  前 項 の 規 定 は 、乙 が 第 ２ 条 各 号 に 掲 げ る 施 設 を 指 定 管 理 者 と し て 管 理 す る 期

間 に 限 る も の と す る 。  

（ 疑 義 の 解 決 ）  

第 13 条   こ の 協 定 に 定 め る 事 項 そ の 他 業 務 上 の 必 要 な 事 項 に つ い て 疑 義 が 生 じ
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た 場 合 は 、 甲 乙 協 議 の 上 、 解 決 に 努 め る も の と す る 。  

 

こ の 協 定 の 締 結 を 証 す る た め 、本 書 ２ 通 を 作 成 し 、甲 乙 双 方 記 名 押 印 の 上 、各

自 １ 通 を 保 有 す る も の と す る 。  

 

平 成 ２ ９ 年 ４ 月 １ 日  

 

甲  土 岐 市 土 岐 津 町 土 岐 口 ２ １ ０ １ 番 地  

土 岐 市 長    加  藤  靖  也  

 

乙  土 岐 市 下 石 町 １ ０ ６ ０ 番 地  

社 会 福 祉 法 人   土 岐 市 社 会 福 祉 協 議 会  

会  長    林    立  也  
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災害発生時における福祉避難所の設置運営に関する協定  

 

土 岐 市（ 以 下「 甲 」と い う 。）と 社 会 福 祉 法 人 美 濃 陶 生 苑（ 以 下「 乙 」と い う 。）

は 、災 害 発 生 時 に お い て 、一 般 の 指 定 避 難 所 で は 避 難 生 活 に 困 難 が 生 じ る た め 特

別 な 配 慮 を 要 す る 者（ 以 下「 要 配 慮 者 等 」と い う 。）を 受 け 入 れ る た め の 福 祉 避 難

所 の 設 置 運 営 に つ い て 、 次 の と お り 協 定 を 締 結 す る 。  

（ 目 的 ）  

第 １ 条   こ の 協 定 は 、災 害 発 生 時 、乙 が 指 定 管 理 者 と し て 管 理 す る 福 祉 施 設 内 に

お い て 福 祉 避 難 所 を 設 置 し 、要 配 慮 者 等 を 当 該 避 難 所 に 避 難 さ せ る こ と に よ り 、

要 配 慮 者 等 が 避 難 生 活 を 送 る こ と が で き る こ と を 目 的 と す る 。  

（ 指 定 施 設 ）  

第 ２ 条  福 祉 避 難 所 と し て 指 定 す る 施 設 は 次 の と お り と す る 。  

 土 岐 市 恵 風 荘  

（ 設 置 運 営 ）  

第 ３ 条   乙 は 、福 祉 避 難 所 の 設 置 運 営 に あ っ て は 、第 ５ 条 第 １ 項 各 号 に 掲 げ る 費

用 等 に 関 す る 届 出（ 別 記 様 式 ）を 作 成 し 、こ れ を 甲 に 提 出 す る と と も に 、次 に

掲 げ る 業 務 を 履 行 す る も の と す る 。  

(1) 要 配 慮 者 等 へ の 相 談 等 に 応 じ る 介 助 員 等 の 配 置 及 び 福 祉 避 難 所 に 避 難 し

た 要 配 慮 者 等 の 避 難 生 活 上 の 支 援  

(2) 要 配 慮 者 等 の 避 難 生 活 に 対 応 で き る 体 制 の 確 保  

(3) 福 祉 避 難 所 の 設 置 運 営 に 係 る 実 績 報 告 及 び 費 用 に 係 る 毎 月 の 請 求（ 第 ５ 条

第 １ 項 第 ３ 号 に 掲 げ る も の に つ い て は 、 領 収 書 を 添 付 す る こ と 。）  

（ 設 置 運 営 の 期 間 ）  

第 ４ 条   こ の 協 定 に お け る 福 祉 避 難 所 の 設 置 運 営 の 期 間 は 、市 が 福 祉 避 難 所 の 開

設 を 決 定 し た 時 か ら 閉 鎖 す る ま で の 期 間 と す る 。た だ し 、特 段 の 事 情 の あ る と

き は こ の 限 り で な い 。  

（ 費 用 負 担 等 ）  

第 ５ 条   甲 は 、乙 に 対 し 、福 祉 避 難 所 の 設 置 運 営 に 要 し た 費 用 で あ っ て 、次 に 掲

げ る も の に つ い て 支 払 を す る も の と す る 。た だ し 、指 定 管 理 業 務 の 範 囲 に 含 ま

れ る 経 費 は 除 く も の と す る 。  

(1) 介 助 員 等 に 要 す る 人 件 費 （ 夜 勤 、 宿 直 等 に 要 す る 費 用 を 含 む 。）  

(2) 要 配 慮 者 等 に 要 す る 食 費  

(3) そ の 他 、福 祉 避 難 所 の 設 置 運 営 等 に 要 す る 費 用 で 、甲 乙 協 議 に よ り 必 要 と

認 め る も の 。  

２   前 項 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、洗 濯 機 や 乾 燥 機 な ど の 備 品 等 に つ い て は 、乙



参考資料編 

107 (R6.4) 

は 事 前 に 甲 に 了 承 を 得 て 購 入 す る も の と し 、そ の 請 求 は 当 該 備 品 等 の 販 売 事 業

者 が 甲 へ 直 接 行 う よ う 指 示 す る も の と す る 。  

（ 協 力 体 制 ）  

第 ６ 条   乙 は 、福 祉 避 難 所 の 介 助 員 等 に 不 足 を 生 じ る と 判 断 し た と き は 、速 や か

に 甲 に 連 絡 し な け れ ば な ら な い 。こ の 場 合 に お い て 、甲 は 、乙 以 外 の 協 定 を 締

結 し て い る 法 人 等（ 以 下「 協 定 締 結 法 人 」と い う 。）に 対 し 協 力 要 請 を 行 う も の

と す る 。  

（ 要 配 慮 者 等 の 受 入 れ 等 ）  

第 ７ 条   乙 は 、甲 が 福 祉 避 難 所 で の 避 難 生 活 が 必 要 で あ る と 判 断 し た 要 配 慮 者 等

を 受 け 入 れ る も の と す る 。こ の 場 合 に お い て 、要 配 慮 者 等 は 、可 能 な 限 り 家 族

等 の 協 力 を 得 て 自 身 の 責 任 に お い て 福 祉 避 難 所 へ 避 難 す る も の と す る 。  

（ 個 人 情 報 の 保 護 ）  

第 ８ 条   乙 及 び 介 助 員 等 並 び に 協 定 締 結 法 人 は 、福 祉 避 難 所 の 設 置 運 営 に 当 た り

業 務 上 知 り 得 た 要 配 慮 者 等 又 は そ の 家 族 等 の 固 有 の 情 報 を 漏 ら し て は な ら な

い 。  

（ 権 利 義 務 の 譲 渡 等 の 制 限 ）  

第 ９ 条   乙 は 、こ の 協 定 に よ り 生 ず る 権 利 又 は 義 務 を 第 三 者 に 譲 渡 し 、若 し く は

継 承 さ せ 、 又 は そ の 権 利 を 担 保 に 供 し て は な ら な い 。  

（ 関 係 書 類 の 保 管 ）  

第 １ ０ 条   乙 は 、こ の 協 定 に 関 す る 書 類 等 を 事 業 所 に 整 備 す る ほ か 、事 業 実 施 後

１ ０ 年 間 は こ れ を 保 管 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 協 定 の 解 除 ）  

第 １ １ 条   甲 は 、乙 が こ の 協 定 に 基 づ く 指 示 に 違 反 し た こ と に よ り 、こ の 協 定 の

目 的 を 達 成 す る こ と が で き な い と 認 め る と き は 、こ れ を 解 除 す る こ と が で き る

も の と す る 。  

（ 協 定 締 結 期 間 ）  

第 １ ２ 条   こ の 協 定 の 締 結 期 間 は 協 定 の 締 結 の 日 か ら １ 年 間 と す る 。た だ し 、期

間 満 了 の ３ 箇 月 前 ま で に 甲 乙 い ず れ か よ り 異 議 の 申 立 て が な い 限 り 、更 に １ 年

間 延 長 さ れ る も の と し 、 そ の 後 も 同 様 と す る 。  

２  前 項 の 規 定 は 、乙 が 第 ２ 条 各 号 に 掲 げ る 施 設 を 指 定 管 理 者 と し て 管 理 す る 期

間 に 限 る も の と す る 。  

（ 疑 義 の 解 決 ）  

第 13 条   こ の 協 定 に 定 め る 事 項 そ の 他 業 務 上 の 必 要 な 事 項 に つ い て 疑 義 が 生 じ

た 場 合 は 、 甲 乙 協 議 の 上 、 解 決 に 努 め る も の と す る 。  
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こ の 協 定 の 締 結 を 証 す る た め 、本 書 ２ 通 を 作 成 し 、甲 乙 双 方 記 名 押 印 の 上 、各

自 １ 通 を 保 有 す る も の と す る 。  

 

平 成  ２ ９ 年   ４ 月   １ 日  

 

甲  土 岐 市 土 岐 津 町 土 岐 口 ２ １ ０ １ 番 地  

土 岐 市 長    加  藤  靖  也  

 

乙  土 岐 市 駄 知 町 １ ８ ５ ８ 番 地 の ２  

社 会 福 祉 法 人  美 濃 陶 生 苑  

理  事  長   伊  藤  雅  夫  
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災害発生時における福祉避難所の設置運営に関する協定  

 

土 岐 市（ 以 下「 甲 」と い う 。）と 社 会 福 祉 法 人 陶 都 会（ 以 下「 乙 」と い う 。）は 、

災 害 発 生 時 に お い て 、一 般 の 指 定 避 難 所 で は 避 難 生 活 に 困 難 が 生 じ る た め 特 別 な

配 慮 を 要 す る 者（ 以 下「 要 配 慮 者 等 」と い う 。）を 受 け 入 れ る た め の 福 祉 避 難 所 と

し て 社 会 福 祉 施 設 等 を 使 用 し 設 置 運 営 を す る こ と に 関 し 、次 の と お り 協 定 を 締 結

す る 。  

（ 目 的 ）  

第 １ 条   こ の 協 定 は 、災 害 発 生 時 、乙 が 運 営 す る 福 祉 施 設 内 に お い て 福 祉 避 難 所

を 設 置 し 、要 配 慮 者 等 を 当 該 避 難 所 に 避 難 さ せ る こ と に よ り 、要 配 慮 者 等 が 避

難 生 活 を 送 る こ と が で き る こ と を 目 的 と す る 。  

（ 指 定 施 設 ）  

第 ２ 条  福 祉 避 難 所 と し て 指 定 す る 施 設 は 次 の と お り と す る 。  

 社 会 福 祉 法 人  陶 都 会  ド リ ー ム 陶 都   土 岐 市 下 石 町 ３ ０ ４ 番 地 ８ ３ ９   

（ ０ ５ ７ ２ － ５ ７ － ５ ７ ２ ２ ）  

（ 設 置 の 要 請 ）  

第 ３ 条  甲 は 、福 祉 避 難 所 の 開 設 に つ い て 乙 に 協 力 を 要 請 す る 場 合 は 、あ ら か じ

め 電 話 等 で 確 認 の う え 、要 配 慮 者 の 避 難 の 受 け 入 れ に つ い て（ 要 請 ）【 別 記 様 式

１ 】に よ り 要 配 慮 者 の 情 報 を 明 ら か に し て 行 う も の と す る 。た だ し 、緊 急 を 要

す る 場 合 は こ の 限 り で は な い 。  

（ 設 置 運 営 ）  

第 ４ 条   乙 は 、福 祉 避 難 所 の 設 置 運 営 に あ っ て は 、第 ５ 条 第 １ 項 各 号 に 掲 げ る 費

用 等 に 関 す る 届 出【 別 記 様 式 ２ 】を 作 成 し 、こ れ を 甲 に 提 出 す る と と も に 、次

に 掲 げ る 業 務 を 履 行 す る も の と す る 。  

(1) 要 配 慮 者 等 へ の 相 談 等 に 応 じ る 介 助 員 等 の 配 置 及 び 福 祉 避 難 所 に 避 難 し

た 要 配 慮 者 等 の 避 難 生 活 上 の 支 援  

(2) 要 配 慮 者 等 の 避 難 生 活 に 対 応 で き る 体 制 の 確 保  

(3) 福 祉 避 難 所 の 設 置 運 営 に 係 る 実 績 報 告 及 び 費 用 に 係 る 毎 月 の 請 求（ 第 ５ 条

第 １ 項 第 ３ 号 に 掲 げ る も の に つ い て は 、 領 収 書 を 添 付 す る こ と 。）  

（ 設 置 運 営 の 期 間 ）  

第 ５ 条   こ の 協 定 に お け る 福 祉 避 難 所 の 設 置 運 営 の 期 間 は 、市 が 福 祉 避 難 所 の 開

設 を 決 定 し た 時 か ら 閉 鎖 す る ま で の 期 間 と す る 。た だ し 、特 段 の 事 情 の あ る と

き は こ の 限 り で な い 。  

（ 費 用 負 担 等 ）  

第 ６ 条   甲 は 、乙 に 対 し 、福 祉 避 難 所 の 設 置 運 営 に 要 し た 費 用 で あ っ て 、次 に 掲
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げ る も の に つ い て 支 払 を す る も の と す る 。  

(1) 介 助 員 等 に 要 す る 人 件 費 （ 夜 勤 、 宿 直 等 に 要 す る 費 用 を 含 む 。）  

(2) 要 配 慮 者 等 に 要 す る 食 費 、 消 耗 品  

(3) そ の 他 、福 祉 避 難 所 の 設 置 運 営 等 に 要 す る 費 用 で 、甲 乙 協 議 に よ り 必 要 と

認 め る も の 。  

２   前 項 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、備 品 等 に つ い て は 、乙 は 事 前 に 甲 に 了 承 を 得

て 購 入 す る も の と し 、そ の 請 求 は 当 該 備 品 等 の 販 売 事 業 者 が 甲 へ 直 接 行 う よ う

指 示 す る も の と す る 。  

 

（ 協 力 体 制 ）  

第 ７ 条   乙 は 、福 祉 避 難 所 の 介 助 員 等 に 不 足 を 生 じ る と 判 断 し た と き は 、速 や か

に 甲 に 連 絡 し な け れ ば な ら な い 。こ の 場 合 に お い て 、甲 は 、乙 以 外 の 協 定 を 締

結 し て い る 法 人 等（ 以 下「 協 定 締 結 法 人 」と い う 。）に 対 し 協 力 要 請 を 行 う も の

と す る 。  

（ 要 配 慮 者 等 の 受 入 れ 等 ）  

第 ８ 条   乙 は 、甲 が 福 祉 避 難 所 で の 避 難 生 活 が 必 要 で あ る と 判 断 し た 要 配 慮 者 等

を 受 け 入 れ る も の と す る 。こ の 場 合 に お い て 、要 配 慮 者 等 は 、可 能 な 限 り 家 族

等 の 協 力 を 得 て 自 身 の 責 任 に お い て 福 祉 避 難 所 へ 避 難 す る も の と す る 。  

 た だ し 、 乙 は 、 甲 の 依 頼 に よ り 可 能 な 範 囲 に お い て 協 力 す る も の と す る 。  

（ 個 人 情 報 の 保 護 ）  

第 ９ 条   乙 及 び 介 助 員 等 並 び に 協 定 締 結 法 人 は 、福 祉 避 難 所 の 設 置 運 営 に 当 た り

業 務 上 知 り 得 た 要 配 慮 者 等 又 は そ の 家 族 等 の 固 有 の 情 報 を 漏 ら し て は な ら な

い 。  

（ 権 利 義 務 の 譲 渡 等 の 制 限 ）  

第 １ ０ 条   乙 は 、こ の 協 定 に よ り 生 ず る 権 利 又 は 義 務 を 第 三 者 に 譲 渡 し 、若 し く

は 継 承 さ せ 、 又 は そ の 権 利 を 担 保 に 供 し て は な ら な い 。  

（ 関 係 書 類 の 保 管 ）  

第 １ １ 条   乙 は 、こ の 協 定 に 関 す る 書 類 等 を 事 業 所 に 整 備 す る ほ か 、事 業 実 施 後

１ ０ 年 間 は こ れ を 保 管 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 協 定 の 解 除 ）  

第 １ ２ 条   甲 は 、乙 が こ の 協 定 に 基 づ く 指 示 に 違 反 し た こ と に よ り 、こ の 協 定 の

目 的 を 達 成 す る こ と が で き な い と 認 め る と き は 、こ れ を 解 除 す る こ と が で き る

も の と す る 。  

（ 協 定 締 結 期 間 ）  

第 １ ３ 条   こ の 協 定 の 締 結 期 間 は 協 定 の 締 結 の 日 か ら １ 年 間 と す る 。た だ し 、期
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間 満 了 の ３ 箇 月 前 ま で に 甲 乙 い ず れ か よ り 異 議 の 申 立 て が な い 限 り 、更 に １ 年

間 延 長 さ れ る も の と し 、 そ の 後 も 同 様 と す る 。  

（ 疑 義 の 解 決 ）  

第 1４ 条   こ の 協 定 に 定 め る 事 項 そ の 他 業 務 上 の 必 要 な 事 項 に つ い て 疑 義 が 生 じ

た 場 合 は 、 甲 乙 協 議 の 上 、 解 決 に 努 め る も の と す る 。  

 

こ の 協 定 の 締 結 を 証 す る た め 、本 書 ２ 通 を 作 成 し 、甲 乙 双 方 記 名 押 印 の 上 、各

自 １ 通 を 保 有 す る も の と す る 。  

 

平 成 ３ ０ 年  ２ 月 １ ６ 日  

 

甲  土 岐 市 土 岐 津 町 土 岐 口 ２ １ ０ １ 番 地  

土 岐 市 長    加  藤  靖  也  

 

乙  土 岐 市 下 石 町 ３ ０ ４ 番 地 ８ ３ ９  

社 会 福 祉 法 人  陶 都 会  理 事 長  三 輪  鉦 子  
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災害時における一時避難場所の確保等に関する協定書    

 

土 岐 市（ 以 下「 甲 」と い う 。）と イ オ ン モ ー ル 株 式 会 社（ 以 下「 乙 」と い う 。）は 、

次 の と お り 災 害 時 に お け る 一 時 避 難 場 所 の 確 保 等 に 関 す る 協 定 を 締 結 す る 。    

（ 目 的 ）    

第 １ 条  こ の 協 定 は 、土 岐 市 で 地 震 等 に よ る 大 規 模 災 害 が 発 生 し た 場 合 に お い て 、

乙 が 管 理 運 営 す る シ ョ ッ ピ ン グ モ ー ル で あ る イ オ ン モ ー ル 土 岐 (以 下 「 本 Ｓ Ｃ 」

と い う 。)に お け る 一 時 避 難 場 所 の 確 保 及 び 応 急 救 済 に 係 わ る 活 動 協 力 に つ い て 、

必 要 な 事 項 を 定 め る も の で あ る 。    

（ 協 力 内 容 ）    

第 ２ 条  甲 は 、 乙 に 対 し 、 次 の 事 項 に つ い て 、 協 力 を 要 請 す る こ と が 出 来 る 。    

（ １ ）  乙 の 管 理 運 営 す る 本 Ｓ Ｃ の 駐 車 場 を 安 全 が 確 認 出 来 る 範 囲 で 一 時 避 難 場

所 と し て 避 難 者 及 び 避 難 車 両 に 提 供 す る こ と 。   

（ ２ ） 本 Ｓ Ｃ に お い て 、乙 の 管 理 運 営 す る 設 備 が 使 用 可 能 な 場 合 は 、避 難 者 に 対

し 、 水 道 水 、 ト イ レ 等 を 可 能 な 範 囲 で 提 供 す る こ と 。   

（ ３ ） 本 Ｓ Ｃ に お い て 、避 難 者 に 対 し 、テ レ ビ・ラ ジ オ 等 で 知 り 得 た 災 害 概 況 の

状 況 を 可 能 な 範 囲 で 提 供 す る こ と 。   

２  甲 お よ び 乙 は 、前 項 に 定 め の な い 事 項 に つ い て は 、甲 乙 協 議 の う え 、決 定 す る

も の と す る 。     

  （ 協 力 要 請 手 段 ）    

第 ３ 条  甲 は 、乙 の 活 動 協 力 を 要 請（ 以 下「 要 請 」と い う 。）す る と き は 、活 動 協

力 要 請 書（ 別 記 様 式 第 1 号 ）を も っ て 行 う も の と す る 。 た だ し 、緊 急 を 要 す る

と き は 、口 頭 ま た は 電 話 を も っ て 要 請 し 、事 後 、速 や か に 活 動 協 力 要 請 書 を 提

出 す る も の と す る 。    

２  前 項 の 規 定 は 、 甲 が 一 時 避 難 場 所 の 使 用 を 終 了 す る 場 合 も 同 様 と す る 。    

 （ 費 用 負 担 及 び 損 害 補 償 ）    

第 ４ 条  避 難 者 及 び 避 難 車 両 の 対 応 に 要 し た 費 用 の 負 担 に つ い て は 、 甲 乙 が 協 議

し て 決 定 す る も の と す る 。    

ま た 、甲 か ら の 要 請 に よ り 、第 ２ 条 の 協 力 を し た 際 に 、避 難 者 の 負 傷 、避 難 者

ま た は 避 難 車 両 が 乙 の 施 設 等 を 損 傷 さ せ た と き は 、原 則 と し て 甲 の 責 任 に お い

て 処 理 す る も の と す る 。    

 （ 避 難 誘 導 お よ び 退 去 誘 導 ）   

第 ５ 条  甲 は 、 本 Ｓ Ｃ の 駐 車 場 に 設 置 さ れ た 一 時 避 難 場 所 に 可 能 な 範 囲 で 職 員 を

派 遣 し 、 避 難 し た 地 域 住 民 の 対 応 に あ た る も の と す る 。   

２  甲 は 、乙 と 協 議 し 、一 時 避 難 場 所 の 収 容 面 積 が 必 要 と 認 め る と き は 、乙 を 利
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用 す る も の に 対 し 、乙 の 駐 車 場 へ の 自 動 車 の 進 入 を 禁 止 す る こ と が で き る も の

と す る 。   

３  甲 は 、活 動 要 請 期 間 が 終 了 し た と き 、ま た は 、乙 か ら 要 請 が あ っ た と き は 、甲

の 責 任 に お い て 速 や か に 避 難 住 民 及 び 避 難 車 両 を 避 難 場 所 か ら 退 去 さ せ る も

の と す る 。   

  （ 防 災 啓 発 等 へ の 協 力 ）    

第 ６ 条  乙 は 、 甲 が 実 施 す る 防 災 訓 練 等 の 防 災 啓 発 事 業 へ の 協 力 を 要 請 さ れ た と

き は 、 可 能 な 範 囲 で 甲 に 協 力 す る も の と す る 。    

  （ 使 用 期 間 ）    

第 ７ 条  一 時 避 難 場 所 の 使 用 期 間 は 、甲 か ら の 活 動 要 請 期 間 と す る 。た だ し 、こ れ

ら の 使 用 期 間 に よ り が た い 事 象 が 発 生 し た 場 合 は 、甲 乙 で 協 議 を 行 う も の と す

る 。    

  （ 管 理 運 営 者 の 責 任 ）    

第 ８ 条  乙 は 、 本 Ｓ Ｃ 内 に お い て 、 避 難 者 及 び 避 難 車 両 並 び に 災 害 等 に 起 因 す る

被 害 に 対 す る 責 任 を 一 切 負 わ な い も の と す る 。た だ し 、乙 の 責 に 帰 す べ き 事 由

に よ る 事 故 等 に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。    

  （ 有 効 期 間 ）    

第 ９ 条  こ の 協 定 書 の 有 効 期 間 は 令 和 4 年 10 月 4 日 か ら 令 和 5 年 10 月 3 日 ま で

と す る 。 た だ し 、 有 効 期 間 満 了 の 日 の  1 ヶ 月 前 ま で に 甲 乙 い ず れ か ら も 申 出

が な い と き に は 、 更 に １ 年 延 長 す る も の と し 、 そ の 後 も 同 様 と す る 。    

  （ 協 議 ）    

第 １ ０ 条  こ の 協 定 書 に 定 め の な い 事 項 又 は こ の 協 定 書 の 実 施 に つ い て 疑 義 の 生

じ た 事 項 は 、 甲 乙 協 議 の う え 、 決 定 す る も の と す る 。    

 

こ の 協 定 書 を 証 す る た め 、本 書 を ２ 通 作 成 し 、甲 乙 記 名 押 印 の う え 、各 １ 通 を 保

有 す る も の と す る 。    

   

  令 和   年   月   日    

                       甲   岐 阜 県 土 岐 市 土 岐 津 町 土 岐 口 ２ １ ０ １   

                          土 岐 市 長      

    

                       乙   千 葉 県 千 葉 市 美 浜 区 中 瀬 一 丁 目 5 番 地 1     

                    イ オ ン モ ー ル 株 式 会 社   

                    代 表 取 締 役 社 長  
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○災害時における一時避難場所等の確保等に関する協定書  

 

 土 岐 市 （ 以 下 「 甲 」 と い う 。） と NEXCO 中 日 本 開 発 株 式 会 社 （ 以 下 「 乙 」 と い

う 。） と の 間 に お い て 、 次 の と お り 協 定 を 締 結 す る 。  

 （ 総 則 ）  

第 １ 条  こ の 協 定 は 、土 岐 市 内 に お い て 地 震 、風 水 害 そ の 他 の 災 害 が 発 生 し 、又

は 発 生 す る お そ れ の あ る 場 合 に お い て 、甲 が 乙 に 対 し て 、災 害 支 援 協 力 を 求 め

る に あ た っ て 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

 （ 支 援 協 力 ）  

第 ２ 条  甲 は 、次 の 各 号 に 掲 げ る 場 合 に お い て 、必 要 が あ る と 認 め る と き は 、乙

に 対 し て 支 援 協 力 を 要 請 す る こ と が で き る も の と す る 。  

（ １ ）  災 害 時  

（ ２ ）  災 害 が 発 生 す る お そ れ が あ る 場 合 で 市 長 が 特 に 必 要 と 認 め る と き  

２  支 援 を 要 請 さ れ た 乙 は 、業 務 に 支 障 の な い 範 囲 内 に お い て 、可 能 な 限 り 甲 に

支 援 協 力 す る も の と す る 。  

（ 支 援 協 力 の 内 容 ）  

第 ３ 条  乙 は 甲 よ り 支 援 協 力 を 要 請 さ れ た 場 合 、乙 が 事 業 の 用 に 供 し て い る テ ラ

ス ゲ ー ト 土 岐 の 駐 車 場 の 一 部（ 別 紙 図 に 示 す 範 囲 ）を 一 時 避 難 場 所 等 と し て 提

供 す る 。  

 （ 要 請 の 手 続 ）  

第 ４ 条  甲 は 、乙 に 支 援 協 力 を 要 請 す る と き は 、支 援 協 力 要 請 書（ 別 記 様 式 第 １

号 ）を も っ て 行 う も の と す る 。た だ し 、緊 急 を 要 す る 場 合 そ の 他 や む を 得 な い

場 合 は 、 電 話 等 で 要 請 し 、 そ の 後 速 や か に 文 書 を 提 出 す る も の と す る 。  

２  乙 は 、前 項 の 要 請 を 受 け た と き は 、そ の 要 請 事 項 を 実 施 す る た め の 措 置 を 行

う と と も に 、そ の 措 置 の 状 況 を 甲 に 報 告 す る も の と し 、完 了 後 速 や か に 完 了 報

告 書 （ 別 記 様 式 第 ２ 号 ） を 提 出 す る も の と す る 。  

 （ 支 援 経 費 の 負 担 ）  

第 ５ 条  支 援 協 力 に 要 し た 経 費 は 、災 害 救 助 法（ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 １ １ ８ 号 。以

下「 法 」と い う 。）の 適 用 が さ れ る 場 合 に あ っ て は 、法 の 定 め る と こ ろ に よ り 、

そ れ 以 外 の 場 合 に あ っ て は 、甲 乙 協 議 の 上 、適 正 な 費 用 を 甲 に 請 求 す る も の と

す る 。  

 （ 連 絡 先 ）  

第 ６ 条  甲 及 び 乙 の 連 絡 先 は 、 次 の と お り と す る 。  

 甲  土 岐 市 総 務 課  電 話 番 号  54－ 1111 FAX 番 号  53－ 0020 

 乙  NEXCO 中 日 本 開 発 ㈱  電 話 番 号  53－ 3331 FAX 番 号  53－ 3332 
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２  甲 及 び 乙 は 、緊 急 時 の 連 絡 体 制 、連 絡 方 法 等 に つ い て 別 に 協 議 の う え 定 め る 。 

 （ 協 議 ）  

第 ７ 条  こ の 協 定 に 定 め の な い 事 項 又 は こ の 協 定 に 疑 義 が 生 じ た と き は 、そ の 都

度 甲 乙 協 議 の 上 、 決 定 す る も の と す る 。  

 （ 有 効 期 間 ）  

第 ８ 条  こ の 協 定 の 有 効 期 間 は 、協 定 締 結 の 日 か ら 平 成 ３ １ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で と

す る 。た だ し 、有 効 期 間 満 了 の 日 の ３ か 月 前 ま で に 、甲 、乙 い ず れ か ら も こ の

協 定 の 解 除 の 申 出 が な い 限 り 、同 一 条 件 に て 更 に １ 年 間 有 効 期 間 を 延 長 す る も

の と し 、 以 後 こ の 例 に よ る 。  

 

 こ の 協 定 の 成 立 を 証 す る た め 本 書 ２ 通 を 作 成 し 、甲 、乙 そ れ ぞ れ 記 名 押 印 の 上 、

各 １ 通 を 保 有 す る 。  

 

平 成 ３ ０ 年  月  日  

 

甲  岐 阜 県 土 岐 市 土 岐 津 町 土 岐 口 2101 番 地  

土 岐 市                 

土 岐 市 長  加  藤   靖  也       

 

乙  愛 知 県 名 古 屋 市 中 区 錦 二 丁 目 18 番 19 号  

NEXCO 中 日 本 開 発 株 式 会 社       

                代 表 取 締 役 社 長  布  目   弘  司  
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災害時における避難場所の提供に関する協定書  

 

土 岐 市 （ 以 下 「 甲 」 と い う 。） と 株 式 会 社 旅 籠 屋 （ 以 下 「 乙 」 と い う 。） と は 、

災 害 時 に お い て 、乙 が 所 有 す る「 フ ァ ミ リ ー ロ ッ ジ 旅 籠 屋・土 岐 店 」（ 以 下 、「 旅

籠 屋 ・ 土 岐 店 」 と い う 。） を 被 災 し た 要 配 慮 者 等 の 避 難 場 所 と し て 活 用 す る た

め 、 次 の と お り 協 定 を 締 結 す る 。  

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 協 定 は 、大 規 模 な 地 震 、風 水 害 等 の 災 害（ 以 下「 災 害 」と い う 。）に

よ り 要 配 慮 者 等 が 避 難 を 余 儀 な く さ れ た 場 合 に 、甲 が 、乙 に 対 し 、避 難 施 設 と

し て 旅 籠 屋・土 岐 店 の 使 用 の 協 力 を 要 請 す る こ と に つ い て 、必 要 な 事 項 を 定 め

る も の と す る 。  

（ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 協 定 に お い て 要 配 慮 者 等 の 範 囲 は 、次 の と お り と す る 。な お 、旅 籠

屋・土 岐 店 は 、一 般 の 宿 泊 施 設 で あ り 、専 門 の ス タ ッ フ 等 が 常 駐 し て い な い こ

と か ら 、 原 則 と し て 専 門 的 な 介 護 が 必 要 な も の に つ い て は 対 象 と し な い 。  

（ １ ）  高 齢 者  （ ６ ５ 歳 以 上 の 単 身 世 帯 及 び ８ ０ 歳 以 上 の み で 構 成 さ れ る 世  

帯 の 者 ）  

（ ２ ）  障 が い 者  （ 身 体 障 害 者 手 帳 、 療 育 手 帳 、 精 神 障 害 保 健 福 祉 手 帳 の 交 付  

を 受 け て い る 者 ）  

（ ３ ）   要 介 護 の 者  （ 在 宅 の 要 介 護 認 定 者 の う ち 、 介 護 者 が い る も の ）  

（ ４ ）   乳 幼 児  

（ ５ ）   妊 産 婦  

（ ６ ）   (１ )か ら (５ )ま で と 同 一 世 帯 の 者 及 び 甲 が 必 要 と 認 め た 介 護 者  

（ ７ ）   そ の 他 、 避 難 所 生 活 が 困 難 な 者 等 、 甲 が 特 に 必 要 と 認 め る 者  

（ 施 設 の 使 用 の 要 請 及 び 受 諾 ）  

第 ３ 条  甲 は 、居 宅 が 居 住 困 難 と な っ た 要 配 慮 者 等 及 び あ ら か じ め 指 定 す る 避 難

所 で は 対 応 が 困 難 な 要 配 慮 者 等 の た め に 、乙 に 対 し 旅 籠 屋・土 岐 店 を 使 用 す る

こ と に つ い て 、 乙 に 協 力 を 要 請 す る こ と が で き る も の と す る 。  

２  乙 は 、 甲 か ら の 要 請 を で き る 限 り 受 諾 す る よ う 努 め る も の と す る 。  

（ 提 供 サ ー ビ ス ）  

第 ４ 条  乙 が 旅 籠 屋・土 岐 支 店 に お い て 提 供 す る サ ー ビ ス は 、宿 泊 及 び 入 浴 と す

る 。  

（ 手 続 等 ）  

第 ５ 条  甲 は 、第 ３ 条 の 規 定 に よ り 施 設 の 使 用 に つ い て 、乙 に 協 力 を 要 請 す る 場

合 は 、あ ら か じ め 電 話 等 で 確 認 の う え 、次 に 掲 げ る 事 項 を 明 ら か に し て 、要 請
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書（ 別 記 様 式 第 １ 号 ）で 行 う も の と す る 。た だ し 、緊 急 を 要 す る 場 合 は こ の 限

り で は な い 。  

（ １ ） 要 配 慮 者 等 の 住 所 、 氏 名 、 生 年 月 日  

（ ２ ） そ の 他 必 要 と 認 め る 事 項  

２  要 配 慮 者 等 は 、可 能 な 限 り 家 族 又 は 支 援 者 の 協 力 を 得 て 、自 身 の 責 任 に お い

て 福 祉 避 難 所 へ 避 難 す る も の と す る 。  

（ 受 入 対 象 期 間 ）  

第 ６ 条  受 入 対 象 期 間 は 、乙 が 受 入 れ 可 能 に な っ た 日 か ら   日 以 内 と す る 。た

だ し 、必 要 が あ る 場 合 、甲 は 乙 と 協 議 の 上 、期 間 を 延 長 す る こ と が で き る も の

と す る 。  

（ 借 上 げ の 費 用 等 ）  

第 ７ 条  こ の 協 定 に 基 づ く 旅 籠 屋・土 岐 店 の 借 上 げ 費 用（ サ ー ビ ス の 提 供 料 金 を

含 む 。 以 下 、 同 じ 。） の 額 は 、 甲 乙 協 議 の 上 、 別 途 定 め る も の と す る 。  

２  借 上 げ 費 用 は 、甲 が 負 担 す る も の と し 、そ の 支 払 方 法 等 は 、甲 と 乙 と の 協 議

に よ る 。  

（ 実 績 報 告 ）  

第 ８ 条  乙 は 、本 協 定 に 基 づ く 提 供 を 行 っ た と き は 、甲 に 対 し 、実 績 報 告 書（ 別

記 様 式 第 ２ 号 ） に よ り 報 告 す る も の と す る 。  

（ 情 報 交 換 ）  

 第 ９ 条  甲 及 び 乙 は 、こ の 協 定 の 適 正 な 実 行 を 図 る た め に 、情 報 交 換 に 努 め る

も の と す る 。  

（ 有 効 期 限 ）  

第 １ ０ 条  こ の 協 定 書 の 有 効 期 限 は 毎 年 度 末 と し 、甲 乙 双 方 に 異 議 が な い 場 合 は

翌 年 度 に お い て も 自 動 的 に 更 新 さ れ る も の と す る 。  

（ 疑 義 の 解 決 ）  

第 １ １ 条  こ の 協 定 に 定 め の な い 事 項 及 び こ の 協 定 に 関 し て 疑 義 が 生 じ た と き

は 、 別 に 甲 乙 協 議 し 定 め る も の と す る 。  

 

こ の 協 定 の 締 結 を 証 す る た め 、本 協 定 書 を ２ 通 作 成 し 、甲 乙 署 名 押 印 の 上 、各 自

１ 通 を 保 有 す る 。  

令 和   年   月   日  

甲  土 岐 市 土 岐 津 町 土 岐 口 ２ １ ０ １ 番 地  

土 岐 市  

土 岐 市 長  加  藤  淳  司  

乙   



参考資料編 

119 (R6.4) 

○緊 急 時 に お け る 応 急 生 活 物 資 供 給 等 の 協 力 に 関 す る 協 定 書 

 土 岐 市 （ 以 下 「 甲 」 と い う 。） と ㈱ バ ロ ー 土 岐 店 （ 以 下 「 乙 」 と い う 。） は 、 土

岐 市 内 に お い て 、地 震 、風 水 害 、大 火 災 、そ の 他 の 原 因 に よ る 災 害 が 発 生 し た 場

合 及 び 大 規 模 地 震 対 策 特 別 措 置 法 （ 昭 和 53 年 法 律 第 73 号 ） 第 ２ 条 第 13 号 の 規

定 に よ る 警 戒 宣 言 が 発 せ ら れ た 場 合（ 以 下「 緊 急 時 」と い う 。）に 相 互 に 協 力 し て

被 災 者 及 び 避 難 者（ 以 下「 被 災 者 等 」と い う 。）に 対 し 応 急 生 活 物 資 の 供 給 等 を 行

う た め 、 次 の と お り 協 定 を 締 結 す る 。  

 （ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 協 定 は 、緊 急 時 に お い て 被 災 者 等 に 対 し 応 急 生 活 物 資 の 調 達 及 び 安

定 供 給 、ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 へ の 支 援 、物 価 等 の 生 活 情 報・提 供 活 動 等 を 円 滑 に

行 い 、 も っ て 市 民 生 活 の 安 定 に 寄 与 す る こ と を 目 的 と す る 。  

 （ 応 急 生 活 物 資 供 給 の 協 力 要 請 ）  

第 ２ 条  緊 急 時 に お い て 甲 が 応 急 生 活 物 資 を 必 要 と す る と き は 、甲 は 、乙 に 対 し

て 乙 の 保 有 商 品 の 供 給 に つ い て 協 力 を 要 請 す る こ と が で き る 。  

 （ 応 急 生 活 物 資 供 給 の 協 力 実 施 ）  

第 ３ 条  乙 は 、前 条 の 規 定 に よ り 甲 か ら 要 請 を 受 け た と き は 、保 有 商 品 の 供 給 及

び 運 搬 に 対 す る 協 力 等 に 積 極 的 に 努 め る も の と す る 。  

 （ 応 急 生 活 物 資 ）  

第 ４ 条  甲 が 乙 に 要 請 す る 緊 急 時 の 応 急 生 活 物 資 は 、被 害 の 状 況 に 応 じ 、原 則 と

し て 別 表 の と お り 指 定 す る 。  

２  供 給 数 量 は 、 甲 の 要 請 に 応 じ か ね る と き は 、 乙 が 決 定 す る も の と す る 。  

 （ 応 急 生 活 物 資 の 運 搬 ）  

第 ５ 条  応 急 生 活 物 資 の 運 搬 は 、甲 又 は 乙 の 指 定 す る 者 が 行 う も の と す る 。ま た 、

甲 は 、 必 要 に 応 じ て 乙 に 対 し て 運 搬 の 協 力 を 求 め る こ と が で き る 。  

 （ 費 用 ）  

第 ６ 条  第 ３ 条 及 び 第 ５ 条 の 規 定 に よ り 乙 が 供 給 し た 商 品 の 対 価 及 び 乙 が 行 っ

た 運 搬 等 の 費 用 に つ い て は 甲 が 負 担 す る も の と す る 。  

２  前 項 に 規 定 す る 費 用 は 、乙 が 保 有 商 品 の 供 給 及 び 運 搬 終 了 後 、乙 の 提 供 す る

出 荷 確 認 書 等 に 基 づ き 、緊 急 時 直 前 に お け る 適 正 価 格 を 基 準 と し て 、甲 乙 協 議

の 上 決 定 す る も の と す る 。  

 （ 広 域 的 な 支 援 体 制 の 整 備 ）  

第 ７ 条  乙 は 、他 の 関 連 店 舗 と の 間 で の 連 携 を 強 化 し 、緊 急 時 に お け る 広 域 的 な

支 援 体 制 の 整 備 に 努 め る も の と す る 。  

 （ 情 報 の 収 集 ・ 提 供 ）  

第 ８ 条  甲 は 、緊 急 時 に お い て 、住 民 に 対 し 応 急 生 活 物 資 の 配 付 場 所 や 品 目 等 の
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情 報 伝 達 に 努 め 、 乙 は そ れ に 協 力 す る も の と す る 。  

２  甲 と 乙 は 、緊 急 時 に お い て 、被 災 地 域 や 被 災 者 等 の 状 況 、地 域 の 生 活 物 資 の

価 格 や 供 給 状 況 等 の 情 報 交 換 を 行 う も の と す る 。  

３  甲 と 乙 は 、緊 急 時 に お い て 、物 価 の 高 騰 の 防 止 を 図 る た め 、協 力 し て 住 民 に

対 し て 迅 速 か つ 的 確 な 物 価 等 の 生 活 情 報 の 提 供 に 努 め る も の と す る 。  

４  甲 と 乙 は 、平 常 時 か ら 応 急 生 活 物 資 等 に つ い て の 調 査 研 究 を 行 う と と も に 情

報 交 換 を 行 い 、 災 害 時 に 備 え る も の と す る 。  

 （ 生 活 物 資 の 安 定 供 給 ）  

第 ９ 条  乙 は 、緊 急 時 に そ の 組 織 、施 設 及 び 機 能 を 最 大 限 に 活 用 し 、生 活 物 資 の

高 騰 等 の 防 止 を 図 り 、住 民 生 活 の 早 期 安 定 に 寄 与 す る よ う 、住 民 に 対 す る 生 活

物 資 の 安 定 供 給 に 努 力 し 、 甲 は そ れ に 協 力 す る も の と す る 。  

 （ そ の 他 必 要 な 支 援 ）  

第 10 条  こ の 協 定 に 定 め る 事 項 の ほ か 、 生 活 物 資 に つ い て 被 災 者 等 へ の 支 援 が

必 要 な 場 合 は 、 甲 乙 協 議 の 上 決 定 す る も の と す る 。  

 （ 緊 急 時 の 協 力 事 項 の 発 動 ）  

第 11 条  こ の 協 定 に 定 め る 災 害 時 の 協 力 事 項 は 、 原 則 と し て 、 甲 が 「 災 害 対 策

本 部 」 を 設 置 し 、 乙 に 対 し て 要 請 を 行 っ た 時 を も っ て 発 動 す る 。  

 （ 協 議 ）  

第 12 条  甲 と 乙 は 、 こ の 協 定 に 定 め る 事 項 を 円 滑 に 推 進 す る た め 、 定 期 的 に 協

議 を 行 う も の と す る 。  

第 13 条  こ の 協 定 に 定 め る 事 項 に つ い て 疑 義 が 生 じ た と き は 、 そ の 都 度 甲 乙 協

議 の 上 、 定 め る も の と す る 。  

 こ の 協 定 を 証 す る た め 本 書 ２ 通 を 作 成 し 、甲 乙 記 名 押 印 の 上 、各 自 １ 通 を 保

有 す る も の と す る 。  

 平 成 ９ 年 ９ 月 １ 日  

甲  岐 阜 県 土 岐 市 土 岐 津 町 土 岐 口 2101 

土 岐 市  

代 表 者  土 岐 市 長  塚  本  保  夫  

乙  岐 阜 県 恵 那 市 大 井 町 270 番 地 の １  

株 式 会 社 バ ロ ー  

代 表 取 締 役  田  代  正  美  
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○緊 急 時 に お け る 応 急 生 活 物 資 供 給 等 の 協 力 に 関 す る 協 定 書 

 

 土 岐 市（ 以 下「 甲 」と い う 。）と（ 株 ）岐 東 フ ァ ミ リ ー デ パ ー ト（ 以 下「 乙 」と

い う 。）は 、土 岐 市 内 に お い て 、地 震 、風 水 害 、大 火 災 、そ の 他 の 原 因 に よ る 災 害

が 発 生 し た 場 合 及 び 大 規 模 地 震 対 策 特 別 措 置 法（ 昭 和 53 年 法 律 第 73 号 ）第 ２ 条

第 13 号 の 規 定 に よ る 警 戒 宣 言 が 発 せ ら れ た 場 合（ 以 下「 緊 急 時 」と い う 。）に 相

互 に 協 力 し て 被 災 者 及 び 避 難 者（ 以 下「 被 災 者 等 」と い う 。）に 対 し 応 急 生 活 物 資

の 供 給 等 を 行 う た め 、 次 の と お り 協 定 を 締 結 す る 。  

 （ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 協 定 は 、緊 急 時 に お い て 被 災 者 等 に 対 し 応 急 生 活 物 資 の 調 達 及 び 安

定 供 給 、ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 へ の 支 援 、物 価 等 の 生 活 情 報・提 供 活 動 等 を 円 滑 に

行 い 、 も っ て 市 民 生 活 の 安 定 に 寄 与 す る こ と を 目 的 と す る 。  

 （ 応 急 生 活 物 資 供 給 の 協 力 要 請 ）  

第 ２ 条  緊 急 時 に お い て 甲 が 応 急 生 活 物 資 を 必 要 と す る と き は 、甲 は 、乙 に 対 し

て 乙 の 保 有 商 品 の 供 給 に つ い て 協 力 を 要 請 す る こ と が で き る 。  

 （ 応 急 生 活 物 資 供 給 の 協 力 実 施 ）  

第 ３ 条  乙 は 、前 条 の 規 定 に よ り 甲 か ら 要 請 を 受 け た と き は 、保 有 商 品 の 供 給 及

び 運 搬 に 対 す る 協 力 等 に 積 極 的 に 努 め る も の と す る 。  

 （ 応 急 生 活 物 資 ）  

第 ４ 条  甲 が 乙 に 要 請 す る 緊 急 時 の 応 急 生 活 物 資 は 、被 害 の 状 況 に 応 じ 、原 則 と

し て 別 表 の と お り 指 定 す る 。  

２  供 給 数 量 は 、 甲 の 要 請 に 応 じ か ね る と き は 、 乙 が 決 定 す る も の と す る 。  

 （ 応 急 生 活 物 資 の 運 搬 ）  

第 ５ 条  応 急 生 活 物 資 の 運 搬 は 、甲 又 は 乙 の 指 定 す る 者 が 行 う も の と す る 。ま た 、

甲 は 、 必 要 に 応 じ て 乙 に 対 し て 運 搬 の 協 力 を 求 め る こ と が で き る 。  

 （ 費 用 ）  

第 ６ 条  第 ３ 条 及 び 第 ５ 条 の 規 定 に よ り 乙 が 供 給 し た 商 品 の 対 価 及 び 乙 が 行 っ

た 運 搬 等 の 費 用 に つ い て は 甲 が 負 担 す る も の と す る 。  

２  前 項 に 規 定 す る 費 用 は 、乙 が 保 有 商 品 の 供 給 及 び 運 搬 終 了 後 、乙 の 提 供 す る

出 荷 確 認 書 等 に 基 づ き 、緊 急 時 直 前 に お け る 適 正 価 格 を 基 準 と し て 、甲 乙 協 議

の 上 決 定 す る も の と す る 。  

 （ 広 域 的 な 支 援 体 制 の 整 備 ）  

第 ７ 条  乙 は 、他 の 関 連 店 舗 と の 間 で の 連 携 を 強 化 し 、緊 急 時 に お け る 広 域 的 な

支 援 体 制 の 整 備 に 努 め る も の と す る 。  

 （ 情 報 の 収 集 ・ 提 供 ）  
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第 ８ 条  甲 は 、緊 急 時 に お い て 、住 民 に 対 し 応 急 生 活 物 資 の 配 付 場 所 や 品 目 等 の

情 報 伝 達 に 努 め 、 乙 は そ れ に 協 力 す る も の と す る 。  

２  甲 と 乙 は 、緊 急 時 に お い て 、被 災 地 域 や 被 災 者 等 の 状 況 、地 域 の 生 活 物 資 の

価 格 や 供 給 状 況 等 の 情 報 交 換 を 行 う も の と す る 。  

３  甲 と 乙 は 、緊 急 時 に お い て 、物 価 の 高 騰 の 防 止 を 図 る た め 、協 力 し て 住 民 に

対 し て 迅 速 か つ 的 確 な 物 価 等 の 生 活 情 報 の 提 供 に 努 め る も の と す る 。  

４  甲 と 乙 は 、平 常 時 か ら 応 急 生 活 物 資 等 に つ い て の 調 査 研 究 を 行 う と と も に 情

報 交 換 を 行 い 、 災 害 時 に 備 え る も の と す る 。  

 （ 生 活 物 資 の 安 定 供 給 ）  

第 ９ 条  乙 は 、緊 急 時 に そ の 組 織 、施 設 及 び 機 能 を 最 大 限 に 活 用 し 、生 活 物 資 の

高 騰 等 の 防 止 を 図 り 、住 民 生 活 の 早 期 安 定 に 寄 与 す る よ う 、住 民 に 対 す る 生 活

物 資 の 安 定 供 給 に 努 力 し 、 甲 は そ れ に 協 力 す る も の と す る 。  

 （ そ の 他 必 要 な 支 援 ）  

第 10 条  こ の 協 定 に 定 め る 事 項 の ほ か 、 生 活 物 資 に つ い て 被 災 者 等 へ の 支 援 が

必 要 な 場 合 は 、 甲 乙 協 議 の 上 決 定 す る も の と す る 。  

 （ 緊 急 時 の 協 力 事 項 の 発 動 ）  

第 11 条  こ の 協 定 に 定 め る 災 害 時 の 協 力 事 項 は 、 原 則 と し て 、 甲 が 「 災 害 対 策

本 部 」 を 設 置 し 、 乙 に 対 し て 要 請 を 行 っ た 時 を も っ て 発 動 す る 。  

 （ 協 議 ）  

第 12 条  甲 と 乙 は 、 こ の 協 定 に 定 め る 事 項 を 円 滑 に 推 進 す る た め 、 定 期 的 に 協

議 を 行 う も の と す る 。  

第 13 条  こ の 協 定 に 定 め る 事 項 に つ い て 疑 義 が 生 じ た と き は 、 そ の 都 度 甲 乙 協

議 の 上 、 定 め る も の と す る 。  

 こ の 協 定 を 証 す る た め 本 書 ２ 通 を 作 成 し 、甲 乙 記 名 押 印 の 上 、各 自 １ 通 を 保

有 す る も の と す る 。  

 平 成 １ ３ 年 １ ２ 月 ２ １ 日  

甲  岐 阜 県 土 岐 市 土 岐 津 町 土 岐 口 2101 

土 岐 市  

代 表 者  土 岐 市 長  塚  本  保  夫  

乙  岐 阜 県 土 岐 市 泉 町 久 尻 42 番 地 の 11 

株 式 会 社  岐 東 フ ァ ミ リ ー デ パ ー ト  

代 表 取 締 役  山  村  卓  也  
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○緊 急 時 に お け る 応 急 生 活 物 資 供 給 等 の 協 力 に 関 す る 協 定 書 

 

 土 岐 市（ 以 下「 甲 」と い う 。）と 株 式 会 社 サ ン マ ー ト（ 以 下「 乙 」と い う 。）は 、

土 岐 市 内 に お い て 、地 震 、風 水 害 、大 火 災 、そ の 他 の 原 因 に よ る 災 害 が 発 生 し た

場 合 及 び 大 規 模 地 震 対 策 特 別 措 置 法 （ 昭 和 53 年 法 律 第 73 号 ） 第 ２ 条 第 13 号 の

規 定 に よ る 警 戒 宣 言 が 発 せ ら れ た 場 合（ 以 下「 緊 急 時 」と い う 。）に 相 互 に 協 力 し

て 被 災 者 及 び 避 難 者（ 以 下「 被 災 者 等 」と い う 。）に 対 し 応 急 生 活 物 資 の 供 給 等 を

行 う た め 、 次 の と お り 協 定 を 締 結 す る 。  

 （ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 協 定 は 、緊 急 時 に お い て 被 災 者 等 に 対 し 応 急 生 活 物 資 の 調 達 及 び 安

定 供 給 、ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 へ の 支 援 、物 価 等 の 生 活 情 報・提 供 活 動 等 を 円 滑 に

行 い 、 も っ て 市 民 生 活 の 安 定 に 寄 与 す る こ と を 目 的 と す る 。  

 （ 応 急 生 活 物 資 供 給 の 協 力 要 請 ）  

第 ２ 条  緊 急 時 に お い て 甲 が 応 急 生 活 物 資 を 必 要 と す る と き は 、甲 は 、乙 に 対 し

て 乙 の 保 有 商 品 の 供 給 に つ い て 協 力 を 要 請 す る こ と が で き る 。  

 （ 応 急 生 活 物 資 供 給 の 協 力 実 施 ）  

第 ３ 条  乙 は 、前 条 の 規 定 に よ り 甲 か ら 要 請 を 受 け た と き は 、保 有 商 品 の 供 給 及

び 運 搬 に 対 す る 協 力 等 に 積 極 的 に 努 め る も の と す る 。  

 （ 応 急 生 活 物 資 ）  

第 ４ 条  甲 が 乙 に 要 請 す る 緊 急 時 の 応 急 生 活 物 資 は 、被 害 の 状 況 に 応 じ 、原 則 と

し て 別 表 の と お り 指 定 す る 。  

２  供 給 数 量 は 、 甲 の 要 請 に 応 じ か ね る と き は 、 乙 が 決 定 す る も の と す る 。  

 （ 応 急 生 活 物 資 の 運 搬 ）  

第 ５ 条  応 急 生 活 物 資 の 運 搬 は 、甲 又 は 乙 の 指 定 す る 者 が 行 う も の と す る 。ま た 、

甲 は 、 必 要 に 応 じ て 乙 に 対 し て 運 搬 の 協 力 を 求 め る こ と が で き る 。  

 （ 費 用 ）  

第 ６ 条  第 ３ 条 及 び 第 ５ 条 の 規 定 に よ り 乙 が 供 給 し た 商 品 の 対 価 及 び 乙 が 行 っ

た 運 搬 等 の 費 用 に つ い て は 甲 が 負 担 す る も の と す る 。  

２  前 項 に 規 定 す る 費 用 は 、乙 が 保 有 商 品 の 供 給 及 び 運 搬 終 了 後 、乙 の 提 供 す る

出 荷 確 認 書 等 に 基 づ き 、緊 急 時 直 前 に お け る 適 正 価 格 を 基 準 と し て 、甲 乙 協 議

の 上 決 定 す る も の と す る 。  

 （ 広 域 的 な 支 援 体 制 の 整 備 ）  

第 ７ 条  乙 は 、他 の 関 連 店 舗 と の 間 で の 連 携 を 強 化 し 、緊 急 時 に お け る 広 域 的 な

支 援 体 制 の 整 備 に 努 め る も の と す る 。  

 （ 情 報 の 収 集 ・ 提 供 ）  
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第 ８ 条  甲 は 、緊 急 時 に お い て 、住 民 に 対 し 応 急 生 活 物 資 の 配 付 場 所 や 品 目 等 の

情 報 伝 達 に 努 め 、 乙 は そ れ に 協 力 す る も の と す る 。  

２  甲 と 乙 は 、緊 急 時 に お い て 、被 災 地 域 や 被 災 者 等 の 状 況 、地 域 の 生 活 物 資 の

価 格 や 供 給 状 況 等 の 情 報 交 換 を 行 う も の と す る 。  

３  甲 と 乙 は 、緊 急 時 に お い て 、物 価 の 高 騰 の 防 止 を 図 る た め 、協 力 し て 住 民 に

対 し て 迅 速 か つ 的 確 な 物 価 等 の 生 活 情 報 の 提 供 に 努 め る も の と す る 。  

４  甲 と 乙 は 、平 常 時 か ら 応 急 生 活 物 資 等 に つ い て の 調 査 研 究 を 行 う と と も に 情

報 交 換 を 行 い 、 災 害 時 に 備 え る も の と す る 。  

 （ 生 活 物 資 の 安 定 供 給 ）  

第 ９ 条  乙 は 、緊 急 時 に そ の 組 織 、施 設 及 び 機 能 を 最 大 限 に 活 用 し 、生 活 物 資 の

高 騰 等 の 防 止 を 図 り 、住 民 生 活 の 早 期 安 定 に 寄 与 す る よ う 、住 民 に 対 す る 生 活

物 資 の 安 定 供 給 に 努 力 し 、 甲 は そ れ に 協 力 す る も の と す る 。  

 （ そ の 他 必 要 な 支 援 ）  

第 10 条  こ の 協 定 に 定 め る 事 項 の ほ か 、 生 活 物 資 に つ い て 被 災 者 等 へ の 支 援 が

必 要 な 場 合 は 、 甲 乙 協 議 の 上 決 定 す る も の と す る 。  

 （ 緊 急 時 の 協 力 事 項 の 発 動 ）  

第 11 条  こ の 協 定 に 定 め る 災 害 時 の 協 力 事 項 は 、 原 則 と し て 、 甲 が 「 災 害 対 策

本 部 」 を 設 置 し 、 乙 に 対 し て 要 請 を 行 っ た 時 を も っ て 発 動 す る 。  

 （ 協 議 ）  

第 12 条  甲 と 乙 は 、 こ の 協 定 に 定 め る 事 項 を 円 滑 に 推 進 す る た め 、 定 期 的 に 協

議 を 行 う も の と す る 。  

第 13 条  こ の 協 定 に 定 め る 事 項 に つ い て 疑 義 が 生 じ た と き は 、 そ の 都 度 甲 乙 協

議 の 上 、 定 め る も の と す る 。  

 こ の 協 定 を 証 す る た め 本 書 ２ 通 を 作 成 し 、甲 乙 記 名 押 印 の 上 、各 自 １ 通 を 保

有 す る も の と す る 。  

 平 成 ９ 年 ９ 月 １ 日  

甲  岐 阜 県 土 岐 市 土 岐 津 町 土 岐 口 2101 

土 岐 市  

代 表 者  土 岐 市 長  塚  本  保  夫  

乙  岐 阜 県 土 岐 市 泉 町 久 尻 38 番 地 の ４  

株 式 会 社  サ ン マ ー ト  

代 表 取 締 役  土  本  勇  夫  



参考資料編 

125 (R6.4) 

別 表  緊 急 時 応 急 生 活 物 資  

段

階

想

定 

第  １  段  階  

ラ イ フ ラ イ ン ス ト ッ プ  

第  ２  段  階  

電  気  復  旧  

第  ３  段  階  

水  道  復  旧  

期

間 

災 害 当 日  ～  ３ 日  ４ 日  ～  ６ 日  ７ 日  ～  

 

水 ・ 飲 料      ＊  

菓 子 パ ン      ＊  

牛 乳        ＊  

果 物（ バ ナ ナ ）   ＊  

レ ト ル ト 食 品    ＊  

（ ご は ん ）  

缶 詰        ＊  

（ イ ー ジ ー オ ー プ ン ）  

電 池  

懐 中 電 灯  

バ ケ ツ  

軍 手  

ガ ム テ ー プ  

濡 れ テ ィ ッ シ ュ  

ト イ レ ッ ト ペ ー パ ー  

粉 ミ ル ク  

ほ 乳 び ん  

紙 お む つ  

卓 上 ガ ス コ ン ロ  

な ベ  

ア ル ミ ホ イ ー ル  

水 ・ 飲 料  

調 理 パ ン ・ 弁 当  

牛 乳  

切 り 餅  

レ ト ル ト 食 品  

（ ご は ん ）  

缶 詰  

（ イ ー ジ ー オ ー プ ン ）  

イ ン ス タ ン ト ラ ー メ ン  

粉 ミ ル ク  

ほ 乳 び ん  

紙 お む つ  

濡 れ テ ィ ッ シ ュ  

生 理 用 品  

下 着 ・ 靴 下  

タ オ ル  

刃 物  

紙 コ ッ プ ・ 紙 皿  

な べ  

ト イ レ ッ ト ペ ー パ ー  

 

米  

食 パ ン  

め ん 類  

バ タ ー ・ ジ ャ ム  

肉 ・ 魚  

野 菜  

果 物  

レ ト ル ト 食 品  

（ お か ず 類 ）  

イ ン ス タ ン ト ラ ー メ ン  

緑 茶 ・ コ ー ヒ ー ・ 紅 茶  

ト イ レ ッ ト ペ ー パ ー  

洗 濯 ・ 洗 面 用 具  

な べ  

裁 縫 キ ッ ト  

下 着 ・ 靴 下  

文 房 具  

シ ュ ー ズ  

布 団  

マ ス ク  

 

夏 蚊 と り 線 香  

冬 使 い 捨 て カ イ ロ ・ 毛 布  

 

 (1) 応 急 生 活 物 資 は 、概 ね 上 記 の 段 階 、期 間 ご と の 品 目 を 基 準 と し 、災 害 や 緊

急 時 の 状 況 に 合 わ せ て 調 達 す る 。  

 (2) 品 目 は 上 記 の 他 、 甲 乙 協 議 の 上 、 そ の 都 度 指 定 で き る も の と す る 。  

 注  ＊ 印 は 、 災 害 直 後 、 最 優 先 に 調 達 す べ き 品 目  
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○災害時におけるＬＰガスの供給に関する協定  

 土 岐 市（ 以 下「 甲 」と い う 。）と 社 団 法 人 岐 阜 県 エ ル ピ ー ガ ス 協 会 土 岐 支 部 土 岐

地 区 会（ 以 下「 乙 」と い う 。）は 、土 岐 市 内 に お い て 地 震 、風 水 害 、大 火 災 、そ の

他 の 原 因 に よ る 災 害 が 発 生 し た 場 合 及 び 大 規 模 地 震 対 策 特 別 措 置 法 （ 昭 和 53 年

法 律 第 73 号 ）第 ２ 条 第 13 号 の 規 定 に よ る 警 戒 宣 言 が 発 せ ら れ た 場 合（ 以 下「 災

害 時 」と い う 。）に 、相 互 に 協 力 し て 被 災 者 及 び 避 難 者（ 以 下「 被 災 者 等 」と い う 。）

の 救 援 活 動 を 円 滑 に 行 う た め 、 次 の と お り 協 定 を 締 結 す る 。  

 （ 協 力 要 請 ）  

第 １ 条  災 害 時 に お い て 、甲 が Ｌ Ｐ ガ ス を 必 要 と す る と き は 、甲 は 、乙 に 対 し て 、

Ｌ Ｐ ガ ス の 供 給 に つ い て 協 力 を 要 請 す る こ と が で き る 。  

 （ 協 力 義 務 ）  

第 ２ 条  乙 は 、前 条 の 規 定 に よ り 甲 か ら 要 請 を 受 け た と き は 、Ｌ Ｐ ガ ス の 優 先 供

給 及 び 運 搬 に つ い て 積 極 的 に 協 力 に 努 め る も の と す る 。  

 （ 運 搬 ）  

第 ３ 条  Ｌ Ｐ ガ ス の 運 搬 は 、甲 又 は 乙 の 指 定 す る 者 が 行 う も の と す る 。ま た 、甲

は 、 必 要 に 応 じ て 乙 に 運 搬 の 協 力 を 求 め る こ と が で き る 。  

 （ 費 用 ）  

第 ４ 条  前 ２ 条 の 規 定 に よ り 乙 が 供 給 し た Ｌ Ｐ ガ ス の 対 価 及 び 乙 が 行 っ た 運 搬

等 の 費 用 に つ い て は 、 甲 が 負 担 す る も の と す る 。  

２  前 項 に 規 定 す る 対 価 及 び 費 用 は 、乙 又 は 乙 の 指 定 す る 者 が 提 出 す る 出 荷 確 認

書 等 に 基 づ き 、災 害 時 等 の 直 前 に お け る 適 正 価 格 を 基 準 と し て 、甲 と 乙 と で 協

議 の う え 決 定 す る も の と す る 。  

 （ 引 き 渡 し ）  

第 ５ 条  Ｌ Ｐ ガ ス の 引 渡 場 所 は 、甲 が 指 定 す る も の と し 、甲 は 、当 該 引 渡 場 所 に

職 員 を 派 遣 し 、 納 品 を 確 認 の う え 引 き 取 る も の と す る 。  

 （ 価 格 高 騰 の 防 止 ）  

第 ６ 条  乙 は 、災 害 時 に お い て Ｌ Ｐ ガ ス の 価 格 の 高 騰 の 防 止 に 努 め る も の と す る 。 

 （ 防 災 意 識 の 向 上 ）  

第 ７ 条  乙 は 、地 区 会 活 動 を 通 じ て 、日 常 的 に Ｌ Ｐ ガ ス の 緊 急 時 対 応 設 備 の 整 備

等 、会 員 の 防 災 意 識 の 向 上 に 努 め 、甲 は 、乙 に 対 し て 必 要 な 協 力 を 行 う も の と

す る 。  

 （ そ の 他 必 要 な 支 援 ）  

第 ８ 条  こ の 協 定 に 定 め る 事 項 の ほ か 、 被 災 者 等 の 救 援 に 関 し て 必 要 な 事 項 は 、

甲 乙 協 議 の う え 決 定 す る も の と す る 。  

 （ 災 害 時 の 協 力 事 項 の 発 動 ）  
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第 ９ 条  こ の 協 定 に 定 め る 災 害 時 の 協 力 事 項 は 、原 則 と し て 、甲 が「 土 岐 市 災 害

対 策 本 部 」（ 警 戒 宣 言 が 発 せ ら れ た 場 合 も 同 じ 。）を 設 置 し 、乙 に 対 し て 要 請 を

行 っ た と き を も っ て 発 動 す る 。  

 （ 協 議 ）  

第 10 条  こ の 協 定 に 定 め る 事 項 に つ い て 疑 義 が 生 じ た と き は 、 そ の 都 度 甲 乙 協

議 の う え 決 定 す る も の と す る 。  

 こ の 協 定 の 成 立 を 証 す る た め 、本 協 定 書 ２ 通 を 作 成 し 双 方 記 名 押 印 の う え 各

自 １ 通 を 保 有 す る 。  

 平 成 20 年 ７ 月 ４ 日  

 

甲  土 岐 市  

土 岐 市 長   大  野  信  彦  

乙  社 団 法 人 岐 阜 県 エ ル ピ ー ガ ス 協 会 土 岐 支 部  

土 岐 地 区 長  北  條  慶  治  
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○災害時における飲料水等の供給協力に関する協定書  

土 岐 市 （ 以 下 「 甲 」 と い う 。） と 株 式 会 社 伊 藤 園 （ 以 下 「 乙 」 と い う 。） と の 間

に お い て 、 次 の と お り 協 定 を 締 結 す る 。  

（ 総 則 ）  

第 １ 条  こ の 協 定 は 、土 岐 市 地 域 防 災 計 画 に 基 づ き 、甲 が 乙 に 対 し て 、災 害 時（「 土

岐 市 内 に 風 水 害 、 地 震 等 の 大 規 模 災 害 が 発 生 し 、 又 は 発 生 す る お そ れ が あ る と

き 」を い う 。以 下 同 じ 。）等 に お け る 災 害 支 援 協 力 を 求 め る に あ た っ て 必 要 な 事

項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 支 援 協 力 ）  

第 ２ 条  甲 は 、次 に 掲 げ る 場 合 に お い て 、必 要 が あ る と 認 め る と き は 、乙 に 対 し

て 支 援 協 力 を 要 請 す る こ と が で き る も の と す る 。  

（ １ ） 災 害 時  

（ ２ ） そ の 他 市 長 が 特 に 必 要 と 認 め る と き  

２  支 援 を 要 請 さ れ た 乙 は 、業 務 に 支 障 の な い 範 囲 内 に お い て 、可 能 な 限 り 甲 に

支 援 協 力 す る も の と す る 。  

（ 支 援 協 力 の 内 容 ）  

第 ３ 条  乙 は 、甲 か ら の 要 請 に 基 づ き 、次 の 各 号 の 規 定 に よ り 、飲 料 水 等 を 供 給

す る も の と す る 。  

（ １ ） 乙 は 、 甲 が 管 理 す る 施 設 内 に 乙 が 設 置 し て い る 災 害 対 応 型 自 動 販 売 機 内     

の 飲 料 水 等 の 商 品 を 無 償 で 提 供 す る 。  

（ ２ ）前 号 の ほ か 、乙 は 、そ の 営 業 拠 点 で 保 有 す る 飲 料 水 等 を 可 能 な 範 囲 内 で 甲

に 有 償 供 給 す る も の と す る 。      

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、乙 は 特 別 な 理 由 が あ る 時 は 、甲 の 要 請 に 協 力 し な

い こ と が で き る 。こ の 場 合 に お い て は 、乙 は こ の 協 定 違 反 等 の 責 任 は 負 わ な い

も の と す る 。  

（ 飲 料 水 等 の 引 渡 し ）  

第 ４ 条  飲 料 水 等 の 引 渡 し は 、原 則 と し て 甲 が 指 定 す る 場 所 と し 、甲 が 派 遣 し た

職 員 が 確 認 の う え 、 乙 か ら 引 渡 し を 受 け る も の と す る 。  

２  飲 料 水 等 の 引 渡 し ま で の 運 搬 は 、乙 が 行 う も の と す る 。た だ し 、必 要 に 応 じ

て 乙 が 指 定 す る も の が 行 う こ と が で き る 。  

（ 要 請 の 手 続 ）  

第 ５ 条  甲 は 、乙 に 支 援 協 力 を 要 請 す る と き は 、支 援 協 力 要 請 書（ 別 紙 様 式 第 １

号 ） を 提 出 す る も の と す る 。 た だ し 、 緊 急 を 要 す る 場 合 そ の 他 や む を 得 な い 場

合 は 、電 話 等 で 要 請 し 、そ の 後 速 や か に 支 援 協 力 要 請 書 を 提 出 す る も の と す る 。  

２  乙 は 、前 項 の 要 請 を 受 け た と き は 、そ の 要 請 事 項 を 実 施 す る た め の 措 置 を 行
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う と と も に 、そ の 措 置 の 状 況 を 甲 に 報 告 す る も の と し 、完 了 後 速 や か に 完 了 報

告 書 （ 別 紙 様 式 第 ２ 号 ） を 提 出 す る も の と す る 。  

（ 支 援 経 費 の 負 担 ）  

第 ６ 条  支 援 協 力 に 要 し た 経 費 は 、 災 害 救 助 法 の 適 用 が さ れ る 場 合 に あ っ て は 、

同 法 の 定 め る と こ ろ に よ り 、 そ れ 以 外 の 場 合 に あ っ て は 、 災 害 発 生 前 の 市 場 価

格 を 参 考 に 甲 乙 協 議 の 上 、 適 正 な 価 格 を 決 定 し 、 甲 に 請 求 す る も の と す る 。 な

お 、 そ の 価 格 に は 飲 料 水 等 の 引 渡 し ま で の 運 搬 に 係 る 運 賃 を 含 む も の と す る 。  

２  前 項 の 規 定 に よ り 有 償 供 給 し た 場 合 の 支 払 い 等 に 係 る 事 務 手 続 き に つ い て

は 、 甲 が 定 め る 諸 規 定 に 基 づ き お こ な う も の と す る 。  

（ 連 絡 先 ）  

第 ７ 条  甲 及 び 乙 の 連 絡 先 は 、 次 の と お り と す る 。  

甲  土 岐 市 総 務 課   岐 阜 県 土 岐 市 土 岐 津 町 土 岐 口 ２ １ ０ １  

電 話 番 号  ０ ５ ７ ２ － ５ ４ ― １ １ １ １  Ｆ Ａ Ｘ 番 号  ０ ５ ７ ２ － ５ ３ － ０ ０ ２ ０  

 乙  株 式 会 社 伊 藤 園  東 濃 支 店   岐 阜 県 土 岐 市 泉 北 山 町 ５ － ３  

電 話 番 号  ０ ５ ７ ２ － ５ ３ － ４ ６ ２ １  Ｆ Ａ Ｘ 番 号  ０ ５ ７ ２ － ５ ３ － ４ ６ ２ ９  

２  甲 及 び 乙 は 、緊 急 時 の 連 絡 体 制 、連 絡 方 法 等 に つ い て 別 に 協 議 の う え 定 め る 。 

（ 協 議 ）  

第 ８ 条  こ の 協 定 に 定 め の な い 事 項 又 は こ の 協 定 に 疑 義 が 生 じ た と き は 、そ の 都

度 甲 乙 協 議 の 上 、 決 定 す る も の と す る 。  

（ 有 効 期 間 ）  

第 ９ 条  こ の 協 定 の 有 効 期 間 は 、協 定 締 結 の 日 か ら １ 年 間 と す る 。た だ し 、有 効

期 間 満 了 の 日 の ３ か 月 前 ま で に 、甲 、乙 い ず れ か ら も こ の 協 定 の 解 除 の 申 出 が

な い 限 り 、同 一 条 件 に て 更 に １ 年 間 有 効 期 間 を 延 長 す る も の と し 、以 後 こ の 例

に よ る 。  

 こ の 協 定 の 成 立 を 証 す る た め 本 書 ２ 通 を 作 成 し 、甲 、乙 そ れ ぞ れ 記 名 押 印 の 上 、

各 １ 通 を 保 有 す る 。  

 平 成 ２ ９ 年 １ 月 ２ ３ 日  

 

甲  岐 阜 県 土 岐 市 土 岐 津 町 土 岐 口 ２ １ ０ １ 番 地  

 土 岐 市 長   加  藤   靖  也            

 

乙  東 京 都 渋 谷 区 本 町 ３ 丁 目 ４ ７ 番 １ ０ 号     

株 式 会 社 伊 藤 園   総 務 部 長   国  枝   保  
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災害時における物資供給に関する協定書  

 

土 岐 市（ 以 下「 甲 」と い う 。）と NPO 法 人 コ メ リ 災 害 対 策 セ ン タ ー（ 以 下「 乙 」と い う 。）

と の 間 に お い て 、 次 の と お り 協 定 を 締 結 す る 。  

 

（ 総 則 ）  

第 １ 条  こ の 協 定 は 、 土 岐 市 地 域 防 災 計 画 に 基 づ き 、 甲 が 乙 に 対 し て 、 災 害 時（「 土 岐 市 内

に 風 水 害 、  

地 震 等 の 大 規 模 災 害 が 発 生 し 、 又 は 発 生 す る お そ れ が あ る と き 」を い う 。 以 下 同 じ 。 ）等

に お け る 災 害 支 援 協 力 を 求 め る に あ た っ て 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 支 援 協 力 ）  

第 ２ 条  甲 は 、次 に 掲 げ る 場 合 に お い て 、必 要 が あ る と 認 め る と き は 、乙 に 対 し て 支 援 協 力

を 要 請 す る こ と が で き る も の と す る 。  

（ １ ） 災 害 時  

（ ２ ） そ の 他 市 長 が 特 に 必 要 と 認 め る と き  

２  支 援 を 要 請 さ れ た 乙 は 、 業 務 に 支 障 の な い 範 囲 内 に お い て 、 可 能 な 限 り 甲 に 支 援 協 力

す る も の と す る  

 （ 調 達 物 資 の 範 囲 ）  

第 ３ 条  甲 が 、 乙 に 供 給 を 要 請 す る 物 資 の 範 囲 は 、 次 に 掲 げ る も の の う ち 、 乙 が 調 達 可 能

な 物 資 と す る 。  

（ １ ） 別 表 に 掲 げ る 物 資  

（ ２ ） そ の 他 甲 が 指 定 す る 物 資  

（ 要 請 の 手 続 ）  

第 ４ 条  甲 は 、乙 に 支 援 協 力 を 要 請 す る と き は 、原 則 と し て 、支 援 協 力 要 請 書（ 別 紙 様 式 第

１ 号 ）を 提 出 す る も の と す る 。た だ し 、緊 急 を 要 す る 場 合 そ の 他 や む を 得 な い 場 合 は 、電

話 等 で 要 請 し 、 そ の 後 速 や か に 支 援 協 力 要 請 書 を 提 出 す る も の と す る 。  

２  乙 は 、 前 項 の 要 請 を 受 け た と き は 、 そ の 要 請 事 項 を 実 施 す る た め の 措 置 を 行 う と と も

に 、そ の 措 置 の 状 況 を 甲 に 報 告 す る も の と し 、原 則 、完 了 後 速 や か に 完 了 報 告 書（ 別 紙 様

式 第 ２ 号 ） を 提 出 す る も の と す る 。  

（ 引 渡 し 等 ）  

第 ５ 条  物 資 の 引 渡 場 所 は 、甲 が 指 定 す る も の と し 、そ の 指 定 地 ま で の 運 搬 は 、原 則 と し て

乙 が 行 う も の と す る 。た だ し 、乙 が 自 ら 運 搬 す る こ と が で き な い 場 合 は 、甲 が 定 め る 輸 送

手 段 に よ り 運 搬 す る も の と す る 。  

２  甲 は 、 乙 が 前 項 の 規 定 に よ り 物 資 を 運 搬 す る 車 両 を 優 先 車 両 と し て 通 行 で き る よ う 配
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慮 す る も の と す る 。  

（ 支 援 経 費 の 負 担 ）  

第 ６ 条  支 援 協 力 に 要 し た 経 費 は 、 災 害 救 助 法 の 適 用 が さ れ る 場 合 に あ っ て は 、 同 法 の 定

め る と こ ろ に よ り 、そ れ 以 外 の 場 合 に あ っ て は 、災 害 発 生 前 の 市 場 価 格 を 参 考 に 甲 乙 協 議

の 上 、適 正 な 価 格 を 決 定 し 、甲 に 請 求 す る も の と す る 。な お 、そ の 価 格 に は 物 資 等 の 引 渡

し ま で の 運 搬 に 係 る 運 賃 を 含 む も の と す る 。  

２  前 項 の 規 定 に よ り 有 償 供 給 し た 場 合 の 支 払 い 等 に 係 る 事 務 手 続 き に つ い て は 、 甲 が 定

め る 諸 規 定 に 基 づ き 行 う も の と す る 。  

（ 連 絡 先 ）  

第 ７ 条  甲 と 乙 は 、 平 常 時 か ら 相 互 の 連 絡 体 制 及 び 物 資 の 供 給 等 に つ い て の 情 報 交 換 を 行

い 、 災 害 時 に 備 え る も の と す る 。  

甲  土 岐 市 役 所 総 務 課  岐 阜 県 土 岐 市 土 岐 津 町 土 岐 口 ２ １ ０ １                  

電 話 番 号   ０ ５ ７ ２ － ５ ４ － １ １ １ １  Ｆ Ａ Ｘ 番 号  ０ ５ ７ ２ － ５ ３ － ０ ０ ２ ０  

乙  NPO 法 人 コ メ リ 災 害 対 策 セ ン タ ー  新 潟 県 新 潟 市 南 区 清 水 ４ ５ ０ １ － １  

電 話 番 号   ０ ２ ５ － ３ ７ １ － ４ １ ８ ５  Ｆ Ａ Ｘ 番 号  ０ ２ ５ － ３ ７ １ － ４ １ ５ １  

２  甲 及 び 乙 は 、 緊 急 時 の 連 絡 体 制 、 連 絡 方 法 等 に つ い て 別 に 協 議 の う え 定 め る 。  

 （ 協 議 ）  

第 ８ 条  こ の 協 定 に 定 め の な い 事 項 又 は こ の 協 定 に 疑 義 が 生 じ た と き は 、 そ の 都 度 甲 乙 協

議 の 上 、 決 定 す る も の と す る 。  

 （ 有 効 期 間 ）  

第 ９ 条  こ の 協 定 の 有 効 期 間 は 、協 定 締 結 の 日 か ら １ 年 間 と す る 。た だ し 、有 効 期 間 満 了 の

日 の ３ か 月 前 ま で に 、甲 、乙 い ず れ か ら も こ の 協 定 の 解 除 の 申 出 が な い 限 り 、同 一 条 件 に

て 更 に １ 年 間 有 効 期 間 を 延 長 す る も の と し 、 以 後 こ の 例 に よ る 。  

 

 こ の 協 定 の 成 立 を 証 す る た め 、本 書 ２ 通 を 作 成 し 、甲 、乙 そ れ ぞ れ 記 名 押 印 の 上 、各 自 １

通 を 保 有 す る 。  

  平 成 ３ ０ 年  １ 月 ２ ４ 日  

 

              甲  岐 阜 県 土 岐 市 土 岐 津 町 土 岐 口 ２ １ ０ １ 番 地  

                  土 岐 市 長  加  藤  靖  也  

                   

              乙  新 潟 県 新 潟 市 南 区 清 水 ４ ５ ０ １ 番 地 １  

                  N P O 法 人  コ メ リ 災 害 対 策 セ ン タ ー  

                  理 事 長   捧    雄  一  郎  
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防 災 ・ 災 害 等 の 対 応 に 関 す る 覚 書  

 

 土 岐 市（ 以 下「 甲 」と い う 。）と 株 式 会 社 バ ロ ー ホ ー ル デ ィ ン グ ス（ 以 下「 乙 」

と い う 。） が 令 和 ５ 年 ６ 月 ２ ３ 日 に 締 結 し た 「 土 岐 市 と 株 式 会 社 バ ロ ー ホ ー ル デ

ィ ン グ ス と の 包 括 連 携 に 関 す る 協 定 」（ 以 下「 協 定 」と い う 。）第 2 条 第 2 号 の 規

定 に 基 づ き 、 以 下 の と お り 覚 書 を 定 め る 。  

第 １ 章  総 則  

（ 目 的 ）  

第 1 条  土 岐 市 で 風 水 害 、地 震 等 に よ る 大 規 模 災 害 が 発 生 し た 場 合 に お い て 、乙

が 管 理 運 営 す る 店 舗 に お け る 一 時 避 難 場 所 の 確 保 及 び 物 資 の 供 給 に 係 わ る 活

動 協 力 に つ い て 、 必 要 な 事 項 を 定 め る も の で あ る 。  

 （ 実 施 場 所 ）  

第 2 条  実 施 場 所 は 、 別 表 １ に 掲 げ る 土 岐 市 内 に お け る 乙 の 管 理 運 営 す る 店 舗

（ 以 下 「 市 内 店 舗 」 と い う 。） 及 び バ ロ ー ホ ー ル デ ィ ン グ ス 物 流 セ ン タ ー と す

る 。  

 （ 協 力 内 容 ）  

第 3 条  甲 は 、 乙 に 対 し 、 次 の 事 項 に つ い て 、 協 力 を 要 請 す る こ と が 出 来 る 。   

（ １ ）  市 内 店 舗 の 駐 車 場 を 安 全 が 確 認 出 来 る 範 囲 で 一 時 避 難 場 所 と し て 避 難 者

及 び 避 難 車  

両 に 提 供 す る こ と 。  

（ ２ ）  緊 急 物 資 の 供 給 を す る こ と 。  

２  甲 及 び 乙 は 、前 項 に 定 め の な い 事 項 に つ い て は 、甲 乙 協 議 の う え 、決 定 す る

も の と す る 。  

第 ２ 章  一 時 避 難 場 所  

 （ 一 時 避 難 場 所 の 協 力 要 請 ）  

第 4 条  甲 は 、 乙 の 活 動 協 力 を 要 請 す る と き は 、 活 動 協 力 要 請 書 （ 別 記 様 式 第 1

号 ）を も っ て 行 う も の と す る 。た だ し 、緊 急 を 要 す る と き は 、口 頭 ま た は 電 話

を も っ て 要 請 し 、 事 後 、 速 や か に 活 動 協 力 要 請 書 を 提 出 す る も の と す る 。   

 （ 設 備 の 使 用 ）  

第 ５ 条  乙 は 、 市 内 店 舗 に お い て 、 乙 の 管 理 運 営 す る 設 備 が 使 用 可 能 な 場 合 は 、

避 難 者 に 対 し 、 水 道 水 、 ト イ レ 等 を 可 能 な 範 囲 で 提 供 す る こ と 。  

（ 情 報 の 提 供 ）  

第 ６ 条  乙 は 、市 内 店 舗 に お い て 、避 難 者 に 対 し 、テ レ ビ ・ ラ ジ オ 等 で 知 り 得 た

災 害 概 況 を 可 能 な 範 囲 で 提 供 す る こ と 。  
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第 ３ 章  物 資 供 給  

 （ 物 資 供 給 の 要 請 ）  

第 ７ 条  甲 は 災 害 時 に お け る 応 急 措 置 の た め 、緊 急 に 物 資 等 を 調 達 す る 必 要 が あ

る と 認 め る と き は 、 乙 の 保 有 す る 、 ま た は 調 達 可 能 な 物 資 （ 以 下 「 調 達 物 資 」

と い う 。） の 供 給 を 要 請 で き る も の と す る 。  

 （ 物 資 の 範 囲 ）  

第 ８ 条  甲 が 乙 に 要 請 す る 物 資 等 は 、次 の 各 号 に 掲 げ る も の の う ち 、供 給 可 能 な

調 達 物 資 と す る 。  

（ １ ） 別 表 ２ に 掲 げ る 物 資  

（ ２ ） そ の 他 甲 が 指 定 す る 物 資   

 （ 要 請 の 方 法 ）  

第 ９ 条  甲 が 前 条 に 掲 げ る 物 資 の 供 給 を 受 け よ う と す る 時 は 、出 荷 要 請 書（ 別 記

様 式 第 ２ 号 ）を も っ て 乙 に 要 請 す る も の と す る 。た だ し 、緊 急 を 要 す る と き は 、

口 頭 ま た は 電 話 を も っ て 要 請 し 、事 後 、速 や か に 出 荷 要 請 書 を 提 出 す る も の と

す る 。  

 （ 物 資 の 受 け 渡 し ）  

第 １ ０ 条  物 資 の 運 搬 は 、原 則 と し て 甲 の 指 定 す る 場 所 に 、乙 ま た は 乙 の 指 定 す

る 者 に お い て 搬 送 す る も の と し 、 甲 は 職 員 を 派 遣 し 、 調 達 物 資 を 確 認 の う え 、

こ れ を 引 き 取 る も の と す る 。  

２  甲 は 、業 務 完 了 後 、速 や か に 業 務 内 容 を 納 品 確 認 書（ 別 記 様 式 第 ３ 号 ）に よ り

報 告 す る も の と す る 。  

 （ 広 域 的 な 支 援 体 制 の 整 備 ）  

第 １ １ 条  乙 は 、市 内 店 舗 以 外 の 関 連 店 舗 と の 連 携 を 強 化 し 、広 域 的 な 支 援 体 制

の 整 備 に 努 め る こ と 。  

第 4 章  雑 則  

（ 費 用 負 担 ）  

第 １ ２ 条  避 難 者 及 び 避 難 車 両 の 対 応 に 要 し た 費 用 の 負 担 に つ い て は 、甲 乙 が 協

議 し て 決 定 す る も の と す る 。  

２  乙 が 、供 給 し た 物 資 の 費 用 及 び 物 資 の 運 搬 を 行 っ た と き に 要 す る 費 用 は 、甲

が 負 担 す る も の と す る 。  

３  甲 は 前 項 に 基 づ く 請 求 が あ っ た と き に は 、 原 則 と し て 乙 に 対 し 30 日 以 内 に

代 金 を 支 払 う も の と す る 。  

（ 物 資 の 価 格 ）  

第 １ ３ 条  物 資 の 価 格 は 、災 害 が 発 生 す る 直 前 に お け る 適 正 な 価 格 を 参 考 に 甲 乙

協 議 の 上 定 め る も の と す る 。  
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 （ 見 直 し ）  

第 １ ４ 条  甲 又 は 乙 か ら 、本 協 定 覚 書 の 内 容 変 更 の 申 し 出 が あ っ た と き は 、そ の

都 度 甲 乙 協 議 の 上 、 必 要 な 変 更 を 行 う も の と す る 。  

 （ 有 効 期 間 ）  

第 １ ５ 条  本 覚 書 の 有 効 期 間 は 、 協 定 の 有 効 期 間 と 同 じ 期 間 と す る 。  

 （ 協 議 ）  

第 １ ６ 条  本 覚 書 に 定 め な い 事 項 及 び 本 覚 書 に 定 め る 事 項 に 関 す る 疑 義 が 生 じ

た と き は 、 甲 乙 協 議 の 上 、 こ れ を 決 定 す る も の と す る 。  

本 覚 書 の 証 と し て 本 書 ２ 通 を 作 成 し 、甲 乙 各 自 署 名 の 上 、各 自 そ の １ 通 を 保 有

す る も の と す る 。  

 

令 和 ５ 年   月   日  

 

甲   岐 阜 県 土 岐 市 土 岐 津 町 土 岐 口 ２ １ ０ １ 番 地  

    

   土 岐 市 長   加 藤  淳 司  

  

乙   岐 阜 県 恵 那 市 大 井 町 １ ８ ０ － １  

 

株 式 会 社 バ ロ ー ホ ー ル デ ィ ン グ ス  

代 表 取 締 役 会 長 兼 Ｃ Ｅ Ｏ   田 代  正 美  
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災害救助物資の緊急調達等に関する協定  

 土 岐 市 （ 以 下 「 甲 」 と い う 。） と 株 式 会 社 オ ー ク ワ （ 以 下 「 乙 」 と い う 。） は 、

次 の と お り 協 定 を 締 結 す る 。  

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 協 定 は 、土 岐 市 内 に お い て 大 規 模 地 震 対 策 特 別 措 置 法（ 昭 和 ５ ３ 年

法 律 第 ７ ３ 号 ）第 ９ 条 に 規 定 す る 地 震 災 害 に 関 す る 警 戒 宣 言 が 発 令 さ れ た 場 合 、

又 は 災 害 対 策 基 本 法  

（ 昭 和 ３ ６ 年 法 律 第 ２ ２ ３ 号 ）第 ２ 条 第 １ 号 に 規 定 す る 災 害 が 発 生 し た 場 合 、若

し く は 発 生 す る 恐 れ が あ る 場 合（ 以 下「 災 害 時 等 」と い う 。）に 被 災 者 に 対 す る

災 害 救 助 物 資（ 以 下 、「 物 資 」と い う 。）の 緊 急 調 達 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る 。  

（ 協 力 の 内 容 ）  

第 ２ 条  甲 は 、災 害 時 等 に お い て 、甲 が 行 う 物 資 の 緊 急 調 達 に つ い て 、乙 に 乙 が

保 有 ま た は 調 達 が 可 能 な 物 量 を 要 請 す る こ と が で き る も の と す る 。  

（ 物 資 の 品 目 ）  

第 ３ 条  物 資 の 品 目 は 、お お む ね 別 表 に 掲 げ る と お り と す る 。な お 、品 目 に つ い

て は 、 甲 、 乙 が 協 議 の う え 、 必 要 に 応 じ て 適 宜 見 直 す も の と す る 。  

（ 支 援 の 要 請 手 続 き ）  

第 ４ 条  第 ２ 条 の 規 定 に よ る 甲 の 要 請 は 、支 援 協 力 要 請 書（ 別 紙 様 式 第 １ 号 ）を

も っ て 行 な う も の と す る 。 但 し 、 緊 急 を 要 す る と き は 、 口 頭 又 は 電 話 を も っ て

要 請 し 、 事 後 、 速 や か に 支 援 協 力 要 請 書 を 提 出 す る も の と す る 。  

２  乙 は 、前 項 の 要 請 を 受 け た と き は 、そ の 要 請 事 項 を 実 施 す る た め の 措 置 を 行

う と と も に 、そ の 措 置 の 状 況 を 甲 に 報 告 す る も の と し 、完 了 後 速 や か に 完 了 報

告 書 （ 別 紙 様 式 第 ２ 号 ） を 提 出 す る も の と す る 。  

（ 物 資 の 引 渡 し ）  

第 ５ 条  物 資 の 運 搬 は 、甲 の 指 定 す る 場 所 に 、乙 又 は 乙 の 指 定 す る 者 に お い て 搬

送 す る も の と し 、 甲 は 職 員 を 派 遣 し 、 調 達 物 資 を 確 認 の 上 、 こ れ を 引 取 る も の

と す る 。な お 、乙 は 必 要 に 応 じ て 甲 に 対 し て 運 搬 の 協 力 を 求 め る こ と が で き る

も の と す る 。  

（ 連 絡 責 任 者 の 選 任 ）  

第 ６ 条  乙 は 、あ ら か じ め こ の 協 定 に 関 す る 連 絡 責 任 者 と し て 総 務 部 長 な ら び に

総 務 課 長 の ２ 名 を 選 任 し 、 そ の 氏 名 、 連 絡 方 法 等 を 甲 に 報 告 す る も の と す る 。

連 絡 責 任 者 を 変 更 し た 場 合 も 同 様 と す る 。  

２  甲 及 び 乙 は 、緊 急 時 の 連 絡 体 制 、連 絡 方 法 等 に つ い て 別 に 協 議 の う え 定 め る 。 

（ 経 費 の 負 担 ）  

第 ７ 条  物 資 の 調 達 及 び 運 搬 に か か る 経 費 は 、 甲 が 負 担 す る 。  
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２  前 項 の 価 格 は 、甲 及 び 乙 が 協 議 の う え 、警 戒 宣 言 発 令 又 は 災 害 発 生 の 直 前 時

に お け る 適 正 な 価 格 を も っ て 決 定 す る も の と す る 。  

３  甲 は 、 乙 の 申 し 出 が あ っ た 日 よ り ３ ０ 日 以 内 に 支 払 う も の と す る 。  

（ 協 定 書 の 有 効 期 間 ）  

第 ８ 条  こ の 協 定 書 の 有 効 期 間 は 、契 約 締 結 の 日 か ら 平 成 ３ １ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で

と す る 。  

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、期 間 満 了 の 日 の ３ ０ 日 前 ま で に 甲 又 は 乙 か ら 相 手

方 に 対 し 特  

段 の 意 思 表 示 が な い 場 合 は さ ら に １ 年 間 継 続 す る も の と し 、以 後 に お い て も 同

様 と す る 。  

（ 疑 義 等 の 決 定 ）  

第 ９ 条  こ の 協 定 に 定 め の な い 事 項 又 は こ の 協 定 に 関 し て 疑 義 が 生 じ た と き は 、

甲 及 び 乙 が 協 議 の 上 、 こ れ を 定 め る も の と す る 。  

 

 こ の 協 定 を 証 す る た め 本 協 定 書 ２ 通 を 作 成 し 、 甲 乙 そ れ ぞ れ １ 通 を 保 有 す る 。 

平 成   年   月   日  

               甲   岐 阜 県 土 岐 市 土 岐 津 町 土 岐 口 2101 番 地  

                 土 岐 市  

                 土 岐 市 長   加  藤   靖  也  

 

               乙  和 歌 山 県 和 歌 山 市 中 島 185 番 地 3 

                 株 式 会 社 オ ー ク ワ  

                代 表 取 締 役  神 吉  康 成   

別 表  

区     分  主   な   品   目  

食   料   品  
米 、 パ ン 、 牛 乳 、 缶 詰 、 イ ン ス タ ン ト 麺 、 レ ト ル ト 食 品  

魚 肉 缶 詰 、 容 器 入 飲 料 水  な ど   

日   用   品  

ポ リ タ ン ク 、 乾 電 池 、 ラ イ タ ー 、 ト イ レ ッ ト ペ ー パ ー  

オ ム ツ 、 生 理 用 品 、 テ ィ ッ シ ュ ペ ー パ ー 、 ご み 袋 、 洗 剤  

ガ ム テ ー プ 、 軍 手  な ど  

そ   の   他  衣 類 、 下 着  な ど  
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災害時における生活物資供給に関する協定書  

 

 土 岐 市（ 以 下「 甲 」と い う 。）と 生 活 協 同 組 合 コ ー プ ぎ ふ（ 以 下「 乙 」と い う 。）

と は 、土 岐 市 内 に お い て 地 震 、風 水 害 そ の 他 の 災 害 が 発 生 し 、又 は 発 生 す る お そ

れ が あ る 場 合（ 以 下「 災 害 時 」と い う 。）に お け る 生 活 物 資 の 供 給 に 関 し 、次 の と

お り 協 定 を 締 結 す る 。  

 （ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 協 定 は 、災 害 時 に お い て 市 民 の 生 命 を 守 り そ の 生 活 の 早 期 安 定 を 図

る た め 、甲 と 乙 と が 相 互 に 協 力 し て 生 活 物 資 の 供 給 を す る た め に 必 要 な 事 項 を

定 め る も の と す る 。  

 （ 供 給 等 の 協 力 要 請 ）  

第 ２ 条  災 害 時 に お い て 、甲 が 生 活 物 資 を 必 要 と す る と き は 、甲 は 乙 に 対 し て 乙

の 保 有 商 品 の 供 給 及 び 搬 送 業 務 に つ い て 協 力 を 要 請 す る こ と が で き る 。  

 （ 物 資 の 範 囲 ）  

第 ３ 条  甲 が 乙 に 要 請 す る 災 害 時 の 主 な 生 活 物 資 は 、 別 表 の と お り と す る 。  

２  別 表 に 定 め る 物 の ほ か 、 生 活 物 資 は 甲 乙 協 議 の う え 指 定 で き る も の と す る 。 

 （ 要 請 手 続 ）  

第 ４ 条  甲 の 乙 に 対 す る 協 力 要 請 手 続 は 、生 活 物 資 の 供 給・搬 送 業 務 等 要 請 書（ 様

式 第 １ 号 ）に よ り 行 う も の と す る 。た だ し 、緊 急 を 要 す る と き は 、口 頭 又 は 電

話 等 を も っ て 要 請 し 、 そ の 後 速 や か に 文 書 を 送 付 す る も の と す る 。  

 （ 物 資 の 運 搬 ）  

第 ５ 条  生 活 物 資 の 運 搬 は 、 乙 又 は 乙 の 指 定 す る も の が 行 う も の と す る 。 ま た 、

甲 か ら 乙 に 対 し て 、通 常 の 商 品 搬 送 業 務 と 異 な る 引 き 渡 し 場 所 へ の 搬 送 依 頼 が

あ っ た 場 合 に お い て も 積 極 的 に 協 力 す る も の と す る 。  

 （ 物 資 の 引 取 り と 報 告 ）  

第 ６ 条  生 活 物 資 の 引 渡 し 場 所 は 、甲 の 指 定 す る 場 所 と し 、甲 は 当 該 場 所 に 職 員

を 派 遣 し て 物 資 を 確 認 の う え 引 き 取 る も の と す る 。  

２  乙 は 業 務 が 完 了 し た 後 、速 や か に 業 務 内 容 を 生 活 物 資 の 供 給・搬 送 業 務 報 告

書 （ 様 式 第 ２ 号 ） に よ り 報 告 す る も の と す る 。  

 （ 費 用 ）  

第 ７ 条  第 ２ 条 の 規 定 に よ り 乙 が 供 給 し た 保 有 商 品 の 対 価 及 び 乙 が 行 っ た 運 搬

等 の 費 用 に つ い て は 、 甲 が 負 担 す る も の と す る 。  

２  前 項 に 規 定 す る 費 用 は 、乙 が 保 有 商 品 の 供 給 及 び 運 搬 終 了 後 、乙 の 提 出 す る

報 告 書 等 に 基 づ き 、災 害 時 直 前 に お け る 生 協 組 合 員 に 供 給 し て い た 物 資 の 価 格

を 参 考 に 、 甲 乙 協 議 の う え 定 め る も の と す る 。  
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（ 広 域 的 な 支 援 体 制 の 整 備 ）  

第 ８ 条  乙 は 、他 の 生 活 協 同 組 合 等 と の 間 の 連 携 を 強 化 し 、災 害 時 に お け る 生 活

協 同 組 合 間 相 互 支 援 の 協 定 等 、広 域 的 な 支 援 が 受 け ら れ る 体 制 の 整 備 に 努 め る

も の と す る 。  

 （ 情 報 の 交 換 ）  

第 ９ 条  甲 は 、災 害 時 に お い て 市 民 に 対 し 生 活 物 資 の 配 布 場 所 や 品 目 等 の 情 報 伝

達 に 努 め 、 乙 は そ れ に 協 力 す る も の と す る 。  

２  甲 と 乙 は 、災 害 時 に お い て 被 災 地 域 や 被 災 者 の 状 況 、生 活 物 資 の 供 給 等 の 情

報 交 換 を 行 う も の と す る 。  

３  甲 と 乙 は 、平 常 時 か ら 連 絡 体 制 を 確 保 す る と と も に 、生 活 物 資 等 に つ い て 情

報 交 換 を 行 い 災 害 時 に 備 え る も の と す る 。  

（ 連 絡 責 任 者 ）  

第 １ ０ 条  甲 と 乙 は 、業 務 に 必 要 な 連 絡 責 任 者 及 び 連 絡 先 を あ ら か じ め 指 定 し て

お く も の と し 、年 度 当 初 に 互 い に 確 認 し 変 更 が あ っ た 場 合 は 、そ の 内 容 を 速 や

か に 相 手 方 に 通 知 す る も の と す る 。  

（ 協 議 ）  

第 １ １ 条  こ の 協 定 に 定 め な い 事 項 及 び こ の 協 定 に 関 し て 疑 義 が 生 じ た と き は 、 

甲 と 乙 と が 協 議 し て 定 め る も の と す る 。  

（ 有 効 期 間 ）  

第 １ ２ 条  こ の 協 定 は 、協 定 を 締 結 し た 日 か ら 効 力 を 生 ず る も の と し 、甲 又 は 乙

が 文 書 を も っ て 協 定 の 締 結 の 終 了 を 通 知 し な い 限 り 、そ の 効 力 は 継 続 す る も の

と す る も の と す る 。  

こ の 協 定 の 締 結 を 証 す る た め 、 本 協 定 書 ２ 通 を 作 成 し 、 甲 乙 記 名 押 印 の 上 、

各 自 １ 通 を 保 有 す る 。  

 

令 和 ２ 年 １ 月 ２ ９ 日  

        甲   岐 阜 県 土 岐 市 土 岐 津 町 土 岐 口 ２ １ ０ １  

            土 岐 市   土 岐 市 長  加  藤  淳  司  

 

乙   岐 阜 県 各 務 原 市 鵜 沼 各 務 原 町 １ － ４ － １  

            生 活 協 同 組 合 コ ー プ ぎ ふ  

            理 事 長  大  坪  光  樹  
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別表  

 

区  分  分  類  品    目  

最 優 先 供 給 品

目  

食料品  水（容器入り）、飲料、液体ミル

ク  

パン（菓子パン、調理パン、食

パン）  

果物（バナナ等）  

レトルト食品（ごはん、おかず

類）  

主な供給品目  食料品  弁当、インスタントラーメン  

缶詰（イージーオープン）、めん

類  

卵、バター、ジャム  

緑茶、コーヒー、紅茶  

肉、魚  

野菜、果物類  

生活用品・日用

品  

卓上ガスコンロ、懐中電灯、電

池  

バケツ、包丁、アルミホイル、

ごみ袋  

生理用品、トイレットペーパー  

紙おむつ、濡れティッシュ、マ

スク  

裁縫キット  

ふとん  

季節用品  蚊取り線香  

使い捨てカイロ  

毛布  

（１）「最優先供給品目」は、災害直後に最優先で調達、供給する品目  

（２）「主な供給品目」は、上記の他、災害規模や被災者のニーズの変化

等の状況に対して調達、供給する品目  
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災害時における生活物資供給に関する協定書  

 土 岐 市（ 以 下「 甲 」と い う 。）と 株 式 会 社 ド ラ ッ グ ス ギ ヤ マ（ 以 下「 乙 」と い う 。）

と は 、土 岐 市 内 に お い て 地 震 、風 水 害 そ の 他 の 災 害 が 発 生 し 、又 は 発 生 す る お そ

れ が あ る 場 合（ 以 下「 災 害 時 」と い う 。）に お け る 生 活 物 資 の 供 給 に 関 し 、次 の と

お り 協 定 を 締 結 す る 。  

 （ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 協 定 は 、災 害 時 に お い て 市 民 の 生 命 を 守 り そ の 生 活 の 早 期 安 定 を 図 る

た め 、甲 と 乙 と が 相 互 に 協 力 し て 生 活 物 資 の 供 給 を す る た め に 必 要 な 事 項 を 定 め

る も の と す る 。  

 （ 供 給 等 の 協 力 要 請 ）  

第 ２ 条  災 害 時 に お い て 、甲 が 生 活 物 資 を 必 要 と す る と き は 、甲 は 乙 に 対 し て 乙 が

運 営 す る 土 岐 市 内 店 舗 の 保 有 商 品 の 供 給 に つ い て 協 力 を 要 請 す る こ と が で き る 。 

 （ 物 資 の 範 囲 ）  

第 ３ 条  甲 が 乙 に 要 請 す る 災 害 時 の 主 な 生 活 物 資 は 、 別 表 の と お り と す る 。  

２  別 表 に 定 め る 物 の ほ か 、 生 活 物 資 は 甲 乙 協 議 の う え 指 定 で き る も の と す る 。  

 （ 要 請 手 続 ）  

第 ４ 条  甲 が 乙 に 対 す る 協 力 要 請 手 続 は 、生 活 物 資 供 給 要 請 書（ 様 式 第 １ 号 ）に よ

り 行 う も の と す る 。た だ し 、緊 急 を 要 す る と き は 、口 頭 又 は 電 話 等 を も っ て 要 請

し 、 そ の 後 速 や か に 文 書 を 送 付 す る も の と す る 。  

（ 物 資 の 運 搬 ）  

第 ５ 条  生 活 物 資 の 運 搬 は 、交 通 規 制 を 考 慮 し 、甲 又 は 甲 の 指 定 す る も の が 行 う も

の と す る 。ま た 、甲 は 必 要 に 応 じ て 乙 に 対 し て 運 搬 の 協 力 を 求 め る こ と が で き る 。 

 （ 物 資 の 引 取 り と 報 告 ）  

第 ６ 条  生 活 物 資 の 引 渡 し 場 所 は 、甲 の 指 定 す る 場 所 と し 、甲 は 当 該 場 所 に 職 員 を

派 遣 し て 物 資 を 確 認 の う え 引 き 取 る も の と す る 。  

２  乙 は 業 務 が 完 了 し た 後 、速 や か に 業 務 内 容 を 生 活 物 資 供 給 報 告 書（ 様 式 第 ２ 号 ）

に よ り 報 告 す る も の と す る 。  

（ 費 用 ）  

第 ７ 条  第 ２ 条 の 規 定 に よ り 乙 が 供 給 し た 保 有 商 品 の 対 価 及 び 乙 が 行 っ た 運 搬 等

の 費 用 に つ い て は 、 甲 が 負 担 す る も の と す る 。  

２  前 項 に 規 定 す る 費 用 は 、乙 が 保 有 商 品 の 供 給 及 び 運 搬 終 了 後 、乙 の 提 出 す る 報

告 書 等 に 基 づ き 、災 害 時 直 前 に お け る 市 場 の 適 正 な 価 格 を 参 考 に 、甲 乙 協 議 の う

え 定 め る も の と す る 。  

（ 連 絡 責 任 者 ）  

第 ８ 条  甲 と 乙 は 、業 務 に 必 要 な 連 絡 責 任 者 及 び 連 絡 先 を あ ら か じ め 指 定 し て お く
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も の と し 、年 度 当 初 に 互 い に 確 認 し 変 更 が あ っ た 場 合 は 、そ の 内 容 を 速 や か に 相

手 方 に 通 知 す る も の と す る 。  

（ 協 議 ）  

第 ９ 条  こ の 協 定 に 定 め な い 事 項 及 び こ の 協 定 に 関 し て 疑 義 が 生 じ た と き は 、  

甲 と 乙 と が 協 議 し て 定 め る も の と す る 。  

（ 有 効 期 間 ）  

第 １ ０ 条  こ の 協 定 は 、協 定 を 締 結 し た 日 か ら 効 力 を 生 ず る も の と し 、甲 又 は 乙 が

文 書 を も っ て 協 定 の 締 結 の 終 了 を 通 知 し な い 限 り 、そ の 効 力 は 継 続 す る も の と す

る も の と す る 。  

 

こ の 協 定 の 締 結 を 証 す る た め 、本 協 定 書 ２ 通 を 作 成 し 、甲 乙 記 名 押 印 の 上 、各

自 １ 通 を 保 有 す る 。  

 

  令 和   年   月   日  

 

             甲   岐 阜 県 土 岐 市 土 岐 津 町 土 岐 口 ２ １ ０ １  

                土 岐 市  

                土 岐 市 長  加  藤  淳  司  

             乙   愛 知 県 名 古 屋 市 千 種 区 内 山 二 丁 目 １ ３ 番 地  

                株 式 会 社 ド ラ ッ グ ス ギ ヤ マ  

                代 表 取 締 役 社 長  杉  山  貞  之  

              

別表  

区     分  主   な   品   目  

食   料   品  
米、パン、牛乳、液体ミルク、缶詰、インスタント

麺、レトルト食品、魚肉缶詰、容器入飲料水  など  

日   用   品  

ポリタンク、使い捨て哺乳瓶、乾電池、ライター、

トイレットペーパー、オムツ、生理用品、ティッシ

ュペーパー、ごみ袋、洗剤、ガムテープ、軍手、市

販薬など  

そ   の   他  

 

蚊取り線香、使い捨てカイロ  など  
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災害時における生活物資等の供給協力に関する協定  

 土 岐 市（ 以 下「 甲 」と い う 。）と 株 式 会 社 ス ギ 薬 局（ 以 下「 乙 」と い う 。）は 、災

害 対 策 基 本 法（ 昭 和 ３ ６ 年 １ １ 月 １ ５ 日 法 律 第 ２ ２ ３ 号 ）第 ２ 条 第 １ 号 に 規 定 す

る 災 害（ 以 下「 大 規 模 災 害 」と い う 。）の 発 生 、若 し く は 大 規 模 災 害 に 発 展 す る 恐

れ が あ る 場 合 お い て 、 一 般 用 医 薬 品 を 中 心 と し た 生 活 物 資 （ 以 下 「 生 活 物 資 等 」

と い う 。） 供 給 協 力 に つ い て 、 次 の と お り 協 定 を 締 結 す る 。  

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 協 定 は 、大 規 模 災 害 の 発 生 、若 し く は 大 規 模 災 害 に 発 展 す る 恐 れ の あ

る 場 合 に お い て 、甲 と 乙 が 相 互 に 協 力 し て 市 民 生 活 の 安 定 を 図 る た め 、生 活 物 資

等 の 供 給 協 力 に 関 す る 事 項 に つ い て 定 め る も の と す る 。  

（ 協 力 要 請 ）  

第 ２ 条  甲 は 、大 規 模 災 害 の 発 生 に よ り 生 活 物 資 等 を 必 要 と す る と き は 、乙 に 対 し 、

乙 の 業 務 に 支 障 を き た さ な い 範 囲 内 で 、生 活 物 資 等 の 供 給 に つ い て 協 力 を 要 請 す

る こ と が で き る 。  

（ 調 達 物 資 の 範 囲 ）  

第 ３ 条  甲 が 、乙 に 供 給 を 要 請 す る 生 活 物 資 等 の 範 囲 は 、次 に 掲 げ る も の の う ち 要

請 時 点 で 、 乙 が 調 達 可 能 な 物 資 と す る 。  

（ １ ） 日 用 品 等 の 生 活 必 需 品 （ 別 表 １ ） の う ち 、 主 に 一 般 用 医 薬 品  

（ ２ ） 大 規 模 災 害 発 生 時 の 応 急 対 策 に 必 要 な 物 資 と し て 乙 が 供 給 で き る も の  

（ 要 請 手 続 ）  

第 ４ 条  甲 の 乙 に 対 す る 要 請 は 、「 物 資 供 給 要 請 書 」（ 様 式 第 １ 号 ）を も っ て 行 う も

の と す る 。 但 し 、 緊 急 を 要 す る と き は 電 話 ま た は そ の 他 の 方 法 を も っ て 要 請 し 、

事 後 「 物 資 供 給 要 請 書 」 を 提 出 す る も の と す る 。  

  ま た 、 甲 と 乙 は 連 絡 体 制 等 に つ い て 、 常 に 点 検 、 改 善 に 努 め る も の と す る 。  

（ 協 力 実 施 ）  

第 ５ 条  乙 は 、前 条 の 規 定 に よ り 甲 か ら 要 請 を 受 け た と き は 、生 活 物 資 等 の 供 給 及

び 運 搬 に 対 す る 協 力 に つ い て 積 極 的 に 努 め る も の と す る 。  

  ま た 、前 条 の 要 請 に よ り 乙 が 生 活 物 資 等 の 供 給 を 実 施 し た と き は 、速 や か に「 物

資 供 給 報 告 書 」（ 様 式 第 ２ 号 ） に よ り 甲 に 報 告 す る も の と す る 。  

（ 生 活 物 資 等 の 運 搬 ）  

第 ６ 条  生 活 物 資 等 の 引 き 渡 し 場 所 は 、甲 が 指 定 す る も の と し 、そ の 場 所 へ の 運 搬

は 、 乙 ま た は 乙 の 指 定 す る も の が 行 う も の と す る 。  

  ま た 、乙 は 必 要 に 応 じ 甲 に 対 し て 運 搬 の 協 力 を 求 め る こ と が で き る 。甲 は 、乙

が 上 記 の 規 定 に よ り 生 活 物 資 等 を 運 搬 す る 車 両 を 優 先 車 両 と し て 通 行 で き る よ

う に 配 慮 す る も の と す る 。  
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（ 費 用 負 担 ）  

第 ７ 条  乙 が 提 供 し た 生 活 物 資 等 の 代 金 は 、 甲 が 負 担 す る も の と す る 。  

  前 項 に 規 定 す る 費 用 は 、災 害 発 生 直 前 に お け る 乙 の 小 売 価 格 等 を 基 準 と し 、甲

と 乙 が 協 議 の 上 速 や か に 決 定 す る 。  

  ま た 、そ の 他 、別 途 費 用 が 発 生 し た 場 合 の 負 担 に つ い て は 甲 乙 協 議 の 上 、決 定

す る 。  

（ 費 用 の 支 払 い ）  

第 ８ 条  生 活 物 資 の 代 金 及 び 運 搬 に 要 し た 費 用 は 、乙 の 請 求 に よ り 甲 が 支 払 う も の

と す る 。  

  ま た 、前 項 の 請 求 が あ っ た と き は 、そ の 内 容 を 甲 が 確 認 し 、乙 に 対 し 速 や か に

支 払 う も の と す る 。  

（ 情 報 交 換 ）  

第 ９ 条  甲 と 乙 は 、こ の 協 定 の 成 立 に か か る 連 絡 責 任 者 を 協 定 締 結 後 速 や か に 別 に

定 め る「 連 絡 責 任 者 届 」（ 様 式 第 ３ 号 ）に よ り 相 手 方 に 報 告 す る も の と し 、変 更 が

あ っ た 場 合 に は 直 ち に 相 手 方 に 報 告 す る も の と す る 。  

（ 協 議 ）  

第 10 条  こ の 協 定 に 定 め の な い 事 項 、 又 は 疑 義 を 生 じ た 事 項 に つ い て は 、 そ の 都

度 、 甲 と 乙 が 協 議 の 上 決 定 す る も の と す る 。  

（ 有 効 期 限 ）  

第 11 条  こ の 協 定 は 、 締 結 の 日 か ら 効 力 を 有 す る も の と し 、 甲 ま た は 乙 が 文 書 を

も っ て 協 定 の 終 了 を 通 知 し な い 限 り 、 そ の 効 力 を 有 す る も の と す る 。  

 

 こ の 協 定 の 成 立 を 証 す る た め 、本 書 ２ 通 を 作 成 し 、甲 乙 は そ れ ぞ れ 記 名 押 印 の 上 、

各 １ 通 を 保 有 す る も の と す る 。  

 

令 和    年    月    日  

甲   岐 阜 県 土 岐 市 土 岐 津 町 土 岐 口 ２ １ ０ １ 番 地  

                 土 岐 市  

                 土 岐 市 長  加  藤   淳  司  

 

乙   愛 知 県 大 府 市 横 根 町 新 江 ６ ２ 番 地 の １  

                 株 式 会 社 ス ギ 薬 局  

                 代 表 取 締 役 社 長  杉  浦   克  典  

              

 



参考資料編 

144 (R6.4) 

別表１  

区   分  主   な   品   目  

一 般 用 医 薬

品  

内 服 薬 、外 用 薬 、外 用 消 炎 鎮 痛 剤 、目 薬 、鼻 薬 、座 薬 、公 衆 衛 生

用 剤（ 医 薬 品 殺 虫 剤 、虫 よ け ス プ レ ー 、哺 乳 び ん 消 毒 剤 、防 疫 用

消 毒 剤 ）  な ど  

食  料  品  
米 、パ ン 、缶 詰 、イ ン ス タ ン ト 麺 、容 器 入 飲 料 水 、粉 ・ 液 体 ミ ル

ク 、 離 乳 食  な ど  

日  用  品  
オ ム ツ 、 生 理 用 品 、 テ ィ ッ シ ュ ペ ー パ ー 、 ト イ レ ッ ト ペ ー パ ー 、

乾 電 池 、 ガ ム テ ー プ 、 軍 手 、 ラ イ タ ー 、 洗 剤 、 ご み 袋  な ど  
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災害時における電動車両等の支援に関する協定書  

 土 岐 市 （ 以 下 「 甲 」 と い う 。）、 土 岐 三 菱 自 動 車 販 売 株 式 会 社 （ 以 下 「 乙 １ 」 と  

い う 。）、西 日 本 三 菱 自 動 車 販 売 株 式 会 社（ 以 下「 乙 ２ 」と い う 。以 下 両 販 売 会 社 を

併 せ て「 乙 」と い う 。）及 び 、三 菱 自 動 車 工 業 株 式 会 社（ 以 下「 丙 」と い う 。）は 、

災 害 時 に お け る 電 動 車 両 等 の 支 援 に 関 し 次 の 条 項 に よ り 協 定 を 締 結 す る 。  

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 協 定 は 、土 岐 市 内 に お い て 災 害（ 異 常 か つ 激 甚 な 非 常 災 害 を い う 。以

下 同 じ 。）の 発 生 時 に 、甲 、乙 及 び 丙 が 相 互 に 連 携 し 、円 滑 な 災 害 応 急 対 策 を 実 施

す る こ と を 目 的 と し て 、電 動 車 両 等 の 貸 与 に つ い て 必 要 な 事 項 を 定 め る と と も に 、

平 時 に お い て も 電 動 車 両 の 災 害 の 発 生 時 に お け る 有 用 性 を 広 く 市 民 に 知 ら し め 、

甲 、 乙 及 び 丙 が 共 に 理 解 醸 成 に 努 め る も の と す る 。  

（ 電 動 車 両 等 の 種 類 ）  

第 ２ 条  乙 が 甲 に 対 し て 貸 与 す る 電 動 車 両 等 は 、 次 に 掲 げ る も の と す る 。  

⑴  電 気 自 動 車  

⑵  プ ラ グ イ ン ハ イ ブ リ ッ ド 車  

⑶  前 二 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 自 動 車 か ら の 外 部 給 電 に 必 要 な 機 器  

（ 貸 与 の 要 請 ）  

第 ３ 条  甲 は 、災 害 の 発 生 時 に お け る 応 急 対 策 の た め 、乙 が 保 有 す る 電 動 車 両 等（ 前

条 に 規 定 す る 電 動 車 両 等 を い う 。以 下 同 じ 。）の 貸 与 を 必 要 と す る 場 合 は 、丙 に 対

し 電 話 等 に よ り 当 該 貸 与 に 係 る 要 請 を 行 う も の と す る 。こ の 場 合 に お い て 、当 該

要 請 を 受 け た 丙 は 、乙 が 貸 与 す る こ と が 可 能 な 電 動 車 両 等 を 確 認 し 、乙 と 調 整 の

上 、 当 該 要 請 に 係 る 対 応 に つ い て 甲 に 連 絡 す る も の と す る 。  

２  前 項 に 規 定 す る 連 絡 を 受 け た 後 、甲 は 、乙 に 対 し 、電 動 車 両 等 の 貸 与 に つ い て

要 請 書 （ 様 式 １ 号 ） に よ り 要 請 す る も の と す る 。  

３  乙 は 、前 項 の 規 定 に よ り 要 請 が あ っ た と き は 、危 険 性 を 考 慮 し 、業 務 に 支 障 を

来 た さ な い 範 囲 で 、乙 が 保 有 す る 電 動 車 両 等 を 甲 に 優 先 的 に 貸 与 す る よ う 努 め る

も の と す る 。  

４  丙 は 、 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 甲 が 要 請 す る 電 動 車 両 等 の 種 類 及 び 数 量 等 に 関 し 、

乙 が 保 有 す る 電 動 車 両 等 を 貸 与 す る こ と が 困 難 な 場 合 は 、電 動 車 両 等 の 確 保 に 努

め る も の と す る 。  

（ 電 動 車 両 等 の 引 渡 し 等 ）  

第 ４ 条  乙 は 、前 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 要 請 を 受 け 、電 動 車 両 等 を 甲 に 貸 与 す る 場

合 は 、甲 の 指 定 す る 場 所 に 運 搬 し 、電 動 車 両 等 の 種 類・数 量 に つ い て 確 認 の 上 で 、

甲 が 指 定 す る 者 に 対 し て 引 渡 し を 行 う も の と す る 。  

２  乙 は 、前 項 の 規 定 に よ り 、電 動 車 両 等 の 引 渡 し を 行 っ た 場 合 は 、速 や か に 口 頭
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又 は 電 話 等 に よ り 甲 に 連 絡 し 、甲 に 対 し て 報 告 書（ 様 式 ２ 号 ）を 提 出 す る も の と

す る 。  

（ 貸 与 期 間 ）  

第 ５ 条  電 動 車 両 等 の 貸 与 期 間 は 、電 動 車 両 等 の 引 渡 し 日 か ら 起 算 し て １ 週 間 程 度

と す る 。た だ し 、貸 与 期 間 を 変 更 す る 必 要 が あ る 場 合 は 、甲 、乙 及 び 丙 が 協 議 の

上 、 決 定 す る も の と す る 。  

（ 電 動 車 両 等 の 返 却 ）  

第 ６ 条  乙 が 甲 に 貸 与 し た 電 動 車 両 等 の 返 却 時 期 及 び 返 却 場 所 に つ い て は 、甲 及 び

乙 が 協 議 の 上 、 決 定 す る も の と す る 。  

（ 費 用 負 担 ）  

第 ７ 条  貸 与 期 間 中 の 電 動 車 両 等 に 係 る 費 用 (電 気 代 、 燃 料 代 、 そ の 他 消 耗 品 等 に

係 る 費 用 を い う 。 )に つ い て は 、 甲 が 負 担 す る も の と す る 。  

２  前 項 の 費 用 は 、発 災 直 前 に お け る 適 正 な 価 格 を 基 礎 と し て 、甲 、乙 及 び 丙 が 協

議 の 上 、 決 定 す る も の と す る 。  

（ 補 償 ）  

第 ８ 条  貸 与 期 間 中 に 生 じ た 電 動 車 両 等 に よ る 損 害 の 補 償 に つ い て は 、次 の と お り

と す る 。  

⑴  甲 の 責 め に 帰 す べ き 事 故 に よ り 、第 三 者 に 与 え た 物 的 又 は 人 的 損 害 、も し く は

電 動 車 両 等 に 生 じ た 損 害 に つ い て は 、 甲 が 補 償 責 任 を 負 う も の と す る 。 た だ し 、

当 該 帰 責 事 由 が 不 明 な 場 合 は 、甲 、乙 及 び 丙 が 協 議 の 上 、そ の 賠 償 に 当 た る も の

と す る 。  

⑵  自 動 車 保 険 が 適 用 さ れ る 場 合 は 、 次 条 の 規 定 に よ り 取 り 扱 う も の と す る 。  

（ 保 険 に つ い て ）  

第 ９ 条  乙 は 、電 動 車 両 等 の 貸 与 に 当 た り 乙 又 は 丙 の 負 担 に よ り 自 賠 責 保 険 及 び 任

意 保 険 に 加 入 す る も の と し 、甲 は 、貸 与 期 間 中 に 事 故 が 発 生 し た 場 合 は 、速 や か

に 乙 へ そ の 旨 を 連 絡 し 、乙 又 は 丙 の 加 入 し て い る 保 険 の 適 用 を 受 け る も の と す る 。 

２  前 項 に 規 定 す る 保 険 の 適 用 に 保 険 会 社 免 責 分（ 保 険 加 入 者 負 担 分 ）が 発 生 し た

場 合 は 、 原 則 甲 が 負 担 す る も の と す る 。  

（ 費 用 の 支 払 ）  

第 １ ０ 条  甲 、乙 及 び 丙 は 、こ の 協 定 に 基 づ く 正 当 な 費 用 に つ い て 支 払 の 請 求 が あ

っ た 場 合 は 、 速 や か に 相 手 方 に 対 し て こ れ を 支 払 う も の と す る 。  

（ 使 用 上 の 留 意 事 項 ）  

第 １ １ 条  甲 は 、 貸 与 を 受 け た 電 動 車 両 等 を 次 の と お り 使 用 す る も の と す る 。  

⑴  乙 ま た は 丙 が 指 示 す る 使 用 の 条 件 を 遵 守 し 、で き る だ け 安 全 な 場 所 で 使 用 す る 。 

⑵  原 則 と し て 、 土 岐 市 内 で 使 用 す る 。  
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⑶  故 障 又 は 何 ら か の 原 因 に よ り 電 動 車 両 等 を 使 用 で き な く な っ た と き は 、第 １ ４

条 第 ３ 項 の 規 定 に よ り 、 乙 に 速 や か に 連 絡 す る 。  

（ 電 動 車 両 等 の 管 理 ）  

第 １ ２ 条  甲 は 、第 ４ 条 に 定 め る 引 渡 し か ら 第 ６ 条 に 定 め る 返 却 時 ま で 、貸 与 さ れ

た 電 動 車 両 等 の 使 用 者 、 使 用 場 所 、 使 用 状 況 の 把 握 に 努 め る も の と す る 。  

（ 連 絡 責 任 者 ）  

第 １ ３ 条  甲 、乙 及 び 丙 は 、こ の 協 定 に 関 す る 連 絡 責 任 者 を 事 前 に 定 め 、報 告 書（ 様

式 ３ ）に よ り 相 互 に 報 告 す る も の と す る 。当 該 連 絡 責 任 者 に 変 更 が 生 じ た 場 合 も

同 様 と す る 。  

（ 電 動 車 両 等 の 情 報 提 供 ）  

第 １ ４ 条  乙 及 び 丙 は 、甲 か ら 求 め ら れ た 場 合 は 、災 害 時 に 電 力 供 給 が 可 能 な 電 動

車 両 等 の 情 報 を 甲 に 提 供 す る も の と す る 。  

２  甲 は 、乙 及 び 丙 か ら 求 め ら れ た 場 合 は 、貸 与 さ れ た 電 動 車 両 等 の 使 用 状 況 に 関

す る 情 報 を 、 乙 及 び 丙 に 提 供 す る も の と す る 。  

３  甲 は 貸 与 期 間 中 、電 動 車 両 等 に 不 調 が 生 じ た 場 合 等 、災 害 応 急 対 策 を 進 め る に

当 た り 問 題 が 生 じ た 場 合 に は 、速 や か に 乙 に 連 絡 し 、甲 、乙 及 び 丙 で 対 応 を 協 議

す る も の と す る 。  

（ 平 時 の 取 組 ）  

第 １ ５ 条  甲 、乙 及 び 丙 は 、平 時 に お い て も 電 動 車 両 の 災 害 時 に お け る 有 用 性 を 広

く 市 民 に 知 ら し め 、 理 解 を 醸 成 し て い く こ と に 努 め る も の と す る 。  

２  乙 及 び 丙 は 、こ の 協 定 に 基 づ く 協 力 体 制 が 円 滑 に 行 わ れ る よ う 、必 要 に 応 じ て 、

甲 が 行 う 防 災 訓 練 等 に 参 加 す る も の と す る 。  

３  前 項 の 防 災 訓 練 等 の 協 力 に 要 す る 費 用 は 、 原 則 と し て 乙 の 負 担 と す る 。  

（ 不 可 抗 力 免 責 ）  

第 １ ６ 条  激 甚 な 天 変 地 異 、戦 争・内 乱・暴 動 、法 令 の 改 廃・制 定 、公 権 力 に よ る

命 令 ・ 処 分 、労 働 争 議 、輸 送 機 関 ・ 通 信 回 線 の 事 故 、交 通 の 途 絶 、施 設 ・ 設 備 の

被 災 そ の 他 当 事 者 の 責 め に 帰 す こ と の で き な い 不 可 抗 力 に よ る 協 定 の 全 部 ま た

は 一 部 の 履 行 遅 滞 、履 行 不 能 ま た は 不 完 全 履 行 に つ い て は 、当 該 当 事 者 は 責 任 を

負 わ な い も の と す る 。  

（ 協 議 ）  

第 １ ７ 条  こ の 協 定 に 定 め の な い 事 項 又 は こ の 協 定 に 疑 義 が 生 じ た 事 項 は 、甲 、乙

及 び 丙 が 協 議 の 上 、 定 め る も の と す る 。  

 

（ 有 効 期 間 ）  

第 １ ８ 条  こ の 協 定 の 有 効 期 間 は 、協 定 締 結 の 日 か ら 起 算 し て １ 年 間 と す る 。た だ
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し 、こ の 協 定 の 有 効 期 間 満 了 の 日 の ２ 月 前 ま で に 、甲 、乙 又 は 丙 の い ず れ か ら も

書 面 に よ る 異 議 の 申 出 が な い 限 り 、有 効 期 間 満 了 の 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 更 に １

年 間 有 効 期 間 を 延 長 す る こ と と し 、 以 後 も 同 様 と す る 。  

 

 こ の 協 定 の 締 結 を 証 す る た め 、本 書 を ４ 通 作 成 し 、甲 乙 丙 そ れ ぞ れ 署 名 の 上 、各

１ 通 を 保 有 す る も の と す る 。  

 

令 和 ２ 年  月  日  

 

             甲   岐 阜 県 土 岐 市 土 岐 津 町 土 岐 口 2101 番 地              

                土 岐 市  

                土 岐 市 長  加 藤  淳 司  

 

             乙 １  岐 阜 県 土 岐 市 肥 田 浅 野 矢 落 町 １ － １  

                土 岐 三 菱 自 動 車 販 売 株 式 会 社  

                代 表 取 締 役 社 長  安 藤  正 彦  

 

             乙 ２  大 阪 府 大 阪 市 淀 川 区 新 高 １ － ４ － １ ０  

                西 日 本 三 菱 自 動 車 販 売 株 式 会 社  

                代 表 取 締 役 社 長  五 十 嵐  京 矢  

 

             丙   東 京 都 港 区 芝 浦 三 丁 目 1 番 ２ １ 号  

                三 菱 自 動 車 工 業 株 式 会 社  

                取 締 役  代 表 執 行 役 CEO 加 藤  隆 雄  
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災害時における物資（ユニットハウス等）の供給に関する協定書  

 

土 岐 市（ 以 下「 甲 」と い う 。）と 三 協 フ ロ ン テ ア 株 式 会 社（ 以 下「 乙 」と い う 。）

は 、 災 害 時 に お け る 救 援 物 資 の 供 給 に 関 し て 、 次 の と お り 協 定 を 締 結 す る 。  

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 協 定 は 、土 岐 市 内 で 災 害 が 発 生 し ，又 は 発 生 す る お そ れ が あ る 場 合（ 以

下「 災 害 時 」と い う 。）に お い て 、市 民 生 活 の 早 期 安 定 を 図 る た め 、救 援 物 資 の 供

給 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 供 給 物 資 ）  

第 ２ 条  甲 が 乙 に 供 給 を 要 請 す る 物 資 は 、ユ ニ ッ ト ハ ウ ス 等（ 仮 設 事 務 所 、仮 設 ト

イ レ 等 ） の 乙 が 取 扱 い 可 能 な 物 資 と す る も の と す る 。   

（ 要 請 の 方 法 ）  

第 ３ 条  甲 は 物 資（ ユ ニ ッ ト ハ ウ ス 等 ）供 給 要 請 書（ 様 式 第 1 号 ）に よ り 、乙 に 対

し て 要 請 手 続 き を 行 う も の と す る 。た だ し 、緊 急 を 要 す る 場 合 は 、口 頭 、電 話 等

に よ り 要 請 し 後 日 物 資 （ ユ ニ ッ ト ハ ウ ス 等 ） 供 給 要 請 書 を 提 出 す る も の と す る 。 

（ 供 給 の 実 施 ）    

第 ４ 条  乙 は 、前 条 の 要 請 を 受 け た と き は 、や む を 得 な い 事 由 の な い 限 り 、速 や か

に 業 務 を 実 施 す る も の と す る 。  

（ 引 渡 し 等 ）  

第 ５ 条  物 資 の 引 渡 場 所 は 、甲 が 指 定 す る も の と し 、そ の 指 定 地 ま で の 運 搬 設 置 は 、

原 則 と し て 乙 が 行 う も の と す る 。た だ し 、乙 が 自 ら 運 搬 で き な い 場 合 は 、甲 が 定

め る 輸 送 手 段 に よ り 運 搬 す る も の と す る 。  

（ 報 告 及 び 承 認 ）  

第 ６ 条  乙 は 、 甲 か ら 要 請 を 受 け た 業 務 を 完 了 し た と き は 、 実 施 状 況 を 書 面 (様 式

2 号 )に よ り 甲 に 報 告 し 、 甲 の 承 認 を 得 る も の と す る 。  

（ 費 用 の 負 担 等 ）  

第 ７ 条  物 資 の 供 給 に 要 し た 費 用 は 甲 が 負 担 す る も の と し 、負 担 額 は 災 害 時 直 前 に

お け る 適 正 な 価 格 を 基 準 に 、 甲 乙 協 議 の 上 決 定 す る も の と す る 。  

（ 費 用 の 支 払 い ）  

第 ８ 条  物 資 の 供 給 に 要 し た 費 用 は 、乙 が 第 ６ 条 に 規 定 す る 実 施 状 況 に つ い て 甲 の

承 認 を 得 た 後 、 乙 の 請 求 に よ り 甲 が 支 払 う も の と す る 。  

２  甲 は 乙 か ら 前 項 に 規 定 す る 請 求 が あ っ た 場 合 、そ の 内 容 を 確 認 し 、速 や か に 乙

に 支 払 う も の と す る 。  
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（ 情 報 交 換 ）  

第 ９ 条  甲 と 乙 は 平 常 時 か ら 相 互 の 連 絡 体 制 及 び 物 資 の 供 給 等 に つ い て の 意 見 交

換 を 行 い 、 災 害 時 に 備 え る も の と す る 。  

（ 有 効 期 間 ）  

第 １ ０ 条  こ の 協 定 の 有 効 期 間 は 、協 定 の 日 か ら 1 年 と す る 。た だ し 、有 効 期 間 満

了 日 の １ か 月 前 ま で に 、甲 又 は 乙 の い ず れ か ら も 意 思 表 示 が な い と き は １ 年 間 更

新 さ れ た も の と 見 な し 、 以 後 も 同 様 と す る 。  

（ 協 議 ）  

第 １ １ 条  こ の 協 定 に つ い て 疑 義 が 生 じ た と き 又 は こ の 協 定 に 定 め の な い 事 項 に

つ い て は 、 甲 乙 協 議 の 上 決 定 す る も の と す る 。  

 

 こ の 協 定 の 締 結 を 証 す る た め 、本 書 ２ 通 を 作 成 し 、甲 乙 記 名 押 印 の 上 、各 自 １ 通

を 保 有 す る も の と す る 。  

 

 

 令 和   年   月   日  

 

                甲  岐 阜 県 土 岐 市 土 岐 津 町 土 岐 口 2101 番 地  

土 岐 市  

土 岐 市 長  加  藤  淳  司  

  

                乙  千 葉 県 柏 市 新 十 余 二 ５ 番 地  

                  三 協 フ ロ ン テ ア 株 式 会 社  

                  代 表 取 締 役 社 長  長  妻  貴  嗣    
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災害時における福祉用具等物資の供給等協力に関する協定  

 

第 1 条 （ 趣 旨 ）  

土 岐 市 （ 以 下 「 甲 」 と い う 。） と 一 般 社 団 法 人 日 本 福 祉 用 具 供 給 協 会 （ 以 下

「 乙 」と い う 。）と は 、土 岐 市 内 に 地 震 、風 水 害 そ の 他 に よ る 災 害 が 発 生 し 、又 は

発 生 の お そ れ が あ る 場 合（ 以 下「 災 害 時 」と い う 。）に 、相 互 に 協 力 し て 避 難 所 等

に お い て 必 要 と さ れ る 介 護 用 品 ・ 衛 生 用 品 等 の 福 祉 用 具 等 （ 以 下 「 福 祉 用 具 等 」

と い う 。） 物 資 を 確 保 す る こ と に 関 し て 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

第 ２ 条 （ 協 力 事 項 の 発 動 ）  

こ の 協 定 に 定 め る 災 害 時 の 協 力 事 項 は 、原 則 と し て 甲 が 乙 に 対 し て 要 請 を 行 っ

た と き を も っ て 発 動 す る も の と す る 。  

第 ３ 条 （ 福 祉 用 具 等 物 資 供 給 の 協 力 要 請 ）  

災 害 時 に お い て 、甲 が 福 祉 用 具 等 の 物 資 を 必 要 と す る と き に は 、甲 は 、乙 に 対

し て 福 祉 用 具 等 物 資 の 供 給 に つ い て 協 力 を 要 請 す る こ と が で き る 。ま た 甲 は 乙 が

福 祉 用 具 等 物 資 を 円 滑 に 設 置 搬 入 で き る よ う 、関 係 部 署 と の 連 絡 調 整 を 行 う も の

と す る 。  

第 ４ 条 （ 福 祉 用 具 等 物 資 供 給 の 協 力 実 施 ）  

乙 は 、前 条 の 規 定 に よ り 甲 か ら 要 請 を 受 け た と き は 、取 り 扱 う 福 祉 用 具 等 物 資

の 供 給 及 び 運 搬 に 対 す る 協 力 等 に 積 極 的 に 努 め る も の と す る 。  

第 ５ 条 （ 福 祉 用 具 等 物 資 の 内 容 ）  

甲 が 乙 に 要 請 す る 災 害 時 の 福 祉 用 具 等 物 資 の 内 容 は 甲 乙 協 議 の 上 、予 め 別 表 １

に 定 め て お く も の と す る 。  

２  乙 は 、甲 の 要 請 が あ っ た と き は 、前 項 に よ り 定 め た 福 祉 用 具 等 物 資 以 外 の 物

資 （ 別 表 ２ ） の 供 給 に つ い て も 可 能 な 範 囲 で 協 力 す る も の と す る 。  

第 ６ 条 （ 福 祉 用 具 等 物 資 供 給 の 要 請 手 続 ）  

甲 の 乙 に 対 す る 要 請 手 続 き は 、福 祉 用 具 等 物 資 供 給 要 請 書（ 第 １ 号 様 式 ）（ 以 下

「 要 請 書 」と い う 。）を も っ て 行 う も の と す る 。た だ し 、緊 急 を 要 す る と き は 、口

頭 ・ 電 話 等 を も っ て 要 請 し 、 事 後 要 請 書 を 提 出 す る も の と す る 。  

第 ７ 条 （ 引 渡 し ）  

福 祉 用 具 等 物 資 の 引 き 渡 し 場 所 は 、甲 乙 協 議 の 上 決 定 す る も の と し 、当 該 場 所

に お い て 甲 が 確 認 し て 引 き 取 る も の と す る 。  

第 ８ 条 （ 福 祉 用 具 等 物 資 の 適 合 確 認 ）  

福 祉 用 具 等 物 資 の 適 合 確 認 は 甲 の 要 請 に 対 し 必 要 に 応 じ て 、乙 の 福 祉 用 具 専 門

相 談 員 が 、現 地 の 状 況 や 災 害 時 要 配 慮 者 の 状 態 に 合 わ せ て 福 祉 用 具 等 の 適 合 を 確

認 す る も の と す る 。  
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第 ９ 条 （ 福 祉 用 具 等 物 資 の 運 搬 ）  

福 祉 用 具 等 物 資 の 運 搬 は 、甲 又 は 乙 の 指 定 す る 者 が 行 う も の と す る 。ま た 、甲

は 、 必 要 に 応 じ て 乙 に 対 し て 運 搬 の 協 力 を 求 め る こ と が で き る も の と す る 。  

第 １ ０ 条 （ 車 両 の 通 行 ）  

甲 は 、乙 が 物 資 を 運 搬 又 は 供 給 す る 際 に は 、警 察 等 の 関 係 機 関 へ の 連 絡 を 行 い 、

乙 の 車 両 を 緊 急 通 行 車 両 と し て 通 行 で き る よ う に 支 援 す る も の と す る 。ま た 甲 は 、

乙 が 燃 料 ・ 車 両 等 の 輸 送 手 段 の 確 保 が 困 難 な 場 合 に は 協 力 を 行 う も の と す る 。  

第 １ １ 条 （ 配 慮 事 項 ）  

 甲 は 、乙 に 第 ３ 条 の 規 定 に 基 づ き 協 力 要 請 を 行 う 場 合 は 、各 種 警 報 、避 難 勧 告

そ の 他 立 入 制 限 が 出 さ れ て い る 地 域 へ の 要 請 を 避 け る な ど 、輸 送 業 務 従 事 者 及 び

福 祉 用 具 等 の 設 置 に 従 事 す る 乙 の 福 祉 用 具 専 門 相 談 員 の 生 命 の 安 全 に 配 慮 す る

も の と す る 。  

第 １ ２ 条 （ 損 害 の 負 担 ）  

本 協 定 に 基 づ く 協 力 の 実 施 に あ た り 損 害（ 物 資 の 紛 失 、福 祉 用 具 等 が 原 因 と な

る 事 故 等 ）が 生 じ た と き は 、そ の 賠 償 の 責 に つ い て 甲 乙 協 議 し て 定 め る も の と す

る 。  

第 １ ３ 条 （ 実 施 報 告 ）  

 乙 は 、福 祉 用 具 等 物 資 の 供 給 が 完 了 し た 後 、甲 に 対 し て 実 施 報 告 書（ 第 ２ 号 様

式 ） を 提 出 す る も の と す る 。  

第 １ ４ 条 （ 費 用 ）  

第 ３ 条 及 び 第 ９ 条 の 規 定 に よ り 、乙 が 供 給 し た 福 祉 用 具 等 物 資 及 び 乙 が 行 っ た

運 搬 等 の 費 用 に つ い て は 甲 が 負 担 す る も の と す る 。  

２  前 項 に 規 定 す る 費 用 は 、災 害 時 直 前 の 平 常 時 に お け る 適 正 な 価 格 を 基 準 と し 、

甲 乙 協 議 の 上 決 定 す る も の と す る 。  

３  甲 は 、前 ２ 項 の 規 定 に 基 づ き 、乙 か ら 支 払 請 求 書 を 受 理 し た と き は 、受 理 し

た 日 か ら ３ ０ 日 以 内 に 支 払 う も の と す る 。た だ し 、支 払 期 限 に つ い て は 、甲 乙

協 議 の 上 、 変 更 す る こ と が で き る も の と す る 。  

第 １ ５ 条 （ 情 報 連 絡 体 制 の 確 認 ）  

甲 及 び 乙 は 、災 害 時 に お け る 円 滑 な 協 力 を 図 る た め 、毎 年 ４ 月 ３ ０ 日 ま で に 同

月 １ 日 の 担 当 者 を 文 書 で 報 告 す る も の と す る 。  

第 １ ６ 条 （ 平 常 時 の 防 災 活 動 へ の 協 力 ）  

乙 は 、次 に 掲 げ る 甲 の 平 常 時 に お け る 防 災 活 動 に 対 し 協 力 す る よ う 努 め る も の

と す る 。  

(１ ) 甲 が 実 施 す る 防 災 啓 発 事 業 及 び 防 災 訓 練 へ の 参 加  

(２ ) そ の 他 甲 の 要 請 に 基 づ く 平 常 時 の 防 災 活 動 へ の 協 力  
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第 １ ７ 条 （ 有 効 期 間 ）  

こ の 協 定 は 、締 結 の 日 か ら そ の 効 力 を 有 す る も の と し 、甲 又 は 乙 が 文 書 に よ り

協 定 の 終 了 を 通 知 し な い 限 り 継 続 す る も の と す る 。  

第 １ ８ 条 （ 疑 義 の 決 定 ）  

本 協 定 に 定 め の な い 事 項 又 は 本 協 定 に 疑 義 が 生 じ た 場 合 は 、そ の 都 度 、甲 乙 協

議 の 上 決 定 す る も の と す る 。  

 

 本 協 定 の 締 結 を 証 す る た め 、本 書 ２ 通 を 作 成 し 、甲 乙 記 名 押 印 の 上 、そ れ ぞ れ

１ 通 を 保 管 す る 。  

 

   令 和 ３ 年   月   日  

 

甲  岐 阜 県 土 岐 市 土 岐 津 町 土 岐 口 ２ １ ０ １  

土 岐 市  

                 土 岐 市 長   加  藤   淳  司  

 

乙  東 京 都 港 区 浜 松 町 ２ 丁 目 ７ 番 １ ５ 号  

一 般 社 団 法 人  日 本 福 祉 用 具 供 給 協 会  

理 事 長  小  野  木   孝  二  

 

別 表 １ （ 第 ５ 条 関 係 ）  

福 祉 用 具 等 物 資 の 内 容  

介 護 用 品 、衛 生 用 品 、食 事 用 品 、ト イ レ・お む つ 用

品 、特 殊 寝 台 及 び 付 属 品 、車 椅 子 及 び 付 属 品 、床 ず

れ 防 止 用 具 、体 位 変 換 器 、手 す り 、ス ロ ー プ 、歩 行

器 、  

歩 行 補 助 杖 、 移 動 用 リ フ ト  等  

 

別 表 ２ （ 第 ５ 条 の ２ 関 係 ）  

福 祉 用 具 等 物 資 以 外 の

物 資 の 内 容  

ス ト ー マ 装 具（ 消 化 器 系 ）、ス ト ー マ 装 具（ 尿 路 系 ） 

等  
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災害時における物資の供給協力に関する協定書  

 

 土 岐 市（ 以 下「 甲 」と い う 。）と 土 岐 ダ イ ナ パ ッ ク 株 式 会 社（ 以 下「 乙 」と い う 。）

は 、 災 害 時 に お け る 物 資 の 供 給 に 関 し 、 次 の と お り 協 定 を 締 結 す る 。  

 

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 協 定 は 、土 岐 市 内 に お い て 災 害 が 発 生 し 、ま た は 発 生 す る お そ れ が あ

る 場 合 に 、甲 は 、乙 の 協 力 を 得 て 被 災 者 に 対 し 、迅 速 か つ 円 滑 に 物 資 を 供 給 す る

こ と を 目 的 と し 、 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 要 請 の 方 法 ）  

第 ２ 条  甲 は 、災 害 時 に 乙 の 協 力 が 必 要 と な っ た 場 合 は 、物 資 供 給 協 力 要 請 書（ 様

式 第 １ 号 ）を も っ て 乙 に 要 請 す る も の と す る 。た だ し 、緊 急 を 要 す る と き は 口 頭

ま た は 電 話 等 で 要 請 し 、 事 後 速 や か に 当 該 要 請 書 を 提 出 す る も の と す る 。  

（ 協 力 の 実 施 ）  

第 ３ 条  乙 は 、前 条 の 要 請 を 受 け た 場 合 、乙 の 業 務 に 支 障 の な い 範 囲 に お い て 、速

や か に 甲 に 協 力 す る も の と す る 。  

（ 協 力 の 範 囲 ）  

第 ４ 条  乙 が 甲 に 協 力 す る 範 囲 は 、 次 の と お り と す る 。  

 （ １ ） 乙 が 保 有 す る 商 品 の 供 給  

 （ ２ ） 前 号 の 商 品 の 設 置  

 （ ３ ） 第 １ 号 の 商 品 の 運 搬 及 び 回 収  

２  甲 は 、前 項 に 定 め の な い 事 項 に つ い て も 、事 前 協 議 の 上 、乙 に 協 力 を 要 請 す る

こ と が で き る 。  

３  乙 は 、前 各 項 に 定 め る 事 項 に つ い て 、状 況 に よ り 困 難 な 場 合 は 甲 乙 協 議 の 上 行

わ な い こ と が で き る 。  

 

（ 物 資 の 引 渡 し ）  

第 ５ 条  物 資 の 引 き 渡 し 場 所 は 、 甲 が 指 定 す る 。  

２  甲 は 、引 き 渡 し 場 所 に 甲 の 職 員 又 は 甲 の 指 定 す る 者 等 を 派 遣 し 、物 資 の 確 認 を

行 い 受 領 す る も の と す る 。  

３  乙 は 、物 資 の 引 き 渡 し が 終 了 し た 後 、速 や か に 物 資 供 給 完 了 報 告 書（ 様 式 第 ２

号 ） に よ り 甲 に 報 告 す る も の と す る 。  

（ 費 用 の 負 担 ）  

第 ６ 条  乙 が 甲 に 対 す る 協 力 に 要 し た 商 品 、運 搬 及 び 設 置 の 費 用 の 負 担 に つ い て は 、

災 害 発 生 時 の 直 前 に お け る 価 格 を 基 準 と し て 、甲 乙 協 議 の 上 決 定 す る も の と す る 。 
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（ 費 用 の 支 払 い ）  

第 ７ 条  甲 は 、前 条 の 規 定 に よ り 決 定 さ れ た 費 用 に つ い て 、速 や か に 乙 に 支 払 う も

の と す る 。  

（ 連 絡 責 任 者 ）  

第 ８ 条  こ の 協 定 の 円 滑 な 実 施 を 図 る た め 、協 定 締 結 後 速 や か に 連 絡 責 任 者 を 決 定

し 、連 絡 責 任 者 等 報 告 書（ 様 式 第 ３ 号 ）に よ り 報 告 す る も の と し 、当 該 連 絡 担 当

者 等 に 変 更 が あ っ た 場 合 は 、 遅 滞 な く 連 絡 す る も の と す る 。  

２  緊 急 時 の 連 絡 体 制 等 に つ い て 、 平 時 か ら 確 認 、 情 報 交 換 を 行 う も の と す る 。  

（ 協 議 ）  

第 ９ 条  こ の 協 定 に 定 め の な い 事 項 又 は 、こ の 協 定 に 関 し 疑 義 が 生 じ た と き は 、甲

乙 協 議 し て 定 め る も の と す る 。  

（ 協 定 の 期 間 ）  

第 １ ０ 条  こ の 協 定 の 有 効 期 間 は 、協 定 締 結 の 日 か ら １ 年 間 と す る 。た だ し 、有 効

期 間 満 了 の １ 箇 月 前 ま で に 、甲 乙 い ず れ か ら も 文 書 に よ る 協 定 解 除 の 申 し 出 が な

い 場 合 は 、 更 新 さ れ た も の と し 、 そ の 後 に お い て も 同 様 と す る 。  

 

 こ の 協 定 の 締 結 を 証 す る た め 、本 書 ２ 通 を 作 成 し 、甲 乙 記 名 押 印 の 上 、各 １ 通 を

保 有 す る も の と す る 。  

 

令 和 ３ 年   月   日  

 

              甲  岐 阜 県 土 岐 市 土 岐 津 町 土 岐 口 ２ １ ０ １  

             土 岐 市 長   加  藤  淳  司  

 

              乙  岐 阜 県 土 岐 市 下 石 町 304-15 

                土 岐 ダ イ ナ パ ッ ク 株 式 会 社  

                代 表 取 締 役 社 長  福 村  仁 志  
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災害時における資機材のレンタルに関する協定  

土 岐 市 （ 以 下 「 甲 」 と い う 。） と 株 式 会 社 ダ イ ワ テ ッ ク （ 以 下 「 乙 」 と い う 。）

は 、災 害 時 に 必 要 な 資 機 材（ 以 下「 資 機 材 」と い う 。）の 調 達 に 関 し 、次 の と お り

協 定 を 締 結 す る 。  

（ 要 請 等 ）  

第 １ 条  甲 は 、土 岐 市 内 に 災 害 等 が 発 生 し 、又 は 発 生 す る お そ れ が あ る 場 合 に お い

て 、資 機 材 の 供 給 を 必 要 と す る と き は 、乙 に 対 し 資 機 材 の 提 供 を 要 請 す る こ と が

で き る 。  

２  前 項 の 規 定 に よ る 要 請 は 、別 紙 様 式 １ に よ り 行 う も の と す る 。た だ し 、緊 急 を

要 す る と き は 、 口 頭 に よ る も の と し 、 事 後 速 や か に 文 書 を 提 出 す る も の と す る 。 

（ 協 力 の 内 容 ）  

第 ２ 条  乙 は 前 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 要 請 を 受 け た と き は 、甲 に 優 先 的 に 資 機 材 を

供 給 す る も の と す る 。  

２  乙 は 、前 項 の 規 定 に よ り 資 機 材 の 供 給 を 実 施 し た 場 合 は 、甲 に 対 し 、別 紙 様 式

２ に よ り 報 告 す る も の と す る 。  

（ 提 供 資 機 材 ）  

第 ３ 条  乙 が 甲 に 提 供 す る 資 機 材 は 、別 表 １ に 掲 げ る も の の う ち 、乙 が 甲 か ら 要 請

を 受 け た 時 点 で 乙 が 提 供 可 能 な も の と す る 。  

２  乙 は 、甲 か ら の 要 請 に 基 づ き 、毎 年 ４ 月 １ 日 現 在 に お い て 、災 害 時 に 提 供 可 能

な 資 機 材 の 見 込 み 数 量 を 報 告 す る も の と す る 。  

（ 資 機 材 の 運 搬 及 び 引 き 渡 し ）  

第 ４ 条  甲 は 、要 請 し た 資 機 材 の 引 渡 場 所 を 指 定 し 、当 該 引 渡 場 所 ま で の 資 機 材 の

運 搬 は 、乙 が 行 う も の と す る 。た だ し 、乙 が 自 ら 運 搬 す る こ と が で き な い 場 合 は 、

甲 が 定 め る 輸 送 手 段 に よ り 運 搬 す る も の と す る 。  

２  前 項 の 規 定 に よ る 資 機 材 の 引 渡 し は 、甲 の 職 員 に よ る 確 認 の 上 、行 う も の と す

る 。  

３  甲 は 、 前 項 の 確 認 を 甲 の 指 定 す る 者 に 代 行 さ せ る こ と が で き る も の と す る 。  

（ 車 両 の 通 行 ）  

第 ５ 条  甲 は 、乙 が 資 機 材 を 運 搬 し 、及 び 提 供 す る 場 合 に は 、当 該 資 機 材 の 運 搬 に

使 用 す る 車 両 が 通 行 を 確 保 す る こ と が で き る よ う 可 能 な 範 囲 で 支 援 す る も の と

す る 。  

（ 費 用 の 負 担 ）  

第 ６ 条  乙 が 提 供 し た 資 機 材 の レ ン タ ル 料 及 び 運 搬 等 に 係 る 費 用 は 、甲 が 負 担 す る 。 

２  前 項 の 費 用 の 算 出 方 法 に つ い て は 、災 害 が 発 生 す る 直 前 に お け る 適 正 な 価 格 を

基 準 と し て 、 甲 乙 協 議 し て 決 定 す る も の と す る 。  



参考資料編 

157 (R6.4) 

３  乙 は 、前 項 の 規 定 に よ る 第 １ 項 の 費 用 の 決 定 後 に 当 該 費 用 を 甲 に 請 求 す る も の

と す る 。  

（ 資 料 の 交 換 及 び 情 報 交 換 ）  

第 ７ 条  甲 及 び 乙 は 、こ の 協 定 に 基 づ く 協 力 が 円 滑 に 行 わ れ る よ う 、各 自 が 実 施 す

る 防 災 対 策 及 び そ の 組 織 体 制 に 関 す る 資 料 そ の 他 甲 及 び 乙 が 必 要 と 認 め る 資 料

を 適 宜 交 換 す る も の と す る 。  

（ 平 常 時 か ら の 相 互 協 力 ）  

第 ８ 条  甲 及 び 乙 は 、災 害 等 が 発 生 し た 場 合 に 速 や か に 資 機 材 の 供 給 が で き る よ う 、

平 常 時 か ら 相 互 に 協 力 す る も の と す る 。  

（ 協 定 の 効 力 ）  

第 ９ 条  こ の 協 定 の 有 効 期 間 は 、締 結 の 日 か ら 令 和 ４ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で と す る 。た

だ し 、こ の 期 間 満 了 の 日 の ３ ０ 日 前 ま で に 、甲 乙 い ず れ か ら も そ れ ぞ れ 相 互 に 対

し て 文 書 に よ る 異 議 の 申 し 出 が な い と き は 、更 に １ 年 延 長 す る も の と し 、そ の 後

の 期 間 満 了 に つ い て も 同 様 と す る 。  

（ そ の 他 ）  

第 １ ０ 条  こ の 協 定 に 定 め の な い 事 項 及 び こ の 協 定 に 関 し て 疑 義 が 生 じ た と き は 、

そ の 都 度 甲 乙 協 議 し て 定 め る 。  

上 記 の 協 定 の 成 立 を 証 す る た め 、 こ の 協 定 書 ２ 通 を 作 成 し 、 甲 乙 署 名 （ 記 名 押 印 ）

の 上 、 各 自 １ 通 を 所 持 す る 。  

令 和 ３ 年   月   日  

甲  岐 阜 県 土 岐 市 土 岐 津 町 土 岐 口  

                   土 岐 市   

土 岐 市 長   加  藤  淳  司   印  

                 乙  名 古 屋 市 西 区 大 野 木 三 丁 目 ４ ３ 番 地

株 式 会 社  ダ イ ワ テ ッ ク  

                   代 表 取 締 役 社 長   岡  忠  志  印  

 

別 表 １ （ 第 ３ 条 関 係 ）  

災 害 時 に 提 供 を 要 請 す る 資 機 材  

・ ソ ー ラ ー シ ス テ ム ハ ウ ス  

・ ソ ー ラ ー バ イ オ ト イ レ  

・ 自 立 型 ソ ー ラ ー 街 路 灯    
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災害時における物資供給等の協力に関する協定  

 土 岐 市 （ 以 下 「 甲 」 と い う 。） と 中 北 薬 品 株 式 会 社 （ 以 下 「 乙 」 と い う 。） は 、

医 薬 品・物 資 等（ 以 下「 物 資 」と い う 。）の 供 給 等 に 関 し 、次 の と お り 協 定 を 締 結

す る 。  

（ 目 的 ）  

第 １ 条  本 協 定 は 、土 岐 市 内 で の 災 害 時 に 、甲 の 要 請 に 応 じ 、乙 が 物 資 の 調 達 を

行 う こ と に つ い て 必 要 な 事 項 を 定 め る こ と を 目 的 と す る 。  

（ 協 力 の 要 請 ）  

第 ２ 条  甲 は 、次 に 掲 げ る 場 合 に お い て 、物 資 を 調 達 す る 必 要 が あ る と き は 、乙

に 対 し 、 そ の 調 達 ・ 製 造 が 可 能 な 範 囲 内 で 物 資 の 供 給 を 要 請 す る こ と が で き る 。 

（ １ ）土 岐 市 内 に 地 震 、風 水 害 、大 火 災 等 の 災 害 が 発 生 ま た は 発 生 す る お そ れ が

あ る と き  

（ ２ ） 土 岐 市 内 に 感 染 症 が ま ん 延 ま た は ま ん 延 す る お そ れ が あ る と き  

（ ３ ） 市 内 に 大 規 模 事 故 災 害 や テ ロ 災 害 が 発 生 し た と き  

（ 物 資 の 調 達 範 囲 ) 

第 ３ 条  甲 が 乙 に 調 達 を 要 請 す る 物 資 は 、別 表 に 掲 げ る も の の う ち 、乙 が 保 管 す

る 品 目 と す る 。な お 、品 目 に つ い て は 、甲 乙 協 議 の 上 、必 要 に 応 じ て 適 宜 見 直 す

も の と す る 。  

（ 要 請 の 手 続 き ）  

第 ４ 条  甲 が 乙 に 対 し て 行 う 物 資 の 調 達 要 請 は 、物 資 の 調 達 要 請 書 (別 記 様 式 )を

も っ て 行 う も の と す る 。た だ し 、緊 急 を 要 す る と き は 、口 頭 で 要 請 し 、要 請 後 速

や か に 文 書 を 提 出 す る も の と す る 。  

（ 調 達 の 実 施 等 ）  

第 ５ 条  乙 は 、前 条 の 要 請 を 受 け た と き は 、特 別 な 理 由 が な い 限 り そ の 要 請 に 基

づ く 物 資 の 調 達 を 速 や か に 実 施 す る と と も に 、そ の 状 況 を 甲 に 連 絡 す る も の と す

る 。  

２  乙 は 、自 身 の 被 災 等 で 前 条 の 調 達 要 請 に 応 じ る こ と が 困 難 な 場 台 は 、そ の 旨

及 び 今 後 の 調 達 の 見 通 し を 甲 に 連 絡 す る も の と す る 。  

（ 物 資 の 運 搬 ・ 引 き 渡 し ）  

第 ６ 条  乙 は 、 甲 と 調 整 の 上 、 甲 が 指 定 す る 場 所 へ 物 資 を 納 入 す る も の と す る 。 

2 甲 は 、 乙 が 物 資 の 運 搬 を 行 う と き は 、 物 資 の 運 搬 の た め に 乙 が 使 用 す る 車 両

を 緊 急 通 行 車 両 と す る よ う 配 慮 す る も の と す る 。  

３  甲 は 、物 資 の 納 入 場 所 に 甲 の 職 員 又 は 甲 の 指 名 す る 者 を 派 遣 し 、要 請 に 係 る

物 資 を 確 認 の 上 、 乙 か ら 引 き 渡 し を 受 け る も の と す る 。  

（ 代 金 等 の 決 定 ）  
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第 7 条  甲 の 要 請 に よ り 乙 が 調 達 し た 物 資 の 代 金 及 び 運 搬 に 要 し た 経 費 (以 下「 代

金 等 」と い う 。)は 、第 4 条 の 要 請 時 直 前 に お け る 価 格 を 参 考 に 、甲 乙 協 議 の 上 、

決 定 す る も の と す る 。  

（ 代 金 等 の 請 求 及 び 支 払 い ）  

第 8 条  乙 は 前 条 の 規 定 に よ る 代 金 等 の 決 定 後 、納 品 書 及 び 請 求 書 に よ り 代 金 等

を 甲 に 請 求 す る も の と す る 。              

２  甲 は 、前 項 の 請 求 書 を 受 領 し た 場 合 、速 や か に そ の 請 求 額 を 乙 の 指 定 す る 銀

行 口 座 に 支 払 う も の と す る 。 た だ し 、 振 込 手 数 料 は 甲 の 負 担 と す る 。  

（ 資 料 の 提 出 ）  

第 9 条  甲 は 、こ の 協 定 の 円 滑 な 実 施 を 図 る た め 、乙 に 対 し て 連 絡 責 任 者 及 び 物

資 の 在 庫 品 目 並 び に 数 量 に つ い て 、 資 料 の 提 出 を 求 め る こ と が で き る 。  

（ 法 令 の 遵 守 ）  

第 １ ０ 条  乙 は 、こ の 協 定 に 規 定 す る 行 為 を 行 う に 当 た っ て は 、各 種 法 令 を 遵 守

す る も の と す る 。  

（ 協 定 の 有 効 期 間 ）  

第 １ １ 条  こ の 協 定 の 有 効 期 間 は 、締 結 を し た 日 か ら 1 年 間 と す る 。た だ し 、期

間 満 了 の ３ 箇 月 前 ま で に 甲 乙 い ず れ か ら も 協 定 の 延 長 に つ い て 何 ら か の 申 し 出

が な い と き は 、 さ ら に 1 年 間 継 続 す る も の と し 、 以 後 同 様 と す る 。  

（ そ の 他 ）  

第 １ ２ 条  こ の 協 定 に 定 め の な い 事 項 又 は 疑 義 が 生 じ た 事 項 に つ い て は 、甲 乙 協

議 の 上 、 決 定 す る も の と す る 。  

 

こ の 協 定 の 証 と し て 、本 書 ２ 通 を 作 成 し 、甲 乙 署 名 の 上 、各 自 1 通 を 保 有 す る も

の と す る 。  

 

令 和    年   月   日  

 

甲   岐 阜 県 土 岐 市 土 岐 津 町 土 岐 口 ２ １ ０ １  

               土 岐 市 長   加  藤  淳  司  

 

乙   愛 知 県 名 古 屋 市 中 区 丸 の 内 三 丁 目 11 番 9 号  

               中 北 薬 品 株 式 会 社  

          代 表 取 締 役 社 長  中  北  馨  介  
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別 表 （ 第 3 条 関 係 ）  

 

 緊 急 時 応 急 生 活 物 資  

区   分  品   目  

医 薬 品  医 薬 品  消 毒 剤  

衛 生 材 料  
マ ス ク  紙 お む つ （ 幼 児 用 ・ 大 人 用 ）  生 理 用 品  ニ ト

リ ル 手 袋  包 帯  ガ ー ゼ  

医 療 器 具  体 温 計 （ 腋 下 型 、 非 接 触 型 ）  

食 品 ・ 飲 料 水  
粉 ミ ル ク  液 体 ミ ル ク  哺 乳 瓶  離 乳 食  お 茶  飲 料 水  

※ ア レ ル ギ ー 対 応 品 を 含 む  

日 用 品  
タ オ ル  テ ィ ッ シ ュ  濡 れ テ ィ ッ シ ュ  ト イ レ ッ ト ペ ー

パ ー  
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大規模災害時における支援協力に関する協定書  

土 岐 市（ 以 下「 甲 」と い う 。）と イ オ ン リ テ ー ル 株 式 会 社 イ オ ン ス タ イ ル 土 岐（ 以

下「 乙 」と い う 。）と は 、次 の と お り 災 害 時 に お け る 支 援 協 力 に 関 す る 協 定 を 締 結

す る 。  

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 協 定 は 、地 震 等 に よ る 大 規 模 災 害（ 以 下「 災 害 」と い う 。）が 発 生 し 、

ま た は 発 生 す る 恐 れ が あ る 場 合 に お い て 、甲 か ら 乙 に 対 し て 行 う 支 援 協 力 の 要 請

に 関 し 、そ の 手 続 き 等 に つ い て 定 め 、も っ て 、災 害 応 急 対 策 及 び 災 害 復 旧 対 策 が

円 滑 に 実 施 さ れ る こ と を 目 的 と す る 。  

（ 災 害 の 範 囲 ）  

第 ２ 条  こ の 協 定 に お い て 、「 災 害 」と は 、大 規 模 地 震 対 策 特 別 措 置 法（ 昭 和 ５ ３

年 法 律 第 ７ ３ 号 ）第 ９ 条 に 規 定 す る 地 震 災 害 に 関 す る 警 戒 宣 言 が 発 令 さ れ た 場 合 、

又 は 災 害 対 策 基 本 法（ 昭 和 ３ ６ 年 法 律 第 ２ ２ ３ 号 ）第 ２ 条 第 １ 号 に 規 定 す る 災 害

が 発 生 し た 場 合 を い う 。  

（ 物 資 協 力 要 請 ）  

第 ３ 条  甲 は 災 害 時 に お け る 応 急 措 置 の た め 、 緊 急 に 物 資 等 を 調 達 す る 必 要 が あ

る と 認 め る と き は 、乙 の 保 有 す る 、ま た は 調 達 可 能 な 物 資（ 以 下「 調 達 物 資 」と

い う 。） の 供 給 を 要 請 で き る も の と す る 。  

（ 協 力 の 実 施 ）  

第 ４ 条  乙 は 、 甲 か ら 前 条 の 要 請 を 受 け た と き は 、 物 資 に つ い て 速 や か に 対 応 す

る 。  

（ 物 資 の 範 囲 ）  

第 ５ 条  甲 が 乙 に 要 請 す る 物 資 等 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る も の の う ち 、 供 給 可 能 な

調 達 物 資 と す る 。  

（ １ ）  別 表 に 掲 げ る 物 資  

（ ２ ）  そ の 他 甲 が 指 定 す る 物 資  

（ 要 請 の 方 法 ）  

第 ６ 条  甲 が 前 条 に 掲 げ る 物 資 の 供 給 を 受 け よ う と す る 時 は 、 出 荷 要 請 書 （ 様 式

１ 号 ）を も っ て 乙 に 要 請 す る も の と す る 。た だ し 、緊 急 を 要 す る と き は 、口 頭 で

も っ て 申 し 出 を 行 い 、 事 後 に 出 荷 要 請 書 を 提 出 す る も の と す る 。  

（ 物 資 の 引 渡 し ）  

第 ７ 条  物 資 の 運 搬 は 、甲 の 指 定 す る 場 所 に 、乙 に お い て 搬 送 す る も の と し 、甲 は

職 員 を 派 遣 し 、 調 達 物 資 を 確 認 の う え 、 こ れ を 引 き 取 る も の と す る 。  

２  甲 は 、 業 務 完 了 後 、 速 や か に 業 務 内 容 を 物 資 供 給 報 告 書 （ 様 式 2 号 ） に よ り

報 告 す る も の と す る 。  
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（ 費 用 の 負 担 ）  

第 ８ 条  乙 が 、供 給 し た 物 資 の 費 用 及 び 物 資 の 運 搬 を 行 っ た と き に 要 す る 費 用 は 、

甲 が 負 担 す る も の と す る 。  

２  甲 は 前 項 に 基 づ く 請 求 が あ っ た と き に は 、 原 則 と し て 乙 に 対 し 30 日 以 内 に

代 金 を 支 払 う も の と す る 。  

（ 物 資 の 価 格 ）  

第 ９ 条  物 資 の 価 格 は 、 災 害 が 発 生 す る 直 前 に お け る 適 正 な 価 格 を 参 考 に 甲 乙 協

議 の 上 定 め る も の と す る 。  

（ 改 正 又 は 廃 止 ）  

第 １ ０ 条  こ の 協 定 の 改 正 又 は 廃 止 は 、 甲 又 は 乙 が 文 書 を も っ て １ ヶ 月 前 以 前 に

相 手 側 に 通 知 を し な い 限 り 、 そ の 効 力 を 持 続 す る も の と す る 。  

（ 協 議 ）  

第 １ １ 条  こ の 協 定 の 解 釈 に 疑 義 を 生 じ た 場 合 及 び こ の 協 定 に 定 め の な い 事 項 に

つ い て は 、 そ の 都 度 、 甲 乙 、 協 議 し て 定 め る も の と す る 。  

こ の 協 定 の 成 立 を 証 す る た め 本 書 を ２ 通 作 成 し 、 甲 乙 そ れ ぞ れ 記 名 押 印 の う え 、

各 自 1 通 を 保 有 す る 。  

 

令 和  年  月  日  

 

甲 ： 土 岐 市  

市 長  

 

乙 ： イ オ ン リ テ ー ル 株 式 会 社  

代 表 取 締 役 社 長  
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別 表  

 

災 害 時 の 主 な 供 給 物 資 一 覧 表    

 

災 害 発 生 直 後 に 必 要 な 物 資  

(概 ね 発 災 ～ ３ 日 間 程 度 ) 
そ の 後 に 必 要 な 物 資  

 

【  食 料 品  】  

 お に ぎ り 、パ ン 類 、カ ッ プ 麺 、飲

料 水 、粉 ミ ル ク 、缶 詰 (イ ー ジ ー オ

ー プ ン ) 

 

【  生 活 必 需 品  】  

 毛 布 、紙 お む つ 、生 理 用 品 、哺 乳

瓶 、ラ ジ オ 、乾 電 池 、懐 中 電 灯 、箸 、

ス プ ー ン 、 使 い 捨 て 食 器 類 、 ラ ッ

プ 、 固 形 燃 料  

ウ ェ ッ ト テ ィ ッ シ ュ 、 ゴ ミ 袋  

蚊 取 り 線 香 (夏 季 ) 

使 い 捨 て カ イ ロ (冬 季 ) 

 

【  食 料 品  】  

 精 米 、即 席 麺 、食 パ ン 、レ ト ル ト

食 品 、漬 物、梅 干、調 味 料、菓 子 類 、

果 物 、 お 茶  

 

【  生 活 必 需 品  】  

 タ オ ル 、 肌 着 、 履 物 、 作 業 服 、  

軍 手 、 鍋 、 炊 飯 用 具 、 簡 易 コ ン ロ 、 

 カ セ ッ ト ボ ン ベ 、石 鹸 、歯 ブ ラ シ  

 テ ィ ッ シ ュ ペ ー パ ー  

ト イ レ ッ ト ペ ー パ ー  

防 水 シ ー ト  
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○災害時における医療救護活動に関する協定書  

 土 岐 市 に お け る 災 害 時 の 医 療 救 護 活 動 に 関 し て 、土 岐 市（ 以 下「 甲 」と い う 。）

と 社 団 法 人 土 岐 医 師 会（ 以 下「 乙 」と い う 。）と の 間 に 、次 の 条 項 に よ り 協 定 を 締

結 す る 。  

 （ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 協 定 は 、土 岐 市 地 域 防 災 計 画 に 基 づ き 、甲 が 行 う 医 療 救 護 活 動 に 対

す る 乙 の 協 力 に つ い て 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

 （ 医 療 救 護 活 動 ）  

第 ２ 条  甲 は 、災 害 が 発 生 し 、医 療 救 護 活 動 を 実 施 す る 必 要 が あ る と 認 め る と き

は 、 乙 に 対 し 、 医 療 救 護 活 動 の 協 力 を 要 請 す る も の と す る 。  

２  乙 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 要 請 を 受 け た 場 合 は 、 直 ち に 医 療 救 護 班 を 派 遣 し 、

医 療 救 護 活 動 を 実 施 す る も の と す る 。  

３  乙 は 、 あ ら か じ め 医 師 、 看 護 婦 等 で 医 療 救 護 班 を 編 成 し て お く も の と す る 。 

 （ 医 療 救 護 班 の 活 動 場 所 ）  

第 ３ 条  医 療 救 護 班 は 、甲 が 災 害 現 場 の 避 難 所 に 設 置 す る 応 急 救 護 所 等 に お い て

医 療 救 護 活 動 を 実 施 す る も の と す る 。  

 （ 医 療 救 護 班 の 業 務 ）  

第 ４ 条  医 療 救 護 班 の 業 務 は 、 次 の と お り と す る 。  

 (1) 傷 病 者 の 重 傷 度 の 判 定 （ 患 者 の 振 分 け 作 業 ）  

 (2) 傷 病 者 に 対 す る 応 急 処 置 及 び 必 要 な 医 療  

 (3) 助 産  

 (4) 収 容 医 療 機 関 へ の 転 送 の 要 否 及 び 順 位 の 決 定  

 (5) 死 亡 の 確 認 及 び 死 体 の 検 案  

 (6) そ の 他 医 療 救 護 活 動 に 必 要 な 業 務  

 （ 医 療 救 護 班 に 対 す る 指 揮 ）  

第 ５ 条  医 療 救 護 班 に 対 す る 指 揮 命 令 は 、 乙 が 行 う も の と す る 。  

 （ 連 絡 調 整 ）  

第 ６ 条  医 療 救 護 活 動 に 係 る 連 絡 調 整 は 、甲 、乙 密 接 な 連 携 の も と 行 う も の と す

る 。  

 （ 医 療 救 護 班 の 輸 送 ）  

第 ７ 条  医 療 救 護 班 の 応 急 救 護 所 等 へ の 輸 送 は 、原 則 と し て 甲 が 調 達 す る 車 両 等

で 行 う も の と す る 。  

 （ 医 療 品 等 の 供 給 ）  

第 ８ 条  乙 が 派 遣 す る 医 療 救 護 班 が 使 用 す る 医 療 品 等 は 、当 該 医 療 救 護 班 が 携 行 、
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調 達 す る も の の ほ か 、 甲 が 供 給 す る も の と す る 。  

 （ 収 容 医 療 機 関 の 選 定 ）  

第 ９ 条  重 傷 患 者 等 の 処 置 、収 容 等 を 行 う 収 容 医 療 機 関 の 選 定 は 、乙 が 行 う も の

と す る 。  

 （ 報 告 ）  

第 10 条  医 療 救 護 班 の 班 長 は 、 必 要 な 記 録 を 行 い 、 甲 及 び 乙 に 報 告 す る も の と

す る 。  

２  乙 は 、 業 務 被 害 又 は 物 的 損 害 が 発 生 し た と き は 、 甲 に 報 告 す る も の と す る 。 

 （ 医 療 費 ）  

第 11 条  応 急 救 護 所 に お け る 患 者（ 被 災 者 ）が 負 担 す る 医 療 費 は 、無 料 と す る 。  

２  収 容 医 療 機 関 に お け る 医 療 費 は 、 原 則 と し て 患 者 （ 被 災 者 ） が 負 担 す る 。  

 （ 費 用 弁 償 等 ）  

第 12 条  甲 の 要 請 に よ り 、 乙 が 医 療 救 護 活 動 と し て 実 施 し た 次 の 経 費 は 、 甲 が

負 担 す る も の と す る 。  

 (1) 医 療 救 護 班 の 派 遣 に 伴 う 経 費  

 (2) 医 療 救 護 班 が 携 行 又 は 調 達 し た 医 療 品 等 の 実 費  

 (3) そ の 他 こ の 協 定 に 定 め る 医 療 救 護 活 動 に 要 し た 費 用  

２  前 項 に 規 定 す る 費 用 弁 償 の 額 に つ い て は 、甲 、乙 協 議 し て 決 定 す る も の と す

る 。  

 （ 災 害 補 償 ）  

第 13 条  甲 の 要 請 に よ り 医 療 救 護 活 動 に 従 事 し た 者 が 、 そ の た め に 負 傷 し 、 疾

病 に か か り 、又 は 死 亡 し た 場 合 に お い て 、甲 が 当 事 者 又 は そ の 遺 族 に 対 し て 行

う 災 害 補 償 に つ い て は 、土 岐 市 議 会 の 議 員 そ の 他 非 常 勤 の 職 員 の 公 務 災 害 補 償

等 に 関 す る 条 例（ 昭 和 43 年 土 岐 市 条 例 第 １ 号 ）の 規 定 に 準 じ 、別 途 甲 、乙 協 議

し て 決 定 す る も の と す る 。  

 （ 医 療 事 故 の 処 理 ）  

第 14 条  応 急 救 護 所 等 で の 医 療 救 護 活 動 及 び 収 容 医 療 機 関 に お け る 災 害 発 生 直

後 の 医 療 救 護 活 動 に よ り 生 じ た 医 療 事 故 に つ い て は 、甲 の 責 任 に お い て 対 処 す

る も の と す る 。  

２  前 項 に 規 定 す る 場 合 に お い て 、甲 は 乙 の 会 員 に 故 意 又 は 重 大 な 過 失 が な い 限

り 、 当 該 会 員 に 対 し て 求 償 し な い も の と す る 。  

 （ 有 効 期 間 及 び 更 新 ）  

第 15 条  こ の 協 定 の 有 効 期 間 は 、 締 結 の 日 か ら 起 算 し て １ 年 と す る 。 た だ し 、

こ の 期 間 満 了 の 日 の １ ケ 月 前 ま で に 、甲 、乙 双 方 か ら の 何 ら の 意 思 表 示 が な い

と き は 、こ の 協 定 は 更 に １ 年 間 延 長 す る も の と す る 。そ の 後 の 期 間 満 了 の 場 合
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も 同 様 と す る 。  

 （ 協 議 ）  

第 16 条  こ の 協 定 に 定 め の な い 事 項 又 は こ の 協 定 の 条 項 に 疑 義 が 生 じ た と き は 、

岐 阜 県 と 社 団 法 人 岐 阜 県 医 師 会 と の 間 で 締 結 さ れ た「 災 害 時 の 医 療 救 護 に 関 す

る 協 定 書 」 に 準 ず る ほ か 、 甲 、 乙 協 議 し て 決 定 す る も の と す る 。  

 こ の 協 定 を 証 す る た め 、本 書 ２ 通 を 作 成 し 、甲 、乙 記 名 押 印 の 上 、各 自 １ 通 を

保 有 す る 。  

 平 成 12 年 ４ 月 １ 日  

 

（ 甲 ） 土 岐 市 土 岐 津 町 土 岐 口 2101 番 地  

土 岐 市 長    塚  本  保  夫  

（ 乙 ） 土 岐 市 土 岐 津 町 高 山 ４ 番 地  

土 岐 医 師 会 長  井  箟  重  彦  
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○災害時の歯科医療救護協定に関する覚書  

 土 岐 市 （ 以 下 「 甲 」 と い う 。） と 土 岐 歯 科 医 師 会 （ 以 下 「 乙 」 と い う 。） は 、 災

害 時 の 歯 科 医 療 救 護 活 動 に 関 し 、 次 の と お り 覚 書 を 締 結 す る 。  

 （ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 覚 書 は 、 平 成 16 年 11 月 18 日 付 け 岐 阜 県 と 社 団 法 人 岐 阜 県 歯 科 医

師 会 と の 間 で 締 結 し た 災 害 時 の 歯 科 医 療 救 護 に 関 す る 協 定 書 及 び 災 害 時 の 歯

科 医 療 救 護 に 関 す る 協 定 書 実 施 細 目（ 以 下「 実 施 細 目 」と い う 。）に 基 づ き 、甲

が 乙 の 協 力 を 得 て 行 う 災 害 救 助 の う ち 、歯 科 医 療 に 関 す る 救 助 に つ い て 定 め る

も の と す る 。  

 （ 歯 科 医 療 救 護 班 の 派 遣 要 請 ）  

第 ２ 条  甲 は 、歯 科 医 療 救 護 班 の 派 遣 要 請 に 際 し 、実 施 細 目 第 １ 条 の 規 定 に よ り 、

乙 に 通 知 す る も の と す る 。  

 （ 歯 科 医 療 救 護 班 の 編 成 ）  

第 ３ 条  歯 科 医 療 救 護 班 の 編 成 は 、 １ 班 当 た り 歯 科 医 師 ２ 人 、 歯 科 衛 生 士 ２ 人 、

そ の 他 １ 人 と す る 。 な お 、 そ の う ち 歯 科 医 師 １ 人 を 班 長 と す る 。  

 （ 歯 科 医 療 救 護 班 の 報 告 ）  

第 ４ 条  乙 は 、歯 科 医 療 救 護 班 を 派 遣 し た と き は 、実 施 細 目 第 ３ 条 の 規 定 に よ り 、

甲 に 提 出 す る も の と す る 。  

 （ そ の 他 ）  

第 ５ 条  甲 と 乙 の 災 害・事 故 対 応 系 統 図 及 び 乙 の 会 員 名 簿 は 、そ れ ぞ れ 別 紙 の と

お り と す る 。  

 （ 適 用 ）  

第 ６ 条  こ の 覚 書 は 、 締 結 の 日 か ら 適 用 す る 。  

 平 成 19 年 ９ 月 ３ 日  

甲  土  岐  市  長    大  野  信  彦  

乙  土 岐 歯 科 医 師 会 会 長  中  村  良  司  



参考資料編 

168 (R6.4) 

○災害時の医療救護活動等に関する協定書  

 

 土 岐 市 （ 以 下 「 甲 」 と い う 。） と 土 岐 市 薬 剤 師 会 （ 以 下 「 乙 」 と い う 。） は 、 災

害 時 に お け る 医 療 救 護 活 動 に お い て 、 次 の と お り 協 定 を 締 結 す る 。  

 （ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 協 定 は 、土 岐 市 地 域 防 災 計 画 に 基 づ き 、甲 が 行 う 医 療 救 護 活 動 に 対

す る 乙 の 協 力 に つ い て 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

 （ 薬 剤 師 班 の 派 遣 ）  

第 ２ 条  甲 は 、災 害 が 発 生 し 、医 療 救 護 活 動 を 実 施 す る 必 要 が あ る と 認 め る と き

は 、 乙 に 対 し 、 医 療 救 護 活 動 へ の 薬 剤 師 の 派 遣 を 要 請 す る も の と す る 。  

２  乙 は 、前 項 に 規 定 す る 要 請 を 受 け た 場 合 は 、甲 が 設 置 す る 救 護 所 等 に 直 ち に

薬 剤 師 班 を 派 遣 す る も の と す る 。  

３  乙 は 、緊 急 そ の 他 や む を 得 な い 事 情 に よ り 、甲 の 要 請 を 受 け る こ と な く 薬 剤

師 班 を 派 遣 し た 場 合 は 、速 や か に 甲 に そ の 旨 を 報 告 し 、承 認 を 得 る も の と す る 。 

４  乙 は 、 あ ら か じ め 薬 剤 師 等 で 組 織 す る 薬 剤 師 班 を 編 成 し て お く も の と す る 。 

 （ 薬 剤 師 班 の 業 務 ）  

第 ３ 条  薬 剤 師 班 は 次 に 掲 げ る 業 務 を 実 施 す る も の と す る 。  

（ １ ） 救 護 所 、 避 難 所 等 に お け る 傷 病 者 に 対 す る 調 剤 及 び 服 薬 指 導 等  

（ ２ ） 救 護 所 、 避 難 所 及 び 医 薬 品 の 集 積 場 所 等 に お け る 医 薬 品 の 仕 分 け 及 び 管  

理  

（ ３ ） 避 難 所 の 衛 生 管 理  

（ ４ ） そ の 他 医 療 救 護 活 動 に 必 要 な 業 務  

 （ 薬 剤 師 班 の 輸 送 ）  

第 ４ 条  甲 は 、医 療 救 護 活 動 が 円 滑 に で き る よ う 、薬 剤 師 班 の 輸 送 に つ い て 、必

要 な 措 置 を 取 る も の と す る 。  

 （ 医 薬 品 等 の 提 供 ）  

第 ５ 条  乙 が 派 遣 す る 薬 剤 師 班 が 使 用 す る 医 療 救 護 活 動 に 必 要 な 医 薬 品 等 は 、原

則 と し て 甲 が 提 供 す る 。  

２  甲 は 、必 要 が あ る と 認 め る と き は 、乙 及 び 乙 の 会 員 が 管 理 し 保 管 す る 医 薬 品

等 に つ い て 提 供 を 求 め る こ と が で き る 。こ の 場 合 、乙 は こ れ に 協 力 す る も の と

す る 。  

 （ 報 告 ）  

第 ６ 条  薬 剤 師 班 の 班 長 は 、第 ３ 条 に 規 定 す る 業 務 を 実 施 し た と き は 必 要 な 記 録

を 行 い 、 乙 に 報 告 す る も の と す る 。  

２  乙 は 、 前 項 の 報 告 を 取 り ま と め 、 甲 に 報 告 す る も の と す る 。  
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３  乙 は 、 業 務 被 害 又 は 物 的 損 害 が 発 生 し た と き は 、 甲 に 報 告 す る も の と す る 。 

 （ 費 用 弁 償 等 ）  

第 ７ 条  甲 は 、甲 の 要 請 に よ り 、乙 が 医 療 救 護 活 動 を 実 施 し た 場 合 に 要 す る 次 の

経 費 を 負 担 す る も の と す る 。  

（ １ ） 薬 剤 師 班 の 派 遣 に 伴 う 費 用  

（ ２ ） 薬 剤 師 班 が 携 行 し 、 又 は 調 達 し た 医 薬 品 等 の 実 費  

（ ３ ） 乙 が 甲 の 要 請 に 応 じ 提 供 し た 医 薬 品 等 の 実 費  

（ ４ ） そ の 他 こ の 協 定 の 実 施 に 要 し た 費 用  

２  前 項 に 規 定 す る 費 用 弁 償 の 額 に つ い て は 、甲 、乙 協 議 し て 決 定 す る も の と す

る 。  

 （ 連 絡 調 整 ）  

第 ８ 条  医 療 救 護 活 動 に 係 る 連 絡 調 整 は 、甲 、乙 密 接 な 連 携 の 下 に 行 う も の と す

る 。  

 （ 実 施 細 目 ）  

第 ９ 条  こ の 協 定 を 実 施 す る た め の 必 要 な 事 項 に つ い て は 、別 に 定 め る も の と す

る 。  

 （ 有 効 期 間 お よ び 更 新 ）  

第 １ ０ 条  こ の 協 定 の 有 効 期 間 は 、 協 定 の 締 結 の 日 か ら 起 算 し て １ 年 間 と す る 。

た だ し 、こ の 期 間 満 了 の 日 の １ 月 前 ま で に 、甲 、乙 双 方 か ら 何 ら の 意 思 表 示 が

な い と き は 、こ の 協 定 の 期 間 満 了 の 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て １ 年 間 延 長 す る も の

と す る 。 以 降 同 様 と す る 。  

 （ 協 議 ）  

第 １ １ 条  こ の 協 定 に 定 め の な い 事 項 又 は こ の 協 定 の 条 項 に 疑 義 が 生 じ た と き

は 、岐 阜 県 と 社 団 法 人 岐 阜 県 薬 剤 師 会 と の 間 で 締 結 さ れ た「 災 害 時 の 医 療 救 護

活 動 等 に 関 す る 協 定 書 」を 準 用 す る ほ か 、甲 、乙 協 議 し て 決 定 す る も の と す る 。  

 こ の 協 定 の 締 結 を 証 す る た め 、本 書 を ２ 通 作 成 し 、甲 、乙 記 名 押 印 の 上 、各 １

通 を 保 有 す る 。  

平 成 ２ ６ 年 ５ 月 １ 日  

甲  土 岐 市 土 岐 津 町 土 岐 口 ２ １ ０ １ 番 地  

土 岐 市 長   加 藤  靖 也  

乙  岐 阜 県 土 岐 市 泉 町 久 尻 ４ ７ 番 地 の １ ６  

土 岐 市 薬 剤 師 会  

会   長   石 原  直 樹  

 



参考資料編 

170 (R6.4) 

○土岐市の災害応援協力に関する協定  

 

 （ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 協 定 は 、土 岐 市（ 以 下「 甲 」と い う 。）が 定 め る 地 域 防 災 計 画 に 基 づ

く 被 災 者 の 救 出 及 び 社 会 基 盤 施 設 の 応 急 復 旧 に 関 し て 、土 岐 市 建 設 業 組 合（ 以

下「 乙 」と い う 。）に 応 援 協 力 を 求 め る に あ た り 、必 要 な 事 項 を 定 め る こ と を 目

的 と す る 。  

 （ 応 援 協 力 ）  

第 ２ 条  土 岐 市 の 地 域 に 災 害 対 策 基 本 法 第 ２ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 災 害 が 発 生 し 、

甲 が 緊 急 に 被 災 者 の 救 出 及 び 社 会 基 盤 施 設 の 応 急 復 旧 を 行 う 必 要 が あ る 場 合

に は 、乙 は 構 成 員 に よ り「 建 設 防 災 支 援 隊 」を 組 織 し て 、建 設 機 械 、資 材 、労

力 等 を 確 保 し 、 次 の 各 号 に 定 め る 応 急 措 置 を 行 う こ と と す る 。  

（ １ ）建 設 防 災 支 援 隊 に よ り 、被 災 現 場 へ 赴 き 、自 主 防 災 会 、警 察 、消 防 及 び そ

の 他 行 政 機 関 等 と 連 携 し 、倒 壊 家 屋 等 か ら の 被 災 者 の 救 出 を 支 援 す る こ と（ 以

下 「 被 災 者 救 出 支 援 」 と い う 。）。  

（ ２ ）社 会 基 盤 施 設 の 災 害 の 拡 大 を 防 止 し 、応 急 復 旧 を 行 う こ と（ 以 下「 施 設 応

急 復 旧 」 と い う 。）。  

２  乙 は 、迅 速 な 被 災 者 救 出 支 援 及 び 施 設 応 急 復 旧 を 実 施 す る た め 、あ ら か じ め

乙 の 構 成 員 に よ る 必 要 な 体 制 の 確 保 に 努 め る も の と す る 。  

３  被 災 者 救 出 支 援 に つ い て は 、 乙 の 状 況 の 許 す 範 囲 に お い て 行 う も の と す る 。 

 （ 応 援 協 力 の 要 請 手 続 き 等 ）  

第 ３ 条  甲 は 、災 害 が 発 生 し 、必 要 と 認 め る と き は 、書 面 又 は 口 頭 で 乙 に 応 援 協

力 を 要 請 す る も の と す る 。 た だ し 、 被 災 者 救 出 支 援 に 緊 急 を 要 す る と き 又 は 、

災 害 に よ り 通 信 連 絡 が 不 能 と な り 甲 が 要 請 で き な い 状 況 に あ る と き は 、乙 の 判

断 に よ り 被 害 状 況 に よ り 被 害 状 況 を 把 握 し 、被 災 者 救 出 支 援 及 び 施 設 応 急 復 旧

を 行 う も の と す る 。  

 （ 経 費 の 負 担 ）  

第 ４ 条  応 援 協 力 に 関 す る 経 費 は 、甲 が 負 担 す る も の と す る 。た だ し 、当 該 経 費

の う ち 乙 が 負 担 す る こ と と し た 軽 微 な 経 費 に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。  

 （ そ の 他 ）  

第 ５ 条  こ の 協 定 を 実 施 す る た め に 必 要 な 事 項 及 び こ の 協 定 に つ い て 疑 義 が 生

じ た 事 項 に つ い て は 、 甲 と 乙 と が 誠 意 を 持 っ て 協 議 し て 定 め る も の と す る 。  

 （ 適 用 ）  

第 ６ 条  こ の 協 定 は 、 平 成 １ ６ 年 ２ 月 ２ ６ 日 か ら 適 用 す る 。  
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 こ の 協 定 の 証 と し て 本 書 を ２ 通 作 成 し 、甲 、乙 記 名 押 印 の 上 、各 自 １ 通 を 保 有

す る 。  

 

平 成 １ ６ 年 ２ 月 ２ ６ 日  

 

甲  土 岐 市 長   塚 本  保 夫  

 

乙  土 岐 市 建 設 業 組 合  

組 合 長    小 嶋  憲 和  
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○土岐市管工事協同組合との災害時における水道業務の応援に関する

協定  

 

 土 岐 市 水 道 業 務（ 以 下「 甲 」と い う 。）と 土 岐 市 管 工 事 協 同 組 合（ 以 下「 乙 」と

い う 。） は 、 災 害 時 の 水 道 業 務 の 応 援 に 関 し 、 次 の と お り 協 定 を 締 結 す る 。  

 （ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 協 定 は 、土 岐 市 内 に お い て 災 害 等 が 発 生 し 、又 は 発 生 す る 恐 れ が あ

る 場 合 に 、 甲 が 乙 に 対 し て 応 援 の 要 請 を す る と き に 適 用 す る 。  

 （ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 協 定 に お け る 用 語 の 定 義 は 、 次 の 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

（ １ ）災 害 等   地 震 、台 風 、洪 水 、テ ロ 事 件 、そ の 他 事 故 に よ る 大 規 模 な 断 水

等 の 非 常 時 の 事 態 を い う 。  

（ ２ ） 応 援    乙 又 は 乙 の 組 合 員 が 他 に 先 駆 け て 水 道 課 の 業 務 の 応 援 に 入 り 、

施 設 ・ 管 路 の 点 検 ・ 復 旧 作 業 及 び 給 水 作 業 を 行 う こ と を い う 。  

 （ 要 請 ）  

第 ３ 条  甲 は 乙 の 応 援 の 必 要 が あ る と 認 め た と き は 、乙 に 対 し て 応 援 の 要 請 を 行

う 。  

 （ 応 援 ）  

第 ４ 条  乙 は 応 援 の 要 請 を 受 け た と き は 、甲 の 指 示 の も と に 、速 や か に 可 能 な 範

囲 で 応 援 を す る 。  

 （ 要 請 内 容 ）  

第 ５ 条  乙 は 、 出 動 し た 場 合 、 次 の 事 項 に つ い て 記 録 し 、 甲 に 報 告 す る 。  

（ １ ） 出 動 人 員 、 氏 名 及 び 資 機 材 等  

（ ２ ） 作 業 期 間 、 作 業 時 間 及 び 作 業 内 容  

（ ３ ） そ の 他 特 別 な 事 項 及 び 参 考 事 項  

 （ 費 用 負 担 ）  

第 ６ 条  応 援 に 要 し た 費 用 は 、 甲 が 定 め る 基 準 に よ り 積 算 し た 額 と す る 。  

 （ 支 払 い ）  

第 ７ 条  乙 は 甲 に 対 し 、応 援 に 要 し た 費 用 を 請 求 し 、甲 は 遅 滞 な く こ れ を 支 払 う

も の と す る 。  

 （ 協 定 の 期 間 ）  

第 ８ 条  こ の 協 定 は 、協 定 締 結 の 日 か ら 平 成 ２ ０ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で と す る 。但 し 、

協 定 の 期 間 満 了 の 前 １ 月 ま で に 、甲 又 は 乙 か ら 異 議 申 し 立 て が な い と き は 、引

き 続 き １ 年 間 延 長 す る も の と し 、 以 後 こ れ に 準 ず る も の と す る 。  

 （ 疑 義 の 協 議 及 び 協 定 変 更 ）  
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第 ９ 条  こ の 協 定 に 定 め の な い 事 項 は 、 甲 乙 協 議 し て 定 め る も の と す る 。 ま た 、

双 方 の 協 議 に よ り 協 定 の 変 更 が で き る も の と す る 。  

 

 こ の 協 定 の 締 結 を 証 す る た め 本 書 ２ 通 を 作 成 し 、甲 、乙 が 記 名 押 印 の 上 、各 自

１ 通 を 保 有 す る 。  

 

平 成 １ ９ 年 ４ 月 ２ ７ 日  

 

甲  土 岐 市 土 岐 津 町 土 岐 口 ２ １ ０ １ 番 地  

土 岐 市 水 道 事 業  

土 岐 市 長   大 野  信 彦  

 

乙  土 岐 市 土 岐 津 町 土 岐 口 １ ９ ８ ９ 番 地 の ２  

土 岐 市 管 工 事 協 同 組 合  

理 事 長    土 屋  周 一  
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○災害時における水道業務の応援に関する協定  

 

 土 岐 市 水 道 事 業（ 以 下「 甲 と い う 。」と 寿 美 工 業 株 式 会 社（ 以 下「 乙 」と い う 。）

は 、 災 害 時 の 水 道 業 務 の 応 援 に 関 し 、 次 の と お り 協 定 を 締 結 す る 。  

 （ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 協 定 は 、土 岐 市 内 に お い て 災 害 等 が 発 生 し 、又 は 発 生 す る 恐 れ が あ

る 場 合 に 、 甲 が 乙 に 対 し て 応 援 の 要 請 を す る と き に 適 用 す る 。  

 （ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 協 定 に お け る 用 語 の 定 義 は 、 次 の 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

（ １ ）災 害 等   地 震 、台 風 、洪 水 、火 災 、テ ロ 事 件 、そ の 他 事 故 に よ る 大 規 模

な 断 水 等 の 非 常 時 の 事 態 を い う 。  

（ ２ ）応 援    乙 は 他 に 先 駆 け て 水 道 課 の 業 務 の 応 援 に 入 り 、施 設・管 路 の 点

検 ・ 復 旧 作 業 及 び 給 水 作 業 を 行 う こ と を い う 。  

 （ 要 請 ）  

第 ３ 条  甲 は 乙 の 応 援 の 必 要 が あ る と 認 め た と き は 、乙 に 対 し て 応 援 の 要 請 を 行

う 。  

 （ 応 援 ）  

第 ４ 条  乙 は 応 援 の 要 請 を 受 け た と き は 、甲 の 指 示 の も と に 、速 や か に 可 能 な 範

囲 で 応 援 を す る 。  

 （ 要 請 内 容 ）  

第 ５ 条  乙 は 、 出 動 を し た 場 合 、 次 の 事 項 に つ い て 記 録 し 、 甲 に 報 告 す る 。  

（ １ ） 出 動 人 員 、 氏 名 及 び 資 機 材 等  

（ ２ ） 作 業 期 間 、 作 業 時 間 及 び 作 業 内 容  

（ ３ ） そ の 他 特 別 な 事 項 及 び 参 考 事 項  

 （ 費 用 負 担 ）  

第 ６ 条  応 援 に 要 し た 費 用 は 、 甲 が 定 め る 基 準 に よ り 積 算 し た 額 と す る 。  

 （ 支 払 い ）  

第 ７ 条  乙 は 甲 に 対 し 、応 援 に 要 し た 費 用 を 請 求 し 、甲 は 遅 滞 な く こ れ を 支 払 う

も の と す る 。  

 （ 協 定 の 期 間 ）  

第 ８ 条  こ の 協 定 は 、協 定 締 結 の 日 か ら 平 成 １ ８ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で と す る 。但 し 、

協 定 の 期 間 満 了 の 前 １ 月 ま で に 、甲 又 は 乙 か ら 異 議 申 し 立 て が な い と き は 、引

き 続 き １ 年 間 延 長 す る も の と し 、 以 後 こ れ に 準 ず る も の と す る 。  

 （ 疑 義 の 協 議 及 び 協 定 変 更 ）  

第 ９ 条  こ の 協 定 に 定 め の な い 事 項 は 、 甲 乙 協 議 し て 定 め る も の と す る 。 ま た 、
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双 方 の 協 議 に よ り 協 定 の 変 更 が で き る も の と す る 。  

 

 こ の 協 定 の 締 結 を 証 す る た め 本 書 ２ 通 を 作 成 し 、甲 、乙 が 記 名 押 印 の 上 、各 自

１ 通 を 保 有 す る 。  

 

平 成 １ ７ 年 ９ 月 １ 日  

 

甲  土 岐 市 土 岐 津 町 土 岐 口 ２ １ ０ １ 番 地  

土 岐 市 水 道 事 業  

土 岐 市 長   塚 本  保 夫  

乙  美 濃 加 茂 市 蜂 屋 町 上 蜂 屋 ２ ３ ４ ５ 番 地 ７ 中 部 台 地 ５ 街 区 ７ 番  

寿 美 工 業 株 式 会 社  岐 阜 営 業 所  

所   長   草 野  建 六  
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○水道施設の災害時等における応援に関する協定書  

土 岐 市 水 道 事 業（ 以 下「 甲 」と い う 。）と 株 式 会 社 米 津 西 部（ 以 下「 乙 」と い う 。）と の 間

に お い て 、 次 の と お り 協 定 を 締 結 す る 。  

 （ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 協 定 は 、土 岐 市 内 に 地 震 、風 水 害 、そ の 他 の 災 害 等（ 以 下「 災 害 時 等 」と い う 。）

に お い て 、 水 道 施 設 の 復 旧 の た め 、 甲 の 要 請 に よ り 乙 が 甲 に 実 施 す る 応 援 に 関 し 必

要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

 （ 応 援 の 要 請 ）  

第 ２ 条  甲 は 、 災 害 時 等 に お い て 土 岐 市 上 水 道 施 設 防 災 計 画 ・ 災 害 対 策 マ ニ ュ ア ル に 基 づ

き 応 急 復 旧 計 画 を 策 定 し 、 乙 の 応 援 が 必 要 で あ る 場 合 は 、 乙 に 対 し て 応 援 を 要 請 す

る こ と が で き る 。  

 （ 応 援 ）  

第 ３ 条  乙 は 、 前 条 の 規 定 に よ り 応 援 の 要 請 を 受 け た と き は 、 速 や か に 応 援 の 体 制 を 確 立

の う え 、 水 道 資 材 の 供 給 を 行 う も の と す る 。  

 （ 費 用 の 負 担 ）  

第 ４ 条  こ の 協 定 に 基 づ き 、 乙 が 資 材 の 供 給 に 要 し た 費 用 は 甲 が 負 担 す る も の と す る 。  

２  前 項 に 規 定 す る 費 用 に つ い て は 、 甲 が 定 め る 基 準 に よ り 積 算 し た 額 に 基 づ き 、 甲 乙 協

議 の う え 決 定 す る 。  

 （ 協 議 ）  

第 ５ 条  こ の 協 定 に 定 め の な い 事 項 又 は 疑 義 が 生 じ た 事 項 に つ い て は 、 そ の 都 度 甲 乙 協 議

の う え 定 め る も の と す る 。  

 （ 協 定 の 有 効 期 間 ）  

第 ６ 条  こ の 協 定 の 有 効 期 間 は 、 こ の 協 定 の 締 結 の 日 か ら 平 成 ２ ７ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で と す

る 。た だ し 、協 定 の 期 間 の 満 了 す る １ ヶ 月 前 ま で に 、甲 又 は 乙 か ら 特 別 の 意 思 表 示 が

な い 限 り 、 協 定 の 有 効 期 間 を 翌 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で １ 年 間 延 長 す る こ と と し 、 そ の 後

も こ の 例 に よ る も の と す る 。  

 こ の 協 定 を 証 す る た め 、本 書 ２ 通 を 作 成 し 、甲 乙 記 名 押 印 の う え 、各 自 １ 通 を 保 有 す る 。  

平 成 ２ ６ 年 ４ 月 ７ 日  

甲  土 岐 市 土 岐 津 町 土 岐 口 ２ １ ０ １ 番 地  

土 岐 市 水 道 事 業  

土  岐  市  長   加 藤  靖 也  

 

乙  可 児 市 土 田 ２ ５ ４ １ 番 地  

株 式 会 社  米 津 西 部  

代 表 取 締 役 社 長   伊 澤  修  
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○資材メーカーとの災害時における水道業務の応援に関する協定  

 

 土 岐 市 水 道 事 業 （ 以 下 「 甲 」 と い う 。） と 安 田 株 式 会 社 （ 以 下 「 乙 」 と い う 。）

は 、 災 害 時 等 の 水 道 復 旧 の 応 援 に 関 し て 、 次 の と お り 協 定 を 締 結 す る 。  

 （ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 協 定 は 、土 岐 市 に お い て 災 害 等 が 発 生 し 、水 道 施 設 の 復 旧 の た め の

水 道 資 材 が 緊 急 に 必 要 な 場 合 に 、甲 が 乙 に 対 し て 協 力 を 要 請 す る と き に 適 用 す

る 。  

 （ 協 力 の 要 請 ）  

第 ２ 条  甲 は 、災 害 時 等 の 水 道 施 設 の 復 旧 の た め の 資 材 が 不 足 す る 場 合 に 、乙 が

所 有 す る 水 道 資 材 の 供 給 に つ い て 協 力 を 要 請 す る 。  

 （ 協 力 の 実 施 ）  

第 ３ 条  乙 は 、協 力 の 要 請 を 受 け た と き は 、水 道 資 材 の 供 給 に つ い て 積 極 的 に 協

力 し 、 ま た 必 要 な 情 報 の 提 供 に 努 め る 。  

 （ 費 用 の 負 担 ）  

第 ４ 条  甲 は 、乙 の 水 道 資 材 の 供 給 に 要 し た 費 用 の 請 求 が あ っ た と き は 、遅 滞 な

く 乙 に 支 払 う も の と す る 。甲 が 支 払 う べ き 水 道 資 材 の 価 格 は 、緊 急 時 直 前 に お

け る 適 正 価 格 を 基 準 に し て 、 甲 乙 協 議 の う え 決 定 す る 。  

 （ 協 議 ）  

第 ５ 条  こ の 協 定 に 定 め の な い 事 項 及 び 協 定 に 疑 義 が 生 じ た と き は 、甲 乙 協 議 の

う え 決 定 す る 。  

 （ 協 定 の 期 間 ）  

第 ６ 条  こ の 協 定 は 、協 定 締 結 の 日 か ら 平 成 １ ８ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で と す る 。た だ

し 、協 定 の 期 間 満 了 の 前 １ 月 ま で に 、甲 又 は 乙 か ら 異 議 の 申 し 立 て が な い と き

は 引 き 続 き １ 年 間 継 続 す る 。 以 後 同 様 と す る 。  

 

 本 協 定 締 結 の 証 と し て 、本 書 ２ 通 を 作 成 し 、甲 乙 双 方 記 名 押 印 の う え 、各 自 １

通 を 保 有 す る 。  

平 成 １ ７ 年 ９ 月 １ 日  

甲  土 岐 市 土 岐 津 町 土 岐 口 ２ １ ０ １ 番 地  

土 岐 市 水 道 事 業  

土 岐 市 長     塚 本  保 夫  

乙  岐 阜 市 鶴 田 町 ３ 丁 目 ２ ４ 番 地  

安 田 株 式 会 社  

取 締 役 本 店 長   福 祉  健 治  
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○資材メーカーとの災害時における水道業務の応援に関する協定  

 

 土 岐 市 水 道 事 業（ 以 下「 甲 」と い う 。）と 寿 美 工 業 株 式 会 社（ 以 下「 乙 」と い う 。）は 、災

害 時 等 の 水 道 復 旧 の 応 援 に 関 し て 、 次 の と お り 協 定 を 締 結 す る 。  

 （ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 協 定 は 、土 岐 市 に お い て 災 害 等 が 発 生 し 、水 道 施 設 の 復 旧 の た め の 電 気 計 装 、

機 械 設 備 等 の 資 材 （ 以 下 「 機 器 資 材 等 」 と い う 。） が 緊 急 に 必 要 な 場 合 に 、 甲 が 乙 に 対 し

て 協 力 を 要 請 す る と き に 適 用 す る 。  

 （ 協 力 の 要 請 ）  

第 ２ 条  甲 は 、 災 害 時 等 の 水 道 施 設 の 復 旧 の た め の 資 材 が 不 足 す る 場 合 に 、 乙 が 所 有 す る

機 器 資 材 等 の 供 給 に つ い て 協 力 を 要 請 す る 。  

 （ 協 力 の 実 施 ）  

第 ３ 条  乙 は 、協 力 の 要 請 を 受 け た と き は 、機 器 資 材 等 の 供 給 に つ い て 積 極 的 に 協 力 し 、ま

た 必 要 な 情 報 の 提 供 に 努 め る 。  

 （ 費 用 の 負 担 ）  

第 ４ 条  甲 は 、 乙 の 機 器 資 材 等 の 供 給 に 要 し た 費 用 の 請 求 が あ っ た と き は 、 遅 滞 な く 乙 に

支 払 う も の と す る 。 甲 が 支 払 う べ き 機 器 資 材 等 の 価 格 は 、 緊 急 時 直 前 に お け る 適 正 価 格

を 基 準 に し て 、 甲 乙 協 議 の う え 決 定 す る 。  

 （ 協 議 ）  

第 ５ 条  こ の 協 定 に 定 め の な い 事 項 及 び 協 定 に 疑 義 が 生 じ た と き は 、 甲 乙 協 議 の う え 決 定

す る 。  

 （ 協 定 の 期 間 ）  

第 ６ 条  こ の 協 定 は 、協 定 締 結 の 日 か ら 平 成 １ ８ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で と す る 。た だ し 、協 定 の

期 間 満 了 の 前 １ 月 ま で に 、 甲 又 は 乙 か ら 異 議 申 し 立 て が な い と き は 引 き 続 き １ 年 間 継 続

す る 。 以 後 同 様 と す る 。  

 本 協 定 締 結 の 証 と し て 、本 書 ２ 通 を 作 成 し 、甲 乙 双 方 記 名 押 印 の う え 、各 自 １ 通 を 保 有 す

る 。  

平 成 １ ７ 年 ９ 月 １ 日  

 

甲  土 岐 市 土 岐 津 町 土 岐 口 ２ １ ０ １ 番 地  

土 岐 市 水 道 事 業  

土 岐 市 長   塚 本  保 夫  

乙  美 濃 加 茂 市 蜂 屋 町 上 蜂 屋 ２ ３ ４ ５ 番 地 ７ 中 部 台 地 ５ 街 区 ７ 番  

寿 美 工 業 株 式 会 社  岐 阜 営 業 所  

所   長   草 野  建 六  
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○災害時の応援業務に関する基本協定  

 

 土 岐 市（ 以 下「 甲 」と い う 。）と 社 団 法 人 岐 阜 県 公 共 嘱 託 登 記 土 地 家 屋 調 査 士 協

会（ 以 下「 乙 」と い う 。）と は 、災 害 の 予 防 及 び 災 害 時 の 応 援 に 係 る 業 務（ 以 下「 応

援 業 務 」 と い う 。） に 関 す る 基 本 協 定 を 締 結 す る 。  

 （ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 協 定 は 、土 岐 市 地 域 防 災 計 画 に 基 づ き 、甲 が 乙 に 対 し 、土 岐 市 の 地

域 に お け る 平 常 時 の 災 害 の 予 防 並 び に 災 害 時 の 応 急 対 策 及 び 災 害 復 旧 に 係 る

応 援 の 要 請 に 関 し 、 必 要 な 事 項 を 定 め る 。  

 （ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 協 定 に お い て「 災 害 」と は 、災 害 対 策 基 本 法（ 昭 和 ３ ６ 年 法 律 第 ２

２ ３ 号 ） 第 ２ 条 第 １ 号 に 定 め る 災 害 を い う 。  

 （ 連 絡 担 当 者 の 設 置 ）  

第 ３ 条  甲 及 び 乙 は 、応 援 業 務 の 遂 行 に 必 要 な 情 報 の 交 換 を 行 う た め の 連 絡 担 当

者 を 定 め 、常 に 情 報 交 換 を 行 う と と も に 、災 害 が 発 生 し た と き は 速 や か に 必 要

事 項 の 連 絡 を 行 う も の と す る 。  

 （ 応 援 業 務 の 内 容 ）  

第 ４ 条  応 援 業 務 は 、 次 に 掲 げ る と お り と す る 。  

（ １ ） 土 岐 市 管 理 公 共 施 設 等 の 登 記 に 必 要 と 思 わ れ る 被 災 状 況 の 調 査  

（ ２ ）土 岐 市 管 理 公 共 施 設 等 の 被 災 等 の 応 急 対 策 並 び に 災 害 復 旧 の た め の 公 共 基

準 点 並 び に 筆 界 点 情 報 の 収 集 及 び 復 元  

（ ３ ） 市 民 等 を 対 象 と し た 登 記 及 び 協 会 関 係 相 談 所 の 解 説  

（ ４ ）平 常 時 に お け る 土 岐 市 管 理 公 共 施 設 等 の 筆 界 に 関 す る 災 害 予 防 策 の 策 定 等  

（ ５ ） 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 特 に 必 要 と 認 め る 業 務  

 （ 応 援 要 請 ）  

第 ５ 条  甲 は 乙 に 応 援 業 務 の 要 請 を 行 お う と す る と き は 、次 に 掲 げ る 事 項 を 示 し

て 、 原 則 と し て 文 書 に よ り 連 絡 す る も の と す る 。  

（ １ ） 応 援 の 場 所  

（ ２ ） 応 援 の 目 的  

（ ３ ） 被 害 の 状 況  

（ ４ ） 応 援 業 務 の 内 容  

（ ５ ） 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項  

２  前 項 の 規 定 に 関 わ ら ず 、 緊 急 や む を 得 な い 事 態 等 が 発 生 し た 場 合 は 、 電 話 、

フ ァ ッ ク ス 等 に よ り 応 援 業 務 の 要 請 を 行 う こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、

甲 は 当 該 要 請 後 速 や か に 乙 に 対 し 前 項 に 規 定 す る 文 書 を 送 付 し な け れ ば な ら
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な い 。  

 （ 応 援 要 請 業 務 ）  

第 ６ 条  乙 は 、前 条 の 規 定 に よ る 要 請 を 受 け た と き は 、速 や か に 乙 の 社 員 を 動 員

し 、 応 援 業 務 に 従 事 さ せ る も の と す る 。  

 （ 業 務 の 報 告 ）  

第 ７ 条  乙 は 、甲 の 要 請 に 基 づ き 応 援 業 務 を 行 っ た と き は 、そ の 活 動 内 容 に つ い

て 、活 動 終 了 後 速 や か に 結 果 報 告 書（ 様 式 第 １ 号 ）に よ り 甲 に 報 告 す る も の と

す る 。  

 （ 費 用 の 負 担 ）  

第 ８ 条  応 援 業 務 （ 甲 の 要 請 に 基 づ き 実 施 さ れ た も の に 限 る 。） の 実 施 に 要 す る

経 費 は 、 甲 が 負 担 す る 。  

 （ 書 類 の 提 出 ）  

第 ９ 条  乙 は 次 に 掲 げ る 書 類 を 、 毎 年 度 甲 に 提 出 す る も の と す る 。  

（ １ ） 応 急 業 務 に 関 す る 乙 の 組 織 図  

（ ２ ） 応 援 業 務 に 係 る 連 絡 担 当 者  

（ ３ ） 応 援 業 務 に 従 事 で き る 社 員 名 簿  

（ ４ ） 前 ３ 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 必 要 と 認 め る 書 類  

 （ 資 料 の 交 換 及 び 協 議 ）  

第 １ ０ 条  甲 及 び 乙 は 、応 援 業 務 が 円 滑 に 行 え る よ う 、随 時 次 に 掲 げ る 資 料 を 提

出 し 、 相 互 に 交 換 す る と と も に 、 必 要 に 応 じ 協 議 を 行 う も の と す る 。  

（ １ ） 土 岐 市 地 域 防 災 計 画  

（ ２ ） 公 共 施 設 等 の 境 界 管 理 に 関 す る 情 報  

（ ３ ） 前 ２ 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項  

 （ 事 故 へ の 対 応 ）  

第 １ １ 条  乙 の 社 員 が 応 援 業 務 に よ り 負 傷 し 、持 病 に か か り 、乙 は 死 亡 し た 場 合

に お け る 災 害 補 償 は 、 乙 の 負 担 と す る 。  

２  乙 の 職 員 が 、応 援 業 務 を 遂 行 中 に 第 三 者 に 損 害 を 与 え た 場 合 に お い て は 、乙

が そ の 賠 償 の 責 め に 任 ず る 。  

 （ そ の 他 ）  

第 １ ２ 条  こ の 協 定 に 定 め の な い 事 項 又 は こ の 協 定 に つ い て 疑 義 が 生 じ た 事 項

に つ い て は 、 そ の 都 度 甲 及 び 乙 が 協 議 し て 定 め る 。  

 （ 適 用 ）  

第 １ ３ 条  こ の 協 定 の 有 効 期 限 は 、 平 成 ２ １ 年 １ ０ 月 １ ５ 日 か ら 平 成 ２ ２ 年 ３ 0

月 ３ １ 日 ま で と す る 。  

２  こ の 協 定 の 期 間 満 了 日 の １ か 月 前 ま で に 甲 又 は 乙 か ら 異 議 申 し 立 て が な い
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と き に は 、そ の 期 間 を 引 き 続 き 次 の １ 年 間 に 延 長 す る も の と し 、以 後 も 同 様 と

す る 。  

 

 こ の 協 定 の 締 結 を 証 す る た め 、本 協 定 書 を ２ 通 作 成 し 、甲 乙 署 名 押 印 の 上 、各

自 １ 通 を 保 有 す る 。  

 

 

平 成 ２ １ 年 １ ０ 月 １ ５ 日  

 

甲  土 岐 市 土 岐 津 町 土 岐 口 ２ １ ０ １ 番 地  

土 岐 市 長   大 野  信 彦  

 

乙  岐 阜 市 田 端 町 １ 番 地 の １ ２  

社 団 法 人 岐 阜 県 公 共 嘱 託 登 記 土 地 家 屋 調 査 士 協 会  

理 事 長  大 保 木  正 博  
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○災害時における応援協力に関する協定書  

 土 岐 市（ 以 下「 甲 」と い う 。）と 一 般 社 団 法 人 多 治 見 建 設 業 協 会（ 以 下「 乙 」と

い う 。）は 、土 岐 市 内 に 地 震 、風 水 害 等 の 災 害 が 発 生 し 、又 は 発 生 す る お そ れ が あ

る 場 合 に お い て 、乙 の 災 害 防 止 活 動 及 び 応 急 復 旧 活 動（ 以 下「 防 災 活 動 」と い う 。）

の 協 力 に つ い て 、 次 の と お り 協 定 を 締 結 す る 。  

 （ 応 援 要 請 ）  

第 １ 条  甲 は 、 土 岐 市 内 に お い て 災 害 対 策 基 本 法 第 ２ 条 第 １ 号 に 規 定 す る 災 害

（ 以 下「 災 害 」と い う 。）が 発 生 し 、又 は 発 生 す る お そ れ が あ る 場 合 に お い て 、

防 災 活 動 の 実 施 に つ い て 、乙 の 応 援 を 必 要 と す る と き は 、乙 に 対 し 応 援 を 要 請

す る も の と す る 。  

２  前 項 の 規 定 に よ り 応 援 を 要 請 す る 場 合 は 、次 の 号 に 掲 げ る 事 項 を 明 ら か に し

た 応 援 要 請 書（ 様 式 第 １ 号 ）を も っ て 要 請 す る も の と す る 。た だ し 、緊 急 を 要

す る と き は 、電 話 、口 頭 そ の 他 の 方 法 を も っ て 要 請 し 、事 後 、応 援 要 請 書 を 提

出 す る も の と す る 。  

（ １ ） 応 援 を 必 要 と す る 期 間 及 び 場 所  

（ ２ ） 災 害 の 状 況 及 び 要 請 内 容  

（ ３ ） 指 示 事 項 そ の 他 必 要 な 事 項  

３  乙 は 、甲 か ら の 応 援 の 要 請 が な い 場 合 又 は 連 絡 が 不 能 な 場 合 に お い て は 、乙

の 判 断 に お い て 防 災 活 動 及 び 被 災 者 の 救 出 支 援（ 以 下「 救 出 支 援 活 動 」と い う 。）

を 行 う こ と が で き る 。  

４  甲 は 、必 要 と 認 め る 場 合 に お い て 、応 援 要 請 書 を 作 成 す る こ と な く 乙 に 待 機

の 要 請 を す る こ と が で き る 。  

 （ 要 請 に 対 す る 協 力 ）  

第 ２ 条  乙 は 、前 条 に よ る 要 請 を 受 け た と き は 、会 員 に よ り「 緊 急 防 災 隊 」を 組

織 し 、建 設 資 機 材 を 確 保 し 、自 主 防 災 組 織 、消 防 、警 察 そ の 他 行 政 機 関 等（ 以

下「 自 主 防 災 組 織 等 」と い う 。）と 連 携 し 防 災 活 動 を 実 施 す る も の と す る 。ま た 、

災 害 現 場 に お い て 、緊 急 に 被 災 者 の 救 助 活 動 が 必 要 な 場 合 に お い て も 、自 主 防

災 組 織 等 と 連 携 し 救 出 支 援 活 動 を 実 施 す る も の と す る 。  

２  乙 は 、 乙 の 会 員 の 事 故 等 に よ り 、 甲 か ら の 応 援 要 請 に 協 力 が で き な い 場 合 、

又 は 協 力 で き な い こ と が 見 込 ま れ る 場 合 は 、他 の 建 設 業 協 会 等 へ 応 援 を 要 請 す

る よ う 努 め る も の と す る 。  

３  第 １ 項 の 救 出 支 援 活 動 は 、乙 の 状 況 の 許 す 範 囲 に お い て 実 施 す る も の と す る 。 

 （ 状 況 報 告 ）  

第 ３ 条  乙 は 、前 条 の 防 災 活 動 及 び 救 出 支 援 活 動 の 実 施 に 関 し て 、随 時 、そ の 活

動 内 容 、経 過 等 に つ い て 甲 に 報 告 す る と と も に 、そ の 活 動 内 容 を 変 更 す る 場 合
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は 、 速 や か に 甲 と 協 議 す る も の と す る 。  

 （ 結 果 報 告 ）  

第 ４ 条  乙 は 、 甲 の 要 請 に 基 づ き 実 施 し た 防 災 活 動 及 び 救 出 支 援 活 動 に つ い て 、

次 の 各 号 に 掲 げ る 事 項 を 明 ら か に し た 応 援 実 施 結 果 報 告 書（ 様 式 第 ２ 号 ）に よ

り 甲 に 報 告 す る も の と す る 。  

（ １ ） 出 動 し た 期 間 、 場 所 及 び 人 員  

（ ２ ） 災 害 の 状 況 及 び 実 施 し た 内 容  

（ ３ ） 使 用 し た 資 機 材 等 の 種 類 及 び 数 量  

（ ４ ） そ の 他 必 要 な 事 項  

 （ 連 絡 責 任 者 ）  

第 ５ 条  応 援 の 要 請 及 び 協 力 に 関 す る 事 項 の 伝 達 を 正 確 か つ 円 滑 に 行 う た め 、甲

及 び 乙 は 、 あ ら か じ め 連 絡 責 任 者 を 定 め て お く も の と す る 。  

甲  土 岐 市 建 設 部 土 木 課 長  

乙  一 般 社 団 法 人 多 治 見 建 設 業 協 会 理 事 長  

 （ 費 用 負 担 ）  

第 ６ 条  甲 の 要 請 に 基 づ き 乙 が 実 施 し た 防 災 活 動 及 び 救 出 支 援 活 動 に 要 し た 費

用 は 、 乙 の 報 告 に 基 づ き 甲 、 乙 協 議 の 上 決 定 し 、 甲 が 負 担 す る も の と す る 。  

 （ 協 定 の 有 効 期 間 ）  

第 ７ 条  こ の 協 定 の 有 効 期 間 は 、協 定 締 結 の 日 か ら 平 成 ２ ７ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で と

す る 。た だ し 、有 効 期 間 の 満 了 日 ま で に 甲 、乙 い ず れ か ら も 申 し 出 が な い と き

は 、 こ の 協 定 を １ 年 間 延 長 す る も の と し 、 以 後 も 同 様 と す る 。  

２  甲 及 び 乙 は 、こ の 協 定 の 有 効 期 間 前 に 正 当 な 理 由 に よ っ て こ の 協 定 を 解 除 し

よ う と す る と き は 、こ の 協 定 を 解 除 し よ う と す る 日 の ３ ０ 日 前 ま で に 相 手 方 に

対 し 解 除 の 申 し 入 れ を し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 定 め の な い 事 項 の 処 理 ）  

第 ８ 条  こ の 協 定 に 定 め の な い 事 項 又 は 疑 義 が 生 じ た 事 項 に つ い て は 、そ の 都 度 、

甲 、 乙 協 議 の 上 処 理 す る も の と す る 。  

こ の 協 定 を 証 す る た め 、本 書 ２ 通 を 作 成 し 、甲 、乙 記 名 押 印 の 上 各 自 １ 通 を 保

有 す る 。  

平 成 ２ ６ 年 ５ 月 ９ 日  

甲  土 岐 市 土 岐 津 町 土 岐 口 ２ １ ０ １  

土 岐 市 長   加 藤  靖 也  

乙  多 治 見 市 下 沢 町 ３ 丁 目 １ ７ 番 地 の １  

一 般 社 団 法 人 多 治 見 建 設 業 協 会  

理 事 長    松 島  祥 久  
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○災害時における応急対策活動に関する協定書  

 

 土 岐 市（ 以 下「 甲 」と い う 。）と 岐 阜 県 瓦 葺 組 合 土 岐・瑞 浪 支 部（ 以 下「 乙 」と

い う 。）は 、災 害 時 に お け る（ 以 下｛ 災 害 ｝と い う 。）、住 宅 等 の 屋 根 の 応 急 復 旧 活

動 に 関 し 、 次 の と お り 協 定 を 締 結 す る 。  

 （ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 協 定 は 、大 規 模 な 地 震 、風 水 害 及 び そ の 他 の 災 害（ 以 下「 災 害 」と

い う 。）が 発 生 し た 場 合 に 、市 民 の 居 住 の 確 保 を 図 る た め 、甲 が 乙 に 対 し 、住 宅

等 の 屋 根 に 発 生 し た 小 規 模 な 被 害 に 対 す る 応 急 処 置 の 協 力 を 要 請 す る こ と に

つ い て 、 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

 （ 応 援 要 請 ）  

第 ２ 条  甲 は 、乙 に 対 し て 、被 災 住 宅 の 瓦 屋 根 の 損 傷 箇 所 の 把 握 及 び ブ ル ー シ ー

ト 等 を 使 用 し た 応 急 活 動 に つ い て 、 次 に 掲 げ る 協 力 を 要 請 す る こ と が で き る 。 

（ １ ） 応 急 活 動 に 必 要 な 組 合 員 の 派 遣 に 関 す る こ と  

（ ２ ） 前 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 応 急 活 動 と し て 必 要 な 事 項  

２  乙 は 、前 項 の 規 定 に よ る 要 請 を 受 け た と き は 可 能 な 限 り こ れ に 応 ず る も の と

す る 。  

 （ 要 請 の 手 続 き ）  

第 ３ 条  前 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 要 請 は 、次 に 掲 げ る 事 項 を 口 頭 ま た は 電 話 等 で

連 絡 す る こ と に よ り 行 う も の と し 、事 後 、甲 は 速 や か に 当 該 事 項 を 別 に 定 め る

様 式 に 記 載 し 、 乙 に 提 出 す る も の と す る 。  

（ １ ） 要 請 日 時  

（ ２ ） 要 請 者  

（ ３ ） 要 請 場 所  

（ ４ ） 要 請 内 容  

（ ５ ） 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 応 急 活 動 の 実 施 に 必 要 な 事 項  

 （ 応 急 活 動 の 実 施 ）  

第 ４ 条  乙 の 組 合 員 は 、前 ２ 条 の 規 定 に よ り 協 力 の 要 請 を 受 け た と き は 、直 ち に

要 請 場 所 に 出 動 し 、自 ら の 判 断 に よ り 応 急 活 動 を 開 始 し 、要 請 内 容 に 従 い 実 施

す る も の と す る 。  

 （ 報 告 ）  

第 ５ 条  乙 の 組 合 員 は 、応 急 活 動 が 終 了 し た と き は 、次 に 掲 げ る 事 項 を 電 話 等 で

甲 に 連 絡 し 、事 後 、乙 は 当 該 事 項 を 別 に 定 め る 様 式 に 記 載 し 、甲 に 提 出 す る も

の と す る 。  

（ １ ） 現 場 責 任 者  
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（ ２ ） 活 動 日 時  

（ ３ ） 活 動 場 所  

（ ４ ） 世 帯 主 名  

（ ５ ） 活 動 内 容  

（ ６ ） 応 急 活 動 に 使 用 し た 車 両 、 機 材 、 資 材 等  

（ ７ ） 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 甲 が 必 要 と 認 め る 事 項  

 （ 経 費 の 負 担 ）  

第 ６ 条  甲 の 要 請 に 基 づ き 、乙 が 実 施 し た 応 急 活 動 に よ り 発 し た 費 用 は 甲 の 負 担

と す る 。  

２  乙 は 、応 急 活 動 終 了 後 、前 項 の 費 用 を 、甲 に 対 し 、そ の 承 認 を 受 け て 請 求 す

る も の と す る 。  

３  甲 は 、前 項 の 規 定 に よ り 費 用 の 支 払 請 求 が あ っ た 場 合 は 、速 や か に 乙 に 支 払

う も の と す る 。  

 （ 価 格 の 決 定 ）  

第 ７ 条  前 条 の 規 定 に よ り 甲 が 負 担 す る 費 用 は 、災 害 発 生 の 直 前 に お け る 適 正 価

格 を 基 準 と し て 、 甲 と 乙 と で 協 議 の う え 決 定 す る も の と す る 。  

 （ 市 街 補 償 ）  

第 ８ 条  乙 の 応 急 活 動 の 実 施 に 伴 い 、 乙 の 作 業 者 が 災 害 を 受 け た 場 合 の 補 償 は 、

災 害 対 策 基 本 法 に 基 づ き 、土 岐 市 消 防 団 員 等 公 務 災 害 補 償 条 例（ 昭 和 ４ １ 年 土

岐 市 条 例 第 ２ ７ 号 ）の 定 め る と こ ろ に よ り 補 償 を 行 う も の と す る 。た だ し 、乙

の 責 に 帰 す る 場 合 は こ の 限 り で な い 。  

 （ 損 害 賠 償 ）  

第 ９ 条  乙 の 応 急 活 動 の 実 施 に よ り 、第 三 者 に 損 害 を 与 え た 場 合 の 補 償 は 、乙 の

責 と し て 行 う も の と す る 。  

 （ 協 力 す る 事 業 者 等 の 報 告 ）  

第 １ ０ 条  乙 は 、定 期 的 に 組 合 員 名 簿 及 び 連 絡 網 を 作 成 し 、甲 に 提 出 す る も の と

す る 。  

 （ 協 議 ）  

第 １ １ 条  こ の 協 定 に 定 め る も の の ほ か 必 要 な 事 項 に つ い て は 、甲 及 び 乙 が 協 議

の 上 定 め る も の と す る 。  

 （ 効 力 ）  

第 １ ２ 条  こ の 協 定 の 有 効 期 間 は 、協 定 締 結 日 か ら １ 年 間 と す る 、た だ し 有 効 期

間 満 了 日 ま で に 、双 方 い ず れ も 意 思 表 示 が な い と き は 、更 新 さ れ た も の と す る 。 

 （ 解 除 ）  

第 １ ３ 条  こ の 協 定 を 解 除 す る 場 合 は 、甲 乙 い ず れ か 一 方 が 解 除 日 １ 箇 月 前 ま で
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に 書 面 に よ り 相 手 方 に 通 知 す る も の と す る 。  

 

 こ の 協 定 を 証 す る た め 、本 協 定 書 ２ 通 を 作 成 し 、甲 、乙 記 名 押 印 し て 、そ れ ぞ

れ １ 通 を 保 有 す る も の と す る 。  

 

平 成 ２ ５ 年 ３ 月 ２ ７ 日  

（ 甲 ）  土 岐 市 土 岐 津 町 土 岐 口 ２ １ ０ １  

土 岐 市 長   加 藤  靖 也  

 

（ 乙 ）  岐 阜 県 瓦 葺 組 合 土 岐 ・ 瑞 浪 支 部  

支 部 長    水 野  勉  
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災害被害状況調査に係る応援協力に関する協定書  

土 岐 市（ 以 下「 甲 」と い う 。）と 一 般 社 団 法 人 岐 阜 県 測 量 設 計 業 協 会 東 濃 地 区 協 議

会（ 以 下「 乙 」と い う 。）は 、災 害 が 発 生 し た 場 合 の 応 急 復 旧 に 係 わ る 活 動 に 関 し 、

次 の  と お り 協 定 を 締 結 す る 。  

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 協 定 は 、 市 内 で 発 生 し た 地 震 、 風 水 害 そ の 他 の 災 害 （ 以 下 「 災 害 」

と い う ） 時 に お い て 、「 土 岐 市 地 域 防 災 計 画 」 等 に 基 づ く 応 援 復 旧 活 動 （ 以 下

「 活 動 」と い う ）の 協 力 に つ い て 、甲 と 乙 が 必 要 な 事 項 を 定 め 、も っ て 災 害 に

対 し 、 迅 速 か つ 的 確 に 対 応 す る こ と を 目 的 と す る 。  

（ 協 力 の 要 請 ）  

第 ２ 条  甲 は 、土 岐 市 内 で 災 害 が 発 生 し 、乙 の 協 力 を 必 要 と す る と き は 、乙 に 対

し 次 の 各 号 に 掲 げ る 事 項 を 明 ら か に し て 要 請 す る も の と す る 。  

（ １ ）  災 害 の 発 生 場 所  

（ ２ ）  災 害 の 状 況  

（ ３ ）  要 請 内 容  

（ ４ ）  指 示 事 項  

（ ５ ）  そ の 他 必 要 な 事 項  

（ 要 請 に 対 す る 協 力 ）  

第 ３ 条  乙 は 、前 条 に よ る 甲 の 要 請 を 受 け た と き は 、特 に 業 務 上 の 支 障 そ の 他 や

む を 得 な い 事 由 の 無 い 限 り 、他 の 業 務 に 優 先 し て 要 請 に 応 じ 活 動 す る も の と す

る 。  

 （ 状 況 報 告 お よ び 協 議 ）  

 第 ４ 条  乙 は 、前 条 の 協 力 活 動 等 の 実 施 に あ た っ て は 、随 時 、活 動 の 内 容 等 の 経

過 に つ い て 甲 に 報 告 す る と と も に 、そ の 活 動 の 内 容 を 変 更 す る 場 合 は 速 や か に

甲 と 協 議 す る も の と す る 。  

  （ 協 力 の 結 果 報 告 ）  

 第 ５ 条  乙 は 、 甲 の 要 請 に 基 づ い て 活 動 し た 場 合 は 、次 に 掲 げ る 事 項 を 速 や か

に 甲 に 対 し 報 告 す る も の と す る 。  

（ １ ）  活 動 し た 期 間  

（ ２ ）  活 動 し た 場 所 及 び 人 員  

（ ３ ）  そ の 他 必 要 な 事 項  

（ 費 用 の 負 担 ）  

第 ６ 条  乙 が 活 動 に 要 し た 費 用 は 、甲 乙 協 議 の 上 、実 費 に 相 当 す る 額 を 甲 が 負 担

す る も の と す る 。  

（ 第 三 者 に 対 す る 損 害 ）  
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第 ７ 条  応 急 復 旧 活 動 に 伴 い 、第 三 者 に 損 害 を 及 ぼ し た 場 合 又 は 乙 が 活 動 に 使 用

し た 資 機 材 に 損 害 が 発 生 し た 場 合 は 、そ の 事 実 の 発 生 後 、遅 延 な く 書 面 に よ り

甲 に 報 告 し 、そ の 処 遇 に つ い て そ の 都 度 、甲 及 び 乙 が 協 議 し て そ の 処 理 解 決 に

当 た る も の と す る 。  

（ 補 償 ）  

第 ８ 条  こ の 協 定 に 基 づ き 応 急 復 旧 業 務 に 従 事 し た も の が 、そ の 業 務 に 従 事 し た

こ と に よ り 、死 亡 、負 傷 、若 し く は 疾 病 に か か り 、又 は 、障 害 の 状 態 と な っ た

場 合 の 障 害 補 償 は 、労 働 者 災 害 補 償 保 険 法（ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ５ ０ 号 。以 下「 法 」

と い う 。）に よ り 行 う も の と し 、法 が 適 用 さ れ な い 場 合 は 、土 岐 市 消 防 団 員 等 公

務 災 害 補 償 条 例 （ 昭 和 ４ １ 年 条 例 第 ２ ７ 号 ） の 例 に よ る も の と す る 。  

（ 連 絡 担 当 者 ）  

第 ９ 条  甲 及 び 乙 は 、要 請 及 び 活 動 に 関 す る 事 項 の 伝 達 を 正 確 か つ 円 滑 に 行 う た

め 、予 め 災 害 応 援 協 力 等 に 関 す る 連 絡 担 当 者 を 定 め 、災 害 が 発 生 し た 場 合 又 は

発 生 の お そ れ が あ る 場 合 は 、速 や か に 必 要 な 情 報 を 共 有 し 、相 互 間 の 連 絡 を 密

に す る も の と す る 。  

（ 協 議 会 の 開 催 ）  

第 １ ０ 条  甲 及 び 乙 は 、お 互 い の 防 災 知 識 及 び 防 災 技 術 を 向 上 さ せ 、相 互 の 理 解

と 信 頼 関 係 を 更 に 高 め る た め 、 必 要 に 応 じ て 協 議 会 を 開 催 す る も の と す る 。  

（ 協 議 事 項 ）  

第 １ １ 条  こ の 協 定 に 定 め の な い 事 項 で 特 に 必 要 が 生 じ た 場 合 は 、そ の 都 度 、甲

及 び 乙 が 協 議 し て 定 め る も の と す る 。  

 

令 和 元 年 １ １ 月 ２ ９ 日  

 

甲  土 岐 市  

土 岐 市 長   

 

乙  一 般 社 団 法 人  岐 阜 県 測 量 設 計 業 協 会  

東 濃 地 区 協 議 会  

代 表 幹 事   
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災害時等における応援協力に関する協定  

土 岐 市（ 以 下「 甲 」と い う 。）と 多 治 見 地 区 電 気 工 事 業 協 同 組 合  土 岐 部 会（ 以

下「 乙 」と い う 。）は 、災 害 が 発 生 し た 場 合 に 、土 岐 市 内 に お け る 市 有 施 設 の 電 気

設 備 の 被 災 状 況 に 関 す る 調 査 及 び 応 急 対 応 に 関 し て 、次 の と お り 協 定 を 締 結 す る 。 

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 協 定 は 、土 岐 市 地 域 防 災 計 画 に 定 め る 災 害 及 び こ れ に 準 ず る 災 害 が

発 生 し た 場 合 に 、甲 が 乙 に 応 援 協 力 を 要 請 す る に 当 た り 、必 要 な 事 項 を 定 め る

こ と を 目 的 と す る 。  

（ 応 援 協 力 の 内 容 ）  

第 ２ 条  市 内 に 地 震 、風 水 害 そ の 他 の 災 害 が 発 生 し 、甲 が 市 有 施 設 の 電 気 設 備 の

被 災 状 況 に 関 す る 調 査 及 び 応 急 復 旧（ 以 下「 応 急 対 応 工 事 等 」と い う 。）を 実 施

す る 場 合 に お い て 、 乙 は 甲 に 協 力 し て 、 こ の 業 務 に 従 事 す る も の と す る 。  

（ 協 力 体 制 の 情 報 提 供 ）  

第 ３ 条  乙 は 、甲 か ら の 協 力 要 請 に 対 し 、円 滑 な 対 応 が で き る よ う 、あ ら か じ め

災 害 時 に 稼 働 可 能 な 労 力 の 名 簿 を 作 成 し 把 握 し て お く も の と す る 。  

２  乙 は 、前 項 の 労 力 に 著 し い 変 化 が あ っ た と き 、若 し く は 甲 の 請 求 が あ っ た と

き は 、 速 や か に 甲 に 報 告 す る も の と す る 。  

（ 応 援 協 力 の 要 請 手 続 ）  

第 ４ 条  甲 は 、災 害 が 発 生 し 、必 要 と 認 め る と き は 、書 面 に よ り 応 急 対 応 工 事 等

の 実 施 を 要 請 す る も の と す る 。た だ し 、緊 急 を 要 す る と き は 電 話 等 を も っ て 要

請 し 、 事 後 に 遅 滞 な く 書 面 に よ り 要 請 す る も の と す る 。  

２  甲 は 、前 項 に 規 定 に よ る 要 請 を 行 う と き は 、災 害 の 状 況 そ の 他 応 急 対 応 工 事

等 の 実 施 に 必 要 な 情 報 を 、 乙 に 提 供 す る も の と す る 。  

３  乙 は 、第 １ 項 の 規 定 に よ る 要 請 を 受 け た と き は 、他 の 業 務 に 優 先 し て 直 ち に

業 務 を 実 施 す る も の と す る 。  

４  乙 は 、通 信 の 不 能 等 に よ っ て 第 １ 項 の 規 定 に よ る 要 請 が 行 わ れ な い 場 合 に お

い て 、応 急 対 応 工 事 等 の 実 施 が 必 要 で あ る と 認 め ら れ る 災 害 の 発 生 を 確 認 し た

と き は 、 前 項 の 例 に よ り 、 直 ち に こ れ を 行 う も の と す る 。  

（ 応 急 対 応 工 事 等 ）  

第 ５ 条  乙 は 、前 条 第 １ 項 に 規 定 す る 要 請 を 受 け た と き は 、現 地 に 派 遣 さ れ た 甲

の 職 員 の 指 示 に 従 い 、 施 工 す る も の と す る 。  

２  応 急 対 応 工 事 等 に お い て 、現 地 に 甲 の 職 員 が 派 遣 さ れ て い な い と き は 、乙 は

甲 に 連 絡 を と り 、 そ の 指 示 に 従 い 、 乙 の 責 任 に お い て 施 工 で き る も の と す る 。 

（ 完 了 報 告 ）  

第 ６ 条  乙 は 、応 急 対 応 工 事 等 を 完 了 し た と き は 、そ の 状 況 を 書 面 に よ り 速 や か



参考資料編 

190 (R6.4) 

に 甲 に 報 告 す る も の と す る 。た だ し 、緊 急 を 要 す る と き は 電 話 等 を も っ て 報 告

し 、 事 後 に 遅 滞 な く 書 面 に よ り 提 出 す る も の と す る 。  

（ 経 費 負 担 ）  

第 ７ 条  乙 が 行 う 調 査 、報 告 等 に つ い て は 、乙 の 責 任 に お い て 実 施 す る も の と し 、

こ れ に 要 す る 経 費 は 、 原 則 と し て 乙 が 負 担 す る も の と す る 。  

２  乙 が 応 急 復 旧 に 要 し た 費 用 は 、 原 則 と し て 甲 が 負 担 す る も の と す る 。  

３  そ の 他 経 費 の 負 担 に つ い て 疑 義 が 生 じ た と き は 、甲 及 び 乙 が 協 議 し て 定 め る 。 

（ 連 絡 体 制 の 整 備 ）  

第 ８ 条  甲 及 び 乙 は 本 協 定 に 関 す る 連 絡 責 任 者 を 選 定 し 、相 互 に 書 面 に よ り 通 知

す る も の と し 、 変 更 が あ っ た 場 合 は そ の 都 度 通 知 す る も の と す る 。  

（ 有 効 期 間 ）  

第 ９ 条  こ の 協 定 の 有 効 期 間 は 、協 定 締 結 の 日 か ら 令 和 ３ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で と す

る 。た だ し 、有 効 期 間 満 了 日 の ２ か 月 前 ま で に 、甲 乙 い ず れ か ら も 解 除 の 意 思

表 示 が な い と き は 、 さ ら に １ 年 間 更 新 さ れ る も の と し 、 そ の 後 も 同 様 と す る 。 

（ そ の 他 ）  

第 10 条  こ の 協 定 に 関 し 、疑 義 及 び 定 め の な い 事 項 が 生 じ た と き は 、そ の 都 度 、

甲 乙 協 議 し て 定 め る も の と す る 。  

こ の 協 定 の 締 結 を 証 す る た め 、本 書 ２ 通 を 作 成 し 、甲 及 び 乙 が 署 名 の 上 、各 自

１ 通 を 保 有 す る 。  

 

令 和   年   月   日  

 

              甲  土 岐 市 土 岐 津 町 土 岐 口 ２ １ ０ １ 番 地  

土 岐 市  

                土 岐 市 長   加  藤  淳  司  

 

乙  多 治 見 市 坂 上 町 ６ 丁 目 ３ ４ 番 ３  

                多 治 見 地 区 電 気 工 事 業 協 同 組 合  土 岐 部 会  

  部 会 長   安  藤  訓  規  
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○災害に係る情報発信等に関する協定  

 土 岐 市 お よ び ヤ フ ー 株 式 会 社（ 以 下「 ヤ フ ー 」と い う ）は 、災 害 に 係 る 情 報 発

信 等 に 関 し 、 次 の と お り 協 定 （ 以 下 「 本 協 定 」 と い う ） を 締 結 す る 。  

第 １ 条 （ 本 協 定 の 目 的 ）  

本 協 定 は 、土 岐 市 内 の 地 震 、津 波 、台 風 、豪 雨 、洪 水 、暴 風 そ の 他 の 災 害 に 備

え 、土 岐 市 が 土 岐 市 民 に 対 し て 必 要 な 情 報 を 迅 速 に 提 供 し 、か つ 土 岐 市 の 行 政 機

能 の 低 下 を 軽 減 さ せ る た め 、土 岐 市 と ヤ フ ー が 互 い に 協 力 し て 様 々 な 取 組 み を 行

う こ と を 目 的 と す る 。  

第 ２ 条 （ 本 協 定 に お け る 取 り 組 み ）  

１ ．本 協 定 に お け る 取 組 み の 内 容 は 次 の 中 か ら 、土 岐 市 お よ び ヤ フ ー の 両 者 の 協

議 に よ り 具 体 的 な 内 容 お よ び 方 法 に つ い て 合 意 が 得 ら れ た も の を 実 施 す る も の

と す る 。  

（ １ ）ヤ フ ー が 、土 岐 市 の 運 営 す る ホ ー ム ペ ー ジ の 災 害 時 の ア ク セ ス 負 荷 の 軽 減

を 目 的 と し て 、土 岐 市 の 運 営 す る ホ ー ム ペ ー ジ の キ ャ ッ シ ュ サ イ ト を ヤ フ ー サ

ー ビ ス 上 に 掲 載 し 、 一 般 の 閲 覧 に 供 す る こ と 。  

（ ２ ） 土 岐 市 が 、 土 岐 市 内 の 避 難 所 等 の 防 災 情 報 を ヤ フ ー に 提 供 し 、 ヤ フ ー が 、

こ れ ら の 情 報 を 平 時 か ら ヤ フ ー サ ー ビ ス 上 に 掲 載 す る な ど し て 、一 般 に 広 く 周

知 す る こ と 。  

（ ３ ）土 岐 市 が 、土 岐 市 内 の 避 難 勧 告 、避 難 指 示 等 の 緊 急 情 報 を ヤ フ ー に 提 供 し 、

ヤ フ ー が 、こ れ ら の 情 報 を ヤ フ ー サ ー ビ ス 上 に 掲 載 す る な ど し て 、一 般 に 広 く

周 知 す る こ と 。  

（ ４ ）土 岐 市 が 、災 害 発 生 時 の 土 岐 市 内 の 被 害 状 況 、ラ イ フ ラ イ ン に 関 す る 情 報

お よ び 避 難 所 に お け る ボ ラ ン テ ィ ア 受 入 れ 情 報 を ヤ フ ー に 提 供 し 、 ヤ フ ー が 、

こ れ ら の 情 報 を ヤ フ ー サ ー ビ ス 上 に 掲 載 す る な ど し て 、一 般 に 広 く 周 知 す る こ

と 。  

（ ５ ）土 岐 市 が 、土 岐 市 内 の 避 難 所 等 に お け る 必 要 救 援 物 資 に 関 す る 情 報 を ヤ フ

ー に 提 供 し 、ヤ フ ー が 、こ の 必 要 救 援 物 資 に 関 す る 情 報 を ヤ フ ー サ ー ビ ス 上 に

掲 載 す る な ど し て 、 一 般 に 広 く 周 知 す る こ と 。  

（ ６ ）ヤ フ ー が 、ヤ フ ー の 提 供 す る ブ ロ グ サ ー ビ ス に お い て 土 岐 市 が 運 営 す る 災

害 に 関 す る ブ ロ グ 等 に ア ク セ ス す る た め の web リ ン ク を ヤ フ ー サ ー ビ ス 上 に 掲

載 す る な ど し て 一 般 に 広 く 周 知 す る こ と 。  

（ ７ ）土 岐 市 が 、土 岐 市 内 の 避 難 所 に 避 難 し て い る 避 難 者 の 名 簿 を 作 成 す る 場 合 、

ヤ フ ー が 提 示 す る 所 定 の フ ォ ー マ ッ ト を 用 い て 名 簿 を 作 成 す る こ と 。  

２ ．土 岐 市 お よ び ヤ フ ー は 、前 項 各 号 の 事 項 が 円 滑 に な さ れ る よ う 、お 互 い の 窓

口 と な る 連 絡 先 お よ び そ の 担 当 者 名 を 相 手 方 に 連 絡 す る も の と し 、こ れ に 変 更



参考資料編 

192 (R6.4) 

が あ っ た 場 合 、 速 や か に 相 手 方 に 連 絡 す る も の と す る 。  

３ ．第 １ 項 各 号 に 関 す る 事 項 お よ び 同 項 に 記 載 の な い 事 項 に つ い て も 、土 岐 市 お

よ び ヤ フ ー は 、両 者 で 適 時 協 議 を 行 い 、決 定 し た 取 組 み を 随 時 実 施 す る も の と

す る 。  

第 ３ 条 （ 費 用 ）  

  前 条 に 基 づ く 土 岐 市 及 び ヤ フ ー の 対 応 は 別 段 の 合 意 が な い 限 り 無 償 で 行 わ

れ る も の と し 、そ れ ぞ れ の 対 応 に か か る 旅 費・通 信 費 そ の 他 一 切 の 経 費 は 、各

自 が 負 担 す る も の と す る 。  

第 ４ 条 （ 情 報 の 周 知 ）  

  ヤ フ ー は 、土 岐 市 か ら 提 供 を 受 け る 情 報 に つ い て 、土 岐 市 が 特 段 の 留 保 を 付

さ な い 限 り 、本 協 定 の 目 的 を 達 成 す る た め 、ヤ フ ー が 適 切 と 判 断 す る 方 法（ 提

携 先 へ の 提 供 、 ヤ フ ー サ ー ビ ス 以 外 の サ ー ビ ス 上 で の 掲 載 等 を 含 む ） に よ り 、

一 般 に 広 く 周 知 す る こ と が で き る 。た だ し 、ヤ フ ー は 、本 協 定 の 目 的 以 外 の た

め に 二 次 利 用 を し て は な ら な い も の と す る 。  

第 ５ 条 （ 本 協 定 の 公 表 ）  

  本 協 定 締 結 の 事 実 お よ び 本 協 定 の 内 容 を 公 表 す る 場 合 、土 岐 市 お よ び ヤ フ ー

は 、そ の 時 期 、方 法 お よ び 内 容 に つ い て 、両 者 で 別 途 協 議 の う え 、決 定 す る も

の と す る 。  

第 ６ 条 （ 本 協 定 の 期 間 ）  

  本 協 定 の 有 効 期 間 は 、本 協 定 締 結 日 か ら １ 年 間 と し 、期 間 満 了 日 ま で に い ず

れ か の 当 事 者 か ら 他 の 当 事 者 に 対 し 期 間 満 了 に よ っ て 本 協 定 を 終 了 す る 旨 の

書 面 に よ る 通 知 が な さ れ な い 限 り 、本 協 定 は さ ら に １ 年 間 自 動 的 に 更 新 さ れ る

も の と し 、 以 後 も 同 様 と す る 。  

第 ７ 条 （ 協 議 ）  

  本 協 定 に 定 め の な い 事 項 お よ び 本 協 定 に 関 し て 疑 義 が 生 じ た 事 項 に つ い て

は 、 土 岐 市 お よ び ヤ フ ー は 、 誠 実 に 協 議 し て 解 決 を 図 る 。  

以 上 、本 協 定 締 結 の 証 と し て 本 書 ２ 通 を 作 成 し 、土 岐 市 と ヤ フ ー 両 者 記 名 押 印 の

う え 各 １ 通 を 保 有 す る 。  

 

２ ０ １ ３ 年 ５ 月 ９ 日  

土 岐 市 ： 土 岐 市 土 岐 津 町 土 岐 口 ２ １ ０ １  

土 岐 市 長    加 藤  靖 也    

ヤ フ ー ： 東 京 都 港 区 赤 坂 九 丁 目 ７ 番 １ 号  

ヤ フ ー 株 式 会 社         

代 表 取 締 役   宮 坂  学    
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○防災への取り組みに関する協定書  

 

 土 岐 市（ 以 下「 甲 」と い い ま す ）と Google Ireland Limited（ 以 下「 乙 」と い

い ま す ）は 、甲 の 地 域 お よ び 住 民 に 深 刻 な 影 響 が 及 び う る 大 規 模 災 害 時 へ の 準 備

お よ び 対 応 に つ い て の 甲 と 乙 お よ び そ の 関 係 会 社 （ 以 下 「 Google」 と い い ま す ）

の 協 力 に 関 連 す る 両 当 事 者 の 合 意 を 証 す る た め 、 本 協 定 書 を 締 結 し ま す 。 な お 、

本 協 定 書 は 、甲 お よ び 乙 の 双 方 が 本 書 に 署 名 ま た は 記 名 押 印 し た 日（ 以 下「 効 力

発 生 日 」 と い い ま す ） か ら そ の 効 力 を 発 生 す る も の と し ま す 。  

 

第 １ 条 （ 災 害 対 応 サ ー ビ ス ）  

１ ． 本 協 定 書 に お い て 、「 災 害 対 応 サ ー ビ ス 」 と は 、 Google が 提 供 す る 、 自 然 災

害 や 人 道 的 危 機（ 総 称 し て 、以 下「 災 害 等 」と い い ま す ）に 際 し て 、重 要 な 情 報

を よ り ア ク セ ス し や す い 形 で 提 供 す る こ と を 目 的 と す る 製 品 お よ び サ ー ビ ス を

い い ま す 。本 協 定 書 の 効 力 発 生 日 に お け る 災 害 対 応 サ ー ビ ス の 例 に は 、別 紙 １ に

記 載 す る も の が あ り ま す 。な お 、災 害 対 応 サ ー ビ ス の 内 容 は 、随 時 、追 加 、中 止

ま た は 変 更 さ れ る こ と が あ り ま す 。  

２ ．Google は 、甲 の 地 域 お よ び 住 民 に 深 刻 な 影 響 が 及 び う る 災 害 等 が 生 じ た 場 合 、

そ の 裁 量 に よ り 、災 害 対 応 サ ー ビ ス を 提 供 す る か 否 か 、お よ び 、そ の 具 体 的 な 活

動 内 容 を 決 定 し ま す 。  

第 ２ 条 （ 本 件 協 力 ）  

１ ．甲 は 、甲 の 地 域 及 び 住 民 に 深 刻 な 影 響 が 及 び う る 災 害 等 に 関 連 す る Google に

よ る 災 害 対 応 サ ー ビ ス の 開 発 お よ び 実 施 に 協 力 す る こ と（ 以 下「 本 件 協 力 」と い

い ま す ） が で き ま す 。 本 件 協 力 の 例 と し て 、 以 下 に 列 挙 す る 項 目 が あ り ま す 。  

（ １ ）甲 が 保 有 ま た は 管 理 す る 、災 害 対 応 サ ー ビ ス に 関 連 す る 情 報（ 以 下「 本 件

情 報 」 と い い ま す ） を 提 供 す る こ と 。  

（ ２ ） 災 害 対 応 サ ー ビ ス に 関 連 す る 技 術 的 な 協 力 を 行 う こ と 。  

（ ３ ） 災 害 対 応 サ ー ビ ス に つ い て の 広 報 に 協 力 す る こ と 。  

（ ４ ）そ の 他 、災 害 対 応 サ ー ビ ス の 提 供 、改 善 、周 知 な ど 、Google に よ る 災 害 対

応 サ ー ビ ス の 開 発 お よ び 実 施 に 関 連 す る 事 項 を 行 う こ と 。  

２ ． 甲 が 本 件 協 力 を 行 う か 否 か 、 ま た 、 本 件 協 力 の 対 象 と す る 項 目 に つ い て は 、

甲 の 裁 量 に よ り 決 定 し ま す 。甲 は 、本 件 協 力 を 開 始 す る 場 合 で も 、本 件 協 力 を 特

定 の 項 目 に つ い て 実 施 お よ び 継 続 す る 義 務 を Google に 対 し て 負 う こ と は な く 、

ま た 、そ の 裁 量 に よ り 本 件 協 力 を 随 時 、変 更 、中 止 ま た は 終 了 す る こ と が で き ま

す 。た だ し 、本 件 協 力 の 実 施 の 方 法 に つ い て は 、Google と 協 議 し 同 意 を 得 る も の

と し ま す 。  
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３ ．本 協 定 書 に 基 づ き 甲 が 乙 に 本 件 情 報 を 提 供 す る 場 合 、別 途 当 事 者 が 合 意 す る

場 合 を 除 き 、 別 紙 ２ の 条 件 に 従 い ま す 。  

第 ３ 条 （ 秘 密 保 持 義 務 及 び 広 報 等 ）  

本 協 定 書 に 関 連 し て 相 互 に 開 示 す る 非 公 開 の 情 報 の 取 り 扱 い に つ い て は 、本 協

定 書 別 紙 ３ の 条 件 に 従 う も の と し ま す 。  

第 ４ 条 （ 費 用 等 ）  

本 協 定 書 に 関 連 し て 各 当 事 者 に 生 じ る 費 用（ 甲 に つ い て は 本 件 協 力 の 実 施 の た

め の 費 用 を 含 み 、乙 に つ い て は 災 害 対 応 サ ー ビ ス の 提 供 の た め の 費 用 を 含 み ま す ）

に つ い て は 、別 途 両 当 事 者 が 書 面 で 同 意 す る 場 合 を 除 き 、甲 お よ び 乙 が そ れ ぞ れ

自 ら 負 担 す る も の と し ま す 。  

第 ５ 条 （ 期 間 等 ）  

１ ．本 協 定 書 は 、効 力 発 生 日 よ り そ の 効 力 を 生 じ 、１ 年 間（ 以 下 、「 当 初 期 間 」と

い い ま す ） そ の 効 力 を 有 し ま す 。 た だ し 、 当 初 期 間 の 末 日 か ら 30 日 前 ま で に 両

当 事 者 の い ず れ か が 相 手 方 に 対 し て 書 面 に よ り 通 知 を し な い 限 り 、同 一 の 条 件 で

１ 年 間 自 動 的 に 更 新 さ れ る も の と し 、 以 後 、 同 様 と し ま す 。  

２ ．両 当 事 者 は 、い ず れ も 、相 手 方 に 対 す る 書 面 に よ る 30 日 前 の 通 知 に よ り 、理

由 の 如 何 を 問 わ ず 、本 協 定 書 を 相 手 方 に 対 す る 責 任 を 負 わ ず に 終 了 す る こ と が で

き ま す 。  

３ ．本 協 定 書 が 終 了 し た 後 も 、第 ３ 条 、第 ４ 条 、本 項 お よ び 第 ６ 条 な ら び に 別 紙

２ 第 ３ 条 お よ び 第 ４ 条 の 規 定 は 引 き 続 き そ の 効 力 を 有 す る も の と し ま す 。 な お 、

本 協 定 書 が 終 了 し た 後 も 、Google は 、そ の 裁 量 に よ り 災 害 対 応 サ ー ビ ス の 提 供 を

行 う こ と が で き る も の と し ま す 。  

第 ６ 条 （ 準 拠 法 お よ び 裁 判 管 轄 ）  

本 協 定 書 は 日 本 法 を 準 拠 法 と し ま す 。本 協 定 書 に 関 す る 紛 争 に つ い て は 、東 京

地 方 裁 判 所 が 専 属 的 裁 判 管 轄 を 有 す る も の と し ま す 。  
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○災害時における緊急放送に関する協定書  

 土 岐 市（ 以 下「 甲 」と い う 。）と 株 式 会 社 エ フ エ ム た じ み（ 以 下「 乙 」と い う 。）

は 、 災 害 時 に お け る 緊 急 放 送 に 関 し 、 次 の と お り 協 定 を 締 結 す る 。  

 （ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 協 定 は 、土 岐 市 に 災 害 等 が 発 生 し 、又 は 発 生 す る お そ れ が あ る 場 合

に 、災 害 等 の 情 報 に つ い て 土 岐 市 地 域 に 密 着 し た 緊 急 の 放 送 を 通 じ 、迅 速 に 災

害 又 は 防 災 に 関 す る 情 報 を 周 知 す る こ と に よ り 被 害 の 軽 減 を 図 り 、市 民 の 安 全

確 保 に 寄 与 す る こ と を 目 的 と す る 。  

 （ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 協 定 に お け る 用 語 の 定 義 は 次 の と お り と す る 。  

（ １ ）「 災 害 等 」地 震 、豪 雨 、洪 水 、暴 風 、豪 雪 、大 規 模 火 災 、武 力 攻 撃 事 態 そ の

他 非 常 の 事 態 を い う 。  

（ ２ ）「 緊 急 放 送 」前 条 の 目 的 を 達 成 す る た め に 、他 の 番 組 に 優 先 し て 行 う 災 害 及

び 防 災 に 関 す る 情 報 の 放 送 を い う 。  

 （ 緊 急 放 送 の 実 施 ）  

第 ３ 条  緊 急 放 送 は 、 次 に 掲 げ る 方 法 に よ り 実 施 す る も の と す る 。  

（ １ ）甲 が 必 要 と 認 め る 情 報 を 乙 に 提 供 し 、乙 が 所 有 す る Ｆ Ｍ 放 送 に お い て 、ス

タ ジ オ で の 緊 急 放 送 、 生 中 継 番 組 な ど で 放 送 す る 。  

（ ２ ）甲 が 緊 急 方 法 の 必 要 が あ る と 判 断 し 、そ の 実 施 を 乙 に 要 請 し た 場 合 は 、乙

は 業 務 上 の 支 障 そ の 他 や む を 得 な い 事 由 の な い 限 り 、速 や か に 準 備 し 、緊 急 放

送 を 行 う も の と す る 。要 請 は 文 書 を 原 則 と す る が 、電 話 、Ｆ Ａ Ｘ 、電 子 メ ー ル

等 に よ っ て も 行 う こ と が で き る 。  

（ ３ ）乙 は 、緊 急 放 送 を 行 う 場 合 又 は 緊 急 放 送 が 必 要 と 判 断 し た 場 合 は 、事 前 に

そ の 旨 を 甲 に 連 絡 す る も の と す る 。た だ し 、や む を 得 な い 場 合 は 緊 急 放 送 終 了

後 、 速 や か に 甲 に 報 告 す る も の と す る 。  

（ 緊 急 放 送 の 内 容 ）  

第 ４ 条  緊 急 放 送 の 内 容 は 、 次 に 掲 げ る 点 に 留 意 す る も の と す る 。  

（ １ ）甲 は 、緊 急 放 送 に つ い て 市 民 が 必 要 と す る 情 報 を 的 確 に 反 映 す る こ と に 努

め な け れ ば な ら な い 。 乙 は 、 地 域 に 密 着 し た Ｆ Ｍ 放 送 と し て の 理 念 に 基 づ き 、

緊 急 放 送 を 行 う よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。  

（ ２ ）甲 及 び 乙 は 、特 に 個 人 情 報 の 取 扱 い に 留 意 し 、災 害 等 に 関 す る 情 報 が 確 認

済 み な も の か も 含 め 、 入 念 に 放 送 内 容 を 確 認 す る も の と す る 。  

 （ 連 絡 責 任 者 ）  

第 ５ 条  甲 及 び 乙 は 、緊 急 放 送 を 円 滑 に 実 施 す る た め 、そ れ ぞ れ の 連 絡 責 任 者 を

定 め る も の と し 、連 絡 責 任 者 等 を 決 定 又 は 変 更 し た と き は 、速 や か に 相 手 方 に
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通 知 し な け れ ば な ら な い 。  

甲 、 乙 の 連 絡 先 及 び 連 絡 責 任 者  

甲  土 岐 市  

   電 話 番 号 0572-54-1111 内 線 221 

   Ｆ Ａ Ｘ  0572-53-0020 

   Ｍ ａ ｉ ｌ  soumu@city.toki.lg.jp 

   連 絡 責 任 者  総 務 課 長  

乙  株 式 会 社 エ フ エ ム た じ み  

   電 話 番 号 0572-21-3370 

   Ｆ Ａ Ｘ  0572-21-3371 

   Ｍ ａ ｉ ｌ  info＠ fmpipi.co.jp 

   連 絡 責 任 者  総 合 企 画 部 長  

 （ 費 用 の 負 担 ）  

第 ６ 条  乙 は 、甲 か ら 要 請 を 受 け た 緊 急 放 送 を 実 施 し た と き は 、費 用 を 請 求 で き

る も の と す る 。  

２  前 項 に 規 定 す る 費 用 は 、 甲 、 乙 別 途 協 議 し て 定 め る も の と す る 。  

 （ 協 定 の 期 間 ）  

第 ７ 条  こ の 協 定 の 有 効 期 間 は 、協 定 の 締 結 の 日 か ら 起 算 し て １ 年 間 と す る 。た

だ し 、こ の 期 間 満 了 の 日 の ３ 月 前 ま で に 、甲 、乙 双 方 か ら 何 ら の 意 思 表 示 が な

い と き は 、 こ の 協 定 の 期 間 満 了 の 日 か ら 起 算 し て １ 年 間 延 長 す る も の と す る 。

以 後 同 様 と す る 。  

 （ 協 議 ）  

第 ８ 条  こ の 協 定 に 定 め の な い 事 項 、又 は こ の 協 定 の 条 項 に 疑 義 が 生 じ た と き は 、

甲 、 乙 協 議 し て 決 定 す る も の と す る 。  

 

 こ の 協 定 の 締 結 を 証 す る た め 、本 書 を ２ 通 作 成 し 、甲 、乙 記 名 押 印 の 上 、各 １

通 を 保 有 す る 。  

 

平 成 ２ ６ 年 ３ 月 ２ ７ 日  

 

甲  土 岐 市 土 岐 津 町 土 岐 口 ２ １ ０ １  

土 岐 市 長    加 藤  靖 也  

乙  多 治 見 市 新 町 １ － ２ ３  

株 式 会 社 エ フ エ ム た じ み  

代 表 取 締 役   渡 邉  勝 利  

mailto:soumu@city.toki.lg.jp
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○土岐市における情報の伝達・交換等に関する協定書  

 

 国 土 交 通 省 中 部 地 方 整 備 局 庄 内 川 河 川 事 務 所 長（ 以 下「 甲 」と い う 。）と 国 土 交

通 省 中 部 地 方 整 備 局 多 治 見 砂 防 国 道 事 務 所 長 （ 以 下 「 乙 」 と い う 。） と 土 岐 市 長

（ 以 下「 丙 」と い う 。）は 、土 岐 市 に お け る 情 報 の 伝 達 及 び 必 要 な 情 報 の 交 換（ 以

下 「 情 報 交 換 」 と い う 。） に 関 し て 、 次 の と お り 協 定 （ 以 下 「 本 協 定 」 と い う 。）

を 締 結 す る 。  

 （ 目 的 ）  

第 １ 条  本 協 定 は 、土 岐 市 に お け る 河 川 管 理 、砂 防 及 び ダ ム 管 理（ 以 下「 河 川 管

理 等 」と い う 。）に お い て 、甲 、乙 及 び 丙 が 相 互 で 保 有 す る 情 報 を 交 換 す る こ と

に よ り 河 川 管 理 等 の 高 度 化・効 率 化 を 図 り 、緊 急 時 等 の 迅 速 な 対 応 の 支 援 を 図

る こ と を 目 的 と す る 。  

 （ 通 信 施 設 の 整 備 ）  

第 ２ 条  情 報 交 換 の 方 法 と し て 必 要 な 通 信 施 設 の 整 備 と 相 互 利 用 に あ た っ て は 、

甲 、 乙 及 び 丙 が 協 力 し 進 め る も の と す る 。  

 （ 情 報 の 使 用 範 囲 ）  

第 ３ 条  情 報 交 換 で 得 ら れ た 情 報 に つ い て は 、甲 、乙 及 び 丙 の そ れ ぞ れ が 河 川 管

理 等 を 行 う た め に 使 用 す る も の と す る 。  

２  甲 、乙 及 び 丙 は 、情 報 交 換 に よ り 得 ら れ た 情 報 の 再 配 信 に つ い て 、災 害 対 策

基 本 法 に 基 づ く 指 定 公 共 機 関 及 び 指 定 地 方 公 共 機 関 を 含 む 防 災 関 係 機 関 へ 提

供 す る こ と を 承 諾 す る も の と す る 。  

３  情 報 交 換 に よ り 得 ら れ た 情 報 を イ ン タ ー ネ ッ ト 及 び 地 上 デ ジ タ ル 放 送 等 で

一 般 に 提 供 す る こ と に 関 し て は 、情 報 の 保 有 者 が 認 め た 場 合 の み 可 能 と し 、事

前 に 協 議 を 行 う も の と す る 。  

 （ 情 報 の 取 り 扱 い ）  

第 ４ 条  相 互 に 交 換 す る 情 報 は 、速 報 値 で あ る こ と か ら 、甲 、乙 及 び 丙 は 各 々 伝

達 す る 情 報 に つ い て の 内 容 、又 は 機 器 の 障 害 等 に よ る 情 報 の 遅 延 、若 し く は 欠

落 に よ っ て 発 生 し た い か な る 損 害 に つ い て も 責 任 を 負 わ な い も の と す る 。  

 （ 細 目 協 定 ）  

第 ５ 条  本 協 定 を 実 施 す る た め 必 要 な 細 目 事 項 に つ い て は 、国 土 交 通 省 中 部 地 方

整 備 局 庄 内 川 河 川 事 務 所 副 所 長 、国 土 交 通 省 中 部 地 方 整 備 局 多 治 見 砂 防 国 道 事

務 所 副 所 長 と 土 岐 市 総 務 部 長 と が 別 途 協 議 し て 定 め る も の と す る 。  

 （ そ の 他 ）  

第 ６ 条  本 協 定 に 定 め の な い 事 項 に つ い て は 、甲 、乙 、丙 が 協 議 し て 定 め る も の

と す る 。  
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２  本 協 定 の 有 効 期 間 は 、 平 成 ２ ８ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で と す る 。  

  た だ し 、甲 、乙 、丙 い ず れ か ら も こ の 協 定 の 改 廃 に つ い て 申 し 出 が な い と き

は 、更 に １ 年 間 継 続 す る も の と し 、当 該 継 続 期 間 が 満 了 し た と き も 同 様 と す る 。 

 

 本 協 定 締 結 の 証 と し て 本 書 ３ 通 を 作 成 し 、甲 、乙 、丙 署 名 捺 印 の う え 各 １ 通 を

保 有 す る 。  

 

 

平 成 ２ ７ 年 ３ 月 １ １ 日  

 

甲  国 土 交 通 省 中 部 地 方 整 備 局  

庄 内 川 河 川 事 務 所 長     高 橋  伸 輔  

 

乙  国 土 交 通 省 中 部 地 方 整 備 局  

多 治 見 砂 防 国 道 事 務 所 長   草 野  慎 一  

 

丙  土 岐 市 長          加 藤  靖 也  
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○災害時の放送に関する協定  

 

 土 岐 市（ 以 下「 甲 」と い う 。）と お り べ ネ ッ ト ワ ー ク 株 式 会 社（ 以 下「 乙 」と い

う 。） は 、 災 害 時 の 放 送 に 関 し 、 次 の と お り 協 定 を 締 結 す る 。  

 （ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 協 定 は 、乙 の ケ ー ブ ル テ レ ビ 放 送 を 活 用 し 、住 民 に 災 害 時 の 情 報 を

提 供 す る こ と に よ り 、土 岐 市 内 に お け る 防 災・減 災 に 寄 与 す る こ と を 目 的 と す

る 。  

 （ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 協 定 に お け る 用 語 の 意 義 は 、 次 の と お り と す る 。  

（ １ ） 災 害   地 震 、 台 風 、 洪 水 、 雪 害 、 火 災 、 そ の 他 非 常 の 事 態 を い う 。  

（ ２ ）災 害 情 報 放 送   前 条 の 目 的 を 達 成 す る た め に 、乙 の 放 送 チ ャ ン ネ ル で 行

う 放 送 を い う 。  

 （ 災 害 情 報 放 送 ）  

第 ３ 条  災 害 情 報 放 送 を 行 う に 当 た っ て は 、 次 の 各 号 に 定 め る と お り 実 施 す る 。 

（ １ ）乙 は 、甲 が 防 災 行 政 無 線 で 放 送 す る 情 報 の う ち 、甲 の 依 頼 す る 情 報 及 び 乙

が 必 要 と 判 断 す る 情 報 を 文 字 テ ロ ッ プ に て 放 送 す る 。実 施 に 当 た っ て は 、そ の

必 要 性 と 緊 急 性 を 考 慮 し 、 乙 が 文 字 テ ロ ッ プ の 入 力 を 行 い 、 放 送 を 実 施 す る 。 

（ ２ ）甲 は 、災 害 時 に お い て 、乙 に 対 し て 災 害 情 報 放 送 の 依 頼 を 行 う こ と が で き

る 。こ の 場 合 に お い て 、乙 は 、速 や か に 対 処 す る 。た だ し 、 甲 は 、乙 に 放 送 の

依 頼 を 行 う に あ た り 、 乙 の 番 組 編 成 を 尊 重 す る こ と と す る 。  

（ ３ ）乙 は 、甲 か ら 入 手 し た 情 報 及 び 自 ら が 入 手 し た 情 報 に よ り 、乙 の 判 断 に よ

り 災 害 情 報 放 送 を 行 う こ と が で き る 。  

 （ 費 用 負 担 ）  

第 ４ 条  災 害 情 報 放 送 に 関 す る 費 用 に つ い て は 、甲 、乙 別 途 協 議 し て 定 め る も の

と す る 。  

 （ 疑 義 の 決 定 等 ）  

第 ５ 条  こ の 協 定 に 定 め の な い 事 項 又 は 疑 義 を 生 じ た と き に は 、甲 、乙 協 議 の 上

決 定 す る も の と す る 。  

 （ 協 定 の 期 間 ）  

第 ６ 条  こ の 協 定 の 効 力 は 、協 定 締 結 の 日 か ら 平 成 ２ ８ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で と す る 。 

２  協 定 の 期 間 満 了 前 １ 月 ま で に 、甲 又 は 乙 か ら 異 議 申 立 て が な い と き に は 、そ

の 期 間 を 、 引 き 続 き 次 の １ 年 延 長 す る も の と し 、 以 後 も 同 様 と す る 。  

 本 協 定 の 締 結 を 証 す る た め 本 書 ２ 通 を 作 成 し 、甲 、乙 署 名 押 印 の う え 各 自 １ 通

を 保 有 す る も の と す る 。  
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平 成 ２ ７ 年 ３ 月 ２ ５ 日  

 

甲  土 岐 市 長  

加 藤  靖 也  

 

乙  お り べ ネ ッ ト ワ ー ク 株 式 会 社  

代 表 取 締 役  

秋 田  敏 行  
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○特設公衆電話の設置等に関する覚書  

 

 土 岐 市（ 以 下「 甲 」と い う 。）と 西 日 本 電 信 電 話 株 式 会 社 岐 阜 支 店（ 以 下「 乙 」

と い う 。）は 、大 規 模 災 害 等 が 発 生 し た 際 に 乙 の 提 供 す る 非 常 用 電 話（ 以 下「 特 設

公 衆 電 話 」と い う 。）の 設 置 、利 用 及 び 管 理 等 に 関 し 、次 の と お り 覚 書 を 締 結 す る 。  

 （ 目 的 ）  

第 １ 条  本 覚 書 は 、災 害 の 発 生 時 に お い て 、甲 乙 協 力 の 下 、被 災 者 等 の 通 信 の 確

保 を 目 的 と す る 。  

 （ 用 語 の 定 義 ）  

第 ２ 条  本 覚 書 に 規 定 す る「 災 害 の 発 生 」と は 、地 震 及 び 風 水 害 等 の 発 生 に よ り

都 道 府 県 が 災 害 救 助 法 を 適 用 す る 地 域 に お い て 、広 域 停 電 が 発 生 し て い る こ と 、

又 は 同 様 の 事 象 の 発 生 に よ り 社 会 の 混 乱 が 発 生 し て い る こ と を い う 。  

２  本 覚 書 に 規 定 す る「 特 設 公 衆 電 話 」と は 、甲 乙 協 議 の う え 定 め た 設 置 場 所 に

電 気 通 信 回 線 及 び 電 話 機 接 続 端 子 を 施 設 し 、災 害 の 発 生 時 に 電 話 機 を 接 続 す る

こ と で 被 災 者 又 は 帰 宅 困 難 者 等 へ 通 信 の 提 供 を 可 能 と す る も の を い う 。  

 （ 通 信 機 器 の 管 理 ）  

第 ３ 条  甲 は 、本 覚 書 に 基 づ き 、災 害 発 生 時 に 即 座 に 利 用 が 可 能 な 状 態 と な る よ

う 電 話 機 を 適 切 な 場 所 に 保 管 の 上 、 管 理 す る こ と と す る 。  

 （ 屋 内 設 備 の 管 理 及 び 破 損 ）  

第 ４ 条  甲 は 、 特 設 公 衆 電 話 の 配 備 に 必 要 な 設 備 （ 電 話 機 、 及 び 端 子 盤 、 配 管 、

引 込 柱 等 ）を 設 置 し 、乙 が 設 置 す る 屋 内 配 線（ モ ジ ュ ラ ー ジ ャ ッ ク を 含 む 。以

下 同 じ 。） と と も に 、 災 害 発 生 時 に 即 座 に 利 用 が 可 能 な 状 態 と な る よ う 維 持 に

努 め る こ と と す る 。  

２  屋 内 配 線 が 甲 の 故 意 ま た は 重 過 失 に よ り 破 損 し た 場 合 は 、甲 は 乙 に 速 や か に

書 面 を も っ て 報 告 す る こ と と す る 。な お 、乙 に 対 す る 修 復 に 係 る 費 用 の 支 払 に

つ い て は 、 原 則 、 甲 が 負 担 す る も の と す る 。  

 （ 特 設 公 衆 電 話 の 設 置 ）  

第 ５ 条  特 設 公 衆 電 話 の 設 置 に 係 る 電 気 通 信 回 線 数 に つ い て は 、 甲 乙 協 議 の 上 、

乙 が 決 定 す る こ と と し 、設 置 場 所 等 の 必 要 な 情 報 に つ い て は「 特 設 公 衆 電 話 設

置 一 覧 （ 土 岐 市 ）」（ 別 紙 １ ） を 作 成 し 甲 乙 互 い に 保 管 す る も の と す る 。  

  な お 、保 管 に あ た っ て は 、甲 乙 互 い に 情 報 管 理 責 任 者 を 任 命 し 、そ の 氏 名 を

「 情 報 管 理 責 任 者（ 変 更 ）通 知 書 」（ 別 紙 ２ ）を も っ て 相 互 に 通 知 す る こ と と す

る 。  

２  乙 は 、特 設 公 衆 電 話 の 設 置 に 係 る 電 気 通 信 回 線 を 平 成 ２ ８ 年 ２ 月 ２ ９ 日 迄 に

設 置 す る こ と と す る 。  
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 （ 特 設 公 衆 電 話 の 閉 鎖 、 移 転 等 ）  

第 ６ 条  甲 は 、特 設 公 衆 電 話 の 設 置 さ れ た 場 所 の 閉 鎖 、移 転 等 の 発 生 が 明 ら か に

な っ た 場 合 は 、 速 や か に そ の 旨 を 乙 に 書 面 を も っ て 報 告 し な け れ ば な ら な い 。 

  ま た 、新 た な 設 置 場 所 を 設 け る 場 合 は 、甲 は 乙 に 対 し 報 告 す る こ と に 努 め る

も の と す る 。  

 （ 定 期 試 験 の 実 施 ）  

第 ７ 条  甲 及 び 乙 は 、年 に １ 回 を 目 安 と し て 、災 害 発 生 時 に 特 設 公 衆 電 話 が 速 や

か に 設 置 で き る よ う 、「 特 設 公 衆 電 話 定 期 試 験 仕 様 書 」（ 別 紙 ３ ）に 定 め る 接 続

試 験 を 実 施 す る こ と と す る 。  

 （ 故 障 発 見 時 の 扱 い ）  

第 ８ 条  甲 及 び 乙 は 、特 設 公 衆 電 話 を 設 置 す る 電 気 通 信 回 線 に つ い て 何 ら か の 異

常 を 発 見 し た 場 合 は 、速 や か に 相 互 に 確 認 し あ い 、故 障 回 復 に 向 け 協 力 す る も

の と す る 。  

 （ 特 設 公 衆 電 話 の 解 説 ）  

第 ９ 条  特 設 公 衆 電 話 の 利 用 の 開 始 に つ い て は 、甲 乙 協 議 の う え 乙 が 決 定 す る も

の と し 、甲 は 特 設 公 衆 電 話 を 速 や か に 設 置 し 、被 災 者 若 し く は 帰 宅 困 難 者 等 の

通 信 確 保 に 努 め る も の と す る 。  

  た だ し 、設 置 場 所 の 存 在 す る 地 域 に お い て 大 規 模 災 害 が 発 生 し 、甲 と 乙 が 連

絡 が 取 れ な い 場 合 は 、甲 の 判 断 に よ り 、利 用 を 開 始 す る こ と が で き る も の と す

る 。  

 （ 特 設 公 衆 電 話 の 利 用 ）  

第 １ ０ 条  甲 は 、特 設 公 衆 電 話 を 開 設 し た 場 合 、利 用 者 の 適 切 な 利 用 が 行 わ れ る

よ う 、 可 能 な 限 り 利 用 者 の 誘 導 に 努 め る も の と す る 。  

 （ 特 設 公 衆 電 話 の 利 用 の 終 了 ）  

第 １ １ 条  特 設 公 衆 電 話 の 利 用 の 終 了 に つ い て は 、甲 乙 協 議 の う え 乙 が 決 定 す る

も の と し 、 甲 は 特 設 公 衆 電 話 を 速 や か に 撤 去 す る も の と す る 。  

  た だ し 、 乙 が 利 用 終 了 を 通 知 す る 前 に 、 避 難 所 を 閉 鎖 し た 場 合 に お い て は 、

甲 は 速 や か に 特 設 公 衆 電 話 を 撤 去 し 、後 日 、乙 に 対 し 閉 鎖 の 連 絡 を 行 う こ と と

す る 。  

 （ 設 置 場 所 の 公 開 ）  

第 １ ２ 条  乙 は 、災 害 時 の 通 信 確 保 の た め に 、特 設 公 衆 電 話 の 設 置 場 所 に つ い て 、

甲 と 合 意 し た 場 合 、 乙 の ホ ー ム ペ ー ジ 上 で 公 開 す る も の と す る 。  

 （ 目 的 外 利 用 の 禁 止 ）  

第 １ ３ 条  甲 は 、 第 ７ 条 に 規 定 す る 定 期 試 験 及 び 第 ９ 条 に 規 定 す る 開 設 を 除 き 、

特 設 公 衆 電 話 の 利 用 を 禁 止 す る も の と す る 。  



参考資料編 

203 (R6.4) 

２  乙 は 特 設 公 衆 電 話 の 利 用 状 況 に つ い て 、 定 期 的 に 検 査 す る こ と と す る 。  

３  甲 は 、乙 よ り 目 的 外 利 用 の 実 績 の 報 告 が あ っ た 場 合 は 、速 や か に 当 該 利 用 が

発 生 し な い よ う 措 置 を 講 じ 、 そ の 旨 を 乙 に 報 告 す る も の と す る 。  

４  前 項 の 措 置 に か か わ ら ず 、甲 の 目 的 外 利 用 が 継 続 す る 場 合 は 、抜 本 的 な 措 置

を 甲 乙 協 議 の う え 講 ず る も の と す る 。こ の 場 合 に お い て 、特 設 公 衆 電 話 の 撤 去

を 行 う こ と と な っ た 場 合 は 、撤 去 に 関 す る 工 事 費 用 等 及 び 甲 が 目 的 外 利 用 に よ

り 発 生 し た 分 の 利 用 料 は 、 甲 が 負 担 す る も の と す る 。  

 （ 表 明 保 証 ）  

第 １ ４ 条  甲 お よ び 乙 は 、次 の 各 号 の い ず れ に も 該 当 し な い こ と を 表 明 し 、将 来

に わ た っ て 次 の 各 号 の い ず れ に も 該 当 し な い こ と を 確 約 す る 。  

（ １ ）自 ら ま た は 自 ら の 役 員（ 取 締 役 、 執 行 役 ま た は 監 査 役 ）が 、暴 力 団（ 暴 力

団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律（ 平 成 ３ 年 法 律 第 ７ ７ 号 ）第 ２ 条

第 ２ 号 ）、 暴 力 団 員 （ 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 に 関 す る 法 律 第 ２ 条 第

６ 号 ）、 暴 力 団 員 で な く な っ た と き か ら ５ 年 間 を 経 過 し な い 者 、 も し く は こ れ

ら に 準 ず る 者 、ま た は 暴 力 団 も し く は 暴 力 団 員 と 密 接 な 関 係 を 有 す る 者（ 以 下 、

こ れ ら を 個 別 に ま た は 総 称 し て 「 暴 力 団 員 等 」 と い う 。） で あ る こ と  

（ ２ ） 自 ら の 行 う 事 業 が 、 暴 力 団 員 等 の 支 配 を 受 け て い る と 認 め ら れ る こ と  

（ ３ ）自 ら の 行 う 事 業 に 関 し 、暴 力 団 員 等 の 威 力 を 利 用 し 、財 産 上 の 不 当 な 利 益

を 図 る 目 的 で 暴 力 団 員 等 を 利 用 し 、ま た は 、暴 力 団 員 等 の 威 力 を 利 用 す る 目 的

で 暴 力 団 員 等 を 従 事 さ せ て い る と 認 め ら れ る こ と  

（ ４ ）自 ら が 暴 力 団 員 等 に 対 し て 資 金 を 提 供 し 、便 宜 を 供 与 し 、ま た は 不 当 に 優

先 的 に 扱 う な ど の 関 与 を し て い る と 認 め ら れ る こ と  

（ ５ ）本 契 約 の 履 行 が 、暴 力 団 員 等 の 活 動 を 助 長 し 、ま た は 暴 力 団 の 運 営 に 資 す

る も の で あ る こ と  

２  甲 お よ び 乙 は 、相 手 方 が 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る と き は 、何 ら の 通 知 、催 告

を 要 せ ず 即 時 に 本 契 約 を 解 除 す る こ と が で き る 。  

（ １ ） 第 １ 項 に 違 反 し た と き  

（ ２ ） 自 ら ま た は 第 三 者 を し て 次 に 掲 げ る 行 為 を し た と き  

 ①  相 手 方 に 対 す る 暴 力 的 な 要 求 行 為  

 ②  相 手 方 に 対 す る 法 的 な 責 任 を 超 え た 不 当 な 要 求 行 為  

 ③  相 手 方 に 対 す る 脅 迫 的 言 辞 ま た は 暴 力 的 行 為  

 ④  風 説 を 流 布 し 、ま た は 偽 計 も し く は 威 力 を 用 い て 、相 手 方 の 信 用 を 毀 損 し 、

ま た は 相 手 方 の 業 務 を 妨 害 す る 行 為  

 ⑤  そ の 他 前 各 号 に 準 ず る 行 為  

３  甲 及 び 乙 は 、前 項 の 規 定 に よ り 本 契 約 を 解 除 し た 場 合 、相 手 方 に 損 害 が 生 じ
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て も 、 こ れ を 賠 償 す る 責 を 負 わ な い も の と す る 。  

 （ 協 議 事 項 ）  

第 １ ５ 条  本 覚 書 に 定 め の な い 事 項 又 は 本 覚 書 の 解 釈 に 疑 義 が 生 じ た 場 合 は 、甲

乙 誠 意 を も っ て 協 議 の う え 定 め る も の と す る 。  

 （ 有 効 期 限 ）  

第 １ ６ 条  本 覚 書 は 、平 成 ２ ８ 年 ２ 月 ４ 日 か ら 、そ の 効 力 を 有 す る も の と し 、甲

乙 が 文 書 を も っ て 覚 書 の 終 了 を 通 知 し な い 限 り 、 そ の 効 力 を 持 続 す る 。  

 

 

 本 覚 書 を 証 す る た め 、本 書 ２ 通 を 作 成 し 、甲 乙 署 名 押 印 の う え 、各 自 が そ の １

通 を 保 有 す る 。  

 

平 成 ２ ８ 年 ２ 月 ４ 日  

 

甲  土 岐 市 役 所  

土 岐 市 長  

加 藤  靖 也  

 

乙  西 日 本 電 信 電 話 株 式 会 社  

岐 阜 支 店 長  

米 田  秀 弥  
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第５  その他  

○災害対策基本法（抄）  

 制   定  昭 和 36 年 11 月 15 日  

法 律 第 223 号  

 最 終 改 正  平 成 18 年 ６ 月 14 日  法

律 第 68 号  

 （ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 法 律 は 、国 土 並 び に 国 民 の 生 命 、身 体 及 び 財 産 を 災 害 か ら 保 護 す る

た め 、防 災 に 関 し 、国 、地 方 公 共 団 体 及 び そ の 他 の 公 共 機 関 を 通 じ て 必 要 な 体

制 を 確 立 し 、 責 任 の 所 在 を 明 確 に す る と と も に 、 防 災 計 画 の 作 成 、 災 害 予 防 、

災 害 応 急 対 策 、災 害 復 旧 及 び 防 災 に 関 す る 財 政 金 融 措 置 そ の 他 必 要 な 災 害 対 策

の 基 本 を 定 め る こ と に よ り 、総 合 的 か つ 計 画 的 な 防 災 行 政 の 整 備 及 び 推 進 を 図

り 、 も っ て 社 会 の 秩 序 の 維 持 と 公 共 の 福 祉 の 確 保 に 資 す る こ と を 目 的 と す る 。 

 （ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 法 律 に お い て 、次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、そ れ ぞ れ 当 該 各 号

に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

 (1) 災 害  暴 風 、 豪 雨 、豪 雪 、洪 水 、 高 潮 、地 震 、津 波 、 噴 火 そ の 他 の 異 常 な

自 然 現 象 又 は 大 規 模 な 火 事 若 し く は 爆 発 そ の 他 そ の 及 ぼ す 被 害 の 程 度 に お

い て こ れ ら に 類 す る 政 令 で 定 め る 原 因 に よ り 生 ず る 被 害 を い う 。  

 (2) 防 災  災 害 を 未 然 に 防 止 し 、災 害 が 発 生 し た 場 合 に お け る 被 害 の 拡 大 を 防

ぎ 、 及 び 災 害 の 復 旧 を 図 る こ と を い う 。  

 (3) 指 定 行 政 機 関  次 に 掲 げ る 機 関 で 内 閣 総 理 大 臣 が 指 定 す る も の を い う 。  

イ  内 閣 府 、 宮 内 庁 並 び に 内 閣 府 設 置 法 （ 平 成 11 年 法 律 第 89 号 ） 第 49 条

第 １ 項 及 び 第 ２ 項 に 規 定 す る 機 関 並 び に 国 家 行 政 組 織 法 （ 昭 和 23 年 法 律

第 120 号 ） 第 ３ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 機 関  

ロ  内 閣 府 設 置 法 第 37 条 及 び 第 54 条 並 び に 宮 内 庁 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 70

号 ） 第 16 条 第 １ 項 並 び に 国 家 行 政 組 織 法 第 ８ 条 に 規 定 す る 機 関  

ハ  内 閣 府 設 置 法 第 39 条 及 び 第 55 条 並 び に 宮 内 庁 法 第 16 条 第 ２ 項 並 び に

国 家 行 政 組 織 法 第 ８ 条 の ２ に 規 定 す る 機 関  

ニ  内 閣 府 設 置 法 第 40 条 及 び 第 56 条 並 び に 国 家 行 政 組 織 法 第 ８ 条 の ３ に 規

定 す る 機 関  

 (4) 指 定 地 方 行 政 機 関  指 定 行 政 機 関 の 地 方 支 分 部 局 （ 内 閣 府 設 置 法 第 43 条

及 び 第 57 条 （ 宮 内 庁 法 第 18 条 第 １ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。） 並 び

に 宮 内 庁 法 第 17 条 第 １ 項 並 び に 国 家 行 政 組 織 法 第 ９ 条 の 地 方 支 分 部 局 を い
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う 。） そ の 他 の 国 の 地 方 行 政 機 関 で 、 内 閣 総 理 大 臣 が 指 定 す る も の を い う 。  

 (5) 指 定 公 共 機 関 独 立 行 政 法 人 （ 独 立 行 政 法 人 通 則 法 （ 平 成 11 年 法 律 第 103

号 ）第 ２ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 独 立 行 政 法 人 を い う 。）、日 本 銀 行 、日 本 赤 十 字

社 、日 本 放 送 協 会 そ の 他 の 公 共 的 機 関 及 び 電 気 、ガ ス 、輸 送 、通 信 そ の 他 の

公 益 的 事 業 を 営 む 法 人 で 、 内 閣 総 理 大 臣 が 指 定 す る も の を い う 。  

 (6) 指 定 地 方 公 共 機 関  地 方 独 立 行 政 法 人 （ 地 方 独 立 行 政 法 人 法 （ 平 成 15 年

法 律 第 118 号 ） 第 ２ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 地 方 独 立 行 政 法 人 を い う 。） 及 び 港

湾 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第 218 号 ） 第 ４ 条 第 １ 項 の 港 務 局 、 土 地 改 良 法 （ 昭 和

24 年 法 律 第 195 号 ）第 ５ 条 第 １ 項 の 土 地 改 良 区 そ の 他 の 公 共 的 施 設 の 管 理 者

並 び に 都 道 府 県 の 地 域 に お い て 電 気 、ガ ス 、輸 送 、通 信 そ の 他 の 公 益 的 事 業

を 営 む 法 人 で 、 当 該 都 道 府 県 の 知 事 が 指 定 す る も の を い う 。  

 (7) 防 災 計 画  防 災 基 本 計 画 及 び 防 災 業 務 計 画 並 び に 地 域 防 災 計 画 を い う 。  

 (8)  防 災 基 本 計 画  中 央 防 災 会 議 が 作 成 す る 防 災 に 関 す る 基 本 的 な 計 画 を い

う 。  

 (9) 防 災 業 務 計 画  指 定 行 政 機 関 の 長（ 当 該 指 定 行 政 機 関 が 内 閣 府 設 置 法 第 49

条 第 １ 項 若 し く は 第 ２ 項 若 し く は 国 家 行 政 組 織 法 第 ３ 条 第 ２ 項 の 委 員 会 若

し く は 第 ３ 号 ロ に 掲 げ る 機 関 又 は 同 号 ニ に 掲 げ る 機 関 の う ち 合 議 制 の も の

で あ る 場 合 に あ っ て は 、当 該 指 定 行 政 機 関 。第 12 条 第 ８ 項 、第 28 条 の ３ 第

６ 項 第 ３ 号 及 び 第 28 条 の ６ 第 ２ 項 を 除 き 、以 下 同 じ 。）又 は 指 定 公 共 機 関（ 指

定 行 政 機 関 の 長 又 は 指 定 公 共 機 関 か ら 委 任 さ れ た 事 務 又 は 業 務 に つ い て は 、

当 該 委 任 を 受 け た 指 定 地 方 行 政 機 関 の 長 又 は 指 定 地 方 公 共 機 関 ）が 防 災 基 本

計 画 に 基 づ き そ の 所 掌 事 務 又 は 業 務 に つ い て 作 成 す る 防 災 に 関 す る 計 画 を

い う 。  

(10) 地 域 防 災 計 画  一 定 地 域 に 係 る 防 災 に 関 す る 計 画 で 、次 に 掲 げ る も の を い

う 。  

イ  都 道 府 県 地 域 防 災 計 画  都 道 府 県 の 地 域 に つ き 、当 該 都 道 府 県 の 都 道 府

県 防 災 会 議 が 作 成 す る も の  

ロ  市 町 村 地 域 防 災 計 画  市 町 村 の 地 域 に つ き 、当 該 市 町 村 の 市 町 村 防 災 会

議 又 は 市 町 村 長 が 作 成 す る も の  

ハ  都 道 府 県 相 互 間 地 域 防 災 計 画  ２ 以 上 の 都 道 府 県 の 区 域 の 全 部 又 は 一

部 に わ た る 地 域 に つ き 、 都 道 府 県 防 災 会 議 の 協 議 会 が 作 成 す る も の  

ニ  市 町 村 相 互 間 地 域 防 災 計 画  ２ 以 上 の 市 町 村 の 区 域 の 全 部 又 は 一 部 に

わ た る 地 域 に つ き 、 市 町 村 防 災 会 議 の 協 議 会 が 作 成 す る も の  

 （ 市 町 村 の 責 務 ）  

第 ５ 条  市 町 村 は 、基 礎 的 な 地 方 公 共 団 体 と し て 、当 該 市 町 村 の 地 域 並 び に 当 該
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市 町 村 の 住 民 の 生 命 、身 体 及 び 財 産 を 災 害 か ら 保 護 す る た め 、関 係 機 関 及 び 他

の 地 方 公 共 団 体 の 協 力 を 得 て 、当 該 市 町 村 の 地 域 に 係 る 防 災 に 関 す る 計 画 を 作

成 し 、 及 び 法 令 に 基 づ き こ れ を 実 施 す る 責 務 を 有 す る 。  

２  市 町 村 長 は 、前 項 の 責 務 を 遂 行 す る た め 、消 防 機 関 、水 防 団 等 の 組 織 の 整 備

並 び に 当 該 市 町 村 の 区 域 内 の 公 共 的 団 体 等 の 防 災 に 関 す る 組 織 及 び 住 民 の 隣

保 協 同 の 精 神 に 基 づ く 自 発 的 な 防 災 組 織（ 第 ８ 条 第 ２ 項 に お い て「 自 主 防 災 組

織 」と い う 。）の 充 実 を 図 り 、市 町 村 の 有 す る す べ て の 機 能 を 十 分 に 発 揮 す る よ

う に 努 め な け れ ば な ら な い 。  

３  消 防 機 関 、水 防 団 そ の 他 市 町 村 の 機 関 は 、そ の 所 掌 事 務 を 遂 行 す る に あ た っ

て は 、 第 １ 項 に 規 定 す る 市 町 村 の 責 務 が 十 分 に 果 た さ れ る こ と と な る よ う に 、

相 互 に 協 力 し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 住 民 等 の 責 務 ）  

第 ７ 条  地 方 公 共 団 体 の 区 域 内 の 公 共 的 団 体 、防 災 上 重 要 な 施 設 の 管 理 者 そ の 他

法 令 の 規 定 に よ る 防 災 に 関 す る 責 務 を 有 す る 者 は 、法 令 又 は 地 域 防 災 計 画 の 定

め る と こ ろ に よ り 、 誠 実 に そ の 責 務 を 果 た さ な け れ ば な ら な い 。  

２  前 項 に 規 定 す る も の の ほ か 、地 方 公 共 団 体 の 住 民 は 、自 ら 災 害 に 備 え る た め

の 手 段 を 講 ず る と と も に 、自 発 的 な 防 災 活 動 に 参 加 す る 等 防 災 に 寄 与 す る よ う

に 努 め な け れ ば な ら な い 。  

 （ 市 町 村 防 災 会 議 ）  

第 16 条  市 町 村 に 、 当 該 市 町 村 の 地 域 に 係 る 地 域 防 災 計 画 の 作 成 及 び そ の 実 施

の 推 進 の た め 、 市 町 村 防 災 会 議 を 置 く 。  

２  前 項 に 規 定 す る も の の ほ か 、市 町 村 は 、協 議 に よ り 規 約 を 定 め 、共 同 し て 市

町 村 防 災 会 議 を 設 置 す る こ と が で き る 。  

３  市 町 村 は 、前 項 の 規 定 に よ り 市 町 村 防 災 会 議 を 共 同 し て 設 置 し た と き そ の 他

市 町 村 防 災 会 議 を 設 置 す る こ と が 不 適 当 又 は 困 難 で あ る と き は 、第 １ 項 の 規 定

に か か わ ら ず 、 市 町 村 防 災 会 議 を 設 置 し な い こ と が で き る 。  

４  市 町 村 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 市 町 村 防 災 会 議 を 設 置 し な い こ と と す る と き

（ 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 市 町 村 防 災 会 議 を 共 同 し て 設 置 し た と き を 除 く 。） は 、

都 道 府 県 知 事 に 協 議 し な け れ ば な ら な い 。  

５  都 道 府 県 知 事 は 、前 項 の 規 定 に よ る 協 議 に 際 し て は 、当 該 都 道 府 県 防 災 会 議

の 意 見 を 聴 か な け れ ば な ら な い 。  

６  市 町 村 防 災 会 議 の 組 織 及 び 所 掌 事 務 は 、都 道 府 県 防 災 会 議 の 組 織 及 び 所 掌 事

務 の 例 に 準 じ て 、当 該 市 町 村 の 条 例（ 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 設 置 さ れ た 市 町 村 防

災 会 議 に あ っ て は 、 規 約 ） で 定 め る 。  

 （ 災 害 対 策 本 部 ）  
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第 23 条  都 道 府 県 又 は 市 町 村 の 地 域 に つ い て 災 害 が 発 生 し 、 又 は 災 害 が 発 生 す

る お そ れ が あ る 場 合 に お い て 、防 災 の 推 進 を 図 る た め 必 要 が あ る と 認 め る と き

は 、都 道 府 県 知 事 又 は 市 町 村 長 は 、都 道 府 県 地 域 防 災 計 画 又 は 市 町 村 地 域 防 災

計 画 の 定 め る と こ ろ に よ り 、 災 害 対 策 本 部 を 設 置 す る こ と が で き る 。  

２  災 害 対 策 本 部 の 長 は 、災 害 対 策 本 部 長 と し 、都 道 府 県 知 事 又 は 市 町 村 長 を も

っ て 充 て る 。  

３  災 害 対 策 本 部 に 、 災 害 対 策 副 本 部 長 、 災 害 対 策 本 部 員 そ の 他 の 職 員 を 置 き 、

当 該 都 道 府 県 又 は 市 町 村 の 職 員 の う ち か ら 、当 該 都 道 府 県 の 知 事 又 は 当 該 市 町

村 の 市 町 村 長 が 任 命 す る 。  

４  災 害 対 策 本 部 は 、地 方 防 災 会 議 と 緊 密 な 連 絡 の も と に 、当 該 都 道 府 県 地 域 防

災 計 画 又 は 市 町 村 地 域 防 災 計 画 の 定 め る と こ ろ に よ り 、当 該 都 道 府 県 又 は 市 町

村 の 地 域 に 係 る 災 害 予 防 及 び 災 害 応 急 対 策 を 実 施 す る も の と す る 。  

５  都 道 府 県 知 事 又 は 市 町 村 長 は 、都 道 府 県 地 域 防 災 計 画 の 定 め る と こ ろ に よ り 、

災 害 対 策 本 部 に 、災 害 地 に あ っ て 当 該 災 害 対 策 本 部 の 事 務 の 一 部 を 行 う 組 織 と

し て 、 現 地 災 害 対 策 本 部 を 置 く こ と が で き る 。  

６  都 道 府 県 の 災 害 対 策 本 部 長 は 、当 該 都 道 府 県 警 察 又 は 当 該 都 道 府 県 の 教 育 委

員 会 に 対 し 、市 町 村 の 災 害 対 策 本 部 長 は 当 該 市 町 村 の 教 育 委 員 会 に 対 し 、そ れ

ぞ れ 当 該 都 道 府 県 又 は 市 町 村 の 地 域 に 係 る 災 害 予 防 又 は 災 害 応 急 対 策 を 実 施

す る た め 必 要 な 限 度 に お い て 、 必 要 な 指 示 を す る こ と が で き る 。  

７  前 各 項 に 規 定 す る も の の ほ か 、災 害 対 策 本 部 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、都 道 府 県

又 は 市 町 村 の 条 例 で 定 め る 。  

 （ 市 町 村 地 域 防 災 計 画 ）  

第 42 条  市 町 村 防 災 会 議 （ 市 町 村 防 災 会 議 を 設 置 し な い 市 町 村 に あ っ て は 、 当

該 市 町 村 の 市 町 村 長 。以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。）は 、防 災 基 本 計 画 に 基 づ き 、

当 該 市 町 村 の 地 域 に 係 る 市 町 村 地 域 防 災 計 画 を 作 成 し 、及 び 毎 年 市 町 村 地 域 防

災 計 画 に 検 討 を 加 え 、必 要 が あ る と 認 め る と き は 、こ れ を 修 正 し な け れ ば な ら

な い 。こ の 場 合 に お い て 、当 該 市 町 村 地 域 防 災 計 画 は 、防 災 業 務 計 画 又 は 当 該

市 町 村 を 包 括 す る 都 道 府 県 の 都 道 府 県 地 域 防 災 計 画 に 抵 触 す る も の で あ っ て

は な ら な い 。  

２  市 町 村 地 域 防 災 計 画 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 事 項 に つ い て 定 め る も の と す る 。 

 (1) 当 該 市 町 村 の 地 域 に 係 る 防 災 に 関 し 、当 該 市 町 村 及 び 当 該 市 町 村 の 区 域 内

の 公 共 的 団 体 そ の 他 防 災 上 重 要 な 施 設 の 管 理 者 の 処 理 す べ き 事 務 又 は 業 務

の 大 綱  

 (2) 当 該 市 町 村 の 地 域 に 係 る 防 災 施 設 の 新 設 又 は 改 良 、防 災 の た め の 調 査 研 究 、

教 育 及 び 訓 練 そ の 他 の 災 害 予 防 、情 報 の 収 集 及 び 伝 達 、災 害 に 関 す る 予 報 又
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は 警 報 の 発 令 及 び 伝 達 、避 難 、消 火 、水 防 、救 難 、救 助 、衛 生 そ の 他 の 災 害

応 急 対 策 並 び に 災 害 復 旧 に 関 す る 事 項 別 の 計 画  

 (3) 当 該 市 町 村 の 地 域 に 係 る 災 害 に 関 す る 前 号 に 掲 げ る 措 置 に 要 す る 労 務 、施

設 、 設 備 、 物 資 、 資 金 等 の 整 備 、 備 蓄 、 調 達 、 配 分 、 輸 送 、 通 信 等 に 関 す る

計 画  

 (4) 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、当 該 市 町 村 の 地 域 に 係 る 防 災 に 関 し 市 町 村 防

災 会 議 が 必 要 と 認 め る 事 項  

３  市 町 村 防 災 会 議 は 、第 １ 項 の 規 定 に よ り 市 町 村 地 域 防 災 計 画 を 作 成 し 、又 は

修 正 し よ う と す る と き は 、あ ら か じ め 、都 道 府 県 知 事 に 協 議 し な け れ ば な ら な

い 。こ の 場 合 に お い て 、都 道 府 県 知 事 は 、都 道 府 県 防 災 会 議 の 意 見 を き か な け

れ ば な ら な い 。  

４  市 町 村 防 災 会 議 は 、第 １ 項 の 規 定 に よ り 市 町 村 地 域 防 災 計 画 を 作 成 し 、又 は

修 正 し た と き は 、 そ の 要 旨 を 公 表 し な け れ ば な ら な い 。  

５  第 21 条 の 規 定 は 、 市 町 村 長 が 第 １ 項 の 規 定 に よ り 市 町 村 地 域 防 災 計 画 を 作

成 し 、 又 は 修 正 す る 場 合 に つ い て 準 用 す る 。  

 （ 発 見 者 の 通 報 義 務 等 ）  

第 54 条  災 害 が 発 生 す る お そ れ が あ る 異 常 気 象 を 発 見 し た 者 は 、 遅 滞 な く 、 そ

の 旨 を 市 町 村 長 又 は 警 察 官 若 し く は 海 上 保 安 官 に 通 報 し な け れ ば な ら な い 。  

２  何 人 も 、 前 項 の 通 知 が 最 も 迅 速 に 到 達 す る よ う に 協 力 し な け れ ば な ら な い 。 

３  第 １ 項 の 通 報 を 受 け た 警 察 官 又 は 海 上 保 安 官 は 、そ の 旨 を す み や か に 市 町 村

長 に 通 報 し な け れ ば な ら な い 。  

４  第 １ 項 又 は 前 項 の 通 報 を 受 け た 市 町 村 長 は 、地 域 防 災 計 画 の 定 め る と こ ろ に

よ り 、 そ の 旨 を 気 象 庁 そ の 他 の 関 係 機 関 に 通 報 し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 市 町 村 長 の 警 報 の 伝 達 及 び 警 告 ）  

第 56 条  市 町 村 長 は 、 法 令 の 規 定 に よ り 災 害 に 関 す る 予 報 若 し く は 警 報 の 通 知

を 受 け た と き 、自 ら 災 害 に 関 す る 予 報 若 し く は 警 報 を 知 っ た と き 、法 令 の 規 定

に よ り 自 ら 災 害 に 関 す る 警 報 を し た と き 、又 は 前 条 の 通 知 を 受 け た と き は 、地

域 防 災 計 画 の 定 め る と こ ろ に よ り 、当 該 予 報 若 し く は 警 報 又 は 通 知 に 係 る 事 項

を 関 係 機 関 及 び 住 民 そ の 他 関 係 の あ る 公 私 の 団 体 に 伝 達 し な け れ ば な ら な い 。

こ の 場 合 に お い て 、必 要 が あ る と 認 め る と き は 、市 町 村 長 は 、住 民 そ の 他 関 係

の あ る 公 私 の 団 体 に 対 し 、予 想 さ れ る 災 害 の 事 態 及 び こ れ に 対 し て と る べ き 措

置 に つ い て 、 必 要 な 通 知 又 は 警 告 を す る こ と が で き る 。  

 （ 市 町 村 長 の 出 動 命 令 等 ）  

第 58 条  市 町 村 長 は 、 災 害 が 発 生 す る お そ れ が あ る と き は 、 法 令 又 は 市 町 村 地

域 防 災 計 画 の 定 め る と こ ろ に よ り 、消 防 機 関 若 し く は 水 防 団 に 出 動 の 準 備 を さ
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せ 、若 し く は 出 動 を 命 じ 、又 は 警 察 官 若 し く は 海 上 保 安 官 の 出 動 を 求 め る 等 災

害 応 急 対 策 責 任 者 に 対 し 、 応 急 措 置 の 実 施 に 必 要 な 準 備 を す る こ と を 要 請 し 、

若 し く は 求 め な け れ ば な ら な い 。  

 （ 市 町 村 長 の 事 前 措 置 等 ）  

第 59 条  市 町 村 長 は 、 災 害 が 発 生 す る お そ れ が あ る と き は 、 災 害 が 発 生 し た 場

合 に お い て そ の 災 害 を 拡 大 さ せ る お そ れ が あ る と 認 め ら れ る 設 備 又 は 物 件 の

占 有 者 、所 有 者 又 は 管 理 者 に 対 し 、災 害 の 拡 大 を 防 止 す る た め 必 要 な 限 度 に お

い て 、当 該 設 備 又 は 物 件 の 除 去 、保 安 そ の 他 必 要 な 措 置 を と る こ と を 指 示 す る

こ と が で き る 。  

２  警 察 署 長 又 は 政 令 で 定 め る 管 区 海 上 保 安 本 部 の 事 務 所 の 長（ 以 下 こ の 項 、第

64 条 及 び 第 66 条 に お い て「 警 察 署 長 等 」と い う 。）は 、市 町 村 長 か ら 要 求 が あ

っ た と き は 、 前 項 に 規 定 す る 指 示 を 行 な う こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、

同 項 に 規 定 す る 指 示 を 行 な っ た と き は 、警 察 署 長 等 は 、直 ち に 、そ の 旨 を 市 町

村 長 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 市 町 村 長 の 避 難 の 指 示 等 ）  

第 60 条  災 害 が 発 生 し 、 又 は 発 生 す る お そ れ が あ る 場 合 に お い て 、 人 の 生 命 又

は 身 体 を 災 害 か ら 保 護 し 、そ の 他 災 害 の 拡 大 を 防 止 す る た め 特 に 必 要 が あ る と

認 め る と き は 、市 町 村 長 は 、必 要 と 認 め る 地 域 の 居 住 者 、滞 在 者 そ の 他 の 者 に

対 し 、避 難 の た め の 立 退 き を 勧 告 し 、及 び 急 を 要 す る と 認 め る と き は 、こ れ ら

の 者 に 対 し 、 避 難 の た め の 立 退 き を 指 示 す る こ と が で き る 。  

２  前 項 の 規 定 に よ り 避 難 の た め の 立 退 き を 勧 告 し 、又 は 指 示 す る 場 合 に お い て 、

必 要 が あ る と 認 め る と き は 、市 町 村 長 は 、そ の 立 退 き 先 を 指 示 す る こ と が で き

る 。  

３  市 町 村 長 は 、第 １ 項 の 規 定 に よ り 避 難 の た め の 立 退 き を 勧 告 し 、若 し く は 指

示 し 、又 は 立 退 き 先 を 指 示 し た と き は 、す み や か に 、そ の 旨 を 都 道 府 県 知 事 に

報 告 し な け れ ば な ら な い 。  

４  市 町 村 長 は 、避 難 の 必 要 が な く な っ た と き は 、直 ち に 、そ の 旨 を 公 示 し な け

れ ば な ら な い 。 前 項 の 規 定 は 、 こ の 場 合 に つ い て 準 用 す る 。  

５  都 道 府 県 知 事 は 、 当 該 都 道 府 県 の 地 域 に 係 る 災 害 が 発 生 し た 場 合 に お い て 、

当 該 災 害 の 発 生 に よ り 市 町 村 が そ の 全 部 又 は 大 部 分 の 事 務 を 行 う こ と が で き

な く な っ た と き は 、当 該 市 町 村 の 市 町 村 長 が 第 １ 項 、第 ２ 項 及 び 前 項 前 段 の 規

定 に よ り 実 施 す べ き 措 置 の 全 部 又 は 一 部 を 当 該 市 町 村 長 に 代 わ っ て 実 施 し な

け れ ば な ら な い 。  

６  都 道 府 県 知 事 は 、前 項 の 規 定 に よ り 市 町 村 長 の 事 務 の 代 行 を 開 始 し 、又 は 終

了 し た と き は 、 そ の 旨 を 公 示 し な け れ ば な ら な い 。  
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７  第 ５ 項 の 規 定 に よ る 都 道 府 県 知 事 の 代 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、政 令 で 定 め る 。 

 （ 市 町 村 の 応 急 措 置 ）  

第 62 条  市 町 村 長 は 、 当 該 市 町 村 の 地 域 に 係 る 災 害 が 発 生 し 、 又 は ま さ に 発 生

し よ う と し て い る と き は 、法 令 又 は 地 域 防 災 計 画 の 定 め る と こ ろ に よ り 、消 防 、

水 防 、救 助 そ の 他 災 害 の 発 生 を 防 禦 し 、又 は 災 害 の 拡 大 を 防 止 す る た め に 必 要

な 応 急 措 置（ 以 下「 応 急 措 置 」と い う 。）を す み や か に 実 施 し な け れ ば な ら な い 。  

２  市 町 村 の 委 員 会 又 は 委 員 、市 町 村 の 区 域 内 の 公 共 的 団 体 及 び 防 災 上 重 要 な 施

設 の 管 理 者 そ の 他 法 令 の 規 定 に よ り 応 急 措 置 の 実 施 の 責 任 を 有 す る 者 は 、当 該

市 町 村 の 地 域 に 係 る 災 害 が 発 生 し 、 又 は ま さ に 発 生 し よ う と し て い る と き は 、

地 域 防 災 計 画 の 定 め る と こ ろ に よ り 、市 町 村 長 の 所 轄 の 下 に そ の 所 掌 事 務 若 し

く は 所 掌 業 務 に 係 る 応 急 措 置 を 実 施 し 、又 は 市 町 村 長 の 実 施 す る 応 急 措 置 に 協

力 し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 市 町 村 長 の 警 戒 区 域 設 定 権 等 ）  

第 63 条  災 害 が 発 生 し 、 又 は ま さ に 発 生 し よ う と し て い る 場 合 に お い て 、 人 の

生 命 又 は 身 体 に 対 す る 危 険 を 防 止 す る た め 特 に 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、市

町 村 長 は 、警 戒 区 域 を 設 定 し 、災 害 応 急 対 策 に 従 事 す る 者 以 外 の 者 に 対 し て 当

該 区 域 へ の 立 入 り を 制 限 し 、若 し く は 禁 止 し 、又 は 当 該 区 域 か ら の 退 去 を 命 ず

る こ と が で き る 。  

２  前 項 の 場 合 に お い て 、市 町 村 長 若 し く は そ の 委 任 を 受 け て 同 項 に 規 定 す る 市

町 村 長 の 職 権 を 行 な う 市 町 村 の 職 員 が 現 場 に い な い と き 、又 は こ れ ら の 者 か ら

要 求 が あ っ た と き は 、警 察 官 又 は 海 上 保 安 官 は 、同 項 に 規 定 す る 市 町 村 長 の 職

権 を 行 な う こ と が で き る 。こ の 場 合 に お い て 、同 項 に 規 定 す る 市 町 村 長 の 職 権

を 行 な っ た と き は 、警 察 官 又 は 海 上 保 安 官 は 、直 ち に 、そ の 旨 を 市 町 村 長 に 通

知 し な け れ ば な ら な い 。  

３  第 １ 項 の 規 定 は 、市 町 村 長 そ の 他 同 項 に 規 定 す る 市 町 村 長 の 職 権 を 行 う こ と

が で き る 者 が そ の 場 に い な い 場 合 に 限 り 、自 衛 隊 法（ 昭 和 29 年 法 律 第 165 号 ）

第 83 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 派 遣 を 命 ぜ ら れ た 同 法 第 ８ 条 に 規 定 す る 部 隊 等 の

自 衛 官（ 以 下「 災 害 派 遣 を 命 ぜ ら れ た 部 隊 等 の 自 衛 官 」と い う 。）の 職 務 の 執 行

に つ い て 準 用 す る 。こ の 場 合 に お い て 、第 １ 項 に 規 定 す る 措 置 を と っ た と き は 、

当 該 災 害 派 遣 を 命 ぜ ら れ た 部 隊 等 の 自 衛 官 は 、直 ち に 、そ の 旨 を 市 町 村 長 に 通

知 し な け れ ば な ら な い 。  

○岐阜県災害救助法施行細則  

 制   定  昭 和 35 年 ８ 月 １ 日  規

則 第 67 号  

 最 終 改 正  平 成 22 年 ５ 月 28 日  規



参考資料編 

212 (R6.4) 

則 第 66 号  

 （ 総 則 ）  

第 １ 条  こ の 規 則 は 、災 害 救 助 法（ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 百 十 八 号 。以 下「 法 」と

い う 。）、災 害 救 助 法 施 行 令（ 昭 和 二 十 二 年 政 令 第 二 百 二 十 五 号 。以 下「 令 」と

い う 。）及 び 災 害 救 助 法 施 行 規 則（ 昭 和 二 十 二 年 総 理 府 令 、厚 生 省 令 、内 務 省 令 、

大 蔵 省 令 、運 輸 省 令 第 一 号 。以 下「 規 則 」と い う 。）の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 を

定 め る も の と す る 。  

（ 災 害 状 況 報 告 等 ）  

第 ２ 条  災 害 に 際 し 、市 町 村 に お け る 災 害 が 、令 第 一 条 第 一 項 各 号 の 一 に 該 当 し 、

又 は 該 当 す る 見 込 み で あ る と き は 、当 該 市 町 村 長 は 、た だ ち に 災 害 状 況 報 告 書

（ 別 記 第 一 号 様 式 ）に 住 家 等 一 般 被 害 状 況 等 報 告 書（ 別 記 第 二 号 様 式 ）を 添 え

て 知 事 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。  

全 部 改 正 〔 昭 和 三 七 年 規 則 一 〇 〇 号 〕、 一 部 改 正 〔 昭 和 四 四 年 規 則 五 二 号 〕  

（ 救 助 の 程 度 、 方 法 及 び 期 間 ）  

第 ３ 条  令 第 三 条 第 一 項 の 救 助 の 程 度 、方 法 及 び 期 間 は 、別 表 第 一 の と お り と す

る 。  

２  知 事 は 、特 別 の 理 由 に よ り 前 項 の 規 定 に よ り 難 い と き は 、内 閣 総 理 大 臣 の 同

意 を 得 て 変 更 す る こ と が で き る 。  

一 部 改 正〔 昭 和 三 六 年 規 則 七 六 号 ・ 三 七 年 一 〇 〇 号 ・ 平 成 一 二 年 一 八 八 号 ・ 二

〇 年 四 八 号 ・ 二 五 年 九 〇 号 〕  

（ 物 資 の 保 管 命 令 、 収 用 等 の 場 合 の 令 書 ）  

第 ４ 条  規 則 第 一 条 第 一 項 に 規 定 す る 物 資 の 保 管 命 令 、収 用 等 の 場 合 の 公 用 令 書 、

公 用 変 更 令 書 及 び 公 用 取 消 令 書 の 様 式 は 、そ れ ぞ れ 次 の 各 号 に 掲 げ る と お り と

す る 。  

一  公 用 令 書  別 記 第 三 号 様 式  

二  公 用 変 更 令 書  別 記 第 四 号 様 式  

三  公 用 取 消 令 書  別 記 第 五 号 様 式  

２  前 項 第 一 号 の 公 用 令 書 を 交 付 す る と き は 、 強 制 物 件 台 帳 （ 別 記 第 六 号 様 式 ）

に 登 録 し な け れ ば な ら な い 。  

３  第 一 項 第 二 号 又 は 第 三 号 の 公 用 変 更 令 書 又 は 公 用 取 消 令 書 を 交 付 し た と き

は 、強 制 物 件 台 帳 に そ の 理 由 を 詳 細 に 記 録 し 、公 用 変 更 令 書 に あ つ て は 変 更 事

項 を 記 録 し な け れ ば な ら な い 。  

一 部 改 正 〔 昭 和 三 七 年 規 則 一 〇 〇 号 ・ 平 成 一 二 年 一 八 八 号 〕  

（ 受 領 調 書 ）  

第 ５ 条  規 則 第 二 条 第 三 項 の 受 領 調 書 の 様 式 は 、別 記 第 七 号 様 式 の と お り と す る 。 
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２  規 則 第 二 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 受 領 調 書 を 作 成 す る 場 合 は 、そ の 物 資 の 所 有

者 又 は 占 有 者 の 立 会 い の 下 で 行 わ な け れ ば な ら な い 。た だ し 、や む を 得 な い 場

合 に お い て は 、 こ の 限 り で な い 。  

一 部 改 正 〔 昭 和 三 七 年 規 則 一 〇 〇 号 ・ 四 四 年 五 二 号 ・ 平 成 一 二 年 一 八 八 号 〕  

（ 損 失 補 償 ）  

第 ６ 条  規 則 第 三 条 の 損 失 補 償 請 求 書 の 様 式 は 、別 記 第 八 号 様 式 の と お り と す る 。 

２  前 項 の 損 失 補 償 請 求 書 の 提 出 が あ つ た と き 、及 び こ れ に 基 づ き 損 失 の 補 償 を

行 つ た と き は 、 所 要 の 事 項 を 強 制 物 件 台 帳 に 記 録 し な け れ ば な ら な い 。  

一 部 改 正 〔 昭 和 三 七 年 規 則 一 〇 〇 号 ・ 四 〇 年 七 五 号 ・ 平 成 一 二 年 一 八 八 号 〕  

（ 従 事 命 令 の 場 合 の 令 書 ）  

第 ７ 条  規 則 第 四 条 に 規 定 す る 救 助 業 務 従 事 命 令 の 場 合 の 公 用 令 書 及 び 公 用 取

消 令 書 の 様 式 は 、 そ れ ぞ れ 次 の 各 号 に 掲 げ る と お り と す る 。  

一  公 用 令 書  別 記 第 九 号 様 式  

二  公 用 取 消 令 書  別 記 第 十 号 様 式  

２  前 項 第 一 号 の 公 用 令 書 を 交 付 す る と き は 、救 助 従 事 者 台 帳（ 別 記 第 十 一 号 様

式 ） に 登 録 し な け れ ば な ら な い 。  

３  第 一 項 第 二 号 の 公 用 取 消 令 書 を 交 付 し た と き は 、救 助 従 事 者 台 帳 に そ の 理 由

を 詳 細 に 記 録 し て 、 こ れ を 抹 消 し な け れ ば な ら な い 。  

一 部 改 正 〔 昭 和 三 七 年 規 則 一 〇 〇 号 ・ 平 成 一 二 年 一 八 八 号 〕  

（ 救 助 に 従 事 で き な い 場 合 の 届 出 ）  

第 ８ 条  規 則 第 四 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 届 出 に 添 付 す る 書 類 は 、次 の と お り と す

る 。  

一  負 傷 又 は 疾 病 に よ り 従 事 す る こ と が で き な い 場 合 に お い て は 、 医 師 の 診 断  

 書  

二  前 号 以 外 の 事 故 に よ り 従 事 す る こ と が で き な い 場 合 に お い て は 、 市 町 村 長 、

警 察 官 そ の 他 適 当 な 公 務 員 の 証 明 書  

一 部 改 正 〔 昭 和 三 七 年 規 則 一 〇 〇 号 ・ 平 成 一 二 年 一 八 八 号 〕  

（ 実 費 弁 償 の 基 準 ）  

第 ９ 条  令 第 五 条 の 実 費 弁 償 に 関 し て 必 要 な 事 項 は 、 別 表 第 二 の と お り と す る 。 

一 部 改 正 〔 昭 和 三 七 年 規 則 一 〇 〇 号 ・ 四 五 年 一 三 一 号 ・ 平 成 一 二 年 一 八 八 号 ・

二 五 年 九 〇 号 〕  

（ 実 費 弁 償 費 の 請 求 書 等 ）  

第 10 条  規 則 第 五 条 に 規 定 す る 実 費 弁 償 請 求 書 及 び 法 第 十 条 第 三 項 に お い て 準

用 す る 法 第 六 条 第 四 項 に 規 定 す る 証 票 の 様 式 は 、次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、

当 該 各 号 に 定 め る と お り と す る 。  
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一  実 費 弁 償 請 求 書  別 記 第 十 二 号 様 式  

二  証 票  別 記 第 十 三 号 様 式  

一 部 改 正 〔 昭 和 三 七 年 規 則 一 〇 〇 号 ・ 平 成 一 二 年 一 八 八 号 ・ 二 五 年 九 〇 号 〕  

（ 扶 助 金 支 給 申 請 書 ）  

第 11 条  規 則 第 六 条 の 扶 助 金 支 給 申 請 書 の 様 式 は 、 別 記 第 十 四 号 様 式 の と お り

と す る 。  

２  前 項 の 扶 助 金 支 給 申 請 書 の う ち 休 業 扶 助 金 及 び 打 切 扶 助 金 に 係 る も の に 添

付 す る 書 類 は 、 次 の と お り と す る 。  

一  休 業 扶 助 金 支 給 申 請 書 に つ い て は 、負 傷 し 、又 は 疾 病 に か か り 従 前 得 て い た

収 入 を 得 る こ と が で き ず 、か つ 、他 に 収 入 の み ち が な い 等 特 に 給 付 を 必 要 と す

る 理 由 を 詳 細 に 記 載 し た 書 類  

二  打 切 扶 助 金 支 給 申 請 書 に つ い て は 、療 養 の 経 過 、症 状 、治 癒 ま で の 見 込 み 期

間 等 に 関 す る 医 師 の 意 見 書  

３  法 第 八 条 の 規 定 に よ り 救 助 に 関 す る 業 務 に 協 力 す る 者 が 、そ の た め に 負 傷 し 、

疾 病 に か か り 、又 は 死 亡 し た 場 合 に お け る 法 第 十 二 条 の 規 定 に よ る 扶 助 金 支 給

申 請 書 に 添 付 す る 書 類 は 、規 則 第 六 条 及 び 前 項 に 定 め る も の の ほ か 、協 力 命 令

を し た 旨 の 知 事 の 証 明 書 と す る 。  

一 部 改 正 〔 昭 和 三 七 年 規 則 一 〇 〇 号 ・ 平 成 一 二 年 一 八 八 号 ・ 二 五 年 九 〇 号 〕  

（ 市 町 村 の 実 施 す る 救 助 事 務 ）  

第 12 条  法 第 十 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 救 助 の 実 施 に 関 す る 事 務 の 一 部 を 災 害

発 生 市 町 村 等 の 長 が 行 う こ と と す る 場 合 に お い て 、令 第 十 七 条 第 一 項 の 規 定 に

よ る 通 知 は 、 別 記 第 十 五 号 様 式 に よ る も の と す る 。  

２  前 項 の 場 合 に お い て は 、 当 該 市 町 村 長 は 、 第 四 条 、 第 五 条 、 第 六 条 第 二 項 、

第 七 条 及 び 第 八 条 の 規 定 に よ り 、当 該 救 助 に 関 す る 事 務 を 処 理 し な け れ ば な ら

な い 。  

追 加〔 平 成 一 二 年 規 則 一 八 八 号 〕、一 部 改 正〔 平 成 二 五 年 規 則 九 〇 号・令 和 元 年

三 五 号 ・ 四 年 三 七 号 〕  

（ 繰 替 支 弁 ）  

第 13 条  法 第 三 十 条 の 規 定 に よ り 繰 替 支 弁 し た 市 町 村 は 、 請 求 書 （ 別 記 第 十 六

号 様 式 ）に 災 害 救 助 算 出 内 訳 書（ 別 記 第 十 七 号 様 式 ）を 添 え て 知 事 に 請 求 す る

も の と す る 。  

全 部 改 正〔 平 成 一 二 年 規 則 一 八 八 号 〕、一 部 改 正〔 平 成 二 五 年 規 則 九 〇 号・令 和

元 年 三 五 号 〕  

付  則  

１  こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  
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２  災 害 救 助 法 施 行 細 則（ 昭 和 二 十 二 年 十 二 月 岐 阜 県 規 則 第 三 十 九 号 ）は 、廃 止

す る 。  

付  則 （ 昭 和 三 十 六 年 四 月 二 十 五 日 規 則 第 五 十 五 号 ）  

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 し 、 昭 和 三 十 六 年 四 月 一 日 か ら 適 用 す る 。  

付  則 （ 昭 和 三 十 六 年 七 月 四 日 規 則 第 七 十 六 号 ）  

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 し 、 昭 和 三 十 六 年 五 月 一 日 か ら 適 用 す る 。  

付  則 （ 昭 和 三 十 六 年 十 月 二 十 七 日 規 則 第 百 二 十 三 号 ）  

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 し 、 昭 和 三 十 六 年 九 月 十 五 日 か ら 適 用 す る 。  

付  則 （ 昭 和 三 十 七 年 五 月 十 八 日 規 則 第 五 十 七 号 ）  

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 し 、 昭 和 三 十 七 年 四 月 一 日 か ら 適 用 す る 。  

付  則 （ 昭 和 三 十 七 年 九 月 二 十 一 日 規 則 第 百 号 ）  

１  こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 し 、 昭 和 三 十 七 年 七 月 十 日 か ら 適 用 す る 。  

２  こ の 規 則 に よ る 改 正 前 の 岐 阜 県 災 害 救 助 法 施 行 細 則 第 四 条 の 規 定 に よ る 市

町 村 の 救 助 組 織 は 、災 害 対 策 基 本 法（ 昭 和 三 十 六 年 法 律 第 二 百 二 十 三 号 ）第 二 十

三 条 の 規 定 に 基 づ く 市 町 村 の 災 害 対 策 本 部 の 組 織 が 定 め ら れ る ま で の 間 は 、な お

従 前 の 例 に よ る 。    付  則  

１  こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

２  災 害 救 助 法 施 行 細 則 （ 昭 和 22 年 12 月 岐 阜 県 規 則 第 39 号 ） は 、 廃 止 す る 。  

   附  則 （ 平 成 ３ 年 ８ 月 27 日 規 則 第 75 号 ）  

 こ の 規 則 は 、公 布 の 日 か ら 施 行 し 、改 正 後 の 岐 阜 県 災 害 救 助 法 施 行 細 則 の 規 定

は 、 平 成 ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 適 用 す る 。  

   附  則 （ 平 成 ４ 年 10 月 ２ 日 規 則 第 66 号 ）  

 こ の 規 則 は 、公 布 の 日 か ら 施 行 し 、改 正 後 の 岐 阜 県 災 害 救 助 法 施 行 細 則 の 規 定

は 、 平 成 ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 適 用 す る 。  

   附  則 （ 平 成 ５ 年 10 月 19 日 規 則 第 72 号 ）  

 こ の 規 則 は 、公 布 の 日 か ら 施 行 し 、改 正 後 の 岐 阜 県 災 害 救 助 法 施 行 細 則 の 規 定

は 、 平 成 ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 適 用 す る 。  

   附  則 （ 平 成 ６ 年 ８ 月 19 日 規 則 第 69 号 ）  

 こ の 規 則 は 、公 布 の 日 か ら 施 行 し 、改 正 後 の 岐 阜 県 災 害 救 助 法 施 行 細 則 の 規 定

は 、 平 成 ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 適 用 す る 。  

   附  則 （ 平 成 ７ 年 ９ 月 ８ 日 規 則 第 74 号 ）  

 こ の 規 則 は 、公 布 の 日 か ら 施 行 し 、改 正 後 の 岐 阜 県 災 害 救 助 法 施 行 細 則 の 規 定

は 、 平 成 ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 適 用 す る 。  

   附  則 （ 平 成 ９ 年 11 月 28 日 規 則 第 79 号 ）  

 こ の 規 則 は 、公 布 の 日 か ら 施 行 し 、改 正 後 の 岐 阜 県 災 害 救 助 法 施 行 細 則 の 規 定
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は 、 平 成 ９ 年 ４ 月 １ 日 か ら 適 用 す る 。  

   附  則 （ 平 成 10 年 ９ 月 18 日 規 則 第 93 号 ）  

 こ の 規 則 は 、公 布 の 日 か ら 施 行 し 、改 正 後 の 岐 阜 県 災 害 救 助 法 施 行 細 則 の 規 定

は 、 平 成 10 年 ４ 月 １ 日 か ら 適 用 す る 。  

   附  則 （ 平 成 11 年 ８ 月 31 日 規 則 第 104 号 ）  

 こ の 規 則 は 、公 布 の 日 か ら 施 行 し 、改 正 後 の 岐 阜 県 災 害 救 助 法 施 行 細 則 の 規 定

は 、 平 成 11 年 ４ 月 １ 日 か ら 適 用 す る 。  

   附  則 （ 平 成 12 年 ４ 月 １ 日 規 則 第 188 号 ）  

 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則 （ 平 成 14 年 ２ 月 26 日 規 則 第 ９ 号 ）  

 こ の 規 則 は 、 平 成 14 年 ３ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則 （ 平 成 14 年 ５ 月 21 日 規 則 第 80 号 ）  

 こ の 規 則 は 、公 布 の 日 か ら 施 行 し 、改 正 後 の 岐 阜 県 災 害 救 助 法 施 行 細 則 の 規 定

は 、 平 成 14 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則 （ 平 成 15 年 ４ 月 １ 日 規 則 第 63 号 の ２ ）  

 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則 （ 平 成 16 年 ４ 月 １ 日 規 則 第 64 号 の ２ ）  

 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則 （ 平 成 17 年 ３ 月 31 日 規 則 第 24 号 ）  

 こ の 規 則 は 、 平 成 17 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則 （ 平 成 17 年 ４ 月 １ 日 規 則 第 53 号 の ２ ）  

 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則 （ 平 成 18 年 ４ 月 １ 日 規 則 第 69 号 ）  

 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則 （ 平 成 19 年 ５ 月 15 日 規 則 第 56 号 ）  

 こ の 規 則 は 、公 布 の 日 か ら 施 行 し 、改 正 後 の 岐 阜 県 災 害 救 助 法 施 行 細 則 の 規 定

は 、 平 成 19 年 ４ 月 １ 日 か ら 適 用 す る 。  

   附  則 （ 平 成 20 年 ６ 月 24 日 規 則 第 48 号 ）  

 こ の 規 則 は 、公 布 の 日 か ら 施 行 し 、改 正 後 の 岐 阜 県 災 害 救 助 法 施 行 細 則 の 規 定

は 、 平 成 20 年 ４ 月 １ 日 か ら 適 用 す る 。  

   附  則 （ 平 成 21 年 ６ 月 16 日 規 則 第 70 号 ）  

 こ の 規 則 は 、公 布 の 日 か ら 施 行 し 、改 正 後 の 岐 阜 県 災 害 救 助 法 施 行 細 則 の 規 定

は 、 平 成 21 年 ４ 月 １ 日 か ら 適 用 す る 。  

   附  則 （ 平 成 22 年 ５ 月 28 日 規 則 第 66 号 ）  

 こ の 規 則 は 、公 布 の 日 か ら 施 行 し 、改 正 後 の 岐 阜 県 災 害 救 助 法 施 行 細 則 の 規 定
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は 、 平 成 22 年 ４ 月 １ 日 か ら 適 用 す る 。  

附  則 （ 平 成 二 十 四 年 五 月 十 五 日 規 則 第 四 十 七 号 ）  

こ の 規 則 は 、公 布 の 日 か ら 施 行 し 、改 正 後 の 岐 阜 県 災 害 救 助 法 施 行 細 則 の 規 定 は 、

平 成 二 十 四 年 四 月 六 日 か ら 適 用 す る 。  

附  則 （ 平 成 二 十 五 年 十 月 一 日 規 則 第 九 十 号 ）  

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 平 成 二 十 六 年 四 月 一 日 規 則 第 四 十 九 号 の 二 ）  

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 平 成 二 十 七 年 四 月 一 日 規 則 第 三 十 号 ）  

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 平 成 二 十 八 年 三 月 二 十 九 日 規 則 第 二 十 三 号 ）  

こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 平 成 二 十 八 年 四 月 一 日 規 則 第 四 十 一 号 ）  

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 平 成 二 十 九 年 五 月 十 二 日 規 則 第 六 十 号 ）  

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 平 成 三 十 年 五 月 二 十 五 日 規 則 第 四 十 九 号 ）  

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 令 和 元 年 七 月 五 日 規 則 第 三 十 五 号 ）  

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 令 和 二 年 一 月 十 日 規 則 第 一 号 ）  

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 令 和 四 年 四 月 一 日 規 則 第 三 十 七 号 ）  

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 令 和 四 年 五 月 二 十 日 規 則 第 六 十 号 ）  

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 令 和 五 年 五 月 十 九 日 規 則 第 四 十 二 号 ）  

こ の 規 則 は 、公 布 の 日 か ら 施 行 し 、改 正 後 の 岐 阜 県 災 害 救 助 法 施 行 細 則 の 規 定 は 、

令 和 五 年 四 月 一 日 か ら 適 用 す る 。  
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  別 表 第 １ （ 第 ３ 条 関 係 ）  

救 助 の 程 度 、 方 法 及 び 期 間  

一  避 難 所 及 び 応 急 仮 設 住 宅 の 供 与  

１  避 難 所 の 供 与  

（ 一 ） 避 難 所 の 供 与 は 、災 害 に よ り 現 に 被 害 を 受 け 、又 は 受 け る お そ れ の

あ る 者 に 対 し て 、 必 要 に 応 じ て 行 う 。  

（ 二 ） 避 難 所 は 、学 校 、公 民 館 等 既 存 建 物 を 利 用 す る も の と す る 。た だ し 、

こ れ ら の 適 当 な 建 物 が な い と き は 、仮 小 屋 の 設 置 、天 幕 の 設 営 そ の 他 の

適 切 な 方 法 に よ り 避 難 所 と す る こ と が で き る 。  

（ 三 ）  避 難 所 の た め 支 出 す る 費 用 は 、賃 金 職 員 等 雇 上 費 、消 耗 器 材 費 、建

物 又 は 器 物 の 使 用 謝 金 、借 上 費 又 は 購 入 費 、光 熱 水 費 及 び 仮 設 便 所 等 の

設 置 費（ 法 第 四 条 第 二 項 の 避 難 所 に あ つ て は 、建 物 の 使 用 謝 金 及 び 光 熱

水 費 ） と し 、 一 人 一 日 に つ き 三 百 四 十 円 以 内 と す る 。  

（ 四 ） 福 祉 避 難 所（ 高 齢 者 、障 害 者 等（ 以 下「 高 齢 者 等 」と い う 。）で あ つ

て 避 難 所 で の 避 難 生 活 に お い て 特 別 な 配 慮 を 必 要 と す る も の に 供 与 す

る 避 難 所 を い う 。）を 設 置 し た 場 合 は 、（ 三 ）に 規 定 す る 金 額 に 、当 該 地

域 に お い て 当 該 特 別 な 配 慮 の た め に 必 要 な 通 常 の 実 費 を 加 算 す る こ と

が で き る 。  

（ 五 ） 避 難 所 で の 避 難 生 活 が 長 期 に わ た る 場 合 等 に お い て は 、避 難 所 で 避

難 生 活 し て い る 者 へ の 健 康 上 の 配 慮 等 に よ り 、ホ テ ル 、旅 館 そ の 他 の 宿

泊 施 設 の 借 上 げ を 実 施 し 、 こ れ を 供 与 す る こ と が で き る 。  

（ 六 ） 法 第 四 条 第 一 項 第 一 号 の 避 難 所 の 開 設 期 間 は 、災 害 発 生 の 日 か ら 七

日 以 内 と し 、同 条 第 二 項 の 避 難 所 の 開 設 期 間 は 、法 第 二 条 第 二 項 の 規 定

に よ る 救 助 を 開 始 し た 日 か ら 、災 害 が 発 生 し な か つ た と 判 明 し 、現 に 救

助 の 必 要 が な く な つ た 日 ま で の 期 間 と す る 。  

２  応 急 仮 設 住 宅 の 供 与  

応 急 仮 設 住 宅 は 、住 家 が 全 壊 し 、全 焼 し 、又 は 流 失 し 、居 住 す る 住 家 が

な い 者 で あ つ て 、自 己 の 資 力 に よ り 住 宅 を 得 る こ と が で き な い も の に 対 し

て 、 必 要 に 応 じ て 、 建 設 し 、 及 び 供 与 す る も の （ 以 下 「 建 設 型 応 急 住 宅 」

と い う 。）、民 間 賃 貸 住 宅 を 借 り 上 げ 、及 び 供 与 す る も の（ 以 下「 賃 貸 型 応

急 住 宅 」 と い う 。） そ の 他 適 切 な 方 法 に よ り 供 与 す る も の と す る 。  

（ 一 ）  建 設 型 仮 説 住 宅  

（ １ ）  設 置 に 当 た っ て は 、公 有 地 を 利 用 す る こ と 。た だ し 、適 当 な 公 有 地

を 利 用 す る こ と が 困 難 な 場 合 は 、 民 有 地 を 利 用 す る こ と が で き る 。  

（ ２ ） 一 戸 当 た り の 規 模 は 、実 施 主 体 が 地 域 の 実 情 、世 帯 構 成 等 に 応 じ て
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設 定 し 、そ の 設 置 の た め 支 出 で き る 費 用 は 、設 置 に 係 る 原 材 料 費 、労 務

費 、附 帯 設 備 工 事 費 、輸 送 費 、建 築 事 務 費 等 の 一 切 の 経 費 と し て 、六 百

七 十 七 万 五 千 円 以 内 と す る 。  

（ ３ ） 同 一 敷 地 内 又 は 近 接 す る 地 域 内 に 設 置 し た 戸 数 が お お む ね 五 十 以 上

で あ る 場 合 は 、居 住 者 の 集 会 等 に 利 用 す る た め の 施 設 を 設 置 す る こ と が

で き る も の と す る 。た だ し 、設 置 し た 戸 数 が 五 十 未 満 で あ る 場 合 に お い

て も 、 当 該 戸 数 に 応 じ た 小 規 模 な 施 設 を 設 置 で き る も の と す る 。  

（ ４ ） 福 祉 仮 設 住 宅（ 老 人 居 宅 介 護 事 業 等 を 利 用 し や す い 構 造 及 び 設 備 を

有 し 、高 齢 者 等 で あ つ て 日 常 の 生 活 上 特 別 な 配 慮 を 要 す る 複 数 の も の に

供 与 す る 施 設 を い う 。）を 建 設 型 応 急 住 宅 と し て 設 置 す る こ と が で き る 。 

（ ５ ）  災 害 発 生 の 日 か ら 二 十 日 以 内 に 建 築 に 着 工 す る も の と す る 。  

（ ６ ） 供 与 期 間 は 、完 成 の 日 か ら 建 築 基 準 法（ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 一

号 ） 第 八 十 五 条 第 三 項 又 は 第 四 項 に 規 定 す る 期 限 ま で と す る 。  

（ ７ ） 供 与 終 了 に 伴 う 解 体 撤 去 及 び 土 地 の 原 状 回 復 の た め に 支 出 で き る 費

用 は 、 当 該 地 域 に お け る 実 費 と す る 。  

（ 二 ）  賃 貸 型 応 急 住 宅  

（ １ ） 一 戸 当 た り の 規 模 は 世 帯 の 人 数 に 応 じ て（ 一 ）（ ２ ）に 規 定 す る 規 模

に 準 ず る も の と し 、そ の 借 上 げ の た め に 支 出 で き る 費 用 は 家 賃 、共 益 費 、

敷 金 、礼 金 、仲 介 手 数 料 、火 災 保 険 料 そ の 他 民 間 賃 貸 住 宅 の 貸 主 又 は 仲

介 業 者 と の 契 約 に 不 可 欠 な も の と し 、そ の 額 は 地 域 の 実 情 に 応 じ た も の

と す る 。  

（ ２ ） 災 害 発 生 の 日 か ら 速 や か に 民 間 賃 貸 住 宅 を 借 り 上 げ 、及 び 提 供 す る

も の と す る 。  

（ ３ ）  供 与 期 間 は 、（ 一 ）（ ６ ） に 規 定 す る 期 間 と す る 。  

二  炊 き 出 し そ の 他 に よ る 食 品 の 給 与 及 び 飲 料 水 の 供 給  

１  炊 き 出 し に よ る 食 品 の 給 与  

（ 一 ） 炊 き 出 し そ の 他 に よ る 食 品 の 給 与 は 、避 難 所 に 避 難 し て い る 者 、住

家 の 全 壊 、全 焼 、流 失 、半 壊 、半 焼 又 は 床 上 浸 水 そ の 他 災 害 に よ り 現 に

炊 事 が で き な い 者 及 び 被 害 を 受 け 一 時 縁 故 地 等 へ 避 難 す る 必 要 の あ る

者 に 対 し て 行 う 。  

（ 二 ） 炊 き 出 し そ の 他 に よ る 食 品 の 給 与 は 、り 災 者 が 直 ち に 食 べ る こ と の

で き る 現 物 に よ る も の と す る 。  

（ 三 ）  炊 き 出 し そ の 他 に よ る 食 品 の 給 与 を 実 施 す る た め 支 出 す る 費 用 は 、

主 食 費 、副 食 費 、燃 料 費 等 と し 、一 人 一 日 に つ き 千 二 百 三 十 円 以 内 と す

る 。  
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（ 四 ） 炊 き 出 し そ の 他 に よ る 食 品 の 給 与 を 実 施 す る 期 間 は 、災 害 発 生 の 日

か ら 七 日 以 内 と す る 。  

２  飲 料 水 の 供 給  

（ 一 ） 飲 料 水 の 供 給 は 、災 害 の た め 飲 料 水 を 得 る こ と の で き な い 者 に 対 し

て 行 う 。  

（ 二 ） 飲 料 水 の 供 給 を 実 施 す る た め 支 出 す る 費 用 は 、水 の 購 入 費 並 び に 給

水 及 び 浄 水 に 必 要 な 機 械 器 具 の 借 上 費 、修 繕 費 、燃 料 費 、薬 品 費 及 び 資

材 費 と し 、 当 該 地 域 に お け る 通 常 の 実 費 と す る 。  

（ 三 ） 飲 料 水 の 供 給 を 実 施 す る 期 間 は 、災 害 発 生 の 日 か ら 七 日 以 内 と す る 。 

三  被 服 、 寝 具 そ の 他 生 活 必 需 品 の 給 与 又 は 貸 与  

１  被 服 、寝 具 そ の 他 生 活 必 需 品 の 給 与 又 は 貸 与 は 、住 家 の 全 壊 、全 焼 、流

失 、半 壊 、半 焼 又 は 床 上 浸 水（ 土 砂 の 堆 積 等 に よ り 一 時 的 に 居 住 す る こ と

が で き な い 状 態 と な つ た も の を 含 む 。以 下 同 じ 。）に よ り 生 活 上 必 要 な 家 財

を 亡 失 し 、又 は 毀 損 等 に よ り 使 用 す る こ と が で き ず 、直 ち に 日 常 生 活 を 営

む こ と が 困 難 な 者 に 対 し て 行 う 。  

２  被 服 、寝 具 そ の 他 生 活 必 需 品 の 給 与 又 は 貸 与 は 、被 害 の 実 情 に 応 じ 、お

お む ね 次 の 品 目 の 範 囲 内 に お い て 現 物 を も つ て 行 う 。  

（ 一 ）  被 服 、 寝 具 及 び 身 の ま わ り 品  

（ 二 ）  日 用 品  

（ 三 ）  炊 事 用 具 及 び 食 器  

（ 四 ）  光 熱 材 料  

３  被 服 、寝 具 そ の 他 生 活 必 需 品 の 給 与 又 は 貸 与 を 実 施 す る た め 支 出 す る 費

用 は 、 次 の 額 の 範 囲 内 と す る 。  

（ 一 ） 住 家 の 全 壊 、 全 焼 又 は 流 失 に よ り 被 害 を 受 け た 世 帯  

世 帯 の  

区 分  

季 別  

１  

人  

世  

帯  

２  

人  

世  

帯  

３  

人  

世  

帯  

４  

人  

世  

帯  

５  

人  

世  

帯  

５ 人 を 超 え る 世 帯  

夏 季 （ ４

月 か ら ９

月 ま で ）  

19,2

00 円  

24,6

00 円  

36,5

00 円  

43,6

00 円  

55,2

00 円  

55,200 円 に ５ 人 を 超

え １ 人 増 す ご と に

8,000 円 を 加 算 し た 額  

冬 季 （ 10

月 か ら ３

月 ま で ）  

31,8

00 円  

41,1

00 円  

57,2

00 円  

66,9

00 円  

84,3

00 円  

84,300 円 に ５ 人 を 超

え １ 人 増 す ご と に

11,600 円 を 加 算 し た

額  
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（ 二 ） 住 家 の 半 壊 、 半 焼 又 は 床 上 浸 水 に よ り 被 害 を 受 け た 世 帯  

世 帯 の  

区 分  

季 別  

１  

人  

世  

帯  

２  

人  

世  

帯  

３  

人  

世  

帯  

４  

人  

世  

帯  

５  

人  

世  

帯  

５ 人 を 超 え る 世

帯  

夏 季 （ ４

月 か ら ９

月 ま で ）  

6,30

0 円  

8,40

0 円  

12,6

00 円  

15,4

00 円  

19,4

00 円  

19,400 円 に ５ 人

を 超 え １ 人 増 す

ご と に 3,700 円

を 加 算 し た 額  

冬 季 （ 10

月 か ら ３

月 ま で ）  

10,1

00 円  

13,2

00 円  

18,8

00 円  

22,3

00 円  

28,3

00 円  

28,100 円 に ５ 人

を 超 え １ 人 増 す

ご と に 3,700 円

を 加 算 し た 額  

（ 三 ） （ 一 ）及 び（ 二 ）の 季 別 は 、災 害 発 生 の 日 を も つ て 決 定 す る も の と す る 。  

４  被 服 、寝 具 そ の 他 生 活 必 需 品 の 給 与 又 は 貸 与 は 、災 害 発 生 の 日 か ら 十 日 以 内

に 完 了 し な け れ ば な ら な い 。  

四  医 療 及 び 助 産 の 給 付  

１  医 療 の 給 付  

（ 一 ） 医 療 の 給 付 は 、災 害 の た め 医 療 の 途 を 失 つ た 者 に 対 し て 、応 急 的 に 行 う 。  

（ 二 ）  医 療 の 給 付 は 、救 護 班 が 行 う も の と す る 。た だ し 、急 迫 し た 事 情 の た め

や む を 得 な い 場 合 は 、一 般 の 病 院 若 し く は 診 療 所 又 は 施 術 者（ あ ん 摩 マ ッ サ ー

ジ 指 圧 師 、は り 師 、き ゆ う 師 等 に 関 す る 法 律（ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 二 百 十 七 号 ）

に 規 定 す る あ ん 摩 マ ッ サ ー ジ 指 圧 師 、は り 師 及 び き ゆ う 師 並 び に 柔 道 整 復 師 法

（ 昭 和 四 十 五 年 法 律 第 十 九 号 ）に 規 定 す る 柔 道 整 復 師 を い う 。以 下 同 じ 。）に お

い て 行 う こ と が で き る 。  

（ 三 ）  医 療 の 給 付 は 、 次 の 範 囲 内 に お い て 行 う 。  

（ １ ）  診 察  

イ  薬 剤 又 は 治 療 材 料 の 給 与  

ロ  処 置 、 手 術 そ の 他 の 治 療 及 び 施 術  

ハ  病 院 又 は 診 療 所 へ の 収 容  

（ ２ ）  看 護  

（ 四 ） 医 療 の 給 付 の た め 支 出 す る 費 用 は 、救 護 班 に よ る 場 合 に あ つ て は 使 用 し

た 薬 剤 、治 療 材 料 、破 損 し た 医 療 器 具 の 修 繕 費 等 の 実 費 と し 、一 般 の 病 院 又 は

診 療 所 に よ る 場 合 に あ つ て は 国 民 健 康 保 険 の 診 療 報 酬 の 額 以 内 と し 、施 術 者 に
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よ る 場 合 に あ つ て は 協 定 料 金 の 額 以 内 と す る 。  

（ 五 ）  医 療 の 給 付 を 実 施 す る 期 間 は 、 災 害 発 生 の 日 か ら 十 四 日 以 内 と す る 。  

２  助 産 の 給 付  

（ 一 ） 助 産 の 給 付 は 、災 害 発 生 の 日 の 以 前 又 は 以 後 七 日 以 内 に 分 べ ん し た 者 で

あ つ て 、 災 害 の た め 助 産 の 途 を 失 つ た 者 に 対 し て 行 う 。  

（ 二 ）  助 産 の 給 付 は 、 次 の 範 囲 内 に お い て 行 う 。  

（ １ ）  分 べ ん の 介 助  

（ ２ ）  分 べ ん 前 及 び 分 べ ん 後 の 処 置  

（ ３ ）  脱 脂 綿 、 ガ ー ゼ そ の 他 衛 生 材 料 の 給 与  

（ 三 ） 助 産 の 給 付 の た め 支 出 す る 費 用 は 、救 護 班 に よ る 場 合 に あ つ て は 使 用 し

た 衛 生 材 料 等 の 実 費 と し 、助 産 師 に よ る 場 合 に あ つ て は 慣 行 料 金 の 八 割 以 内 の

額 と す る 。  

（ 四 ）  助 産 の 給 付 を 実 施 す る 期 間 は 、 分 べ ん の 日 か ら 七 日 以 内 と す る 。  

五  被 災 者 の 救 出  

１  被 災 者 の 救 出 は 、災 害 の た め 現 に 生 命 若 し く は 身 体 が 危 険 な 状 態 に あ る 者 又

は 生 死 不 明 の 状 態 に あ る 者 を 捜 索 し 、 救 出 す る こ と に よ つ て 行 う 。  

２  被 災 者 の 救 出 の た め 支 出 す る 費 用 は 、舟 艇 そ の 他 救 出 に 必 要 な 機 械 器 具 の 借

上 費 又 は 購 入 費 、修 繕 費 、燃 料 費 等 と し 、当 該 地 域 に お け る 通 常 の 実 費 と す る 。  

３  被 災 者 の 救 出 の 期 間 は 、 災 害 発 生 の 日 か ら 三 日 以 内 と す る 。  

六  被 災 し た 住 宅 の 応 急 修 理  

１  住 宅 の 応 急 修 理 は 、災 害 の た め 住 家 が 半 壊 、半 焼 若 し く は こ れ ら に 準 ず る 程

度 の 損 傷 を 受 け 、自 己 の 資 力 で は 応 急 修 理 を す る こ と が で き な い 者 又 は 大 規 模

な 補 修 を 行 わ な け れ ば 居 住 す る こ と が 困 難 で あ る 程 度 に 住 家 が 半 壊 し た 者 に

対 し て 行 う 。  

２  住 宅 の 応 急 修 理 は 、居 室 、炊 事 場 、便 所 等 日 常 生 活 に 欠 く こ と の で き な い 最

小 限 度 の 部 分 に 対 し 、現 物 を も つ て 行 う も の と し 、そ の 修 理 費 用 は 、一 世 帯 当

た り 次 に 掲 げ る 世 帯 の 区 分 に 応 じ 、そ れ ぞ れ 次 に 定 め る 額 以 内 と す る 。た だ し 、

同 一 住 家 に 二 以 上 の 世 帯 が 居 住 し て い る 場 合 に お け る 費 用 は 、一 世 帯 当 た り の

限 度 額 の 範 囲 内 と す る 。  

（ 一 ）  （ 二 ） に 掲 げ る 世 帯 以 外 の 世 帯  七 十 万 六 千 円  

（ 二 ） 半 壊 又 は 半 焼 に 準 ず る 程 度 の 損 傷 に よ り 被 害 を 受 け た 世 帯  三 十 四 万 三

千 円  

３  住 宅 の 応 急 修 理 は 、災 害 発 生 の 日 か ら 三 月 以 内（ 災 害 対 策 基 本 法（ 昭 和 三 十

六 年 法 律 第 二 百 二 十 三 号 ）第 二 十 三 条 の 三 第 一 項 に 規 定 す る 特 定 災 害 対 策 本 部 、

同 法 第 二 十 四 条 第 一 項 に 規 定 す る 非 常 災 害 対 策 本 部 又 は 同 法 第 二 十 八 条 の 二
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第 一 項 に 規 定 す る 緊 急 災 害 対 策 本 部 が 設 置 さ れ た 災 害 に あ つ て は 、 六 月 以 内 ）

に 完 了 す る 。  

七  生 業 に 必 要 な 資 金 の 貸 与  

１  生 業 に 必 要 な 資 金 の 貸 与 は 、住 家 が 全 壊 し 、全 焼 し 、又 は 流 失 し 、生 業 の 手

段 を 失 つ た 世 帯 に 対 し て 必 要 に 応 じ て 行 う 。  

２  生 業 に 必 要 な 資 金 は 、生 業 を 営 む た め に 必 要 な 機 械 器 具 、資 材 等 を 購 入 す る

た め の 費 用 に 充 て る も の で あ つ て 、生 業 の 見 込 み 確 実 な 具 体 的 事 業 計 画 が あ り 、

か つ 、 償 還 能 力 の あ る 者 に 対 し て 貸 与 す る 。  

３  生 業 に 必 要 な 資 金 の 貸 与 額 は 、 次 に 掲 げ る 額 以 内 と す る 。  

（ 一 ）  生 業 費  一 件 に つ き  三 〇 、 〇 〇 〇 円  

（ 二 ）  就 職 支 度 費  一 件 に つ き  一 五 、 〇 〇 〇 円  

４  生 業 に 必 要 な 資 金 の 貸 与 は 、災 害 発 生 の 日 か ら 一 月 以 内 に 完 了 し な け れ ば な

ら な い 。  

５  生 業 に 必 要 な 資 金 の 貸 与 条 件 は 、 次 の と お り と す る 。  

（ 一 ）  貸 与 期 間  二 年 以 内  

（ 二 ）  利 子  無 し  

八  学 用 品 の 給 与  

１  学 用 品 の 給 与 は 、住 家 の 全 壊 、全 焼 、流 失 、半 壊 、半 焼 又 は 床 上 浸 水 に よ る

亡 失 、毀 損 等 に よ り 学 用 品 を 使 用 す る こ と が で き ず 、就 学 上 支 障 の あ る 小 学 校

の 児 童（ 義 務 教 育 学 校 の 前 期 課 程 及 び 特 別 支 援 学 校 の 小 学 部 の 児 童 を 含 む 。以

下 同 じ 。）、中 学 校 の 生 徒（ 義 務 教 育 学 校 の 後 期 課 程 、中 等 教 育 学 校 の 前 期 課 程

及 び 特 別 支 援 学 校 の 中 学 部 の 生 徒 を 含 む 。 以 下 同 じ 。） 及 び 高 等 学 校 等 の 生 徒

（ 高 等 学 校（ 定 時 制 の 課 程 及 び 通 信 制 の 課 程 を 含 む 。）、中 等 教 育 学 校 の 後 期 課

程（ 定 時 制 の 課 程 及 び 通 信 制 の 課 程 を 含 む 。）、特 別 支 援 学 校 の 高 等 部 、高 等 専

門 学 校 、 専 修 学 校 及 び 各 種 学 校 の 生 徒 を い う 。 以 下 同 じ 。） に 対 し て 行 う 。  

２  学 用 品 の 給 与 は 、 被 害 の 実 情 に 応 じ て 、 次 の 品 目 の 範 囲 内 に お い て 行 う 。  

（ 一 ）  教 科 書  

（ 二 ）  文 房 具  

（ 三 ）  通 学 用 品  

３  学 用 品 の 給 与 を 実 施 す る た め 支 出 す る 費 用 は 、 次 に 掲 げ る 額 以 内 と す る 。  

（ 一 ）  教 科 書  

（ １ ）  小 学 校 の 児 童 及 び 中 学 校 の 生 徒  

教 科 書 の 発 行 に 関 す る 臨 時 措 置 法（ 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 百 三 十 二 号 ）第 二 条

第 一 項 に 規 定 す る 教 科 書 及 び 教 科 書 以 外 の 教 材 で 、教 育 委 員 会 に 届 け 出 、又 は

そ の 承 認 を 受 け て 使 用 す る も の を 給 与 す る た め の 実 費  
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（ ２ ）  高 等 学 校 等 の 生 徒  

正 規 の 授 業 で 使 用 す る 教 材 を 給 与 す る た め の 実 費  

（ 二 ）  文 房 具 及 び 通 学 用 品  

小 学 校 の 児 童  一 人 に つ き  四 、 八 〇 〇 円 以 内  

中 学 校 の 生 徒  一 人 に つ き  五 、 一 〇 〇 円 以 内  

高 等 学 校 等 の 生 徒  一 人 に つ き  五 、 六 〇 〇 円 以 内  

４  学 用 品 の 給 与 は 、災 害 発 生 の 日 か ら 教 科 書 に つ い て は 一 月 以 内 、そ の 他 の 学

用 品 に つ い て は 十 五 日 以 内 に 完 了 し な け れ ば な ら な い 。  

九  埋 葬  

１  死 体 の 埋 葬 は 、 災 害 の 際 死 亡 し た 者 に つ い て 、 応 急 的 に 行 う 。  

２  埋 葬 は 、 次 の 範 囲 内 に お い て 、 次 の も の を 支 給 す る こ と に よ り 行 う 。  

（ 一 ）  棺 （ 付 属 品 を 含 む 。）  

（ 二 ）  埋 葬 又 は 火 葬 （ 賃 金 職 員 等 雇 上 費 を 含 む 。）  

（ 三 ）  骨 つ ぼ 及 び 骨 箱  

３  埋 葬 の た め 支 出 す る 費 用 は 、一 体 に つ き 十 二 歳 以 上 の 者 は 二 十 一 万 九 千 百 円

以 内 と し 、 十 二 歳 未 満 の 者 は 十 七 万 五 千 二 百 円 以 内 と す る 。  

４  埋 葬 は 、 災 害 発 生 の 日 か ら 十 日 以 内 に 完 了 し な け れ ば な ら な い 。  

十  死 体 の 捜 索 及 び 処 理  

１  死 体 の 捜 索  

（ 一 ）  死 体 の 捜 索 は 、災 害 に よ り 現 に 行 方 不 明 の 状 態 に あ り 、か つ 、周 囲 の 事

情 に よ り す で に 死 亡 し て い る と 推 定 さ れ る 者 に つ い て 行 う 。  

（ 二 ） 死 体 の 捜 索 の た め 支 出 す る 費 用 は 、舟 艇 そ の 他 捜 索 に 必 要 な 機 械 器 具 の

借 上 費 又 は 購 入 費 、修 繕 費 、燃 料 費 等 と し 、当 該 地 域 に お け る 通 常 の 実 費 と す

る 。  

（ 三 ）  死 体 の 捜 索 は 、 災 害 発 生 の 日 か ら 十 日 以 内 に 完 了 し な け れ ば な ら な い 。 

２  死 体 の 処 理  

（ 一 ）  死 体 の 処 理 （ 埋 葬 を 除 く 。） は 、 災 害 の 際 死 亡 し た 者 に つ い て 行 う 。  

（ 二 ）  死 体 の 処 理 は 、 次 の 事 項 に つ い て 行 う 。  

（ １ ）  死 体 の 洗 浄 、 縫 合 、 消 毒 等 の 処 置  

（ ２ ）  死 体 の 一 時 保 存  

（ ３ ）  検 案  

（ 三 ）  検 案 は 、 原 則 と し て 救 護 班 が 行 う 。  

（ 四 ）  死 体 の 処 理 の た め 支 出 す る 費 用 は 、 次 に 掲 げ る と こ ろ に よ る 。  

（ １ ）  死 体 の 洗 浄 、 縫 合 、 消 毒 等  

一 体 に つ き 三 千 五 百 円 以 内  
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（ ２ ）  死 体 の 一 時 保 存  

イ  既 存 建 物 を 利 用 す る 場 合 に あ つ て は 当 該 建 物 の 通 常 の 借 上 費 、既 存 建 物 を 利

用 し な い 場 合 に あ つ て は 一 体 に つ き 五 千 五 百 円 以 内  

ロ  死 体 の 一 時 保 存 に ド ラ イ ア イ ス の 購 入 費 等 の 経 費 が 必 要 な 場 合 は 、当 該 地 域

に お け る 通 常 の 実 費  

（ ３ ）  救 護 班 以 外 の 者 の 検 案  

当 該 地 域 の 慣 行 料 金 の 額 以 内  

（ 五 ）  死 体 の 処 理 は 、 災 害 発 生 の 日 か ら 十 日 以 内 に 完 了 し な け れ ば な ら な い 。 

十 一  災 害 に よ つ て 住 居 又 は そ の 周 辺 に 運 ば れ た 土 石 、竹 木 等 で 、日 常 生 活 に

著 し い 支 障 を 及 ぼ し て い る も の の 除 去  

１  障 害 物 の 除 去 は 、居 室 、炊 事 場 、便 所 等 日 常 生 活 に 欠 く こ と の で き な い 部 分

に 障 害 物 が 運 び こ ま れ て い る 場 合 又 は 敷 地 に 障 害 物 が 運 び こ ま れ て い る た め

一 時 的 に 居 住 で き な い 状 態 に あ る 場 合 に 自 己 の 資 力 で は 当 該 障 害 物 を 除 去 す

る こ と が で き な い 者 に 対 し て 行 う も の と す る 。  

２  障 害 物 の 除 去 の た め 支 出 す る 費 用 は 、ロ ー プ 、ス コ ッ プ そ の 他 の 除 去 に 必 要

な 機 械 器 具 等 の 借 上 費 又 は 購 入 費 、輸 送 費 、賃 金 職 員 等 雇 上 費 等 と し 、一 の 市

町 村 内 に お い て 行 つ た 障 害 物 の 除 去 に 要 し た 費 用 の 一 世 帯 当 た り の 平 均 額 が

十 三 万 八 千 七 百 円 以 内 と す る 。た だ し 、同 一 住 家 に 二 以 上 の 世 帯 が 居 住 し て い

る 場 合 に お け る 費 用 は 、 一 世 帯 当 た り の 限 度 額 の 範 囲 内 と す る 。  

３  障 害 物 の 除 去 は 、 災 害 発 生 の 日 か ら 十 日 以 内 に 完 了 し な け れ ば な ら な い 。  

十 二  応 急 救 助 の た め の 輸 送 費 及 び 賃 金 職 員 等 雇 上 費  

１  応 急 救 助 の た め の 輸 送 費 及 び 賃 金 職 員 等 雇 上 費 と し て 支 出 で き る 範 囲 は 、次

に 掲 げ る 場 合 と す る 。  

（ 一 ） 法 第 四 条 第 一 項 の 救 助 に あ つ て は 被 災 者 、同 条 第 二 項 の 救 助 に あ つ て は

避 難 者 の 避 難 に 係 る 支 援  

（ 二 ）  医 療 及 び 助 産  

（ 三 ）  災 害 に か か つ た 者 の 救 出  

（ 四 ）  飲 料 水 の 供 給  

（ 五 ）  死 体 の 捜 索  

（ 六 ）  死 体 の 処 理 （ 埋 葬 を 除 く 。）  

（ 七 ）  救 済 用 物 資 の 整 理 配 分  

２  応 急 救 助 の た め の 輸 送 費 及 び 賃 金 職 員 等 雇 上 費 は 、当 該 地 域 に お け る 通 常 の

実 費 と す る 。  

３  応 急 救 助 の た め の 輸 送 及 び 賃 金 職 員 等 の 雇 入 れ の 期 間 は 、そ れ ぞ れ の 救 助 の

実 施 期 間 と す る 。  
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  別 表 第 ２ （ 第 ９ 条 関 係 ）  

従 事 者

の 区   

分  

実 費 弁 償 の 種 類 及 び 額  

日      

当  

時 間 外 勤 務 手

当  

旅      

費  

令 第 10

条 第 １

号 か ら

第 ４ 号

ま で に

規 定 す

る 者  

県 の 常 勤 の 職

員 で 救 助 に 関

す る 業 務 に 従

事 し た 者 に 相

当 す る も の の

給 与 を 考 慮 し

て そ の 都 度 知

事 が 決 定 す る

額 以 内 の 額 。た

だ し 、当 該 業 務

に 従 事 し た 者

に 相 当 す る 県

の 常 勤 の 職 員

が 存 在 し な い

場 合 は 、県 が 実

施 す る 工 事 の

工 事 費 を 積 算

す る 際 に 用 い

る 賃 金 単 価 そ

の 他 の 賃 金 水

準 を 考 慮 し て

そ の 都 度 知 事

が 決 定 す る 額

以 内 の 額  

日 当 の 額 を ８

で 除 し て 得 た

額 を 岐 阜 県 職

員 の 給 与 、勤 務

時 間 そ の 他 の

勤 務 条 件 に 関

す る 条 例（ 昭 和

32 年 岐 阜 県 条

例 第 29 号 。 以

下 「 給 与 条 例 」

と い う 。）第 17

第 １ 項 に 規 定

す る 勤 務 １ 時

間 当 た り の 給

与 額 と み な し

て 給 与 条 例 第

14 条 の 規 定 の

例 に よ り 算 定

し た 額 以 内 の

額  

県 の 職 員 が 公

務 の た め に 旅

行 す る と し た

場 合 に 岐 阜 県

職 員 等 旅 費 条

例 （ 昭 和 32 年

条 例 第 30 号 ）

の 規 定 に よ り

支 給 す べ き 旅

費 の 額 に 相 当

す る 額 以 内 の

額  

令 第 10

条 第 ５

号 か ら

第 10 号

ま で に

規 定 す

る 者  

当 該 地 域 に お け る 業 者 の 慣 行 料 金 に そ の 100 分

の ３ に 相 当 す る 額 を 加 算 し た 額 以 内 の 額  
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第 ５ 号 様 式 （ 第 ４ 条 関 係 ）  

 

 



参考資料編 

235 (R6.4) 

第 ６ 号 様 式 （ 第 ４ 条 関 係 ）  
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（ 裏  面 ）  

令 書 の 交 付 を 受 け た 者 の 心 得  

１  こ の 令 書 の 交 付 を 受 け た 者 は 、こ の 令 書 を 携 行 し て 指 定 の 日 時 及 び 場 所 に 出

頭 す る こ と 。  

２  こ の 令 書 の 交 付 を 受 け た 者 は 、傷 病 疾 病 等 に よ り 指 定 の 日 時 に 出 頭 し 難 い 場

合 に は 医 師 診 断 書（ や む を 得 な い 事 情 に よ り 医 師 の 診 断 書 を 得 ら れ な い と き は 、

警 察 官 の 証 明 書 ） を 添 え 知 事 に 遅 滞 な く 届 け 出 る こ と 。  

３  こ の 令 書 の 交 付 を 受 け た 者 は 、天 災 そ の 他 避 け る こ と の で き な い 事 故 に よ り

指 定 の 日 時 及 び 場 所 に 出 頭 で き な い 場 合 に は 、そ の 市 町 村 長 、警 察 官 そ の 他 適

当 な 公 務 員 の 証 明 書 を 添 え 知 事 に 遅 滞 な く 届 け 出 る こ と 。  

４  こ の 令 書 の 交 付 を 受 け た 者 で 旅 費 の 前 払 を 受 け な け れ ば 出 頭 す る こ と が で

き な い 者 は 、居 住 地 の 市 町 村 長 に こ の 令 書 を 提 示 し 立 替 払 を 請 求 す る こ と が で

き る 。  

５  こ の 令 書 の 交 付 を 受 け た 者 が 命 令 に 従 わ な い と き は 、 災 害 救 助 法 第 45 条 の

規 定 に よ り ６ 箇 月 以 下 の 懲 役 又 は 50,000 円 以 下 の 罰 金 に 処 せ ら れ る 。  

（ 教 示 ）  

１  こ の 処 分 に 不 服 が あ る と き は 、こ の 処 分 の 通 知 を 受 け た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し

て 60 日 以 内 に 、 厚 生 労 働 大 臣 に 対 し て 審 査 請 求 を す る こ と が で き ま す 。  

２  こ の 処 分 に 不 服 が あ る と き は 、上 記 １ の 審 査 請 求 の ほ か 、こ の 処 分 の 通 知 を

受 け た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て ６ か 月 以 内 に 、岐 阜 県 を 被 告 と し て（ 訴 訟 に お い

て 岐 阜 県 を 代 表 す る 者 は 岐 阜 県 知 事 と な り ま す 。）、こ の 処 分 の 取 消 し の 訴 え を

提 起 す る こ と が で き ま す（ な お 、処 分 の 通 知 を 受 け た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て ６

か 月 以 内 で あ っ て も 、こ の 処 分 の 日 か ら １ 年 を 経 過 す る と 処 分 の 取 消 し の 訴 え

を 提 起 す る こ と が で き な く な り ま す 。）。た だ し 、上 記 １ の 審 査 請 求 を し た 場 合

に は 、こ の 処 分 の 取 消 し の 訴 え は 、審 査 請 求 に 対 す る 裁 決 の 送 達 を 受 け た 日 の

翌 日 か ら 起 算 し て ６ か 月 以 内 に 提 起 し な け れ ば な ら な い こ と と さ れ て い ま す 。 
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第 16 号 様 式 （ 第 13 条 関 係 ）  
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○土岐市防災会議条例  

 制   定  昭 和 37 年 10 月 ９ 日  条

例 第 12 号  

 最 終 改 正  平 成 22 年 ３ 月 29 日  条

例 第 ３ 号  

 （ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 条 例 は 、災 害 対 策 基 本 法（ 昭 和 36 年 法 律 第 223 号 ）第 16 条 第 ６ 項

の 規 定 に 基 づ き 、土 岐 市 防 災 会 議（ 以 下「 防 災 会 議 」と い う 。）の 所 掌 事 務 及 び

組 織 を 定 め る こ と を 目 的 と す る 。  

 （ 所 掌 事 務 ）  

第 ２ 条  防 災 会 議 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 事 務 を つ か さ ど る 。  

 (1) 土 岐 市 地 域 防 災 計 画 を 作 成 し 、 及 び そ の 実 施 を 推 進 す る こ と 。  

 (2) 市 の 地 域 に 係 る 災 害 が 発 生 し た 場 合 に お い て 、当 該 災 害 に 関 す る 情 報 を 収

集 す る こ と 。  

 (3) 第 ２ 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、法 律 又 は こ れ に 基 づ く 政 令 に よ り そ の 権 限 に

属 す る 事 務  

 （ 会 長 及 び 委 員 ）  

第 ３ 条  防 災 会 議 は 、 会 長 及 び 委 員 を も っ て 組 織 す る 。  

２  会 長 は 、 市 長 を も っ て 充 て る 。  

３  会 長 は 、 会 務 を 総 理 す る 。  

４  会 長 に 事 故 が あ る と き は 、あ ら か じ め そ の 指 名 す る 委 員 が そ の 職 務 を 代 理 す

る 。  

５  委 員 は 、 次 に 掲 げ る 者 を も っ て 充 て る 。  

 (1) 国 及 び 県 の 防 災 関 係 機 関 の 職 員 の う ち か ら 市 長 が 委 嘱 す る 者  

 (2) 多 治 見 警 察 署 長 の 職 に あ る 者  

 (3) 土 岐 市 連 合 自 治 会 の 会 員 の う ち か ら 市 長 が 委 嘱 す る 者  

 (4) 市 長 が そ の 部 内 の 職 員 の う ち か ら 指 名 す る 者  

 (5) 土 岐 市 消 防 団 長  

 (6) そ の 他 市 長 が 特 に 必 要 と 認 め る 者  

６  前 項 の 委 員 の 定 数 は 、 35 人 以 内 と す る 。  

 （ 専 門 委 員 ）  

第 ４ 条  防 災 会 議 に 、専 門 の 事 項 を 調 査 さ せ る た め 、専 門 委 員 を 置 く こ と が で き

る 。  

２  専 門 委 員 は 、関 係 地 方 行 政 機 関 の 職 員 、岐 阜 県 の 職 員 、市 の 職 員 、関 係 指 定

公 共 機 関 の 職 員 、関 係 指 定 地 方 公 共 機 関 の 職 員 及 び 学 識 経 験 の あ る 者 の う ち か



参考資料編 

247 (R6.4) 

ら 、 市 長 が 任 命 す る 。  

３  専 門 委 員 は 、当 該 専 門 の 事 項 に 関 す る 調 査 が 終 了 し た と き は 、解 任 さ れ る も

の と す る 。  

 （ 議 事 等 ）  

第 ５ 条  前 各 条 に 定 め る も の の ほ か 、防 災 会 議 の 議 事 そ の 他 防 災 会 議 の 運 営 に 関

し 必 要 な 事 項 は 、 会 長 が 防 災 会 議 に は か っ て 定 め る 。  

   附  則  

 こ の 条 例 は 、 昭 和 37 年 10 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則 （ 昭 和 39 年 ４ 月 １ 日 条 例 第 15 号 ）  

 こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則 （ 平 成 ４ 年 ６ 月 30 日 条 例 第 19 号 ）  

 こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則 （ 平 成 12 年 ３ 月 28 日 条 例 第 28 号 ）  

 こ の 条 例 は 、 平 成 12 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則 （ 平 成 15 年 ３ 月 28 日 条 例 第 11 号 ）  

 こ の 条 例 は 、 平 成 15 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則 （ 平 成 22 年 ３ 月 29 日 条 例 第 ３ 号 ）  

 こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  
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○土岐市災害対策本部条例  

 制   定  昭 和 37 年 10 月 ９ 日  条

例 第 13 号  

 最 終 改 正  平 成 ８ 年 ３ 月 29 日  条 例

第 10 号  

 （ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 条 例 は 、 災 害 対 策 基 本 法 （ 昭 和 36 年 法 律 第 223 号 ） 第 23 条 第 ７ 項 の

規 定 に 基 づ き 土 岐 市 災 害 対 策 本 部 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る こ と を 目 的 と す る 。  

 （ 組 織 ）  

第 ２ 条  災 害 対 策 本 部 長 は 、 災 害 対 策 本 部 の 事 務 を 総 括 し 、 所 部 の 職 員 を 指 揮 監 督

す る 。  

２  災 害 対 策 副 本 部 長 は 、 災 害 対 策 本 部 長 を 助 け 、 災 害 対 策 本 部 長 に 事 故 が あ る と

き は 、 そ の 職 務 を 代 理 す る 。  

３  災 害 対 策 本 部 員 は 、 災 害 対 策 本 部 長 の 命 を 受 け 、 災 害 対 策 本 部 の 事 務 に 従 事 す

る 。  

 （ 部 ）  

第 ３ 条  災 害 対 策 本 部 長 は 、 必 要 と 認 め る と き は 、 災 害 対 策 本 部 に 部 を 置 く こ と が

で き る 。  

２  部 に 属 す べ き 災 害 対 策 本 部 員 は 、 災 害 対 策 本 部 長 が 指 名 す る 。  

３  部 に 部 長 を 置 き 、 災 害 対 策 本 部 長 の 指 名 す る 災 害 対 策 本 部 員 が こ れ に 当 た る 。  

４  部 長 は 、 部 の 事 務 を 掌 理 す る 。  

 （ 現 地 災 害 対 策 本 部 ）  

第 ４ 条  現 地 災 害 対 策 本 部 に 現 地 災 害 対 策 本 部 長 及 び 現 地 災 害 対 策 本 部 員 そ の 他 の

職 員 を 置 き 、 災 害 対 策 副 本 部 長 、 災 害 対 策 本 部 員 そ の 他 の 職 員 の う ち か ら 災 害 対

策 本 部 長 が 指 名 す る 者 を も っ て 充 て る 。  

２  現 地 災 害 対 策 本 部 長 は 、 現 地 災 害 対 策 本 部 の 事 務 を 掌 理 す る 。  

 （ 雑 則 ）  

第 ５ 条  前 ４ 条 に 定 め る も の の ほ か 、 災 害 対 策 本 部 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 災 害 対 策

本 部 長 が 定 め る 。  

   附  則  

 こ の 条 例 は 、 昭 和 37 年 10 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則 （ 平 成 ４ 年 ６ 月 30 日 条 例 第 19 号 ）  

 こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則 （ 平 成 ８ 年 ３ 月 29 日 条 例 第 10 号 ）  

 こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  
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○土岐市災害対策本部条例施行規則  

 制   定  昭 和 40 年 ２ 月 19 日  規

則 第 ３ 号  

 最 終 改 正  平 成 20 年 ９ 月 12 日  規

則 第 41 号  

 （ 総 則 ）  

第 １ 条  こ の 規 則 は 、 土 岐 市 災 害 対 策 本 部 条 例 （ 昭 和 37 年 土 岐 市 条 例 第 13 号 ）

第 ５ 条 の 規 定 に 基 づ き 、土 岐 市 災 害 対 策 本 部（ 以 下「 災 害 対 策 本 部 」と い う 。）

の 組 織 及 び 運 営 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

 （ 部 等 ）  

第 ２ 条  災 害 対 策 本 部 に 、別 表 に 掲 げ る 部 及 び 班 を 置 き 、同 表 に 掲 げ る 事 務 を 分

掌 さ せ る 。  

 （ 部 長 等 ）  

第 ３ 条  前 条 の 部 に 部 長 を 置 き 、 必 要 に 応 じ て 副 部 長 を 置 く 。  

２  前 条 の 班 に 班 長 を 置 く 。  

３  部 長 及 び 副 部 長 は 、別 表 の 部 長 、副 部 長 相 当 職 欄 に 掲 げ る 職 に あ る 者 を も っ

て 充 て 、 班 長 は 、 同 表 班 長 相 当 職 欄 に 掲 げ る 者 を も っ て 充 て る 。  

４  部 長 は 、災 害 対 策 本 部 長 の 命 を 受 け 、部 の 事 務 を 掌 理 し 、所 属 職 員 を 指 揮 監

督 す る 。  

５  副 部 長 は 、 部 長 を 補 佐 し 、 部 長 に 事 故 が あ る と き は 、 そ の 職 務 を 代 行 す る 。 

６  班 長 は 、 上 司 の 命 を 受 け 所 掌 事 務 を 処 理 す る 。  

 （ 現 地 災 害 対 策 本 部 ）  

第 ４ 条  現 地 災 害 対 策 本 部 は 、災 害 対 策 本 部 長 の 指 名 を 受 け た 者 が 、第 ２ 条 に 基

づ く 事 務 を 掌 理 す る 。  

 （ 支 所 連 絡 班 ）  

第 ５ 条  支 所 管 内 の 災 害 対 策 事 務 を 円 滑 に 処 理 す る た め 、支 所 に 災 害 対 策 本 部 支

所 連 絡 班 を 置 く 。  

２  支 所 連 絡 班 に 班 長 及 び 班 員 を 置 く 。  

３  班 長 は 、 支 所 長 を 、 班 員 は 当 該 支 所 の 職 員 （ 長 を 除 く 。） を も っ て 充 て る 。  

 （ 現 地 連 絡 所 ）  

第 ６ 条  災 害 が 限 定 さ れ た 地 域 に 発 生 し 現 地 で 直 接 的 な 対 策 を 必 要 と す る 場 合

は 現 地 連 絡 所 を 置 く こ と が で き る 。  

２  所 長 は 、 市 本 部 の 班 長 を 、 現 地 連 絡 所 員 は 関 係 各 班 の 班 員 を も っ て 充 て る 。 

 （ そ の 他 ）  

第 ７ 条  こ の 規 則 に 定 め る ほ か 、災 害 対 策 本 部 の 組 織 及 び 運 営 に 関 し 必 要 な 事 項
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は 、 土 岐 市 地 域 防 災 計 画 の 定 め る と こ ろ に よ る 。  

   附  則  

 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則 （ 昭 和 45 年 ６ 月 20 日 規 則 第 10 号 ）  

 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 し 、 昭 和 45 年 ４ 月 １ 日 か ら 適 用 す る 。  

   附  則 （ 昭 和 52 年 ８ 月 ３ 日 規 則 第 18 号 ）  

 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則 （ 昭 和 54 年 ７ 月 26 日 規 則 第 21 号 ）  

 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則 （ 昭 和 55 年 ３ 月 29 日 規 則 第 ５ 号 抄 ）  

 こ の 規 則 は 、 昭 和 55 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則 （ 昭 和 60 年 ３ 月 30 日 規 則 第 24 号 ）  

 こ の 規 則 は 、 昭 和 60 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則 （ 昭 和 63 年 ３ 月 28 日 規 則 第 １ 号 ）  

 こ の 規 則 は 、 昭 和 63 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則 （ 昭 和 63 年 ９ 月 １ 日 規 則 第 24 号 ）  

 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則 （ 平 成 元 年 ８ 月 16 日 規 則 第 22 号 ）  

 こ の 規 則 は 、 平 成 元 年 ９ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則 （ 平 成 ２ 年 １ 月 18 日 規 則 第 １ 号 ）  

 こ の 規 則 は 、 平 成 ２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則 （ 平 成 ３ 年 12 月 18 日 規 則 第 39 号 ）  

 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則 （ 平 成 ７ 年 ３ 月 29 日 規 則 第 15 号 ）  

 こ の 規 則 は 、 平 成 ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則 （ 平 成 ８ 年 １ 月 24 日 規 則 第 １ 号 ）  

 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則 （ 平 成 ８ 年 ３ 月 29 日 規 則 第 10 号 ）  

 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則 （ 平 成 10 年 ２ 月 17 日 規 則 第 ３ 号 ）  

 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則 （ 平 成 10 年 12 月 24 日 規 則 第 44 号 ）  

 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則 （ 平 成 12 年 ２ 月 29 日 規 則 第 ３ 号 ）  

 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  
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   附  則 （ 平 成 13 年 ６ 月 １ 日 規 則 第 29 号 ）  

 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則 （ 平 成 14 年 ３ 月 29 日 規 則 第 17 号 ）  

 こ の 規 則 は 、 平 成 14 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則 （ 平 成 14 年 ５ 月 29 日 規 則 第 28 号 ）  

 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則 （ 平 成 17 年 ３ 月 30 日 規 則 第 14 号 ）  

 こ の 規 則 は 、 平 成 17 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則 （ 平 成 18 年 ３ 月 30 日 規 則 第 ２ 号 ）  

 こ の 規 則 は 、 平 成 18 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則 （ 平 成 20 年 ９ 月 12 日 規 則 第 41 号 ）  

 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  
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○消防計画における出動区分・動員基準 

１ 災害出動 

災害発生時の出動は、災害出動区分表による。 

災害出動区分表 

出動区分 
方面隊 北部 南部 濃南 召集方法 備考 

発災町 土岐津 泉 肥田 下石 妻木 駄知 鶴里 曽木 

第一次 全域 消防署の対応   

第二次 出動分団 土岐津 泉 肥田 下石 妻木 駄知 濃南 
①防災無線によるサイ
レン吹鳴及び広報 
②順次指令等 

 

第三次 出動分団 
肥田 
泉 

土岐津 
肥田 

土岐津 
泉 

妻木 
駄知 

下石 
駄知 

下石 
妻木 

（妻
木） 

（駄
知） 

①防災無線によるサイ
レン吹鳴及び広報 
②順次指令等 

（ ）の分団
は状況に応じ
て 

第四次 出動分団 全分団   

●上記に基づき召集しますが、災害状況に応じて出動区分にかかわらず召集する場合がある。 
●地震、水害等の災害においても、当該災害出動区分表に準じて召集する。 
●地震の警戒防御態勢 
 ・震度４の地震により団本部を動員し、分団は震度５弱で動員し速やかに活動できる態勢に整える 
 ・消防隊１分隊又は２分隊、救護班１分隊及び巡視隊、特別消防隊（避難、誘導、広報）を編成する。 

２ 職員動員 

(1) 地震発生時 

震度３ 幹部職員に連絡するとともに、必要な措置をとる。 

震度４ 幹部職員及び団本部を召集し、必要な措置をとる。 

(2) 気象警報等発令時 

注意報 大雨注意報又は洪水注意報が発令された場合は、必要な措置をとる。 

警 報 大雨警報、洪水警報及び暴風警報のいずれかが発令された場合は、必要に応じ幹部職員を召集するとともに必要な措置をとる。 
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○ 気 象 庁 震 度 階 級 関 連 解 説 表  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

震

度

階

級  

人 間  屋 内 の 状 況  屋 外 の 状 況  
木 造 建 物  

（ 住 宅 ）  

鉄 筋 コ ン ク

リ ー ト 建 物  
地 盤 斜 面  

0  

人 は 揺 れ を 感

じ な い が 、 地

震 計 に は 記 録

さ れ る  

     

1  

屋 内 で 静 か に

し て い る 人 の

中 に は 、 揺 れ

を わ ず か に 感

じ る 人 が い

る 。  

     

2  

屋 内 で 静 か に

し て い る 人 の

大 半 が 、 揺 れ

を 感 じ る 。 眠

っ て い る 人 の

中 に は 、 目 を

覚 ま す 人 も い

る ｡ 

電 灯 な ど の つ

り 下 げ 物 が 、

わ ず か に 揺 れ

る 。  

    

3  

屋 内 に い る 人

の ほ と ん ど

が 、 揺 れ を 感

じ る 。 歩 い て

い る 人 の 中 に

は 、 揺 れ を 感

じ る 人 も い

る 。 眠 っ て い

る 人 の 大 半

棚 に あ る 食 器

類 が 音 を 立 て

る こ と が あ

る 。  

電 線 が 少 し 揺

れ る 。  

   

 震 度 は 、地 震 動 の 強 さ の 程 度 を 表 す も の で 、震 度 計 を 用 い て 観 測 し ま す 。こ の

「 気 象 庁 震 度 階 級 関 連 解 説 表 」は 、あ る 震 度 が 観 測 さ れ た 場 合 、そ の 周 辺 で 実 際

に ど の よ う な 現 象 や 被 害 が 発 生 す る か を 示 す も の で す 。 こ の 表 を 使 用 さ れ る 際

は 、 以 下 の 点 に ご 注 意 く だ さ い 。  

(1)   気 象 庁 が 発 表 す る 震 度 は 、 震 度 計 に よ る 観 測 値 で あ り 、 こ の 表 に 記 述 さ れ

る 現 象 か ら 決 定 す る も の で は あ り ま せ ん 。  

(2)   震 動 は 、 地 盤 や 地 形 に 大 き く 影 響 さ れ ま す 。 震 度 は 震 度 計 が 置 か れ て い る

地 点 で の 観 測 値 で あ り 、同 じ 市 町 村 で あ っ て も 場 所 に よ っ て 震 度 が 異 な る こ

と が あ り ま す 。ま た 、中 高 層 建 物 の 上 層 階 で は 一 般 に 地 表 よ り 揺 れ が 強 く な

る な ど 、 同 じ 建 物 の 中 で も 、 階 や 場 所 に よ っ て 揺 れ の 強 さ が 異 な り ま す 。  

(3)   震 度 が 同 じ で あ っ て も 、地 震 動 の 振 幅（ 揺 れ の 大 き さ ）、周 期（ 揺 れ が 繰 り

返 す 時 の 1 回 あ た り の 時 間 の 長 さ ）及 び 継 続 時 間 な ど の 違 い や 、対 象 と な る

建 物 や 構 造 物 の 状 態 、 地 盤 の 状 況 に よ り 被 害 は 異 な り ま す 。  

(4)   こ の 資 料 で は 、 あ る 震 度 が 観 測 さ れ た 際 に 発 生 す る 被 害 の 中 で 、 比 較 的 多

く 見 ら れ る も の を 記 述 し て お り 、こ れ よ り 大 き な 被 害 が 発 生 し た り 、逆 に 小

さ な 被 害 に と ど ま る 場 合 も あ り ま す 。ま た 、そ れ ぞ れ の 震 度 階 級 で 示 さ れ て

い る 全 て の 現 象 が 発 生 す る わ け で は あ り ま せ ん 。   

(5 )   こ の 資 料 は 、 主 に 近 年 発 生 し た 被 害 地 震 の 事 例 か ら 作 成 し た も の で す 。 今

後 、 5 年 程 度 で 定 期 的 に 内 容 を 点 検 し 、 新 た な 事 例 が 得 ら れ た り 、建 物 ・ 構

造 物 の 耐 震 性 の 向 上 等 に よ っ て 実 状 と 合 わ な く な っ た 場 合 に は 変 更 し ま す 。 
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が 、 目 を 覚 ま

す 。  

4  

ほ と ん ど の 人

が 驚 く 。 歩 い

て い る 人 の ほ

と ん ど が 、 揺

れ を 感 じ る 。

眠 っ て い る 人

の ほ と ん ど

が 、 目 を 覚 ま

す 。  

電 灯 な ど の つ

り 下 げ 物 は 大

き く 揺 れ ､ 棚

に あ る 食 器 類

は 音 を 立 て

る 。 座 り の 悪

い 置 物 が 、 倒

れ る こ と が あ

る 。  

電 線 が 大 き く

揺 れ る 。 自 動

車 を 運 転 し て

い て 、 揺 れ に

気 付 く 人 が い

る 。  

   

5

弱  

大 半 の 人 が 、

恐 怖 を 覚 え 、

物 に つ か ま り

た い と 感 じ

る 。  

電 灯 な ど の つ

り 下 げ 物 は 激

し く 揺 れ ､ 棚

に あ る 食 器

類 、 書 棚 の 本

が 落 ち る こ と

が あ る 。 座 り

の 悪 い 置 物 の

大 半 が 倒 れ

る 。 固 定 し て

い な い 家 具 が

移 動 す る こ と

が あ り 、 不 安

定 な も の は 倒

れ る こ と が あ

る 。  

ま れ に 窓 ガ ラ

ス が 割 れ て 落

ち る こ と が あ

る 。 電 柱 が 揺

れ る の が わ か

る 。 道 路 に 被

害 が 生 じ る こ

と が あ る ｡ 

（ 耐 震 性 が 低 い ）  

壁 な ど に 軽 微

な ひ び 割 れ ・

亀 裂 が み ら れ

る こ と が あ

る 。  

 （ 地 盤 の 状 況 ）  

亀 裂 や 液 状 化

が 生 じ る こ と

が あ る 。  

 

（ 斜 面 等 の 状 況 ）  

落 石 や が け 崩

れ が 発 生 す る

こ と が あ る 。  

5

強  

大 半 の 人 が 、

物 に つ か ま ら

な い と 歩 く こ

と が 難 し い な

ど 、 行 動 に 支

障 を 感 じ る 。  

棚 に あ る 食 器

類 や 書 棚 の 本

で 、 落 ち る も

の が 多 く な

る 。 テ レ ビ が

台 か ら 落 ち る

こ と が あ る 。

固 定 し て い な

い 家 具 が 倒 れ

る こ と が あ

る 。  

窓 ガ ラ ス が 割

れ て 落 ち る こ

と が あ る 。 補

強 さ れ て い な

い ブ ロ ッ ク 塀

が 崩 れ る こ と

が あ る 。 据 付

け が 不 十 分 な

自 動 販 売 機 が

倒 れ る こ と が

あ る 。 自 動 車

の 運 転 が 困 難

と な り 、 停 止

す る 車 も あ

る 。  

（ 耐 震 性 が 低 い ）  

壁 な ど に ひ び

割 れ ・ 亀 裂 が

み ら れ る こ と

が あ る  

（ 耐 震 性 が 低 い ）  

壁 、梁（ は り ）、

柱 な ど の 部 材

に 、ひ び 割 れ・

亀 裂 が 入 る こ

と が あ る 。  

6

弱  

立 っ て い る こ

と が 困 難 に な

る 。  

固 定 し て い な

い 家 具 の 大 半

が 移 動 し 、 倒

れ る も の も あ

る ｡ ド ア が 開

か な く な る こ

と が あ る ｡ 

壁 の タ イ ル や

窓 ガ ラ ス が 破

損 、 落 下 す る

こ と が あ る 。  

（ 耐 震 性 が 低 い ）  

壁 な ど の ひ び

割 れ ・ 亀 裂 が

多 く な る 。  

壁 な ど に 大 き

な ひ び 割 れ ・

亀 裂 が 入 る こ

と が あ る 。  

瓦 が 落 下 し た

り 、 建 物 が 傾

（ 耐 震 性 が 低 い ）  

壁 、梁（ は り ）、

柱 な ど の 部 材

に 、ひ び 割 れ・

亀 裂 が 多 く な

る 。  

（ 地 盤 の 状 況 ）  

地 割 れ が 生 じ

る こ と が あ

る 。  



参考資料編 

255 (R3.4) 

い た り す る こ

と が あ る 。 倒

れ る も の も あ

る 。  

（ 耐 震 性 が 高 い ）  

壁 な ど に 軽 微

な ひ び 割 れ ・

亀 裂 が み ら れ

る こ と が あ

る 。  

（ 耐 震 性 が 高 い ）  

壁 、梁（ は り ）、

柱 な ど の 部 材

に 、ひ び 割 れ・

亀 裂 が 入 る こ

と が あ る 。  

（ 斜 面 等 の 状 況 ）  

が け 崩 れ や 地

す べ り が 発 生

す る こ と が あ

る 。  

6

強  

立 っ て い る こ

と が で き ず 、

は わ な い と 動

く こ と が で き

な い 。 揺 れ に

ほ ん ろ う さ

れ 、 動 く こ と

も で き ず 、 飛

ば さ れ る こ と

も あ る  

固 定 し て い な

い 家 具 の ほ と

ん ど が 移 動

し 、 倒 れ る も

の が 多 く な

る 。  

壁 の タ イ ル や

窓 ガ ラ ス が 破

損 、 落 下 す る

建 物 が 多 く な

る 。 補 強 さ れ

て い な い ブ ロ

ッ ク 塀 の ほ と

ん ど が 崩 れ

る 。  

（ 耐 震 性 が 低 い ）  

壁 な ど に 大 き

な ひ び 割 れ ・

亀 裂 が 入 る も

の が 多 く な

る 。  

傾 く も の や 、

倒 れ る も の が

多 く な る 。  

（ 耐 震 性 が 低 い ）  

壁 、梁（ は り ）、

柱 な ど の 部 材

に 斜 め や X 印

の ひ び 割 れ ・

亀 裂 が み ら れ

る こ と が あ

る 。  

１ 階 あ る い は

中 間 階 の 柱 が

崩 れ 、 倒 れ る

も の が あ る 。  

（ 地 盤 の 状 況 ）  

大 き な 地 割 れ

が 生 じ る こ と

が あ る 。  

 

（ 斜 面 等 の 状 況 ）  

が け 崩 れ が 多

発 し 、 大 規 模

な 地 す べ り や

山 体 の 崩 壊 が

発 生 す る こ  

と が あ る 。  

（ 耐 震 性 が 高 い ）  

壁 な ど に ひ び

割 れ ・ 亀 裂 が

み ら れ る こ と

が あ る 。  

（ 耐 震 性 が 高 い ）  

壁 、梁（ は り ）、

柱 な ど の 部 材

に 、ひ び 割 れ・

亀 裂 が 多 く な

る 。  

7  

固 定 し て い な

い 家 具 の ほ と

ん ど が 移 動 し

た り 倒 れ た り

し 、 飛 ぶ こ と

も あ る ｡ 

壁 の タ イ ル や

窓 ガ ラ ス が 破

損 ､ 落 下 す る

建 物 が さ ら に

多 く な る 。 補

強 さ れ て い る

ブ ロ ッ ク 塀 も

破 損 す る も の

が あ る 。  

（ 耐 震 性 が 低 い ）  

傾 く も の や 、

倒 れ る も の が

さ ら に 多 く な

る 。  

（ 耐 震 性 が 低 い ）  

壁 、梁（ は り ）、

柱 な ど の 部 材

に 斜 め や X 印

の ひ び 割 れ ・

亀 裂 が 多 く な

る 。  

１ 階 あ る い は

中 間 階 の 柱 が

崩 れ 、 倒 れ る

も の が 多 く な

る 。  

（ 耐 震 性 が 高 い ）  

壁 な ど の ひ び

割 れ ・ 亀 裂 が

多 く な る 。 ま

れ に 傾 く こ と

が あ る 。  

（ 耐 震 性 が 高 い ）  

壁 、梁（ は り ）、

柱 な ど の 部 材

に 、ひ び 割 れ・

亀 裂 が さ ら に

多 く な る 。  

1  階 あ る い は

中 間 階 が 変 形

し 、 ま れ に 傾

く も の が あ

る 。  
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ラ イ フ ラ イ ン ・ イ ン フ ラ 等 へ の 影 響  

ガ ス 供 給 の 停 止  

安 全 装 置 の あ る ガ ス メ ー タ ー （ マ イ コ ン メ ー タ ー ） で は 震 度 ５ 弱

程 度 以 上 の 揺 れ で 遮 断 装 置 が 作 動 し 、 ガ ス の 供 給 を 停 止 す る 。  

さ ら に 揺 れ が 強 い 場 合 に は 、 安 全 の た め 地 域 ブ ロ ッ ク 単 位 で ガ ス

供 給 が 止 ま る こ と が あ る 。  

断 水 、 停 電 の 発 生  
震 度 ５ 弱 程 度 以 上 の 揺 れ が あ っ た 地 域 で は 、 断 水 、 停 電 が 発 生 す

る こ と が あ る 。  

鉄 道 の 停 止 、  

高 速 道 路 の 規 制 等  

震 度 ４ 程 度 以 上 の 揺 れ が あ っ た 場 合 に は 、 鉄 道 、 高 速 道 路 な ど

で 、 安 全 確 認 の た め 、 運 転 見 合 わ せ 、 速 度 規 制 、 通 行 規 制 が 、 各

事 業 者 の 判 断 に よ っ て 行 わ れ る 。 （ 安 全 確 認 の た め の 基 準 は 、 事

業 者 や 地 域 に よ っ て 異 な る 。 ）  

電 話 等 通 信 の 障 害  

地 震 災 害 の 発 生 時 、 揺 れ の 強 い 地 域 や そ の 周 辺 の 地 域 に お い て 、

電 話 ・ イ ン タ ー ネ ッ ト 等 に よ る 安 否 確 認 、 見 舞 い 、 問 合 せ が 増 加

し 、 電 話 等 が つ な が り に く い 状 況 （ ふ く そ う ） が 起 こ る こ と が あ

る 。 そ の た め の 対 策 と し て 、 震 度 ６ 弱 程 度 以 上 の 揺 れ が あ っ た 地

震 な ど の 災 害 の 発 生 時 に 、 通 信 事 業 者 に よ り 災 害 用 伝 言 ダ イ ヤ ル

や 災 害 用 伝 言 板 な ど の 提 供 が 行 わ れ る 。  

エ レ ベ ー タ ー の 停 止  

地 震 管 制 装 置 付 き の エ レ ベ ー タ ー は 、 震 度 ５ 弱 程 度 以 上 の 揺 れ が

あ っ た 場 合 、 安 全 の た め 自 動 停 止 す る 。 運 転 再 開 に は 、 安 全 確 認

な ど の た め 、 時 間 が か か る こ と が あ る 。  

※ 震 度 ６ 強 程 度 以 上 の 揺 れ と な る 地 震 が あ っ た 場 合 に は 、広 い 地 域 で 、ガ ス 、水

道 、 電 気 の 供 給 が 停 止 す る こ と が あ る 。  
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別 図  

【 表 示 板 】  

（ 避 難 所 ）  

・ 表 示 板 は 、 耐 蝕 ア ル ミ 合 金 板 Ｊ Ｉ Ｓ 規 格 品  

 表 示 サ イ ズ  幅 1.10 ㎜ ×高 900 ㎜ ×厚 2.0 ㎜  

・ 支 柱 は 、 Ｊ Ｉ Ｓ 規 格 品 鋼 管 φ 60.5 ㎜ で （ 粉 体 塗 装 仕 上 げ ）  

（ 色 ）  

下   地    白  

記 入 文 字    避 難 所（ Evacuation She lter）（ 赤 ）カ ッ テ ィ ン グ

貼 文 字  

施 設 名                 〃  

避 難 所 図 記 号（ 緑 ）及 び 災 害 種 別 記 号 及 び 災 害 種

別 記 号 （ 黒 ）  

支   柱    黄 色  

 

 

 

 

 


